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発行にあたって

障害をもっ人々へのリハビリテーションが、日本に導入されてから半世紀が過ぎました。こ

の問、各分野にリハビリテーションサービスは拡大され専門従事者の数も近年急速に増加しま

したが、日本のリハビリテーションサービスのレベルは、特に重度・重複障害をもっ人々を含

めて、様々な障害のある人々全てのニーズに応えられるものになっているでしょうか。

21世紀最初の政府や自治体の障害者に関する長期計画は、リハビリテーションとノーマライ

ゼーション理念の具体化を引き続き目指しています。

再び日本提案により延長された「アジア太平洋障害者の十年」はその行動目標をくすべての

人々の為の障壁のない権利に基づいた社会づくり>としています。また関連では「障害者の権

利に関する国際条約」の論議が開始されています。そのいずれにおいてもリハビリテーション

の保障は主要な課題となっているのです。

こうした状況下にリハビリテーションの進展を願い、埼玉県で開催された今大会は、「重度・

重複障害をもっ人々のリハビリテーションJをテーマとして、国や国際的な施策動向も学び、

リハビリテーションサービスに携わるものの、一層の研鑓と交流を図るためのものになりまし

た。

2004年 3月

第 26回総合リハビリテーション研究大会

実行委員長 丸山一郎
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【1】基調講演

「リハビリテーションと障害の国際的動向

~医療モデルから統合モデ、ルへの変遷""'J

講師:ケイト・シールマン

(元 米国 NIDRRW国立障害リハビリテーション研究所』所長)
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基調講演

リノ¥ピ、リテーションと障害の国際的動向へ

ー医療モデ、ルから統合モデ、ルへの変遷一

元米国 NIDRR(国立障害リハビリテーション研究所)所長

ケイト・シールマン

ケイト・シールマン博士略歴

シーノレマン博士は、研究者、行政担当者、教育者であり運動家でもある。 1982年博士号

(ニューヨーク大学、科学・技術・公共政策)を取得。 マサチューセッツ州ろう聴覚協議会

(MCDHH)調査研究サービス所長の後、 ADA(障害をもっ米国民法)の草案づくりをした全米

障害者協議会 (NCD)で 1989年から 4年間調査研究専門職を務める。のち保健福祉省

(HHS)発達障害局・事業開発部長を経て、 1994年より 7年間、教育省・国立障害リハビリテー

ション研究所(NIDRR)所長として、 米国における障害とリハビリテーション関連の研究開発行

政を指揮した。 現在は、ピッツパーグ大学・保健リハビリテーション学部の教授および副学部

長として活躍中。自身の難聴体験から、大学での障害学生や障害女性の運動を含め、社会

公正や社会変革を目指すマイノリティーの権利擁護運動にも参画されている。主要編著書:

"Handbook of Disability Studies， 

G. Albrecht， K. D. Seelman， and M. bury eds.， Thousand Oaks， 2001" 

日本障害者リハビリテーション協会の皆さん、そして国立身体障害者リハビリテーションセン

ターの皆様、本日はお招きいただきましでありがとうございます。また、この分野での専門家の

皆さん、そしてさらに本日ここにお集まりの障害問題にご興味をおもちの方々や聴覚障害の協

会の方々にもお会いできましたことをとても光栄に思います。この度、アメリカからきた私と 日本

の皆さんとの問でいろいろな話し合いや協力ができることをたいへんうれしく思っております。

(スライド)

本日の私の講演の目的ですが、まずーっめに「障害モデ、/レJの発展を段階的にみていくと

し、うことについて説明したいと思います。次にそれぞれの段階に該当する政策や実践、そして

調査研究について、国毎の例を使って説明したいと思います。さらに専門家の教育訓練や消
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費者としての障害者の訓練の重要性について解説し、最後に国際的な協働(コラボ、レーショ

ン)についてお話しします。

障害モデルに対するアプローチの国際的動向

障害モデルに対する分析的なアプローチとし、うのは、言ってみればより学問的なもので、すが、

いずれの国においてもその国際的な傾向について、あるいは、その中で人権がどのように扱

われているかについて改めて検討すべき岐路に立っているのではなし、かと思います。国際的

な動向としては、次のようなことがあります。例えば専門家と障害をもっている人たちの問で障

害モデ、ルに対する見方が実際には異なっていることです。私自身も聴覚障害をもっています。

その中で障害者の考えと専門家の考えが、合致していないとしづのは、どこの国にもあることな

のです。いってみれば障害者は自分たちの生活に即したニーズなどを訴えるのに対して、専

門家は、それをより学問的な観点からとらえる傾向があるのではなし、かと思います。

さらに、生活機能については、今日、統合(インテグレーション)としづ考え方がうたわれてい

ます。また、もう lつの動向品、えるのは、技術についての話です。すなわち、技術へのアクセ

スです。これはますます人権と大きく関わってきています。よって、障害者に関するさまざまな

法律に、技術に関することが多く含まれるようになっています。さらに障害者のコミュニケーショ

ンについては、現在、国連で提案されている権利条約の中でも、障害をもっ人たちの利益を

確保する、また権利をきちんと確保するとし、うことがうたわれており、その中で技術をどのように

活用していくかについても議論がなされています。そしてさらには人権と技術との相互関係で

あり、その重要性がいろいろな場面で議論されています。テレビ、電話、そのほか輸送機関、

こうし1ったものを障害者にとって、もっとアクセスしやすくしていこうとしづ議論がされているわけ

です。また、技術には、例えば私が使っているような聴覚障害のための補聴器や、車いす、そ

のようなものにも技術の活躍する部分がたくさんあるとし、うことです。そしてこうし 1った特別な技

術と、ごく一般的な技術、すなわちテレビや電話などの情報通信機器などがうまい形で合体し

ていくべきだということを我々は論じています。私の所属している研究センターもこれらのテー

マを扱っています。

また、さらに経験に基づいた証拠を、より明確に示していくこと、つまり、研究がもっとなされ

るべきだと言われています。これが、第3の傾向です。さらに4つめ。第三世界についても忘れ

てはいけません。多くの開発途上国のでは、貧困が障害者のためのフ。ログラムの進展を阻む

ものになっています。これらの国々では、昔ながらの基準や考え方に縛られた障害者フ。ログ‘ラ

ムしか導入できていません。さらに、近代的な福祉国家のほとんどは先進国なのですが、これ

らの国々でも福祉プログラムを維持してしてのに苦労しています。

ただ、その一方で、これらの取り組みが実際に障害をもっ人たちのニーズに合っているかど

うかについては、必ずしもバランスがとれていないが現状です。人権をめぐるさまざまな立法、

法律の制定、規準規則の制定等も少しずつ進んで、います。近代的な福祉国家では、さまざま

な福祉プログラムをなんとか維持していこうとしていると、今ほど申し上げましたが、その中で電
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話やその他情報技術などを導入して、予算を少しで、も抑える一助にすることも検討しているよう

です。しかしながら、残念なことに、検討はしているものの、その目的までには、まだ到着して

いないとしちのが現実です。

障害モデ、ル

(スライド)

さて、このスライドは 2075年に、どの程度社会保障に頼る人たちがいるだろうかとし 1うことを

グラフにしたものです。 2075年の時点では、より多くの負担が若い世代に課せられるとし、うこと

が明らかになっています。この障害モデ、ルを私はこのように分けてみました。ご覧ください。 4

つの障害モデ、ルがあります。まず1つめは「伝統的なモデル」です。もう1つ「医療モデ、ル」とい

うのがあります。さらには3つ目として「社会モデ、/レJC:V ¥うのがあります。この社会モデ、ルの中で、

は、例えば障害をめぐるさまざまな問題に対して、障害者自身が組織を形成していろいろな運

動を起こしていくことも行われています。そして4つめのとして、今まさに作られようとしているモ

デルがあります。今日ここにお集まりの皆様、そして世界中の障害者に関連する分野で尽力し

ている私たちが作っていこうとしているのが「統合モデル」です。今、紹介したそれぞれのモデ

ルは、それぞれの理論に基づいています。この障害モデ、ルの一つひとつをもう少し詳しく見て

いきたいと思います。

伝統的なモデ、ル

最初は伝統的なモデルで、す。ここにウィッシュボーンとしづ骨の絵が書いてありますね。それ

から右側にストーンヘンジの絵が描いてあります。左側にはいわゆる農耕社会を表す絵が描

いてあります。昔ながらの文化と宗教を背景にした考え方です。文化的、宗教的な要素を非常

に受けているとし、うことです。この文化は、非常に幅広い部分もありますけれども、障害者をど

うとらえているのかとし、うこと、人聞から非人間的な連続体の中でとらえている、とし、うことになり

ます。例えばある文化の中では、障害をもった子どもを拒絶する、殺してしまうとし、うようなこと

をしています。障害の研究の過程で、アメリカ、日本、ヨーロッパなど開発途上国も含めて、各

文化を跨った枠組みで、もってこれをさまさ、まな分析をするとし、うやり方があります。そして科学

的に、他の知識ベースとこの文化的な部分を比較する研究を行っています。そしてどの文化

においても、障害は不幸なものとされていました。社会からは追放されるべき悪魔的な現象で

あるとし、ったような考え方があったわけで、す。そして社会と障害者との関係は、あくまでも宗教

あるいは文化によって規定されていて、しばしば回想的であります。一時的なパラメーターとし

ては、周期的なものであるとしち考え方で、このバイアスとし、うのは文化に依存する部分がたい

へん多いわけです。客観的な科学的な知識とし、うのは、この伝統的なモデルとは無関係で、

す。

今年、私たちの組織の所長がアンディ博士になりました。彼も障害者ですけれども、演説の

中で彼は言いました。「人類が始まって以来、人類は障害者をどうし 1うふうに取り扱うかをいろ

いろ考えてきた。」古代において、ただ彼らは死んでしまうとか、あるいは部族にとっての負担
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であるというように考えられていましたが、古代ギリシャのスパルタとしち都市では、~~し 1者そし

て年をとった者を追放して、残りの強い人々を守ったといわれている一方、もう1つの都市アテ

ネでは、兵士が弱い者を守ったといいます。そしてこの障害の分野を研究してしてにあたって

は様々な研究が展開していると思いますが、この歴史の部分としちのも押さえておいた方がよ

いかと思います。

医療モデル

次に、医療モデ、ルのお話をしたいと思います。このスライドにありますように、この方は患者さ

んですね。病院にいるのか、あるいはどこか施設にいるとしち形なのでしょう。そして医療の専

門家に固まれています。医療モデルでの知識ベースとし、うのは、特に医療、保健といった意味

での知識です。この障害という問題は社会の問題ではなくて、障害者自身の問題であるとし、う

のがこの医療モデ、ルの考え方で、す。この医療モデ、ルにおいては、障害者は患者であるとしづ

役割があります。そして患者対医療の専門家としち位置づけなのです。ここでは医療の専門家

のルールに従うとし、うこと、そしてこの医療の専門家が患者の上に立っていますから、階層的

な関係性ということになります。それから一時的なパラメーターとしては面白いのですが、社会

に依存していると言えると思います。いくつかのファクターによりますが、それらには個人の身

体的な状態、条件、それからどれだけ長く病院にいられるかとしち政策もあります。それからコミ

ュニティによるサポートもあります。臨床の世界とし、うものがあるわけです。医療専門家の態度

というのも関係してきます。そしてここでの医療モデ、ルのバイアスというのは、非常に医学的な

とらえ方のわけです。たいへん筋の通った知識とし、うことになるわけです。つまり障害とし、うの

は機能障害に限定されており、社会的なファクターというのはこの医療モデ、ルに必ずしもうまく

取り込まれていません。

医療モデルの特徴には、よい面と悪い面があります。まず過去の悪い例を紹介したいと思い

ます。このスライドが示すように障害をもった人とし、うのは、とにかくこうし、った施設に入れられ

て、そのままにされてしまうという面があるわけです。今はもう、科学、技術医療が発達したおか

げで、我々は啓蒙された時代にいますが、しかし 20世紀においては、研究に関するさまざま

な方針、あるいは慣行がありました。西洋の例で説明しますが、ナチの時代にホロコーストとい

うのがありました。医療実験の対象として、体系的に障害者を選ぶ品、うことが行われておりま

した。アメリカにおきましては、 20世紀には、ウィロープ、ルック(Willowbrook)実験品、うものが行

われていました。これで、もって病気がどのようにして進展していくのかということを見ていたわけ

です。このウィロープ、ルックは精神障害や認知障害のある人のための学校です。その中で、ウ

イルス'性肝炎の研究のために、子どもにウィルスを植えつけて、その疾病がどのように進展して

いくのかとし、うことを研究しました。特に悪い点は、ニューヨーク市の精神衛生局や風土病を研

究する軍隊、学校によっても承認されていたということです。ウィロープルックの学校以外にも

あらゆる医療の専門家がこの研究を支持していました。新しい生徒を受け入れられるのは、こ

の実験があってこそだ、と宣言する学校もありました。

-8一



他にもいろいろな例があります。リハビリテーション科学、そして障害の研究をしていくうえで

必要なのは、医療モデルの悪い面だけではなく、よい面も見なければいけないとし、うことです。

ここで私は3つ例を挙げました。まず医学的な技術が発達したおかげで、かなりの障害者の命が

助かり、寿命が延びるようになったとし、うこと。研究のための政策が、かなり改革されてきたとい

うこと。そして障害および生活機能の国際分類がで、きたとし、うことです。この医療モデ、ルのょい

ところは、医療が介入することによって多くの命が永らえたとし、うことになりますが、今後モデル

として生き延びてし、くためには、この医療モデル自体がさらにもっと知識ベースを広げなけれ

ばいけないわけです。これによって長期のフ。ライマリーケアとし、うものを含むようにならなけれ

ばなりません。

後で少し例を説明しますが、コミュニティの中においては、またコミュニティベースのサポート

においては、支援技術とし、うものも必要です。この医療専門家の知識ベースとし、うものが、例

えばピルや情報へのアクセスといったような知識と結ひ、つかなければいけないわけです。そこ

の2つをつなぐ橋が必要になってきます。

私はアメリカの研究資金のための基金がどこで使われるのか、これが開発途上国にいって、

それをどうモニターしてしてのだろうかとし、うことを常々考えていました。特に人権とし、う側面は

戦後進展してきで、 1947年のニュルンベルク条約、 1948年の国連・世界人権宣言、 1960年の

へルシンキ宣言などができました。ほとんどの大学で、研究のためのルールが厳しく決められる

ようになりました。しかしながら海外にお金が流れるとしづ時に、そうし、ったルールがまだ、制定さ

れていない場合には、医療の専門家あるいは障害者が守られるような研究ルールが確立され

なければいけなし吃私は思っておりますo

そして医療モデルのもう1つのよい例が ICIDH国際障害分類です。 ICIDHは社会保障給

付プログラム、雇用政策、産業安全衛生に関する政策決定者を含む、多くの人々によって採

用されました。多くの人口動態学者、統計学者などは医学的な要素のみに焦点を当て、社会

的な要素への考慮はほとんどわずかです。その意味で、 ICIDHができたことはよいことですが、

そこでの情報の範囲が非常に限られていることは問題だと思います。 ICIDHの採用以前にお

いても、障害者を含む一般的な社会福祉プログラムなどを作った国もありました。アメリカの社

会保障法は 1935年に制定されています。 20世紀には、各国で一般的な社会福祉政策が作ら

れてきました。これは障害者政策としづ意味では、まず第一段階とし、うことです。また専門家や

兵士などの要求に、かなり影響されていると言えると思います。そしてその政策の効果を高め

たり、近づき安さを確保するためには特別な訓練・教育が必要だとし、う考え方をしています。さ

らに、社会福祉的な政策品、う考え方が依然として現在の意思決定にも影響を与えています。

特に障害者の雇用に関しては、彼らが健康であるのかあるいは病気であるのかというような考

え方が、古い政策から引き継がれています。

さて、我々の研究ツール品、うのは、特別なモデルには属していないと考えていますが、こ

の研究領域の中では多くの議論がされています。障害者品、うのが通常のカーブとしづ中に含

まれているのかどうか、とし、う内容です。
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研究調査の世界ではこのようなツールを使っているわけですが、さまざまな計測、調査の方

法があります。機能的自立に関しての対策がどのようなものであるのか、また体のレベルでど

のような支援があるのかなどが、研究調査されています。その研究の場品、うのはほとんどの場

合、いわゆる臨床の施設、あるいは病院とし、うことになります。

(スライド)

さて、その研究調査の中でまず 1つこのようなグラフを作ることがで、きました。これは臨床の

現場で、いわゆる障害のない者と障害者の間で何か行動する時に、どれだけ能力に差がある

かとしちのをグラフにしたものです。まず青が障害のない者、そして赤が障害をもっている人で

す。これは歩行について、どれだけ障害のない者と障害者の間で差があるのかをあらわしてい

ます。障害者が支援技術を使わない場合に、どの程度歩けるのか、どれだけ障害のない者と

差があるのかとし、うのがお分かりし、ただけると思います。

さてそうし、った障害者に対して、障害者を救うべく専門家はどのように教育訓練してしてかも

大きな課題としてあります。ここで紹介するのは、ある医師の態度がどのように変化したのかを

説明するものです。この医師は自身が障害を持つことになり、その前後で考え方がだいぶ変

わりました。彼の場合は頚髄損傷のために障害を持つことになり、次のようなことを言っていま

す。障害を持つ前の話です。「ある患者の神経系を診断しようとした。この患者の肩には刺激

が感じられないのか、この患者は足も動かせないのか、私はショックを受けたJと彼は言ってい

ます。そしてその後 1985年、彼は頚髄損傷によって四肢麻症となり、以前から障害をもってい

る人の隣で自分も作業療法を受ける身となります。そしてこの彼は言います。「自分が障害者

になって 15年経った。ようやく今になって、自分自身でいられることにホッとで、きるようになっ

たJと。そして今まで自分が、障害を持つ前に障害に対して思っていたことは全く間違いで、認

識が違っていたことに彼は気づいたわけです。つまり実際に障害をもっている人たちの認識と、

その問題に取り組む専門家との問の考えには大きなギャップがあるとし、うことなのです。

さて、このような専門家に対して、障害に関するさまざまな教育を提供するという場合、 OTや

PTがありますが、この時に重要なのは彼らが専門家として考える障害は、必ずしも障害者が認

識している障害とは違うとし、うことです。

医療モデルの時代から、さまざまなものが遺産のように引き継がれて今も残っています。例

えば障害者をめぐる政策、調査、研究、慣行には、医療ベースにした枠組みが今も存在して

います。そして現実に基づいたデータとし、うものが十分であるかとし、うとそうではありません。科

学技術に関しても、いろいろなコンピューター会社などが多々ありますが、こうし、った企業にも

障害問題、あるいは障害者のニーズについてもっときちんと把握していただきたいと思ってお

ります。日本の場合、ユニバーサルデザインでもとてもよい製品ができています。それはすばら

しいと思いますが、まだ全体的に見ると長い道のりであると思います。また、障害については今

でも西洋文化に大きく影響を受けています。それから障害品、うと、とかく障害を持つ成人にば

かり焦点、がいってしまう。子どもや障害をもった高齢者への対応は十分で、なし吃もいえるでしょ

う。障害をめぐる認識を知識ベースで、もっと広範なとらえ方をしてし、くべきだと思います。
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社会モデ、ノレ

(スライド)

こちらの写真をご覧ください。 2003年9月ワシントン D.Cで行われたあるイベントの写真です。

障害者が一堂に集まり、障害者のための立法を訴えました。障害を個人の問題としてとらえる

だけではなく、社会の問題としてとらえてほしい、とし、うことで彼らは集まりました。自分たちの

教育や、さまざまな社会的側面の改善のためにも法律を制定してほしし注し、うことで、さらに時

代が進み、現在、話題になっているのが、地域社会における障害問題の取り組みです。

障害者が果たす役割はさらに拡大されていて、立法に関わる人たちの中にも障害者が存在

するようになってきました。エンジニア、都市計画を担当する人、デザインをする人たち、こうし、

った中にも障害者が少しずつで、すけれども含まれるようになっています。この社会モデルにお

いては、まず障害者の役割は、権利擁護をするとし、うことです。さらにこのモデ、ルにおいては、

選択すること、そして障害者自身の組織からの支援によった自立生活としづ枠組みの中で、ル

ールが決定されます。特にここではピア・リレーションシップ(同士による相互関係)が重視され

ます。そして時間軸の関連では、障害者の一生にわたって提供で、きる施策とし、うのが重要視さ

れています。ただし、後にお話しする統合モデ、ルとはずいぶん異なっています。ここでは、主

観的な知識にとらわれるとしづ傾向もありますし、社会的な問題を無視しがちな傾向もあります。

それから行動ベースの知識に頼りがちであるとし 1うことも言えます。西洋あるいは先進国、日本

もそうカもしれませんが、このモデ、ルのなかでは第三世界の存在を見落としているということが

いえると思います。日本の場合、またアメリカも同じく、基本的人権は憲法で保障されています。

ですがそれだけではなく、同時に経済的な権利も確保してし 1かなくてはいけません。ところが、

多くの国々ではまだ貧困が、障害者のための対応の進展の前途をさえぎ、っているからです。

(スライド)

さらに続けて社会モデルに関してお話します。こちらの図をご覧ください。例えば障害をもち

ながら絵を描いている人とか、障害をもっている人がアクセスできるコンピュータの絵もあります。

こうし、った場面がいつでもどこでも見られるような、もっと広範に障害者への取り組みを行う社

会の出現が望まれています。さまざまな論理、学説がここでは導入されて、この社会モデルを

理解しようとしづ動きがあります。日本にも社会学者の方がし、らっしゃると思うのが、彼らが障害

者モデルあるいは障害者問題を考える時に利用しているモデ、ルがこの社会モデ、ルで、す。

さてこの社会モデルにおいて、政策や障害者問題の実践はどんなふうになされているのか、

いくつかの例を挙げていきたいと思います。法整備品、う意味では、ここに書いてあるような法

律が導入されています。先進国では障害者を対象にした特別立法を導入しているところも

多々あります。例えば、アメリカの場合では、障害をもった子どものための教育政策が導入され

ています。日本の場合は、 1947年に施行された学校教育法もあります。障害者の政策につい

てはこのように、さまざまな国でいろいろな法律が制定されています。アメリカの場合は 70年代

に多くの法律が作られ、人権宣言に基づいて、ノーマライゼーションを導入しようとしづ動きが
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見られていました。さらに教育だけでなく、雇用のための政策をめぐっては、 1973年のリハビリ

テーション法なども一つの例として言えると思います。日本でも雇用に関する法律があるとうか

がっています。そして教育基本法の他にも、障害者雇用促進法も導入されています。その他

の例としては、アメリカでは建築バリアフリー法とし、うのがあります。同様の法律は日本にも導

入されているとうかがっています。それからはディケイドJとしづ医療支援制度がありますが、こ

れも無償給付に当たる制度が導入されております。それからアメリカでは技術関連支援法とい

うのも導入されています。そして最終的に求められるのは、障害者がイコール市民として受け

入れられる社会であります。 1973年にリハビリテーション法の条項 504の中で細かく制定され

ていますが、障害をもっている人たちにとっても、さまざまなもの・ことをアクセスしやすいように

しなければいけない、と明記されています。 1975年には障害のある子どものための教育に関

する法律が導入され、それから発達障害支援、権利章典、憲法修正等も 1975年にされました。

また 1990年には ADA(障害をもっアメリカ人法)が導入されました。このような法律を制定そし

て施行するのは決して楽ではなく、さまざまな関係者が協力して導入したとしづ経緯がありま

す。

さて、研究調査としち観点から見ますと、この社会モデルにおいてはいろいろな手法を用い

ています。この数年間、私たちが特に力を入れてきたのが、障害者が参加する調査で、障害

の3つのレベルの障壁を取り除くとし、うことでありました。国連も、また私たちの研究所もそれぞ

れさまざまな調査をしております。その中で、例えばろうの方たちに、どうやったらインタビュー

できるのかを考えてきているわけです。アメリカリハビリテーション法のセクション 508では、電

子的な調査にも障害者が参加できるべきであると述べています。ですから例えばろうの方が連

邦のデータベースにアクセスしたいとし、うことであれば、それはアクセシブルなものでなければ

いけないと言っています。このようにしてさまざまな調査をベースにリサーチを行ってしてことが

できるようになるわけです。研究調査に関しては、し 1ろいろな質問を我々のほうからしていきま

した。客観的なものばかりでなく、主観的な質問もします。例えば障害者はこれをどうし、うふう

に感じるかとか、この装置をどんなふうに感じるかとか、医療サーピ、スについてどう感じるかなど

と尋ねます。そしていろいろな結果が出ています。これによってツールを測定していくことが、

その効果を測定していくとし、うことになるわけです。それからまた、生活の質(QOL)について

の質問もこのような調査の中で行われています。いろいろな質問を投げかけることで、この生

活の質をどう考えているのかとし、うこと、これも調査の1つの側面になります。

大変興味深いのは ICF(国際生活機能分類)から出てきた考え方ですが、我々が参加と環

境に対する測定をしてしぜたいとし1うことです。今は障害者がどのくらい動けるか、移動できる

か品、うことに焦点を当てていますが、これをさらに広げて認知障害者に関しての調査もできる

ようになることが必要です。まだまだこの分野におきましては挑戦しなければいけない課題が

残っております。

さらに社会モデ、ルの支援技術に関しての研究調査も行ってきました。ここでも、ある環境に

おいて通常の「参加」がどれだけできているかについて、障害をもたない人ともつ人との間で
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比べております。ここでこのグラフが何を示しているのかと言いますと、医学的な面から見て障

害者がどれだけの参加する能力をもっているのかとし、うことを比べています。つまり身体レベル

の機能、物理的なことではなくて、ある環境におかれた場合に、どうしづ結果を出すかとし、うこと

に測定の方向性が変わったので、す。例えば私が劇場に行くと、聞こえるかどうかとしづ問題が

あるわけです。その能力は医学の現場で測れますが、自分の置かれた地域環境の中で、どれ

だ、けのその能力を発揮することがで、きるかとし、うことを測定するわけで、これは大変面白いグラ

フと言えます。

こちらのほうは参加の質を比べたものですけれども、この赤い方が、移動が制限されている

人たち、青がそうでない人たちです。この場合には何もサポートがなかった場合、障害者とし、う

のは通常のカーブにも入れないとし、うことになります。そして参加の質は、障害者とそうでない

人を比べた場合、よい支援技術があればずいぶんこのギャップ。が減ってきます。つまり移動の

ために必要な機器、装置を備えるとし、うこと、例えば車いすなどを備えることによって家からの

外出も障害のない人と同じようにできるようになるとし、うことです。そしてこちらはやはり参加の

質に関して表したものです。で、きる限りギャッフoをなくしてし、くための、家から外に出て行くとい

う時の支援技術、個人的に必要な補聴器等があった場合、そして整えられた環境があった場

合にどうなのかとし、うことです。いろいろな制限、さまざまな障害をもった人が、どのようなサポ

ートを誰から受けて、どうし、ったプロク、、ラムあるいは政策があるかによって、参加の度合がかな

りこのように大きくなってくるのだ、とし、うことが分かると思います。

(スライド)

また別の研究結果を説明したいと思います。これは私どもの研究センターの他の部門で行

った研究で、す。この研究品、うのは、日本にも何度も来ておりますリハビリテーション工学研究

センターのスタインフェルド氏が行ったもので、氏はユニバーサルデ、ザインの研究をしていま

す。その研究、「スクワットトイレ」と「訪問可能な家Jとし、うものを説明したいと思います。パフア

ロー大学の研究センターが、インドで、非営利団体と共に障害者のための研究調査を行ってお

り、データを分析し、それをもとに次はどうしたらしW、かとしづ研究を行っています。

まず、訪問のしやすさとし、うことをここで、は言っています。つまり工学研究センターと障害者

の関係者が一緒になって、アメリカのいろいろな都市において、こうし、ったデ、ザインを作ったわ

けです。この訪問しやすいデザインをもつことによって、また医療現場の人のサポートによって、

こうし、った家が実現しました。障害者のための家とし、うことです。この考え方は、お互いに簡単

に訪問しあうことができるとしづ点が非常に好評を得ています。とくに高齢の障害者の間で好

評です。

そしてまた、これも大変興味深い技術ですが、最新の中継システムです。ご存知のように障

害をもっアメリカ人法におきましては、電話はろうの人にも使えるものでなければいけない、と

なっていますので、電話中継システムを使って、難聴者あるいはろうの方にサービスを提供し

ているわけです。これは一番最新の例ですが、ろうの方々にも好評です。通常の電話を使って

電話し、この電話が字幕付きのサービスに中継されるわけです。そうすると電話を受ける側が、
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音声以外にオペレーターが字幕をつけて、電話を受ける側に字幕で伝え、難聴者でも音と文

字の両方で2つのサポートを得ることがで、きるとし、うことです。電話会社がサービスの提供につ

いては競い合っています。法律で規制されているものですから、この法律がなかったらここまで、

こういったサービスが実現しなかったので、はないかと思います。

また、各組織をもっとアクセシブルにするにはどうしたらしW、かとしづ研究もしてきました。障

害者はいろいろな活動に参加をしたいともちろん思っています。これもやはり社会的モデルと

して考えなければいけない側面であります。ミノレウォーキーにあるウイスコンシン大学の研究グ

ループは、ある概念モデルを作り、どのようにしたら組織が障害者のニーズに応えることができ

るのかを考えました。これは現実あるいは仮想の物理的環境、それから環境に対する情報、そ

して製品、サービス、そしてシステム品、う面においてもそうです。これは3つの段階で考えます。

アドボカシー(権利擁護)の段階、それからアコモデーション(配慮、)の段階、そしてアクセサピ

リティー(利用しやすさ)の段階です。これを図で説明したいと思います。

(スライド)

この図は3つの段階に分かれているのがご覧いただけると思います。一番左がアドボカシー

の段階。障害者はとにかく自分たちの権利を擁護する権利を訴えるとし、うことによって、少しず

つ変化が起きてくるわけです。まず最初は権利擁護だけが占めているわけです。そしてアコモ・

デ、ーションとか、アクセサピリティーは最初の左では非常に少ないのですが、真ん中になると、

このアコモデーションとしち部分がほとんどの部分を占めているとし、うことになり、アドボカシー

はずいぶん減ってきます。つまり組織の中に、こうし、ったアイデアを取り込んで、してとしち段階

になってきているわけです。そして一番右はアクセサピリティーの段階とし、うことになるわけで

すけれども、アクセサピリティーが一番大きな部分を占めてくるとし、うことになるわけです。アド

ボカシーとアコモデーションの部分はどんどん小さくなってきます。一番下のところに左から右

の矢印がありますが、これは時間の経緯を表しています。そして左側とし、うのは、アドボカシー

だけに頼ってし渇組織品、うのは一番悪いとしち意味で、一番左が一番悪いとなっているわけ

です。

さて社会モデルの話は、教育、訓練の中にも含まれるわけです。リハピ、リテーション工学の

専門家は、医療分野、それから工業分野とも仕事をしております。実際に、マイクロソフトネ土とリ

ハビリ工学の専門家が一緒に仕事をすることで、新たな雇用の機会も生み出しています。ピッ

ツパーグ、大学においては、障害者関連法のカリキュラムを立ち上げましたので、それに関する

専門家も将来的には出てくることになります。そして障害研究のプログラムが行われています。

建築家やデザイナーも、より障害を考慮に入れた設計についての教育を受けるとし、うことにな

っています。大学院生向けのアクセシプ、ルデザインに関する講義とし、うものもあります。それか

ら分析の段階、誰がユーザーであるのか。そして創造としづ段階ですと、実際のアイデアにこ

れを落とし込んでいくとし、うことになります。そしてどうし、った法的な規制や標準とし、うのがある

のかと、そして実行品、う段階では、実際にこれを現実に落とし込んでしてかという勉強をしま

す。
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これはまた同じことを別の側面から表したものですが、ユーザーがこのデザインのどこに入っ

てくるか品、うことです。あらゆる段階にユーザーが介入してくることになるわけで、す。とし、うこと

で、障害をもっ学生、もたない学生、障害者、障害者でない人がこのように一緒になって作業

をしてし、くことが可能になります。

さて、社会モデ、ルの遺産とし、うのはどうし、ったもので、しようか。障害をもった人たちが教育、ン

ステム、その他のところに次第に統合されつつあるのは事実で、すが、アクセス可能な社会等に

どのように統合されているのか、それはかつての社会モデノレからどのように引き継がれている

のかを見る必要があると思います。今や障害をもっ人たちだけで、なく、障害をもたない人たち

にもいろいろな雇用の機会が広がりつつあると言えます。このスライドは日本の社会的統合(ソ

ーシヤルインテグ‘レーション)の例を写真に撮ったもので、す。

統合モデル

そして4つめのモデ、ノレが、市民モデ、ルあるいは統合モデ、ルと言えるもので、す。このモデルは

まだ、でき上がっているわけではなく、構築中です。ですから私たち皆で、このモデ、ルを作り上げ

なければいけません。非常に広範な知識をベースにしたモデ、ルで、あります。このモデルを開発

するためにとても役に立つ資料がし、ろいろとでています。例えば全米医学研究所(10M)では、

「イネープリングアメリカJとしづ論文を発表しています。それから私の勤務している国立障害リ

ハピ‘リテーション研究所で、も、「長期プランj品、うプランを作っております。

この中で、皆が言っているのは、障害品、うのは言ってみれば、個人と環境の間にある関係性

と密接に関わっているのだとし、うことです。統合モデルについて国際生活機能分類(lCF)の他

にもこのようなものが例としてあると思うのですが、障害をもっアメリカ人法(ADA)もその政策の

1つですし、リハビリテーション法のセクション 508もこの統合モテ、ルに非常に深く関わっていま

す。それからアメリカの電気通信法セクション 255、これも 1つの例です。通信のためのいろい

ろな機器が、全て障害者にもアクセス可能でなければいけないと取り決められています。それ

からあまり知られていないと思うのですが、この電気通信法の中では、この機器がなるべく手の

入るような範囲の価格で、なおかつアクセス可能であるものでなければいけない、とも言ってい

ます。国際障害分類については皆さんもよくご存知かと思いますが、そこで次のようなことを述

べています。これはいわゆる今後の統合モデ、ルの構成要素になるということで、す。例えば身体

的な構成要素、活動と参加、環境、それから構成要素間の関係とし、うのもその lつです。この

統合モデ、ルは、やはり心理的、社会的、環境的な要因が、きちんと評価の中に反映されてい

なければいけない。それから臨床の場だけではなく、学校とか家庭とか雇用の現場、こうし、っ

たところで現実を反映していなければいけない。それに基づいた評価を行うべきである、とし、う

ことを私たちは考えています。となればこの統合モデルがきちんと導入されれば、その暁には

今私がずっと説明してきたような、ノーマルカーブとし、うものがほとんどもう必要なくなってくるの

かもしれません。

もう一度このグラフに登場してもらいます。こちらのグ、ラフで、は障害をもった人たちが緑、赤
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は障害のない人たちの状況です。彼らが行動の点で、どれだけ制限をもっているか、とし、うこと

を表しています。受け入れ環境がきちんとしていれば、元々制限をもっていた人たちも十分に

行動範囲を広げられる。一方で受け入れ環境がきちんと整備されていない中では、行動の範

囲もどうしても制限されてしまう。それらがこの赤と緑のグラフで表されています。

こちらにご覧いただいているのは身体測定のための機器です。車椅子の人でもボタンや機

器に楽に手を伸ばし、使用することができるとし、うものです。そして最終的には障害をもった人

たちも、一市民としてその存在を確立するとし、うのが統合モデルのあるべき姿です。例えば投

票もしかりです。投票の機械がアクセス可能なものになっているでしょうか。現在のところ答え

はノーです。

こちらの写真には、投票に使う機械があります。その機械が障害者にもアクセス可能なもの

であるとし、うことで、クリントン元大統領がそれを見ている写真です。今ではアメリカではこのよう

な投票機器が非常によく使われるようになっています。それからこちらの写真は、マイクロソフト

社の社長が写っています。私たちが行っているリサーチと関連して、アクセス可能なキオスクを

作って、それを見せているとし、うところです。ヒ。ッツパーグ、lこマギー婦人科病院とし 1う病院があ

ります。こちらでも医療機器について、それがアクセス可能かどうかとし、うことについて調査をし

ました。例えば検査台の高さが変えられることで、誰もがアクセス可能なプライマリーケアがこ

れによって可能になりました。油圧を使って検査台が上下するとか、また安全のための手すり

等がつけられたのです。

それからこちらは乳癌の検査のためのX線を、撮りやすいようなリクライニンク守ポジションを取

れる検査椅子を導入しています。私たちが行った調査で、分かりましたが、障害をもった女性に

乳癌の疑いがある場合、そのレントゲンを撮る時に、なかなかそれができないとし、うことです。

その時にこのような検査椅子、検査台が非常に役に立ちます。こちらが車いすの人でも乳癌の

X線写真を撮れるようになったところで、す。それから例えばこちらは、車椅子に乗った人で、も体

重測定が楽にできるとしち機械です。アクセス可能な体重計です。これを使えば車いすに乗っ

たまま簡単に体重が計れます。こちらは私どもの四肢麻庫の大学院生が行っている研究調査

ですが、 3Dを使ってモデ、リング、を行えるシステムを作りました。例えば車いすの利用者のため

の家を平面の写真から立体に転換できます。それから新技術を使つての治療については、現

在のリハビリテーションの考えから生まれる政策で、は、 ITの重要性を見落とし、そして ITへ予

算配分が十分でないとし、うことが明らかになっています。そしてさらに作業療法においても、現

在さらなる改善が行われています。

国際的な協働

このような状況の中で私たちには、し、ろいろなチャンスもあれば課題もあるとし、うことでありま

す。国連の障害者の権利条約の検討、それから世界情報社会サミットなども開催され、その中

で開発途上国に対する政策なども話し合われます。そしてさらに、統合政策などを含めた支援

のためのインフラストラクチャー整備についてもこれから大きな課題を抱えて進んでいくことで
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しよう。さらにグ、ローバルマーケット、プレイス・インセンティブとし 1うものを作り上げ、そしてその

中で、ユニバーサルデ、ザイン、使いやすさ、またアクセサピ、リティー、こうし 1ったものをサポートし

ていこうと国際的な観点から話し合われています。

さらに圏内での政策では、次のようなことが今、論議されています。例えば技術そして技術

政策をいわゆる人権問題の枠組みにリンクさせる。それによって、技術的な統合を促進すると

いうことも議論しています。さらに公的な、または私的な資金調達を行い、人々のインクルージ

ョンをさらに促進する。一般的な研究開発などにおいて、それを進めていこうとし、うことも言わ

れています。

そしてさらに ICFの考え方を発展させ、また開発をさらに支持するとし、うことも行われていま

す。障害をもっ人たちを、研究調査のプロセスの各段階に参画させようとしづ動きも出ています。

さらに教育、訓練の面では、障害に対応する部分の範囲を広げるとともに、調整、協力を拡大

してして動きもあります。

こちらの写真をご覧ください。三菱財団とチルド、レンズ、ロボ、ティックスとしづグループ。の人たち

が共同プロジェクトを行おうとし、うことで、集まった時の写真で、す。障害をもっ子ど、もたちは、ロボ

ットなどを使った面白いフ。ロジェクトをこの三菱財団と行ったので、す。このようにいろいろな仕事

をさまざまな協力の下に今進行中であると言えます。

以上で私の講演を終えたいと思います。

質疑応答

・質問者埼玉の障害者自立生活協会の山下と申します。社会モデルから統合モデルへの

移行に関して、大変興味深くお話をうかがし、ました。ハイテクの利用が中心のように受け取ら

れたので、若干疑問をもった部分もあります。第三世界も含んで、ク、、ローパルに統合モデルを展

開していくとし、うことから考えると、テクニカルエイド、を進めていくとし、うことだけでは、道はほど

遠いと感じています。それと同時に、さまざまな障害種別に対応したサービス、技術、環境を作

っていくとし、うことだけですと、ある意味、障害をもった人がバラバラにされていくとしづ現代の

社会の大きな問題を解決できないのではなし、かなと思いました。例えば先程投票所の問題が

ありましたが、投票所に誰でも来られる技術、設備を用意するとし、うことも大事なのですが、同

時に初めからその人がそこに必ず来るとしづ意識が住民の中に定着していることがもとめられ

るのではないでしょうか。その場合、簡単なスロープで、あっても、障害をもった人が投票に来る

のは当たり前なので、投票所ではその人を必ず入れてあげる、とし、うような意識があるのでは

なし、かなと思いました。障害のあるなしで分け隔てることのない環境作りとし、うことに関してはど

うお考えなのか、少しお聞きしたいと思います。

圃ケイト・シールマンユニバーサルデ、ザインの投票マシーンはあらゆる障害分野で、使っても

らえるようにデザインしてあります。ろう、盲の人で、もこれを使えるようになっています。地方の政

府がこれを買ってくれるかどうかとしづのが問題なのです。これはまた別の問題になると思いま
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すし、また同時に重要な問題で、す。つまり政府を通じてこれを買うように要求していくとし、うこと

が必要です。アメリカでは盲の人が直接投票できるとし、うのは初めてだ、ったので、す。どのような

候補者がいるのか名前を読み上げてもらわなくてもよいのは、彼らにとって非常に画期的なこ

とだ、ったわけで、す。しかしながら、これが全米にこうし、ったマシーンがあるとはまだ言えません。

ただ、こうし、った技術が開発されました、とし、うことなのです。これは webサイトもありますので、ご

覧いただけるかと思います。

アメリカにおける投票権は、ある程度のところまで障害者のコミュニティによって、率先されて

きました。例えば工学のエンジニアのコミュニティと一緒になって、これを考えるとし、うようなこと

をしてきでいるわけです。そして工学研究センターが障害者のコミュニティと一緒になって製品

を設計しました。そしてさらに製品が必要ですから、まだ今後継続してして必要があります。問

題は、どうこの技術を使ってしりたらいいのか、とし、うことに対する教育、訓練です。投票所に

入っていったはいいけど、どうやってこの技術を使ったらし¥V ¥かわからないとし、うことでは困る

わけです。だけどこれは障害者の参加とし 1うことの側面において、非常に象徴的だと思いま

す。

-質問者(埼玉県障害者自立生活協会吉田将弘さん)

・司会者先程のお話の中で、障害になった医師の人がし、ました。障害になる前となった後で、

は障害に対する考え方が違ったとし、う、そうしづお話でしたが、もともとその医師の考え方が違

っていたとし 1うことが問題で、あって、その医師が障害のある人と一緒に育つ環境にいたので、あ

れば、自身が障害を持った、持たないに関係なく障害に対する考え方には違いは生じないの

ではないでしょうかと思うのですが。

圃ケイト・シールマン医療の専門家の態度について質問を受けることがあります。そしてその

研究をアメリカで、やっています。日本でもそうし、った研究はあると思います。大変進んだ考え方

をされている医師もいます。あるいは医療従事者で、あっても、より多くのトレーニングが必要な

方もいるわけです。ただこの考え方というのは、よりたくさんのトレーニング、をしてして関わりをも

っていただくことで、作業療法、理学療法などのトレーニングもさらにしていくことで、この態度

も変化してくると思うわけです。そしてこの医療の専門家と障害者との聞を、もっとオープンにし

ていくとし、うことが必要だと思います。例えばシュラーク博士が言った脊髄損傷を持った先生

は、内科医の組織の代表者でもありました。組織の人が彼を代表に選んだとし、うわけです。こ

れは1つのよい例だと思います。障害を非常にうまく理解した人が、医学の分野でもリーダー

になっていけたとしち1つのいい例だと思います。
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【2】全体会

「重度・重複障害をもっ人々のリハビリテーション」

( 1 )調査に見る重度・重複障害をもっ人のリハピリテサョンの取り組み

伊藤 利之(横浜市総合リハビリテーションセンター)

(2)重度・重複障害をもっ人の支援機器とユニ".サル・デずイン

山内 繁(国立身体障害者リハビリテーションセンター)

(3)重度障害をもっ人とリハビリテサョンサーピスの課題

藤井克徳(日本障害者協議会)
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調査に見る重度・重複障害をもっ人のリハビリテーションの取り組み

横浜市総合リハビリテーションセンター 伊藤利之

今年度から社会福祉医療事業団から委託を受け、重度・重複障害者の方々のリハビリ

テーションのありように関し調査研究をしております。重度・重複障害者のリハビリテ

ーションのありょうを、今年度は特に施設処遇について調査研究をし、来年度は地域に

おけるありょうを検討したいとd思っています。ただ研究の立ち上げが遅れておりまして、

アンケート調査をし、その結果が 10月 15日に届きました。ですから今日お話できるの

は単純な結果だけです。来年度の第 27回の総合リハビリテーション研究大会は、 7月

2・3日で横浜で聞かれることになっています。その時に今年度と来年度の調査研究の

結果を中間報告したいと，思っていますので、本日はこのような研究を始めた背景、趣旨

を中心にお話をしたいと思います。

社会保障制度の改革の方向

まず社会保障制度が今大きく改革されています。その背景として、生活水準の向上な

どの条件が徐々に整いつつあることがあげられます。ニーズに関しても、量から質へと

転換されつつあるのではないかと思います。見かけよりも中身である、という意識が国

民の問に広がってきていると感じます。金よりも名誉だとは言えないまでも、金もほし

いが自由もほしいというのが現状です。将来的にはお金よりも自由や人権や誇りのほう

が重要なのだということが言えるくらい、本当の意味での豊かさが出てくるという展望

をもちたいと思います。

こういうことを背景にわが国の社会保障制度の改革の方向も、救命救貧の保障から生

活・人生の質的保障へ、そしてパターナリズムによるサービスからインフォームドコン

セントを重視する、自己決定を重視する方向へ、施設中心のケアから地域ケアへ、社会

福祉制度から社会保険制度へという流れが生まれてきています。それを具現化するとい

う意味でさまざまな法制度の改革が行われています。行政機関における情報公開法、成

年後見制度の新設、介護保険制度の施行、社会福祉事業法の改正などです。この情報公

開法は非常に大きな意義をもっていると思います。これはサービス提供者とサービスを

受けるユーザーとの問の関係を、対等な関係にしていくための基本的な条件だろうと思

います。

そういうことで社会福祉事業法の改正趣旨について、 4つ挙げます。①利用者個人の

尊厳の保持、②利用者とサービス提供者との対等な関係の確立、③サービスの質的な向

上、④地域生活への支援です。このことを具体的に福祉施設が求められている条件に置

きかえてまとめてみました。
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福祉施設が求められる体制整備

まず施設運営の体制整備ですが、利用者個人の尊厳の保持という点でいうと、利用者

の保護、特に情報開示、苦情解決制度、施設評価システム、当事者・市民の施設運営へ

の参加、ということが挙げられると思います。

情報開示

情報開示が具体的にどのように行われているのか。私どもの施設でも最近では情報開

示の要求がいくつか出てきています。情報公開制度以降については、さまざまなファイ

ルの整理を心がけていますから、要求があればすぐに提示できる状況が作られています。

しかし過去のデータに関してはとても整理がついていません。要求があったからすぐに

出せるような状況は現状ではありません。そういう意味で急いで整備しなくてはならな

くなっています。

苦情解決制度

苦情解決制度に関しては、どこの施設でも今は作っていると思います。ただこのこと

に関しては、苦情がいけないものであるかのような印象があります。すなわちトラブル

メーカーから苦情がくるという印象が職員の中にあることは事実です。苦情を言われる

ことを非常に恐れ、自分が悪いことをしたのではないかというような意識に陥ってしま

う状況があると思います。しかし、決してそうではありません。お互いに分かり合うた

めにいろいろな意見をいただくことは非常に重要なことです。そして、私たちに後ろめ

たいことがなければ私たちの主張もきちんと言っていく必要があると思います。お互い

に分かり合える話し合いの場も、この苦情改革制度の中で作っていかなければならない

でしょう。決して苦情を言うことに対していやな顔をしないですむような、関係作りを

していきたいと思います。

施設評価システム

施設評価システムは、自己評価ということで進めていますが、いずれは第三者の評価

システムが入るべきだと思いますし、そして第三者の評価システムがある意味で公正な

評価であってほしいと思います。

当事者・市民の施設運営

また当事者・市民の施設運営の参加については、評議委員会、運営協議会などで施設

運営に当事者の方々や市民の方々に参加していただいています。残念ながら行政組織が

関わっている施設では、施設側にとって話の分かる方を評議委員会にされているのでは

ないかという印象をもっております。学識経験者の意見も必要でしょうが、市民ユーザ

ーの意見が反映できる運営協議会や評議委員会であってほしいのです。そういう方向へ
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進めるよう、私たち自身が教育されていかなければいけないと，思っています。

利用者との対等な関係の確立

利用者との対等な関係の確立には、選択権が保障される必要があります。施設定員の

小規模化について、ニーズが非常に多くなれば、当然施設の数も増えざるを得ませんし、

地域に密着した施設もたくさん増えてくることになると思います。それはよいことだと

思いますが、それほど母数が大きくなるわけではありません。そういう意味でいえば、

施設定員を増やしていくという方向には必ずしもありません。その中で選択権という条

件を作るとなると、施設規模を小さくするということが重要になろうかと思います。デ

パートではなくて、身近な地域にあるストアという話になるわけです。ただしそこで問

題になるのは専門的な意味で、の技術の水準とクオリティの問題です。これをどう克服す

るかはまた別の問題です。いずれにしても施設定員を小規模化して、地域密着型を基本

的に進めていくという方向性ではないかと思います。そして地域密着型を重視するとい

う意味で、障害種別のサービスを縦割りでやっていくのではなくこの相互交流をして、

身体障害をもっ方も知的障害をもっ方も受け入れることができるような施設の運営体

制を作っていく必要があるだろうと思います。そのためには重度・重複障害の方々のリ

ハビリテーションケアが、技術的な意味で非常に重要な条件になります。

インフォームドコンセントの保障

個別支援計画の作成というのは、一人ひとりの方のさまざまな障害をどういうふうに

克服して生活していくのかを示したものです。そういう意味では一人ひとりの方々がも

っていらっしゃるニーズに応えられるサービスを用意することはもちろんですが、基本

的にはその方がどのような社会生活を営んでいくのかというゴールをお互いに確かめ

合うことが必要です。それをイメージすることができれば、皆で協力して、そのゴール

に向かつて計画を立て、実行できます。そういう意味でのゴール設定、あるいはリハビ

リテーション計画というものを個別に立てることができる能力が求められるのだろう

と思います。こういったことがきちんとできるような体制を作っていく必要があります。

福祉施設が求められるサービスのための条件

さてサービスの条件にはアクセスの保障、クオリティの保障、コストの抑制がありま

す。この 3つの条件を同時に追求することは不可能です。アクセス権がよければどうし

てもクオリティを抑えざるを得ない、あるいはアクセス権やクオリティを高めようとす

れば、当然コストが抑制できないということです。残念ながら今の社会構造では経済的

に、非常に厳しい状況に置かれています。しかしそれは政府がもっているお金が厳しい

ということです。私たちが自分たちのために、自分たちのお金を出すということは可能

ですから、決してコストの抑制が、アクセスやクオリティを保障しないということには
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つながらないと私は思っております。

わが国の戦後の社会保障の動向は、アクセス権に関してようやく比較的良好になって

きたと思います。医療で言いますと、救急のたらい回しがかつてありました。それは、

都市部ではずいぶん解決をしてきたように思います。今後は、そのクオリティをどう高

めていくのかが求められてきているのだと考えます。憲法に書かれている、救命・救貧

から、より豊かな社会保障を求めるというように、私たちのニーズは変わってきている

ということです。そうするとクオリティをどう保障するかという意味では、アクセス権

を維持したままクオリティを高めるわけですから、コストの抑制をすることは困難です。

これを緩和しない限りクオリティを上げることはできないように思います。しかしなが

ら当面コストを上げずに、クオリティを上げるという方策がとられています。

それは施設現場でいえば主には倫理の問題として追求されています。インフォームド

コンセントをきちんとする、そしてユーザーとプロバイダーとの関係を対等な関係にし

ていく、というようなことはまさに倫理上の問題です。先程言いました苦情解決の問題

も、評価の問題も倫理的な問題です。これらがすべて、現場の職員に帰結するといいま

しょうか、解決しなければならない課題が現場の職員に集中しています。つまり、現場

の職員に努力してもらうことによって、この問題を解決しようとしているわけです。し

たがって、これが現場の職員のストレスになっている実態があります。本来クオリティ

を上げようとすれば、職員の努力だけですむわけではなくて、人員の配置、研修などが

きちんと整備されなければいけない。その上で職員がそれなりの労働条件で働くことが、

ユーザーの方々によいサービスを提供することにつながるように思います。しかし今は

そういう条件はなく、まずは職員がレベルをアッフするために自分たちで努力するとい

うことで、さまざまな条件を周りから整備している段階だと思います。そういう意味で

施設職員は今非常に厳しい条件に置かれてはいますが、視点を変えなければならないこ

とも確かですので、今は我慢のしどころだと思っている方々も多いのではないかと感じ

ています。

施設規模に関する調査結果で、更生施設について見てみました。回答率は身体障害者

の更生施設で 58.8%。知的障害者更生施設で 50%でした。利用率で見ると、身体障害

者更生施設に関しましては 66.9%、知的障害者更生施設については 94.6%で、身体障

害に関してはベッドが空いていることが分かります。知的障害者に比べて、身体障害者

のほうがおそらく地域ケアが進んだということもあろうかと思います。同時に知的障害

者更生施設に関しては、まだまだ養護性の問題が高いといえるでしょう。

しかし同時に私たちが反省をしなければならないのは、身障更生施設の中でいうと、

求められているニーズに対応できていないということが言えるかもしれません。あるい

は医学的リハビリテーションは、ある意味で病院等のサービスで充実しつつあるとも言

えるかもしれません。したがって、身体障害者に関しては、施設の規模を小さくできる

可能性は十分あると思います。

A
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福祉施設が求められている条件の中で、サービスの質的向上について、これは先程申

し上げましたアセスメント、ゴール設定、個別支援計画の策定、障害者ケアマネジメン

トの実施があります。同時に重度障害、多様な障害への対応ということで、重度・重複

障害者のリハビリテーション事業との連携強化、チームワークの早期実現が今質的向上

のために必要な条件だと考えます。

重度・重複障害の調査結果

そこで重度・重複障害の調査をした結果を示します。今回の調査では重度・重複障害

の定義を支援費の重度区分Aプラス肢体、視覚、聴覚、内部、知的、精神のいずれか 2

つ以上の障害を要する、ということにしました。その結果を見ていただきますと、まず

重度の重複障害の方を受け入れている施設は、身体障害者の更生施設では 50%、知的

障害者の更生施設では 97%という数字です。身体障害者の授産施設では 47%、精神障

害生活訓練授産施設では 10%です。知的障害者の更生施設では非常に高い率で重度・

重複の方がいらっしゃるということが分かります。

続いてアセスメント、ゴール設定、支援計画等の立案、サービス機関の設定から見る

と、身体障害者の更生施設で非常に混乱性が高いということで、アセスメントの混乱性

が 60%と指摘されています。コール設定が難しいと答えているところが 60%、支援計

画等の立案、サービス機関の設定 50%です。身体障害者の更生施設において、アセス

メント、ゴール設定、支援計画等の立案が非常に難しいとお答えになったところが多い

わけです。これはおそらく診断だとか、障害像の多様性を反映しているのではないかと

思われます。それに対し、知的障害者の更生施設ではアセスメントやゴール設定で難し

いと答えられた施設は比較的少ないのですが、潜在的には多様な知的障害者のニーズが

表面化していない、実際今施設に入られている方々の基準が IQによって決められてい

るということもあるかと思います。そういうことを含め、このアセスメントやゴール設

定がそれほど難しいものだという印象をもっていらっしゃらないのかもしれません。た

だサービス機関の設定については、身体障害者の更生施設を上回って、 62%という数字

がでています。そういう意味で、知的障害者に関してはこれからだという感じで見させ

ていただきました。

続いて職員の不足や専門職との関係です。経験不足、技術が未熟というようなクオリ

ティを支える条件に関しては、職員不足というのはどこの施設からも回答がありました。

それは条件として別問題として考えると、 PT、OT、ST、心理職といった専門職との関係

に関しては知的障害者の更生施設が比較的高い数字を出しています。その混乱性を訴え

ているのですが、これは専門職の関心がその面で薄いという結果であるかもしれません。

その結果として、施設側も専門職との連携をどのようにもつのかという点で、あまり積

極的でないのかもしれません。ただ技術が未熟だという点では、どこの施設も非常に高

い数字を出しています。どういう技術を身につければよいのかということも含め、技術
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が未熟だと感じられているようです。

先程の施設の小規模化、地域密着型ということになると、やはり専門庖が地域密着型

でたくさん庖を出すわけにはいかない、というのと同じで、何でも品ぞろえのあるセブ

ンイレブンとかファミリーマートといった庖になってしまう。それでは高いサービスを

するための専門性をどう活かすかという話になりますと、やはり専門機関、専門職との

連携をどう強化していくかということが、今後の重要な課題になるのではないでしょう

か。

(スライド)

私どものセンターの中にある身体障害者の更生施設に関するデータをお見せします。

もう 1つの条件として、最近では診療報酬の改定があり、その関係上急性期のリハビリ

テーションが重点化され、そこへ診療報酬点数がシフトしています。このことはよいこ

とだと思いますが、しかしその反面、発症からあるヶ一定の期間が過ぎると、病院の中で

治療することは採算に合わなくなります。その関係から退院してくれというような話が

かなり早い時期から出てきます。それに対して果たして福祉施設が対応しきれているの

かというと、残念ながら対応しきれていません。

私どもの施設で言いますと、この赤いところが発症から 6ヶ月以内の方々ですが、

年々増えてきています。身体障害者手帳の診断も例えば脳卒中でいうと発症から 6ヶ月

というような数字は、今では国の基準から消えました。概ね3ヶ月くらいでどんどん身

体障害者の手帳が交付されます。したがってその時点で福祉施設利用が可能になるわけ

ですが、今はもっと早い時期に施設利用の手続きをしておかないと、 3ヶ月の時点で福

祉施設を利用することが困難になります。施設を利用するためにはそれなりの手続きが

必要ですから、少なくとも半月から 1ヶ月かかってしまいます。そのことを考えると、

発症から 2ヶ月目くらいのところで施設利用の希望を出さないと、 3ヶ月の時点での施

設利用はできないということです。そういう点でも早くに施設を利用できるような体制

を作り、同時に施設側も医療的にもまだやるべきことがある方々を受け入れて、早くに

社会に復帰していただくお手伝いをする。そういう施設へと変わっていく必要があるの

ではないかと，思っているわけです。その意味では早期に対応する施設であってほしいの

です。そうなると当然医療スタッフとの連携強化が、大きな課題になります。

地域生活への支援

さらに地域生活での支援、これは社会保障制度全体の流れとして非常に重視されてい

ます。これもクオリティを上げる大きな条件です。地域生活への支援のためには、地域

資源の拡充、地域関係機関との連携強化が挙げられます。私たちの施設のあり方は、医

療機関から地域社会へと流れていく、その中間地点にあるのではなくて、今後は地域社

会をどう支援するか、という立場で行動していかなければならないと思います。

地域との連携について聞いてみました。そういう窓口を作る等の条件があるかは、身
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体障害者の更生施設で 50%で、その他の所ではそれほど、高い数字ではありませんでし

た。ただ支援経過の報告とか退所時の合同カンファレンスという点でも、身体障害者の

更生施設が比較的高い数字を出しています。これはやはり入退所が行われている関係か

と思います。より地域との関係が濃いということで決まってくるのではないでしょうか。

こういう意味で地域との連携を密にしていくことが、地域支援をする施設としてこれか

ら生まれ変わっていく条件だと思います。

施設運営上のメリット、デメリット

最後に施設運営上のメリット、デメリットについて問うてみました。メリットがある

と答えたところは、それぞれかなりの高い数字を出していましたが、デメリットがある

と答えたほうが残念ながら多くありました。それが逆転しているのは身体障害者の療護

施設だけです。身体障害者の療護施設にはもともと重度・重複障害の方々が多く、デメ

リットよりもメリットがあると答えられたということもあります。同時にそれほど高い

専門性を要求されるわけではなくて、介護が中心なので、ただこれらのことから考える

とメリットがあるという根拠は、対象者の幅が非常に拡大しているということです。経

営上のメリットがあるというのが一番大きく、デメリットについては職員の負担が非常

に大きくなるということでした。このことで少し考察しますと、やはり専門的なリハビ

リテーション技術が要求されるということです。そういう施設では職員の負担が非常に

大きくなるわけです。その意味でも専門職との連携強化ということが大きな課題だと思

います。そこでチームアブローチを今後充実させていかなければならないし、そういう

研修制度も継続的に行っていかなければならないと思います。

医療スタッフと、社会生活を支えるスタッフと、職業生活を支えるスタッフ、それぞ

れがきちんと連携ができる、チームアフローチができるような条件を整備する方向性を

いっそう追求する必要があります。そういう意味で、この総合リハビリテーション研究

大会は今後とも大事にしていきたいと思います。
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重度障害のある人の支援機器とユニバーサルデザイン

国立身体障害者リハビリテーションセンタ一 山内 繁

本日は重度・重複障害のある人の支援機器とユニバーサルデザインについてお話をさ

せていただきたいと思います。最初に、重度・重複障害について復習しておきます。

13年度の身障統計を見直しますと、身障全体では約 45%がl、2級で重度です。そ

の前は、平成8年が 43%、平成3年が 40%でした。重複障害について見ますと、 l級

と2級と合わせると重複障害者の 75%を超えています。重度障害、重複障害が、今問

題になってきていることが分かります。

福祉機器に関する誤解

介護保険が始まってから福祉機器がいろいろな所で使われるようになり、広く普及し

てきました。それと同時に、福祉機器に関するミスリーディングな主張を各所で聞くよ

うになりました。例えば「福祉機器にはフィッティングが大事です。」というのがあり

ます。もちろんフィッティングは大切です。しかしフイツティングの必要のないものも

あるわけです。ベッドやスロープ、設置型のリフトなどはユーザーに合わせてフイツテ

ィングしょうがないものです。

もう 1つの例を挙げましょう。「障害のある人にとって使いやすい福祉機器は障害の

ない人にとっても使いやすいJ。このような考え方が昔からあります。手が不自由だけ

れどもタバコをどうしても吸いたかった人がライターを発明して、人の手を借りないで

自分の力でタバコを吸えるようにしたという話を聞いたことがあります。このように、

障害をカバーするために作った機器が、確かに障害のない人にとっても役に立っている

という状況はあるわけです。しかしオーファンテクノロジーについては、これは全く当

てはまりません。例えばコンビューターのキーボードの入力にマウススティックを口で

操作する場合があります。マウススティックのほうが手で入力するより便利かというと、

そんなことはありません。やむを得ず使っているわけです。ですから、「障害のある人

にとって使いやすい物は、障害のない人にとっても使いやすい。」ということは一般的

には言えないわけです。

「福祉機器を使いさえすれば自立が促進される。」と言われることもあります。しか

し、最近の介護保険との関連で、福祉機器を使ったために廃用症候群になってしまう可

能性すら指摘されることがあります。福祉機器よりはリハビリテーション訓練が必要な

場合もあるのです。

日本のユニバーサルデザイン

福祉機器をめぐる最近の話題にユニバーサルデザインがあります。先ほどのシールマ

ンさんの講演で、日本はユニバーサルデザインがずいぶん進んでいるというお話がでま
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した。共用品という概念が日本で誕生し、発展してきました。これほど共用品的なもの

が普及している国はないと思います。さらに日本が世界に対するコントリビ、ューション

として、 1SOと1ECとの共通のガイドラインとしてガイド 71というのを日本がリーダ

ーシップをとって作りました。それは今年の 6月に1ISになったのですが、「高齢者及

び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針」と言います。これはあらゆる

規格、標準を作る時に、高齢者、障害者のために配慮すべきことをまとめたガイドライ

ンで、これが直接製品の設計にも使えます。これが普及することによって日本の共用品、

日本におけるユニバーサルデザインはますます促進されるだろうと考えています。

その上に今年の 5月には国際ユニバーサルデザイン協議会が作られました。目立、東

芝、松下などの大企業が中心になった組織です。こういった動きからも、日本のメイン

ストリームは積極的にユニバーサルデザインに関与しようとしている、そして欧米の

国々と比べても日本のメインストリームはより深く関与したいと考えていると言って

間違いはないと思います。

ところが、今度は逆の問題が出てきています。ユニバーサルデザインが無前提的に善

であり、かっこいいことだという考えです。かっこいいことを人にアピールしたい時に、

ユニバーサルデザインという言葉がはやり言葉として使われつつあるように思います。

先日、インターネットでユニバーサルデザインを調べてみて、いくつか気になったも

のをピックアップしてみました。 roo市のホームページは見やすいデザイン(ユニバ

ーサルデザインを目指して製作しています)J。こういうことが書いてあります。これは

ある市の広報の一部分です。もちろん概念的にホームページのコンセプト、ホームペー

ジの体裁を、アクセシブルにすることはユニバーサルデザインの一部分であることは間

違いないのですが、これをユニバーサルデザインという言葉を用いてより広い概念にし

てしまうことが本当によいことなのかどうなのか。ユニバーサルデザインのことを分か

らない人がアクセシブル指針を見た時に、それを指針にしていいのかどうか分からなく

なってしまいます。

もう少しひと、いものがありました。ある疑似体験セットの広告に、「学校では総合的

な学習の時間で福祉について学びます。福祉の領域でユニバーサルデザインを取り上げ

る学校も多く、疑似体験セット等は好評を得ている商品です。Jと述べてありました。

しかし、オーファンテクノロジーに属する疑似体験セットになぜユニバーサルデザイン

という言葉が必要なのか私には分かりません。

私があきれてしまったのは、ある有名な会社のテレビの広告です。 2つのテレビのモ

デルについての宣伝ですが、「チャンネルボタンや表示サイズを大きくするなど、高齢

者に配慮し、ユニバーサルデザイン対応としましたJと書いてあるのです。

我々の認識では、ユニバーサルデザインのテレビといったら、キャプションがついて

いることが当たり前です。ですからボタンが大きい、ボタンが操作しやすい等だけでは

ユニバーサルデザインのテレビとは言えません。キャフション抜きで、ボタンのサイズ
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を大きくしたからといって、「ユニバーサルデザインです。」と言われたのでは、非常に

困るなということです。「流行り廃りJと言いますが、上つ滑りで流行語になっただけ

で廃ってしまうのではないかと心配しています。

そこでユニバーサルデザインをもう一度考え直したい、ということで定義を引用しま

しょう。今さっき言いました ISOとIECで、作ったガイド 71に書いてある定義は次の通

りです。 fアクセシブルデザインはユニバーサルデザインに含まれる概念である。ユニ

バーサルデザインは特別な改造や特殊な設計をせずに、全ての人が可能な限り最大限ま

で利用できるように配慮された製品や環境のデザインを指すj。なおこれは、アメリカ

のウィスコンシン大学のトレースリサーチセンターのパンダーハイデンという人が定

義したユニバーサルデザインをベースにして作られたものです。

オーファンテクノロジー

オーファンテクノロジーはユニバーサルデ、ザインとは全く反対の概念です。今回オー

ファンテクノロジーの定義を一生懸命探したのですが、一番明確なのは、 1998年にシ

ールマンさんから教わった定義でした。「オーファンテクノロジーとは、ユーザー数が

3 0万人以下の福祉機器で、ユーザーへの適合が必要であるか、使い捨てになっている

点でユニバーサルデザインと区別される。j というものです。そのころシールマンさん

はNIDRRの所長をされていたのですが、オーファンテクノロジーという言葉を最初

に使ったのはNIDRRではないだろうかと言っておられました。典型的なのは補聴器

です。また、義肢装具類をユニバーサルにデザインしようとしても 2人の人が同じよう

に義手が必要だとしても、全く同じ義手を使うことはできません。

このように、福祉機器には大まかに分けると、オーファンテクノロジーとユニバーサ

ルデザインの二つの立場があるわけです。私はユニバーサルデザインとオーファンテク

ノロジーを福祉機器の性格を規定する基本的な二項対立としてとらえ、その相互関係を、

障害に関するソーシャルモデルとメディカルモデルの対立との類比で考えています。オ

ーファンテクノロジーでは、身体にぴったりと適合することが大切なので、メデイカル

モデルで考えることになります。ユニバーサルデザインはいろいろな人に使われ、環境

を構成するという点で、ソーシャルモデルで考えることになります。そして、ユニバー

サルデザインを、よりソーシャルにしたものが普通の一般製品であり、オーファンテク

ノロジーからメデイカル寄りにしてやると、医療機器になります。こういう枠組みで考

えています。

福祉機器と医療機器

福祉機器と医療機器という話が出てきましたが、ここで福祉機器と医療機器の性格を

比較しておきます。表 1 (P34参照)に相違点を中心としてまとめてみました。一言で

言うと、福祉サービスの中で提供されるが福祉機器、医療サービスで提供されるのが医
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療機器かで区別されます。福祉機摺は人格と尊厳ある人間が使う機器、と位置づけます

が、医療機器の場合は人体にたいして使う機器と位置づけています。こうして見ると、

福祉機器のほうがよりソーシャルプローチ寄りであり、医療機器は当然メデイカルアプ

ローチです。ですからメデイカルアブローチだけで福祉機器を作ることはよくありませ

ん。また、福祉機器の場合は個人で使う物ですから、価格が重要視されます。高価なも

のを個人で使うのは困難です。メデイカルアプローチの場合は何億円という機械でも、

大勢の人の検査のためなら、一人あたりのコストは小さくなります。こういうことが大

きい相違点であるということを頭に入れておきたいと思います。

ユニバーサルデザインとオーファンテクノロジー

では、ユニバーサルデザインとオーファンテクノロジーの相違点について考えてみた

いと思います。私のスキームではユニバーサルデザインがよりソーシャルアプローチに

寄っているし、オーファンテクノロジーはメデイカルアプローチに寄っていると考えて

います。表 2 (P34参照)を見てください。一番左に口ンメイスの 7つの原則が書いて

あります。ユニバーサルデザインは誰でも利用できることが大切ですが、オーファンテ

クノロジーは特定のユーザーだ、けが使えればいいわけです。柔軟性という項目について

も、その人にとってだけ都合がよければ別に柔軟性をもっ必要はありません。しかし使

い勝手をよくするための柔軟性は必要でしょう。単純性ということも、オーファンテク

ノロジーの場合は、技術的に難しくても、それがトレーニングによって補完できるので

あれば、必ずしも必要ではないと考えています。操作能力にしても、「少しでも少なく J

ということはオーファンテクノロジーには必ずしも必要ないので、残存能力に見合う力

であればよろしいということです。場合によってはトレーニングも兼ねて、ある程度の

負荷がかかるほうがいい場合もあると思います。

この 2つの基本的に違った立場を示すために、私どもの研究所で開発してきましたコ

ンビューターの入力機器をお示しします。キーボードが使えなくなった程度の頃はスキ

ャン入力式といわれる入力方法が使えます。もう少し障害が重くなってくると、モール

スキーボードを使うことになります。同じ程度の重度の方のために、携帯用のコミュニ

ケーション機器というものも開発しました。もっと重度になってくると、光入力式とい

って、キーボード状に配列した受光素子をレーザーポインタで照射する入力装置を使え

ば、ベッドの中で寝たままワープロで文章を作ることもできます。さらに重度になって

きて、首も動かなくなったら、眼の動きだけでワーフ口入力ができる視線入力装置も開

発しました。つまりこのように重度になってくるにつれて、残存能力をフルに発揮する、

逆に言うと残存能力だけで操作ができる、ということを考えた機器を作っていきます。

こういうわけで一般的には、重度になるほどより残存機能に即した機器を使わざるを得

なくなる。そういう意味で重度になるほどオーファンテクノロジーがより重要になりま

す。
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最近の問題点

ところが最近は、そう簡単ではなくなってきました。今言ったように一般的には重度

化が進むとどんどん医学的な配慮が必要になります。そうすると医学的なニーズが高ま

ると共に、メデイカルアプローチを抜かすことができなくなります。医学的な根拠に基

づいて人間と機械の整合性を図るということになるわけです。

ところがそれだけならいいのですが、最近では機器のみでは環境条件に対応すること

が難しくなってきました。そうすると環境側で対応することが必要になってきました。

ここでいう環境の一番典型的な例は情報コミュニケーション技術(ICT)です。情報技

術のインターフェイスでこのような問題が浮かび上がってきています。

そのような例としては、先ほどシールマンさんがリハビリテーション法 508条の話を

されました。つまりアメリカの連邦政府に納入する機器については、障害者対応でなく

てはいけない。重度の人にとっても使いやすくなくてはいけないということです。とこ

ろがこのためには機器そのものを、改造しないと対応できない。あるいは逆に、メイン

ストリームの中身自身を改造しないと対応できない。こういった事態が発生してきまし

た。問題を解決しようとすると、環境を含めたユニバーサルデザイン化というのが、重

度化にともなって求められるようになっています。

つまり、オーファンテクノロジーをどんどん追求していくと、その先に実はユニバー

サルデザインを伴わないと解決できない問題が発生し始めている、ということです。簡

単な例として、コンピューターの話をします。 DOSの時代、 MXパソコンというものも

ありました。その次にウインドウズ3. 1から 95，9 8の時代があって、ウインドウ

ズMEと発展してきました。それから NTの時代にはいり、今ではXPの時代になってい

ます。このようにマイクロソフトの OSは変化してきたわけです。 DOSの時代は視覚障

害者用のワープロだと、スビーカーを外づけする。スビーカーは簡単には接続できませ

んから、プリンター用のインターフェイスにスビーカーをつけて、そのために大変なプ

ログラムを作り、スビーカーを制御する機械も作り、とても大変でした。

ところがウインドウズ 98ぐらいからマルチメディア化が進んできました。そうする

と本を読ませるという場合に、ハードウェアにはスビーカーが内蔵されているし、スピ

ーカーを動かすソフトも内蔵されているので、音声合成のソフトさえきちんと作れば読

み上げができるようになる。そのうち、音声合成、音声認識もパソコンで可能になりま

した。これはメインストリームの進歩ために、障害者対応が非常に楽になったというこ

とです。ところが一方、 GUI(グラフイックインターフェイス)のために、視覚障害の

人へのインターフェイスが非常な困難に陥っています。この問題は私はまだ解決してい

ないと思います。

それからデバイスのインターフェイスについても DOSの時代には、私のような素人で

もなんとか対応して、 BIOSを書き換えるとか、いろいろなことができたのですが、
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今はかなりのプロでないと簡単にはできなくなってきました。最近の例では、歩行者

ITSというのがあります。 ITSというのは高度道路交通システム、カーナビの高度なも

のだ、とd思ってください。カーナビを歩く時に使うことができないか、という検討が今進

んでいます。その中で障害者・高齢者のシステムが入っているわけです。その一例を言

いますと、昔話題になった盲導犬ロボットがあります。盲導犬ロボットというのは、地

図と処理プログラムを備えたロボットです。今は携帯電話の回線を使って大型のコンビ

ューターに接続して、端末の処理を楽にするということが考えられています。これは障

害者向けだけの機械ではありません。この地図データを自動車用にも、歩行者用にも、

できることならば障害者用にも使いたい。そうするとその時に、地図の形式が障害者あ

るいは高齢者のニーズを満たす形で作られていないと、別に全部ーから作り直すことに

なりかねません。このことは今問題になっていて、解決に向けて議論されているところ

ですが、こういう問題が次々に発生してきでいます。こういうことは障害が重度になる

とともに、環境が関わってくる場合にどうしても必要になってきているのだと考えてい

ます。

時間領域でのユニバーサルデザイン

これまでユニバーサルデザインというのは異なった障害を念頭において考えてきま

した。しかし時間領域でのユニバーサルデザインというのをこれからは考えなくてはい

けなくなったと思います。1996年と 2001年の障害統計を見ていただ、くと分かるように、

身体障害者の高齢者化がすごい勢いで進んでいます。つまり身体障害者の 70%以上が

60歳以上なのです。そうするとこれまで私たちのセンターで身体障害者という時には、

トレーニングによって社会復帰できる人、つまり 55、56歳までを念頭に置いていまし

た。しかしこれではマイノリティーの障害者の中の、さらに少人数しか、対象にしてい

ないことになります。

高齢障害者の特徴として、重複障害の問題があります。これは、我々が普通に想定し

ているいわゆる重複障害ではなくて、さまざまな要因が重なっていて、一つひとつはそ

れほど重度ではないが多重障害であるということです。もう 1つは身体の条件が急速に

変化することです。これまで車椅子などの座位保持については脊損とか脳性麻痘が主な

問題でした。ところが、高齢者の車椅子ユーザーでは座位保持機能が急速に変化するこ

とがあります。そのために座面からずり落ちたりするので、シートベルトをする、そう

すると拘束になってしまいます。身体機能が変化するので、その変化に合わせて簡単に

車椅子の適応ができないといけません。簡単にきちんと適応できるようなものが今のと

ころまだ開発されていません。そのためにさまざまな問題が起きていて、我々の 1つの

課題になっています。このことから、 1つの物がいろいろな人によって使われるのでは

なくて、同じ人の身体条件が変化して、その変化に追随して使えるという性能がこれか

ら着目されると思います。このような性能を「時間領域におけるユニバーサルデザインJ
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と呼んでいます。

オーファンテクノロジーとユニバーサルデザインの両立

まとめますと、ユニバーサルデザインも大事だし、オーファンテクノロジーも大事だ

ということです。福祉機器はどれもこの対立概念の間にあるので、それぞれのポイント

を踏まえて見ていく必要がある。我々の研究所ではこれまでは主としてオーファンテク

ノロジーに注目してきたのですが、これからはオーファンテクノロジーだけではなくて

ユニバーサルデザインと両輪で進んでいく必要があると思っています。それから新しい

概念として、時間領域におけるユニバーサルデザインという概念をもう少し掘り下げて

ゆきたいと考えています。

表1 福祉機器と医療機器の比較

福祉機器 医療機器

関連サービス 福祉サービス 医療サービス

目的 QOL、参加と人間性の復権 治療と救命

人間の位置づけ 人格と尊厳ある人間 人体としての患者

操作の主体 障害者、高齢者、介護者 医療スタッフ

対象者 特定の障害者、高齢者 不特定の患者

経済性 価格に限界 高額機器も普及可能

表2 ユニバーサルデザインとオーファンテクノロジー

ユニバーサルデザイン オーファンテクノロジー

公平性(利用者) 誰にでも利用できる 特定障害にのみ対応

柔軟性(使用の) 自由度が高く、柔軟な使用可 柔軟性は必須ではない

単純性 簡単で使いやすい 利用のためには訓練も

情報の把握- 直感的にわかりやすいこと 必須ではない

安全性 操作ミスによる危害最小に 十分なリスク解析

操作労力 少しの力で楽に操作 残存能力に見合う力

スペースと大きさ アクセスできるスペースの確保 必須要件ではない

4
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重度障害をもっ人とリハビリテーションサービスの課題

日本障害者協議会藤井克徳

重度障害者のリハビリテーションサービスの課題についてお話させていただきます。

この問題というのは、障害分野の中で非常に重いテーマです。しかし本源的な意味を

含んでいるテーマだ、と，思っております。矛盾とか問題がより集中的で、かつ集積的に現

れてくるのがやはり重い障害者であるとd思います。逆に言うならば、この重い障害者に

焦点をあてれば、あるいはこの分野が好転をしていけば、必ず、や障害分野全体の好転に

つながっていくはずだと考えてもいいと思います。したがってリハビリテーション関係

者は、絶えず、重い障害者を視野の一角に入れて、そして自らの職業意識、あるいは実践

の活動の遂行にあたって、礎的な位置にすえてやっていると思います。

重い障害をもっ人の現状

さて、そこでまず重い障害者とはいったい何か、ということを考えてみようと思いま

す。我が国の障害程度に関しては、今まで医学的なモデル、つまり医学的な検査に基づ

き、これを医師が診断することで程度を区分してきました。しかし先程の講演にもあり

ましたが、これを社会的なモデル、そしてシールマン先生によると、統合的モデルに発

展させていこうということだと思います。

こういう点から少し重い障害とは何かについて私見を述べようと思います。その前に

まず重い障害者に関しまして、少しイメージを共有しておくために、スライドを見てい

きながら一緒に重い障害者のことを考えようと思います。とは申しましても、完全に共

有することは難しくて、部分的な認識の重ね合いになるに思います。

(スライド)

ここに挙げている府中共同作業所に通所するメンバーは、私の師匠です。と申します

のは、この人は私自身が今から 30年ほど前に養護学校に勤務していた時、 3年目に受

けもった児童でした。 37歳で、経管栄養です。これは作業所で河口湖に旅行に行った

時の写真です。食事もペースト食にして食べています。府中共同作業所は通所授産です

が、 11名の方々が、いわば全介助です。しかもそのほとんどがオムツをあてています。

彼女は当時、養護学校の小学部で、たくさんの話題や素材を提供してくれました。つま

り彼女たちをどうやって受け入れようかということで、養護学校ではずいぶん混乱があ

ったのです。その点でいうと、非常にたくさんの実践を提供していたとd思っています。

と同時に、学校を卒業する段階でどうしたかというと、彼女と家族は重症心身障害児・

者施設を選択しませんでした。療護施設も選択しませんでした。完全な地域生活実践を

選んだわけです。そういう点でも、卒業後の進路も私は感動的に見ているわけです。

もう少し全体から見てみます。続きましてスライドが変わります。本年 3月に東京都

立の障害児学校、盲ろう養護学校を卒業した高等部の卒業生の進路状況を見てみます。
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1. 033名中、一般就労は 262人、 25.4%、約1/4が一般就労です。後は法内(法定)の

授産や更生施設、あるいは無認可作業所です。福作とは福祉作業所。これは東京都と中

野区の単独事業です。生実と書いてあるのは生活実習所で、これも東京都の単独事業で

す。福祉作業所は授産施設とほぼ同じで、生活実習所は通所更生に近いと考えてくださ

い。いずれにせよこういう状況なのです。しかし肢体不自由児学校に限定すると、 184

名が卒業してきました。このうち一般就労が、 3名で1.6%。昨年度はこれが 1名でし

た。あとは法内の通所更生に 45名。さらにはデイサービスに 28名。そして重度・心身

障害者施設に 26名。後は入所施設で、これはたぶん療護施設とか一部入所更生施設が

入っていてお名です。こう見ていくと、リハビリテーションのゴールが職業生活とい

うのは、重い障害者にとってはきわめて厳しい状況にあるということです。おそらくこ

の傾向は、今では全国共通でしょう。なおこの都立養護学校のうち、肢体不自由児学校

は 13校分の合計です。

さて、この重い障害者の問題について、今日は精神障害者をチョイスしてみます。次

は東京都内の精神病院の今の状況です。まだ鉄格子が残っています。今、盛んに精神病

院は建替えを進めていますが、まだこういう状況が残っている。これは地方の一昨年ほ

どの状況なのですが、ここも鉄格子があります。これは 20畳の大部屋です。やはり関

東の近郊です。ここに 15人入っています。これは驚きに値すると思います。これは決

して昔であったり、地方の話ではありません。東京都内でも、病床数の 9割が畳部屋。

いわゆる大部屋です。

かつてフローレンス・ナイチンゲールが、あの有名な「看護覚書Jの中で、「致命的

な病気の大多数は病院で作られるJと書きました。彼女は決して精神科病院を意識して、

その言葉を放ったわけではありません。外科や内科ということで、国や戦争をにらんだ

状況でこう言ったと思うのですが、 2ヶ月以上こんな所にいると症状は軽減しても、生

きる力がなくなっていきます。今日、我国の精神障害者の状況というのは、もちろんご

本人の精神症状とか、その後に来る生活のしづらさ、能力障害等ありますが、それ以上

にこうした鉄格子や異常な長期在院によって障害が作られている傾向にあるのではな

かろうか、ということすら感じます。

(スライド)

これは和歌山県の「キネルJという福祉工場です。ここの地下は見学者に見えるよう

にガラス張りになっています。これは和歌山県内のある精神病院を壊した時に、鉄格子

をもってきて、自分たちがここに入っていたんだ、ということを今後ずっと伝えていき

たい、また忘れてはならない、ということで見学者の方々に問題の一端を見てもらうた

めに、現物保存あるいは展示をしているという状況の写真です。またこれに加えて知的

障害者にしても、入所施設の偏重政策という点でいうと、若干背景や家は異なりますが、

本質的にはこれに近い状況が知的障害者についても起こっているということです。
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重い障害をもっ人の 5つの規定と課題

以上こういう状況を踏まえて、さて重い障害者とは、ということについての規定をし

ようと思います。今日ここでは5項目を挙げてみます。まず重い障害者とは、ニーズが

多重にある人、たくさんニーズをもっているということです。 2つ目に、重い障害者と

はリハビリテーションゴールを設定するにあたって、職業生活から相当な距離を置かざ

るを得ない人ということです。これはかつてリハビリテーションというと、職業生活あ

るいは就労するということがあったと思います。先程の伊藤先生のお話にもありました

ように、ゴールの設定自体相当変わってきているし、こういう点で職業生活からは遠い、

あるいはそうならざるを得ないということです。 3点目として、自己による主張ができ

にくいということです。こうした社会的入院あるいは入所施設偏重政策ということを考

える時、ハンセン病の判決で国は上告を断念して敗訴しました。障害者と同じような収

容処分でしたが、自分で主張できる場合と、できない場合との違いとは大きいと思いま

す。 4点目には、人生において選択・体験・経験の幅が狭められやすい人ということで

す。自己決定とかあるいは対等・平等という言葉が最近用いられますが、そういう点で

いうと社会資源も少ないし、社会的に制約が強いということにおいて、本人の生活障害

というよりは、社会的な面での障害が大きいのではないか。 5点目は、自制・我慢をし

てしまうという点です。実は私自身は、視力がほとんどありません。かつてはレストラ

ンに行って自分でメニューを見て選べましたが、最近はメニューを応の人に読んでもら

います。大きいレストランに入ると、メニューがたくさんあるので読んでもらいづらい。

そうすると、「今日のランチなあに ?J と聞いて、「じゃあ、それください」となってい

くということがあります。あるいは脳性麻庫の女性の方がよく言われますが、外出の前

の日から水を控える。これはあくる日の外出先でのトイレを懸念するということなので

す。こういうことも枚挙にいとまがないと思うのです。

今日の私の視点というのは社会的な視点で、この延長には統合モデルとしての障害の

重さがあり、今後また考えていくことではないかと思、っています。

リハビリテーションサービスの展開に当たっての基本的な視点

さて肝心のリハビリテーションサービスの課題ということですが、まず課題設定の前

に、私はいくつか基本的視点を取り上げておきます。 5点挙げておきます。特に強調し

ておきたいことは第一点です。それは私的な支援関係からの解放。もしくは私的な支援

関係からの脱却ということです。私的とは家族問の支援関係を指します。これは既にお

わかりのように、日本の障害者問題の 1つに家族制度からくる矛盾、つまり扶養義務の

範囲の限定からくる問題があります。徴収金問題にしても、支援費の問題にしても、そ

の影響があります。その源は明治 31年に制定された民法の 877条から 881条です。こ

の中に、生涯親子・きょうだいというのは扶養の義務を負いあう、とあります。これは

結局めんどうをみるのは家族で、あって、公的責任を暖昧にしていく温床になったり、あ

-37一



るいは、どうせ俺は家族の庇護の下にしか生活できないんだ、という本人の自立意識の

減表につながりかねません。これはきわめて基本的な問題で、考えていかなければなら

ないことです。さらに、地域を舞台にということは基本視点ですね。そして当然自己決

定。自己決定の基本はやはり決定できるにふさわしい選択肢、決定肢がなければならな

いということです。そして支援関係の系統性、つまり教育と福祉、教育と卒業後の就労、

医療と退院後の福祉、こういった面がほとんど継続していないという点。と同時に医療

中心主義の処遇からの脱却ということも基本視点です。

こういうことを踏まえて、特にサービスの課題としましては大きく 2つあります。政

策的な課題が第一点目で、実践面では関係者の支援内容のレベルアップという点です。

政策には2つあります。 lつは法律面です。繰り返しますように、差別禁止法、障害者

の総合福祉法。もしかしたら総合福祉法よりも、むしろ社会サービス法とか、地域支援

法で障害種別を超えた総合的・包括的な法律の制定が必要ではないか。と同時に障害認

定、あるいは障害等級制度は、まだ医学モデルから脱却できるものではありませんので、

統合モデルとはいかなくても、社会的なモデルという視点をもっと取り入れる必要があ

るということです。

サービスを実質化していく上での課題

そしてこの法制をベースにして、以下の4つのことが大事だ、とd思っています。 1つは

日中にどこに自らの身を置くか。就労、もしくはアクティビティの場を作る。そしてア

フター 5、夜間生活の場、経済基盤、所得の保障、そして人的なケア。実はこれは全て

の障害に共通します。もしかしたらこれは、全ての市民の共通テーマかもしれません。

このことの質と量をどういうふうに充足をさせていくのか、と考えるわけです。しかし

現状はどうかというと、次のスライドを見てください。

重い障害をもった方々が、現行の制度において活用できるのはデイサービス事業です。

知的障害者と身体障害と合わせた2種類のデイサービス事業がありますが、これを 1か

所でももっている市町村は、全市区町村中 433しかありません。 13.4%の市区町村にし

か設置されていないのです。残りの 86.6%は無設置です。この傾向は障害者プランの

旧プランが始まった時期とほぼ変わっていません。この通所型授産施設は、看板は通所

授産施設だけども、重い障害者がたくさん入っています。これも合わせて見ていくと、

デイサービスだけがあるところが 152、デイサービスも 9種類の通所授産施設も両方あ

るところが 279です。通所授産施設だけは447。逆に言うと 2，354、約 73%の市町村が

何も日中通う場がないという状況です。

リハビリテーション、ノーマライゼーションという言葉とは裏腹に、現実的な場がな

いというこのような状況をどう関係者は見られますか。このことは働く場のみならず、

生活の場でもしかりです。ましてや所得保障に至っては、その基本的な収入は、障害者

基礎年金2級で月々67，016円です。こういった基幹的なこの4大施策が、これからの
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地域生活を支援していく場合のポイントになろうかと思います。これに加えて身体障害

であれば、例えば公共交通機関、あるいは建造物がバリアフリーがあったり、あるいは

てんかんや精神障害であれば医療が加わったりと、オプションで施策を作ることを考え

ればいいと思うのです。

以上こういう課題について述べてきました。しかし、これまでもこういう課題は提言

されてこなかったのかというと、このような総合リハビリテーション研究大会をはじめ、

さまざまな学会、研究会でも提案してきました。例えば本格的なデイサービス事業とは

違って、本格的な政策として、これを提唱しようということで、 1996年5月には全国

社会福祉協議会の研究会で、障害者活動センターの設置の提言をしています。通所更生

あるいはデイサービスということでお茶を濁すのではなくて、やはり養護学校の卒業後

の連続的なサービスが提供できないかということです。私のアシスタントをやってもら

っています後藤さんを紹介しながら読んでもらいましょう。

障害者活動センターの概略について

この障害者活動センターが、地域生活に果たすべき施設機能の位置づけとして、通所

施設としての障害者活動センターは、地域で暮らす、入所施設や病院で生活していない

人で、就労が不可能か、著しく困難と考えられる人・状態に対し、日中の活動を補助し、

援助する場である。その主たる役割の中身は、活動内容として別項で説明される。それ

故ここでいう施設機能とは次の 2つを意味する。

第一は通所する人。通所者にあって、地域で暮らすために必要とされる援助の中で、

別項の活動内容以外の目的である役目である。その場に来て活動するためには、それを

可能にするさまざまな援助が必要である。それらをどのように準備し、提供するか。

第二はその場に在籍し、通所はしないが、地域に暮らす障害者に対して行う援助サー

ビス、あるいは通所にあって、その場にいない時間の援助である。地域における生活を

支える重要な社会資源として、日中の活動の場としてでなく、サービスを提供する場と

してなされるそのサービスの内容を意味する。

こういう提言は何回かされています。しかし、なかなかこれは政策の表舞台には上げ

られていないということで、その一端を今日はここで紹介したわけです。

今日の障害者施策、リハビリテーションを含めて重い障害者がその中心に据えられて

いないということを強く懸念するものです。あえて言うならば、重い障害者を切り離し

て今日の政策が形成されているのではなかろうか、といっても過言ではないと思います。

本年 3月でノーマライゼーション 7ヵ年戦略の終期となりました。しかしこの 7年問、

知的障害者の入所施設の利用者は約 20，000人増えました。精神障害者の社会的入院問

題といわれているお万人台は変わっていません。そうしますとこのプランというのは、

一体何であったのかと考えざるを得ないと思います。そういう点でいうと楽観視できな

い感じがしています。
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近未来を占う上で予想される要素

さらにもう少し近未来に眼を転じますと、こういう点ではポジティブ、あるいはネガ

ティブな要素がやや交錯しているように思います。 1つは国際的な点で言いますと、現

実味をおびつつある障害者の権利条約が、日本にとってはかなり大きな意味があるだろ

うと感じています。あるいは超高齢化社会の到来でスローライフ等含めて、生き方の価

値観の変容等も期待でき、障害問題の見直しも期待できます。あるいは IT機器の進化

というのは、おそらく多くの障害分野への貢献をもたらすことでしょう。一方で国と自

治体の未曾有の財政危機があります。これは障害者施策、あるいはリハビリテーション

施策の伸張の妨げになることは必至だと思います。さらに競争原理を基調とする経済思

想、あるいは社会思想の蔓延があります。これは障害分野からすると、有利な材料とは

言えないと思います。こういう点では、関係者はよほど心してかかっていく必要がある

でしょう。

こういうことを考えている時に思い出すことは、国際障害者年にちなんで出された国

連決議の一説です。一部の構成員を締め出す社会というのは、ぜい弱な社会であるとい

うことを言っているわけです。改めて重い障害者にどう焦点を当てるかということは、

障害者施策全体の底上げということにとどまらず、エネルギーのある地域社会作り、あ

るいはヒューマニズムに富んだ新しい社会建設につながってくるのではないかと，思っ

たわけです。

リハビリテーションの理念にしろ、ノーマライゼーションの理念にしろ、理念という

のはやはり形にしてこそ本来の意味を増すものだ、とd思っています。重度の、あるいは重

複の障害者の課題につきましては大変困難ですが、しかしこれを眼に見える形で成果を

導き出すことが、今日リハビリテーション関係者一人ひとりの心と技に厳しく問われて

いるのではなかろうか、ということを述べてお話を終わりにします。
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【3】分科会事例研究

「重度・重複障害者のリハビリテーションサービス」

( 1 )高次脳機能障害を合併した人の生活支援

コーディネサ 中島 八十一(国立身体障害者リハビリテーションセンター)

寺島 彰(浦和大学総合福祉学部)

白山 靖彦(三重県身体障害者総合福祉センター)

生方 克之(神奈川リハビリテーション病院)
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分科会事例研究

重度・重複障害のリハビリテーションサービス

グループ1高次脳機能障害を合併した人の生活支援

コーデ、ィネータ国立身体障害者リハビリテーションセンター中島八十一

浦和大学総合福祉学部寺島彰

三重県身体障害者総合福祉センター経営企画チーム白山靖彦

神奈川県リハピ、リテーション病院相談科生方克之

国立身体障害者リハビリテーションセンター中島八十一

ご承知のように現在厚生労働省の事業として、高次脳機能障害支援モデ、ル事業が展開さ

れています。平成 13年度に始まり、今年度まで3か年の予定で実施されています。参加自治

体としては、北は北海道から南は九州まで 12の地方自治体、ならひ、に国リハが参画していま

す。皆様方のお住まいの自治体においても参加しておられるところがあるのではなし、かと思い

ます。

連続したケアの必要性

実際にこの高次脳機能障害支援モデル事業で何をしようとしているのかについて簡単に触

れておきます。国立身体障害者リハビリテーションセンターと 12の自治体が手を取り合い高次

脳機能障害をおもちの方に対して、具体的に支援あるいはサービスの提供を試み、その中か

らいったいどのようなサービスのあり方がよいのかということを練り上げ、その上で最終的に標

準的な評価基準ならびに標準的な訓練支援フ。ロク、、ラムを確立するとし、うことを目的にしていま

す。しかし一言で、高次脳機能障害と言っても、ほとんどの方が高次脳機能障害とはこんな障害

だ、ろうと思っていても、じゃあ具体的に説明を求められると、なんと言ってしw、かとても難しい。

私自身もそう感じますし、ましてや一般の方々にとっては説明しづらい用語だと思います。そ

れを今からモデ、ル事業を通じて得られたデータを元にして、実際の障害者像とし、うものを明ら

かにしていきたいと思います。

(スライド)

最初に、このようなモデ、ル事業を立ち上げるきっかけについて、述べておきたいと思います。

昨今マスコミで、高次脳機能障害が非常に頻回に取り上げられ、このような障害者の方たちに

何かサービスをしなければいけないのではなし、かとしづ動きが出てきたからです。この表には

高次脳機能障害が軽い方、重い方とし、うふうに5段階に分けてあります。そのあと実際に医療
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から社会適応訓練、生活訓練を受けて、職業訓練を受けて、就業支援を受けて、実際に社会

復帰をするとし、う、時間的経過をこの矢印で表してあります。軽い方はだいたい病院にいて医

療を受ける段階でもそれをクリアし、社会適応訓練も生活訓練も職業訓練も満足な成果を残し、

最終的には就学、就労に結びついてして。あるいは復職、復学とし、うふうに戻ってし、かれます。

この方についての取るべき方針についてはあまり大きな問題はありません。しかしながら、一番

重い方を例にとりますと、医療の段階でいったいこの人はどんな障害をもち、何に困難をきた

すだろうとし、うことが、正確に評価されていない、あるいは診断されていません。その結果、そ

の後どうしてしW、か分からなくなっています。仮に社会適応訓練を受けることができたとしても、

どのような訓練をサービスとして提供したらいいのかよく分からない。よく分からないままなので

成果が上げられません。したがってそれ以降のサーヒマスを十分に受けることもで、きない。中くら

いに重度の障害をおもちの方ですと、医療はなんとかクリア、社会適応訓練は何とかできた、

しかしその後はうまくし、かない。本来ならばそれぞれの程度に応じて、施設入所から復職、復

学まで、し、ろいろな最終ゴールが設定されるはずのものが、医療の段階で混乱が起きて、十

分なサービスが受けられない、きちんと評価されない、診断を受けられない、とし 1うことが起き

ています。すなわち本来この時間軸にそって最終ゴールに進んで、いくべきものが、途中で途

切れてしまうのです。最終ゴールに向けて、提供される連続したケアが、不連続になってしまっ

ています。そこにこの高次脳機能障害をおもちの当事者ならびにご家族の方々にとっては大

変なご不満があるわけです。障害に重かったり、軽かったりはしかたがないけれども、その重症

度に応じて適切なサービスが提供されて、本来あるべき最終ゴールまで行くために、連続した

ケアが提供されなければならないのではないか。その連続したケアとはし、かなるもので、どのよ

うなサービスが具体的に提供されるべきであるか、とし、うことを考えるためにこのモデル事業が

立ち上げられた、とお考えいただいて間違いないと思います。

高次脳機能障害者像をさぐる

本年の3月の末日までに各自治体ならびに国リハから、高次脳機能障害をおもちで、その

ために社会復帰が困難になっているが適切なサービスが提供されたならば、社会復帰が可能

になるカもしれない、としち方々が 324名選抜され、その方々のもってしも属性が検討されまし

た。実際にその 324名の性別の内訳を見ると、男性が 252名、女性が 72名。男性が約 3/4近

くを占めているのは、後で述べますが、頭部外傷、外傷性脳損傷は世界中どこでも男性の方

が圧倒的に数が多い、とし、う理由で、ここでもやはり男性の占める比率が多くなっています。そ

して登録時の平均年齢 33歳、受傷・発症時の平均年齢が 29歳です。つまりこうし、った年齢層

の方からもっとサービ、スの提供を、としづ要望が寄せられているとし、うことです。

今も触れましたが、高次脳機能障害をもつに至った原因疾患のベスト3を挙げると外傷性脳

損傷が約 80%、14%が脳血管障害、低酸素脳症が3%です。ここでは年齢別には出していま

せんが、 20代、 30代では圧倒的に外傷性脳損傷が多く、脳血管障害は年齢が増すにつれて

この比率が多くなっています。したがって 50代は外傷よりも脳血管障害のほうが占める比率が
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高くなってきますO 低酸素脳症とし 1うのは、要するに窒息状態にあったということです。例えば

日品目、の発作で、窒息になった、あるいは溺れて窒息した等、いろいろな理由がありますが、それ

らによって生じた疾病をここで、は低酸素脳症と呼んで、おります。

では具体的にどのような症状をおもちの方たちなのでしょうか。おそらく高次脳機能障害を

おもちの方と身近に緊密に接したことがある方ならば、かなり的確なイメージをおもちだろうと

思います。しかし言葉でそれを表現すると、記憶障害、注意障害、遂行機能障害となります。

記憶障害は非常に分かりゃすいのが、注意障害、遂行機能障害と言われると、いったいそれ

は何のことなんだろうとし、うことになります。これも高次脳機能障害としづ言葉と同じで、分かる

ように具体的に説明をしなければならないとなると、かなり言葉に詰まってしまいます。今日私

どもが高次脳機能障害としているのは、この3つの障害が概ね8害IJの方に見られます。大切な

ことはそれぞれが個別ではなくて、 1人の障害者の方の中に複数含まれていることです。

また病識の欠落を挙げておきましたが、これは数としては約6割ですので、上の3つに比べ

れば少なくなっています。病識の欠落は、自分がそのような障害をもっているとしづ自己認識

がうまくできないとし、うことです。これは実は大変重大なことで、訓練を受けるにあたっても、サ

ーヒcスを受けるにあたっても、自分はそのような障害をもっていなし、から必要ないとしづ方がし 1

らっしゃるので、す。例えば契約などで印鑑を押さなければいけないような状況に立った時には、

この病識の欠落があるとし、うことは非常に慎重にならざるを得ない事項です。

これ以外にも社会的行動障害と呼ぶ、依存性・退行、あるいは意欲・発動性の低下、対人技

能の拙劣、固執性、あるいは感情コントロールの低下、とし、ったいろいろな症状が出てきます。

それぞれ5割ぐらいの方がこのような症状をもっています。

先程、注意障害、遂行機能障害品、うのが分かりlこくし、言葉であると申し上げましたので、こ

の2つについてだけ述べます。注意障害があると、ぼんやりしていて、何かにつけミスばかりを

する。 2つのことを同時にしようとすると混乱する。ずっと続けることもで、きない。要するに集中す

ることができないと言い換えることもで、きましょう。遂行機能障害があると、自分で計画を立てて

物事を実行することができない。人に指示してもらわないと何もできない。そして行き当たりぼ

ったりの行動となってしまいます。目的にかなった行動をすることがで、きないのです。こうし、った

記憶障害、注意障害、遂行機能障害品、うのは単独で、それぞれもっているよりは、複数もって

いる場合も多くあるとしち認識が必要です。

診断基準

このような事実を踏まえ、このモデル事業では高次脳機能障害の診断基準を作り、来週には

連絡協議会とが聞かれ、「成案Jとして採択されることになっています。これは大変重要なこと

ですので、多少元漫とは思いますが読んでみます。

「高次脳機能障害としづ用語は学術用語として、脳損傷に起因する行動障害まで含めた認

知障害一般を指す。この中には当然のこととして、巣症状としての失語、失行、失認等が含ま

れる。今次本邦において高次脳機能障害支援モデ、ル事業を通じて集積された脳損傷による
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高次脳機能障害のデータを慎重に分析した結果、これらの総障害以外に記憶障害、注意障

害、遂行機能障害、社会的行動障害等の認知障害を主たる要因として、日常生活および社

会生活への適応に困難を有する障害者群が存在することが明らかとなった。 Jだいたい似たよ

うな症状をもった障害者群がいます、品、うことです。「そこでこの障害者群が示す認知障害を、

行政的に高次脳機能障害と呼び、この障害を有するものを高次脳機能障害者と呼ぶことにす

る。高次脳機能障害者に広く医療ならびに福祉サービスを提供することを目的として、以下の

診断基準を提案する。 J

以上が前文です。具体的に診断基準の主文になると、主要症状として、要するに怪我や病

気による発症事実が確認できる、現在日常生活や社会生活に困っていることがある、その主た

る原因が今述べたような認知障害にある、とし、うことです。検査所見として、 MRI、CT、脳波等

いろいろな検査がありますが、それらを用いて、脳に傷がついているとし、うことが明らかにでき

ることが必要であるとし、うこと。除外項目は非常に理解しづらいのですが、失語症は学問上で

は高次脳機能障害で、すで、に身体障害者手帳の対象となっているので、ここでは行政的には

高次脳機能障害から外しましょうとし、うことです。そしてまた、こうし、った先天性の疾患、あるい

は発達障害、アルツハイマー病のような進行性疾患は除外する、このように行政的に高次脳

機能障害を定義づけています。

これを一言で表現すると、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等の認知

障害を主たる要因として、日常生活および社会生活への適応に困難を有する障害を行政的

に高次脳機能障害と呼ぶ、とし、うことです。

(スライド)

この高次脳機能障害をおもちの方たちが実際にどんな困難にあっているか、あるいはどのよ

うに重症度を評価したらしw、かを、障害尺度と呼ばれる評価スケールを用いて評価しました。

ここで念頭に置いていただ、きたいことは、 8つのランクに分けていますが、数字が大きいほど軽

いとし、うことです。 1は意識不明の状態。 8は全く健常者と変わるところがない、とし、うことを示し

ています。しかしモデ、ル事業で、は、 1、2は対象から外し、 3から8までを対象にしています。要

するに数字が大きしせ障害程度は軽い、とご記憶ください。実際に主要症状の有無と障害者

区部を比較してみると、黄色のが「ありJで、白のが「なしjです。個々の障害を比較すると、そ

れぞれの「ありJrなしJで、は重症度はあまり関わってきません。これらを複数もっと、数が増える

ほど重症度が増すとし、うことがあります。

そしてその一方で、この方たちを CTとか MRIとし、った検査機器以外に神経心理学的な検

査で何か評価することができないか、と誰しもが考えるわけですが、ここで、知能テストのスコアと、

障害者区分重症度のスコアとがどうしち関係にあるか、とし、うことを見ておきたいと思います。だ

いたい知能指数は、 40台から 110台までに分布しています。かなり知能指数が高い方がいら

っしゃいます。 3はかなり重症度が高く、 8は軽い。 7、8は支援があれば就学、就労が可能にな

る、 6は福祉就労くらいしか難しいのではないか、と考えるようにできているとお考えください。

黄色の3、4、5は就労、就学は全く難しいと見ていただければ結構です。そうしてみると知能
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指数が 100を超えていても、就労、就学とし、うのは少しも考えることはできないとし、うレベルの

方がし、らっしゃいます。したがって、知能指数だけでは必ずしも測れない、としづ難しさをここで

読みとっていただければと思います。

施設利用

実際にそのような方たちはどんな施設を利用しているのでしょうか。病院をまず例にすると、

171名のうちリハ病院が 103名、一般病院が 63名、精神病院が5名で、リハ病院や一般病院が

圧倒的に多くなっています。更生援護施設等の利用に関して、 153名の内訳を見ると、身障更

生援護施設が83名、地域利用施設が 18名、身障授産施設が 15名、小規模作業所が 16名、

その他 20名品、うように、やはり身障関連施設が圧倒的に多くなっています。

これはいったいなぜでしょうか。その答えを見る前に、高次脳機能障害だけで、歩くことも食

べることも自分でできるとしち方たちがおよそ 36%います。高次脳機能障害以外に麻庫、運動

失調としりた身体機能障害を併せもつ方が 64%で約 2/3を占めます。さらにこの精神症状が

強し、分、幻覚とか妄想が出て暴れたりするので家庭や一般病棟では対処できない方がだいた

い3%くらしWもっしゃる。これを合わせると 100%0100%からちょっと外れますが、知能指数

で 50未満の方が9%くらいおられます。すなわち 2/3くらし、の方は、運動機能障害等の身体

機能障害を同時にもっている。頭を打ったり、あるいは脳血管障害になった時に運動麻庫等

を伴う方が2/3くらいあり、その方たちについては高次脳機能障害のリハピ、リテーションをする

と共に、身体機能障害のリハビリテーションも合わせて実施しなければなりません。そこのとこ

ろに身障施設の利用が多し吐つの鍵があると考えています。

障害者手帳の所持

実際に高次脳機能障害をおもちの方がどのような障害者手帳を、どのくらしもっているだろ

うかを調べてみました。手帳ありが 163、手帳なしが 158で、半々です。手帳なしの方の中には

受傷から日が浅くて、まだ申請していないとしづ方も実際には含まれています。しかしかなり多

くの方が、どの手帳を取得したらしW、か分からないのです。役所に行っても相談に誰ものって

くれない。そうし、うご不満をおもちの方がかなりたくさんいるとし、うことは強調すべきことだと思い

ます。手帳の種類は、身障者手帳が圧倒的に多くて 163人中 148人。精神障害者保健福祉

手帳をおもちの方が31人。療育手帳をおもちの方が6人となります。身障者手帳が多いのは、

やはり運動機能障害をおもちの方が実際にたくさんいらっしゃるとし、うことです。

その手帳者等級をない方も含め、先程の障害尺度と呼ばれる重症度と比較してみたいと思

います。身障の手帳の1級、 2級をおもちの方で重症度が高いとし、うのはうなずけることです。

しかし3級から6級までを見てみましょう。そうすると平均の障害尺度がそれぞれ5、5.4、 4.8で

す。要するに障害の重症度と等級が必ずしも並行した関係になっていません。とても症状が重

いのに身障者手帳は6級しカもらえていません。 31名の精神障害者保健福祉手帳のおもちの

方について、同じように重症度を比較してみると、こちらはまだ重症度と等級が一致していると
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いう傾向があるかと思います。

サービスの提供を必要とされる高次脳機能障害は、どのような症状で、どのようなサービス

提供の環境におかれているかとし、うことを簡単にお話し1たしました。そして、それぞれの重症

度において適切な最終ゴールにむかえるように、連続したケアが受けられるように、とし、うのが

このモデル事業の最終的な目標です。その支援の具体的な話を以下の寺島、白山、生方の3

先生方にお話をいただきたいと思います。
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高次脳機能障害を合併した人の生活支援

浦和大学総合福祉学部寺島彰

現在は、浦和大学総合福祉学部で働いておりますが、 6月いっぱいまで国立身体障害者リ

ハビリテーションセンター研究所で、高次脳機能障害モデル事業を担当していました。本日は

「高次脳機能障害支援モデ‘ル事業における社会復帰・生活介護支援フ。ログラム検討状況」と

しづ内容でお話をさせていただきたいと思います。なぜこのタイトノレを掲げたかといいますと、こ

のプログラムは画期的なものなのですが、あまり一般には知られていないので、ぜひ聞いてい

ただきたいと思ったからで、す。苦労話も含めて聞いていただければと思います。それから、この

事業の中で、分かってきたことを共有していただければと思っています。私は、以前、ソーシャル

ワーカーをしていて、高次脳機能障害の方を何人か担当させていただいたことがあります。し

かしかなり前の話ですし、時代が変わっているため、私はモデ、ル事業が、どんなことをしてきで

いるか、そして、今どうしづ状況にあるのかをお話しさせていただきたいと思います。

高次脳機能障害支援の概要

先程の中島先生のお話にもありましたように、高次脳機能障害支援モデ、ル事業は、平成 13

年4月1日から始まりました。交通事故等による外傷性損傷等による高次脳機能障害のある

方々は、その症状が外見からは分かりlこくし、としづ特徴があって、その結果、標準的な評価基

準や社会復帰支援等のプログラムが確立されていない。そのために必ずしも的確なサービス

が十分提供されていないとしづ状況にあります。そこで厚生労働省が高次脳機能障害者に対

する支援サービス等の試行的な事業を実施して、高次脳機能障害者に関する治験の集積と

分析を行い、今後の適切なサービスの提供のあり方について検討するとし、う目的でこのモデ

ル事業を始めることになりました。資料の主旨にありますように、社会復帰支援等のプログラム

が確立されていないのはまさにその通りです。

平成 13年6月に第1回「地方拠点病院等連絡協議会」が開催されました。それから、 2年後

に高次脳機能障害支援モデル事業中間報告をやっと出すことがで、きました。その時、事例集

も出しています。

この「地方拠点病院等連絡協議会Jは、北海道・札幌市、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川

県、岐阜県、三重県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県・福岡市・北九州市、名古屋市の 12

の自治体と国立身体障害者リハビリテーションセンターからの委員で、構成されています。各自

治体は、地方拠点病院を指定していただき、その地方拠点病院と関係する福祉施設、それら

を地方拠点病院等と呼んでいますが、そこで高次脳機能障害のある方を対象に、治療やリハ

ピ、リテーション、社会復帰支援などを実施していただいています。また、国立身体障害者リハピ、

リテーションセンターで、は、病院や施設で、リハビリテーションを実施すると共に、高次脳機能障

害を有する方の社会復帰支援等も行っています。さらに「地方拠点病院等連絡協議会Jでは

-49一



評価基準作業班、訓練プログラム作業班、支援プログラム作業班としづ三つの作業班で集積

した症例データや結果を分析し、取りまとめています。

作業班の役割

それぞれの班がどうし1うことを行っているかとし、いますと、評価基準作業班は医師、医療専

門職、福祉専門職などで構成され、病院において医学的リハを受ける段階の方を対象として、

標準的かっ適切な医学的評価、障害を分類するための必要な情報の交換、意見の調整、審

議を行うとされています。訓練プログラム作業班は、医師、医療専門職、福祉専門職などによ

って構成され、病院において医学的リハを受ける段階の障害者の方を対象に、介入と帰結に

関する区別、検討を通じて、標準的かっ適切な訓練プログラムを開発するために必要な情報

の交換、意見の調整、審議を行う、とされています。それから社会復帰・生活介護・支援プログ

ラム作業班は、医師、医療専門職、福祉専門職等で構成され、家庭または社会復帰後の障害

者の事例収集を通じて、標準的かっ適切な社会復帰生活介護支援プログラム、訓練プログラ

ムを作成します。そのために必要な情報の交換、意見の調整を行うこととされています。ここで

は、社会復帰・生活介護・支援フ。ログラム作業班の活動を中心にご

社会復帰・生活介護・支援プログラム作業班の調査

社会復帰生活介護支援プログラム作業班は、次のような調査をしました。平成 13年の 10月

からほぼ、 6カ月おきに各拠点病院等で調査票を作成して、国リハにお送りし、ただきました。調

査票は膨大なもので、最初に施設調査票が1種類、それから医学的診断機能データ評価表

が1種類、それから支援調査票 ABCがありまして、 Bは3種根あります。初回は調査票 B以外

を提出していただき、 2回目以降は施設調査票と調査票 A 以外を提出していただくとし、うこと

になっています。枚数にすると 10ページくらいになるのではなし、かと思います。それを拠点病

院等の職員の方に作成していただき、データを蓄積しています。

施設調査票の内容は、施設の名称、種別定員、利用人員、職員の配置状況等です。医学

的診断機能データ評価表については、高次脳機能障害、精神機能障害、身体機能障害、画

像診断、画像所見等があるかどうかとし 1うこと、それから機能データとしては HDSR、ADL、BI、

老研式活動能力指標等の記載をお願いしました。支援調査票については施設利用の経過、

それから支援体制、例えばケース会議を週に何回開いているか、支援状況および問題点など

を尋ねています。支援状況については、身体介護、生活援助、健康管理援助、相談支援、活

動参加支援、訓練作業援助、コミュニケーション援助、社会復帰支援、家族支援などの状況の

概略を記載していただきました。これらの項目は支援費制度ができるときに実施された調査表

に合わせてあります。

調査票 Bの内容は、専門職がどのような関与をしているか、訓練時間数、誰が関与している

か、週にどのくらい訓練を行っているか、訓練中の手帳取得の状況、訓練後に就職されたの

か、家庭復帰されたのか、あるいはもう一度病院に戻ってしまったのか等をお尋ねしました。
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支援調査表 C は、支援に関するそれぞれの項目について、さらに下位調査があり、例えば、

身体介助であれば 13項目について調査を行っています。そして、それぞれの援助の必要が

あるかどうか、その援助の必要性のある方に対して支援をしているのかどうかを書いていただく

とし、うことになっています。 10月 3日現在で、対象者 424名のうち、訓練調査票を回収したの

が 270名で、支援調査票を回収したのが 210名です。これだけ詳細なデータを蓄積している

のはおそらく世界にもないのではなし、かと思います。

今年3月に中間報告書が出ました。その時点の調査対象者の概要を少しご紹介します。男

性 127名で、女性 39名で、平均年齢が 33.5歳とし、う、かなり若い方が対象です。それは原因

疾患を見ていただければ分かりますように、外傷性能損傷の方が多いので若いということにな

っています。そのうち身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をもっておられ

る方が 106名で、うち男性が61名です。手帳のない方がかなりおられるとし、うことです。高次脳

機能障害の種類については、記憶障害、注意障害、遂行機能障害が高い値を示しています。

コーデ、イネーター、ネットワーク、家族支援の必要性

こうしづ調査から、何が分かったかとし、うと、 1つはっきりしたのは、高次脳機能障害支援コー

ディネーターと呼べるような、中心になって支援を実施する人が必要で、あろうとし 1うことです。そ

の方は専従であることは当然好ましいわけですが、その方が責任をもってケースをフォローし

ているのと、していないでは効果が大きく違うとし 1うことです。コーディネーターが所属するとこ

ろを高次脳機能障害支援センターと呼んでいます。高次脳機能障害支援センター、高次脳機

能障害支援コーディネーターを中心に、高次脳機能障害支援実施機関としづサービスを提供

してくれる組織をうまくつないで、支援をコーデ、ィネー卜するとしづ形が必要ではなし 1かと考えら

れます。

それからもう1つはネットワークの必要性で、す。これは高次脳機能障害支援コーデ、イネータ

ーの必要性品、うことにかかっているのですが、 1つの機関で全ての社会支援を提供すること

はなかなか難しいことです。後でお話し、ただく白山さんは、社会支援をし、かに有効に活用する

かを中心に活動しておられますが、し、かにネットワークを、活用するかが重要になってきます。そ

のためには、そもそも社会資源がなければなりません。また、専門家の育成も大切です。

もう1つ、家族支援の必要性が重要です。誰が事業の推進力になるかとし、うことです。以前、

北海道の親の会「コロボ、ックノレ」を訪問させていただいたことがあります。ここは家族の方が推

進力なのです。小規模作業所を経営されていて、そこで、通所してくる人たちを夜も昼もフォロ

ーしています。必要ならば病院を受診するようにクライエントを導いたり、就職活動を指導した

り、そのようなことを家族の方がやっているのです。それに引きこまれて周囲の人がかかわるよ

うになってきたり、支援の質が上がってきたり、就職率が高かったりするので、す。そうしづ推進力

として家族は強力だと思います。現状では家族会活動への支援は大切ではなし、かと思います。

さらに間違った方向に行くと困るので、家族に十分情報提供する必要があろうとし、うことも分か

つてきました。
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それから、高次脳機能障害の方は、病院を退院してからも医学的管理が必要だとしづ方が

ほとんどです。そうしづ医学的なサービスを抜きに、こうし 1った社会支援はで、きないとし、うことが

もう1つ分かりました。

支援のための3つのモデ、ノレ

現在実施している支援モデ、ル事業で、支援のモデルとしては次の3つがありそうなことがわか

りました。 1つは総合リハピ、リテーションセンターを中心としたモデ、/レで、す。総合リハビ‘リテーショ

ンセンターは基本的には病院機能をもっているので、ここでほとんど完結してしまうのですが、

ここから小規模作業所、授産施設とし、った施設を活用します。このリハビリテーションセンター

の誰かがコーディネーターをして、支援するとし、うパターンです。例えば名古屋、神奈川、埼

玉、千葉とし、った総合リハビリテーションセンターをもっている県がこれに該当するだろうと思い

ます。それから2つ目は総合リハビリテーションセンターのない県、要するに病院機関をもって

いない施設を中心にした場合で、これは、身体障害者更生援護施設を中心としたモデルにな

ります。地域の病院等の医療機関をうまく活用しています。例えば、医療機関ごとに急性期を

担当する医療と、保存治療を担当する医療機関の両方をお願し、して活用しているようなモデ

ルです。 3つ目は、地域の多様な社会資源を組み合わせるモデルです。特に大きな施設が中

心になるのではなく、例えば、小規模作業所が中心になって、そこが中心で病院や施設を活

用するモデルです。例えば宮城県はそのようなタイプだι思います。

今後の検討課題

中間報告に今後の検討課題とし、うことで、次のことが挙げられています。 1つは対応の体系

化です。医療サービス、福祉サービス、情報提供に関して対応の体系化です。 2つ目は、医療

サービスに関する対応です。疾患の原因、疾患等に対する治療、急性期の対応、医療機関に

おいて実施するリハビリテーションや回復期における対応、医学的に高次脳機能障害を判断

するための診断等が挙げられています。また、福祉サービス等に関する対応です。社会福祉

施設等を有効に、有機的にどう活用するかとし、うことです。それから地域における福祉サービ

スの活用もあります。 3つ目に、就業、就学に向けての対応。特に高次脳機能障害の方で就学

してしも方は結構多いのですが、ど、うも学校に戻っても学業についていけないとか、適当な支

援を受けられないために退学してしまうとし、うことがあるようです。就業はもちろん就学につい

ても対応すべきでしょう。 4つ目に当事者の権利擁護に関する対応が述べられています。これ

はまだあまり取り上げられてきていないのですが、例えば、新聞の勧誘にすべて契約してしまう

とために、高次脳機能障害の方が1人で留守番をさせらないといった話をよく聞きます。こうし、

った場合は、権利擁護として取り組んでいくべきだと思われます。また、適切な情報提供も必

要です。国民の啓発、行政の対応も課題として考えられています。現在、社会復帰・生活介

護・支援プログラム作業班は、この6つの課題について取り組んでいます活動しています。
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ー一国持J_
高次脳機能障害支援モデル事業における

社会復帰・生活・介護支援プログラム検討状況

浦和大学総合福祉学部 寺島彰

1.高次脳機能障害支援モデル事業の実施経過

平成 13年4月 1日 高次脳機能障害支援モデル事業開始

平成 13年6月 21日 第一団地方拠点病院連絡協議会開催

平成 15年3月 31日 高次脳機能障害支援モデル事業中間報告事例集 1発行

2.地方拠点病院等連絡協議会

北海道・札幌市、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、大阪府、

岡山県、広島県、福岡県・福岡市・北九州市、名古屋市、国立身体障害者リハビリテ

ーションセンターの病院、施設等からの委員により構成

3.地方拠点病院等連絡協議会作業班

評価基準班

訓練プログラム班

社会復帰・生活・介護支援プログラム班

4.社会復帰・生活・介護支援フログラムの支援調査実施経過

H13.1O 第 1回支援調査

H13.12 第 2回支援調査

H14.6 第 3回支援調査

H14.12 第 4回支援調査

H15.6 第 5回支援調査

5.施設調査票の内容

施設名称、施設種別、利用人員、定員、職員の配置状況

6. 支援調査票の内容

( 1 )医学的診断・機能データ評価票の内容

医学的診断による症状の有無と内容

高次脳機能障害、精神機能障害、身体機能障害、画像診断、画像所見、高次脳機能

障害を説明する所見

機能データ

HDS-R、ADL、パーセルインデックス (B1 )、老研式活動能力指標、障害

尺度

( 2 )支援調査票AとB-1の内容

施設利用の経過、支援体制・目標等、支援状況および問題点の概略(身体介助、生活
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援助、健康管理援助、相談支援、活動参加援助、訓練・作業援助、コミュニケーション

援助、社会復帰支援、家族支援、その他)

( 3 )支援評価票Bー 2の内容

専門職の関与の状況・訓練時間、訓練中の手帳取得の状況、帰結の状況

(4 )支援評価票Cの内容

身体介助 (13)、生活援助 (20)、健康管理援助 (9)、相談支援 (6)、活動参加援助

(0)、訓練・作業援助 (15)、コミュニケーション援助 (5)、社会復帰支援 (0)、

家族支援 (4)、その他 (3) の具体的支援における援助必要性、実施状況

7. 調査実施状況 (10月 3日現在)

全体 424ケース、訓練ケース 270、支援ケース 210 

8. 中間報告の内容

( 1 )対象者の概要

男性 127名、女性 39名、平均年齢 33.5歳

( 2 )手帳所持状況

有 106名 無61名

( 3 )原因疾患

(4) 高次脳機能障害の種類

9. 高次脳機能障害者支援の体制

(1)高次脳機能障害支援コーディネーター

( 2 )高次脳機能障害支援センター

( 3 )高次脳機能障害支援実施機関

10. ネットワークの必要性

(1)選択・活用できる社会資源

( 2 )ネットワークの組織化

( 3 )専門家の育成。

11.家族支援の必要性

( 1 )家族への情報提供

( 2 )家族会活動の支援

12.モデル事業における支援のモデル例

(1)総合リハビリテーションセンターを中心としたモデル

( 2 )身体障害者更生援護施設を中心としたモデル

( 3 )地域の社会資源を組み合わせるモデル

13. 中間報告における検討課題

(1)対応の体系化

①医療サービスに関する対応

②福祉サービスなどに関する対応
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③適切な情報の提供

( 2 )医療サービスに関する対応

①原因となる疾患等に対する治療等、急性期における対応

②医療機関において実施するリハビリテーション等、回復期における対応

③医学的に高次脳能障害の有無を判断するための診断等

( 3 )福祉サービス等に関する対応

①社会福祉施設等の活用

②地域における福祉サービスの活用

③就業就学に向けての対応

④当事者の権利擁護に関する対応

(4)適切な情報提供

①国民の啓発、②行政、医療、福祉等関係者への対応

14.平成 15年度の取組み状況

(1)支援センタ一、支援コーディネーター及び支援計画の策定

( 2 )社会福祉施設等の活用

( 3 )ニーズ判定票

(4) 家族活動等との連携

( 5 )就業・就学

( 6 )当事者の権利擁護
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新たな医療・福祉連携システムの構築一三重モデ、ルー

三重県障害者総合福祉センター経営企画チーム 白山靖彦

私は三重県の津から、電車に乗って名古屋まで、行って、新幹線で東京、そして所沢と来まし

た。三重は福祉施設にしろ、病院にしろ、教育機関にしろ、 47都道府県の中でし 1うと真ん中ぐ

らいに位置するのが特徴といえば特徴です。ですから特に秀でたものもなければ、悪いところ

もない、品、う県です。先程から中島先生はじめ高次脳機能障害についてのお話をされている

わけですが、三重県でも高次脳機能障害の方々に対する新しい支援システムを作りました。そ

こで本日そのご紹介をしたいと思います。

(スライド)

最初「三重県身体障害者総合福祉センター」とはどうしづところかをスライドでご紹介します。

これが正面玄関です。

これが上から見たところで更生相談所、 A型センター、更生施設の3つが複合的にあります。

ただ先程寺島先生がお話されたように、身障センターでは入院機関等の医療が診療所のみ

に限定されています。診療所を併設する身体障害者の方のための総合福祉センターと理解し

ていただければと思います。こちら側に見えるのがグラウンドです。それから体育館、自動車の

教習所などもあり、面積は後楽園球場の 2.5倍ほどです。

今日は三重県高次脳機能障害者生活支援事業の概要、そして包括的リハピ、リテーションシ

ステムすなわち連続したケアについて、そして三重モデルを利用した方の症例、最後に三重

モデルの効果と有用性についてお話ししたいと，思います。

三重県は大まかに説明をしますと、人口が 186万人。市町村が 69あります。今市町村合併

の話がでていて、約 70の市町村数が 24'"'-'25になるだろう、と言われています。それから身障

者手帳の交付者数が 63，000人、療育手帳が 8，000人、精神保健手帳が 17，000人となってい

ます。三次救急である救命救急センターは3箇所しかありません。北の方には四日市医療セン

タ一、津市の三重大学付属病院と伊勢にあります山田日赤病院が三次救急の指定になって

います。回復期リハ病院は三重県の場合はまだ2つしかありません。それから身体障害者の更

生援護施設は県下に1つしかありません。このような箱物整備が充実していない形で身障セン

ター(福祉施設)と、回復期病院の藤田保健衛生大学七栗サナトリウム、そして二次救急で救

急車の搬送による救急も受けるし、一般の外来も受ける松阪中央総合病院、こうし、った施設と

病院がシステムを組んで、三重県の高次脳機能障害者の方に連続したケアを提供しようと立

ち上がりました。言い忘れましたが、三重県は縦に 175キロ、横に 80キロぐらいの大きさです。

ですから熊野市に行く時には片道4時間かかります。熊野市から高次脳機能障害のご相談が

あると、片道4時間かけて行って、 1時間面接をして、 4時間かけて帰ってくる。 2年程こうし、う

日々 を過ごしていました。

一56-



三重県方式の概要

生活支援事業の概要は別名三重県方式と呼びます。高次脳機能障害者に対して訓練や生

活支援、地域生活も含みシステマチックに包括的リハビリテーションを行うものと定義しました。

これは最初から定義したので、はなくて、あとになってからで、す。我々 は最初に、こうし、うことをす

れば高次脳機能障害の方々が、何らかの形で救われるだろう、と頭に思い浮かべながら、走

ってきたわけで、す。それで結果としてこのように定義されるシステムができたとし 1うことです。で

すから最初からこのシステムを絵に描いて、こうし、うことをしよう、といったので、はなくて、積み上

げていったらこうし、うシステムができたとし、うことです。それから「三重モデ、/レJとしづ言葉は三重

県における高次脳機能障害者包括的リハビ、リテーションのネットワークの全て、すなわち身障

センター、七栗サナトリウム、それから松阪中央総合病院、この3つをネットワークしているので

はなくて、それらを含む総体を指します。 69の市町村町、保健所、授産施設、小規模作業所、

そうしづ全てを三重モデルに巻き込んでいった、そうし、った総体を「三重モデルJと呼んでいま

す。

身障センター、回復期の七栗サナトリウム、松坂の中央総合病院、この3つがどうしづ役割を

果たしているかをご説明します。

まず松阪中央総合病院は急J↑生期のリハビリテーションを担当します。高次脳機能障害の診

断、そして評価。それから回復期の身障センターでのいろいろな訓練の後の外来的なフォロ

ーも松阪中央総合病院が担当します。そして七栗サナトリウムは回復期で、入院で、リハビリテ

ーションをします。ここでも診断評価、いわゆる認知リハを行います。身障センターは何をする

ところかとしづと、総合相談窓口です。まず三重県下で高次脳機能障害を呈する方がし 1らした

場合には、今までどこに相談にいったらいし、か分からず非常に困っていらっしゃいました。町

村役場に行ってもわからない。病院でも断られてしまう。まず三重県のこの身障センターが、全

ての相談を受けます。そしてそこで評価をして、この方は記憶障害、注意障害、遂行機能障害

等の評価をもう少し詳しくしたほうがし、し吃判断すると、松阪中央総合病院を紹介します。また

発症から間もなくて、自然経過によってよくなるけれどももっと深いリハをしたほうが(.，¥ V吐いう

場合には七栗のサナトリウムを紹介します。身障センターは、通常は障害者手帳がないと利用

ができないのですが、三重県では手帳がなくても入所5名、通所5名の枠を新たに設けました。

これはかなり画期的だったと，思います。手帳がなくても更生施設の訓練を受けましょう、社会・

生活・職業リハをしましょう、それによって継続的な支援を行し、ましょう、地域へのマネジメントも

しましょう、といったもので、すo

包括的システム

これを「包括的システムJと呼んでいますが、この2拠点の病院と身障センターが包括的シス

テムを作っています。ここに急性期発症、救急、救命救急から患者さんが来ます。高次脳機能

障害になったのだけど、 10年間何もされずに在宅で、非常に困った生活をしていたとしづ方もみ

えました。そうしづ方々はこちら側から入ります。そしてこの中で診断評価、支援を行って、もう
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一度市町村の福祉施設、それから例えば就業・就労支援などについては、職業安定所、当事

者団体などと連携して、し、かに地域にスムーズに地域生活を送っていただくか、といったもの

を「三重モデルjと呼んでいます。

時間の軸で見ると、包括的リハビ‘リテーションが連続しているのです。先程中島先生が、連

続したケアをいかに提供していくか、とし、うお話をされましたが、三重の場合は、急性期、回復

期、そして社会生活、職業復帰とし、った福祉サーヒマスは一本につながりました。それによって

高次脳機能障害者の方々は、それぞ、れのステージに応じた専門のリハビリテーションを受けら

れる。今までは、急性期から退院されて、すぐに職場に戻られる方がし 1ました。そうしづ方は対

人機能拙劣といって、職場内で、トラブソレを起こしてしまって、クビ、になってしまい社会的なドロッ

プアウトを強し、られることが多いのです。これも、最後に松阪中央総合病院の外来的フォロー

がきますから、守られるわけです。

さて、この連続したケアシステムについてもう少し詳しくお話しすると、例えば交通事故で高

次脳機能障害になったとします。そうするととりあえず急J性期の病院に搬送されます。そこで脳

神経外科によって手術を受けたり、治療を受けます。そして2週間ほどたっと、そろそろ退院と

いうことで在宅に戻られます。もしくは回復期の病院があればそちらに移っていただきます。こ

の時にご本人には病識のない方もたくさんいますが、ご家族の方は常に不安になるわけです。

急性期の病院を退院しました。家に帰ってきた。でもどうも前とはおかしい、なんとなく違う、どう

したらしW、か分からない。今まではそのままなんとか家族が患者さんを家庭内で一生懸命看て

いたわけですが、その方が急にご、飯を食べなくなってしまったり、家族の方が欝になってしまっ

たりしてはじめて福祉関係者が発見するといったケースもありました。そして急性期からうまく回

復期につなげてもらったのだ、けれど、権利擁護の問題だとか、どこにデイサービスがあるのか

といった福祉サービスの問題、年金はどうしたらいいのか、といったことで、強い不安がありまし

た。施設に行っても、高次脳機能障害が施設に理解されないために、家族、ご本人の方はま

たここでも不安がありました。三重モデ、ルで、はこうし、ったことを、急性期、回復期、維持期の3ス

テージでこの3施設が受けもとうとし、うことです。これをいわゆる包括的リハビリテーションシステ

ムと呼んでいます。この場合、救急から必ずこの施設へしてか、とし、うことではありません。ポイ

ントは、総合相談を必ず通すとし、うことです。身障センターの総合相談機能に最初に相談に来

てもらうと。松阪の急性期の病院に行ってもらう場合もあるし、七栗でそのまま在宅から始める

場合もある。また総合相談がキャッチして、身障センターで、維持期リハを行う場合もある。身障

センターで我々が状況をキャッチしていますから、どうし、うふり方でもできるし、いままでご家族

の方が常に不安を抱いていた部分が、このシステムでいくとなくなる、とし、うことになっています。

これは非常にいい形だとは思うのですが、 100人の方が 100人ともうまくしてかとしちと残念なが

らそうでない部分もあります。

事例紹介

それでは症例の説明にいきます。 47歳男性。平成 14年3月スキーの転倒事故によって脳
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挫傷。高次脳機能障害とし 1うことがわかり、三重モデ、ルを早期に利用して、学校の先生に復職

された方のお話です。長野の急性期の病院に2ヶ月入院。そして回復期の七栗サナトリウムが

2ヶ月、身障センターが9ヶ月、そして松阪中央総合病院の外来を 16ヵ月、身障センター入所

と共に松阪中央総合病院の外来も受けますから、こうしづ期間になるわけです。

この方はスキーの事故から2週間経った時に、脳神経外科の先生から、もうそろそろ退院で

すよ、と言われました。ご家族は困ってしまって、三重県の電話帳を調べて、次どこへいったら

いいですか、と病院のケースワーカーに聞いたら、回復期のある病院がいいでしょう、とし、うこと

で自分で四日市のとある回復期病院に電話しました。するとそこの回復期病院から高次脳機

能障害はちょっと訓練する環境がないのでどうしたらいいですか、と身障センターに相談にき

ました。三重モデルでは出かけていって、ケースを発見して、そこでマネジメントする、としづ方

法をとっているので、私は長野まで行きました。この方に会った時は、意識覚醒の時期で、不

穏が多くて、ベッド、に両手を縛られている状態でした。大丈夫かな、と思ったので、すが、とりあ

えず長野の病院から、七栗サナトリウムに電話をして、こうしづ患者がいるのだけれども、入院

できないだろうかとしづ話をしたら受けていただけで、最終的には教員に戻るための復職のマ

ネジメント、教育委員会の会議等にも私が出席させていただきました。そうしてこの方は今も元

気に教員をされていらっしゃいます。事故前は数学と技術家庭の両方を教えていらっしゃった

のですが、数学の教員には戻れませんでした。ただし技術家庭の技術、いわゆる手続き記憶

は残っていて、教員に戻れてよかったと思います。

このように身障センターでは、神経心理検査もやりますし、農作業的な集中力を高めるため

の作業もします。この先生の場合は、横浜リハなどがやっている職業リハ準備訓練をやってみ

たのですが、その気にはなりませんでした。なぜかとし、うと、この方にはやりたいことがあったの

です。何がしたいのかと尋ねたら、カヌーを作ってみたいとしづ話をされました。それで身障セ

ンターの職業指導員が、材料等を提供し、その先生はカヌーを作って、最後にはこのカヌーを

三重県のボーイスカウトに寄贈されました。職場では、先生間で、若干トラブ、ルがあったようには

聞いていますが、ただ教育委員会等で、何回も高次脳機能障害についてのお話をさせていた

だし、ているので、ある程度周りの先生方も障害については理解していただいています。ですか

ら継続した就労ができているのかと，思います。

受傷後の就労について第 40回の日本リハの医学会で、松阪中央総合病院の太田先生が

発表したものですが、 5月の時点で障害者の生活就労訓練者 14名中、一般就労、副就労 5

名、就労率 78%でした。

財政について

少しお金の話をしてみたいと思います。手帳のない方をどうして三重県では受け入れられる

のでしょうか、としづ質問をよく受けます。今年の4月から始まった支援費制度で、は、更生施設

では入所 50名、通所は 10名になります。三重県では 12ヶ月で定員数を回転させています。

ですから身障者施設は、三重の場合は常に満床で、 1年くらいで、まわっています。そして1人
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につき、市出身の方ですと、市が1/2と国が1/2、で費用をもちます。町村の方は町村が、 1/4、

県が1/4もって国が1/2もちます。そして利用者負担がありますが、このモデ、ル事業における

手帳のない方の利用については、当然費用負担は市にももってもらし、ます。なぜ市町村にも

ってもらうかとしづと、地域の高次脳機能障害者を市町村で支援してしてとしづ責任をもっても

らうためです。当然国は払いませんから、県が1/2、町村の場合は3/4出すとしづ組み立てで

す。その代わり、これはモデル事業なので、利用者負担はできません。ですから利用者負担は

Oで、先に述べたような経費で賄うとし、うのが三重モデルの仕組みで、す。

三重モデルの効果

最後に三重モデルの効果についてお話しします。始める前に三重大学医学部脳神経外科

の関連病院、 14ヵ所で予備調査をしました。 5ヶ月間で 65歳未満、高次脳機能障害、記憶・

性格の変化、暴力等の行動があった患者数はどのくらしw、ますか、と脳神経外科医全てにア

ンケート形式で間いました。すると5ヶ月間で 52人としづ結果がでました。

三重県のモデル事業が始まって2年経ちました。三重モデルの場合は、常に3施設を利用

しなければいけないわけではなくて、どこから入っても最終的には支援をしましょう、とし、うこと

ですから、 2年間に合計で 127名が三重モデルを利用しました。とし、うことは年に換算しますと、

63.5人ということです。先程の予備調査の年換算が 128入品、うことですから、約半数の方がこ

の三重モデルを利用したとし、うことになります。ここが効果と言えるのではないでしょうか。行政

としましては、県民の方々が納得できる効果、予算措置を基本においているので、実施した限

りは、どのくらいの関与があったか、どのくらいの高次脳機能障害の方の支援ができたか、とし、

った指標がいつも問われています。

高次脳機能障害への啓発

最後に高次脳機能障害についてまだこれから啓発しなければいけません。三重県の医療

機関でも高次脳機能障害ではないか、と相談に行っても取り扱ってくれない医療機関がまだ

あると聞きます。そして包括的リハシステムの前提として、三重モデルの場合は第一次的機関

を福祉施設が行し、ました。ここがミソです。なぜかとし、うと、いわゆる診療報酬費にあまりとらわ

れなくて、自由に訓練を組み立てることができるからです。で、すから身障センターを3ヶ月で退

所される方もしぜすし、 14ヶ月間訓練を行う場合もあります。ただ医療機関ですと、診療報酬

によってベッドの単価が下がってきますから、なかなかうまくし、きませんが。そして七栗サナトリ

ウム、松阪中央総合病院、身障センターがさまざまなプロトコールを作ったのがこのシステムの

カギです。プロトコールとは手続き、約束事のことです。これをシステムで行うとし、うことは、絵に

描くとすごく簡単なのですが、実際に動かすのは大変でした。 2年半経ち、すでにこのシステム

は動いています。ですから最初にこのプロトコールをし、かに作るかとし、うのがポイントだ、ったか、

と思います。そして連続的ケアは高次脳機能障害の方にとっては有用で、安心感があります。そ

して何よりも、公的な関与性が非常に高いのです。ですから我々も公的関与性の高さによって、

-60一



この事業をこれからも進めていきたいと思いますし、関与される高次脳機能障害の方も、より安

心した地域生活を送られるので、はないかと思っています。効果と今後の方向性については、

関与率をさらに 60%、70%に上げていきたし吃考えています。
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社会生活に向けたリハ支援と生活支援における課題

神奈川県総合リハビリテーションセンター相談科生方克之

私からはリハ支援の内容的なことを中心にお話をさせていただきたいと思います。

これからお話しさせていただくのは高次脳機能障害者の方たちへの支援では、支援の導入

の部分が重要であるとし、うことと、次の段階としての支援の展開の仕方、そしてリハ支援後の状

態を維持してして支援の大切さについてです。この3の支援はいずれもかなり難しいのです。

高次脳機能障害者の場合、当然ご本人やご家族も非常にお困りになっているのですが、その

方たちを支援している人、例えば地域の市町村の方や福祉施設の方も困っているのです。ど

うしづ方法でアプローチしていったらよい支援になるのかわからない。そうしち意味では皆さん

困っている。この困る状況に対してリハビ、リテーション品、うものが一定の役割を果たせるので

はないかと，思いますので、その点について事例を含めながらお話しをしていきたいと思いま

す。

生活支援のためのリハおよび支援計画の考え方

先程白山さんからお話があったように、リハ支援を受けないで、病院を退院したまま家に帰っ

て、それから生活障害に直面して困っている方がたくさんいらっしゃるのです。そうしづ方のな

かで、最近は身体障害がなくてもリハ病院に来る方たちが増えています。我々の病院でも以前

に比べて身体障害がなくてリハビリテーションの目的でお見えになる方が増えています。

実際にはまだリハ支援がないそのまま家に帰っている方や一般のリハビ、リテーション病院

に行って、特に高次脳機能障害に向けての支援を受けないで帰られ、生活上の諸問題に直

面している方が少なくないと思います。なかなか適切な支援を行えないためにニーズ、が潜在

化していくとしち形が多いと思います。私が勤めている神奈川リハピ、リテーション病院は、脳損

傷の方用のベッドは 50床で、過去2年間で 183名の方が利用されました。退院時点でどんな

サービスをお使いになっていたか。この方たちのほとんど8割くらいは身体的には自立されて

います。中には経管栄養などをお使いの非常に重度の方もいらっしゃいますが、退院時点で

は我々の病院の外来通院を除いた社会的なサーピ、スを使っていない方が 52%もいらっしゃい

ます。

この52%の方々が何の支援もいらないのかとしづと、実際には支援が必要な方たちなので

す。この方たちに対する支援が非常に難しい、とし、うことを知っておかなければいけないと思う

のです。退院して身体的に自立し、もう家に帰れたからそれでいいで、終わってしまうと、この方

たちは社会に戻ってド、ロップアウトする、あるいは社会生活の中で失敗経験を繰り返して二次

的な不適応状態を招いてしまうとし、うことがあるわけです。回復をしたい、あるいは社会に戻り

たい、としづニーズ、は医療段階で、止まってしまうことが多いのです。あるいは先ほど白山さんか

らお話がありましたが、病院に行って高次脳機能障害と診断されても、うちでは診られないと言
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われる医療段階にも至らないケースもあります。あるいは最近高次脳機能障害とし 1う言葉がか

なり知られるようになったので、すが、半面、高次脳機能障害には社会支援策があまりなし吃しウ

認識も深まっています。そうすると保健所や福祉事務所に行かれた方が、そこの保健師やケ

ースワーカーに、「高次脳機能障害の人に合う支援はないですね」と言われ、家族は逆の念押

しをされてしまうこともあります。この方たちはまず話を聞いてもらいたいとしづ思いで、相談行っ

たのですが、それで断ち切られてしまうことがあります。相談を受ける側も情報を十分にもって

いない。そのために年金などの情報や年金をもらうためにはどのような診断書の書き方をして

もらったらもらいやすいですよ、といったアド、パイスもされず、相談に行った方は、ただ私たちは

不利なんだ、とし、うことで、終わってしまいます。で、すからそのようなことによりニーズ、が潜在化し

ないように、常に支援の導入を考えた対応を展開していくことが非常に大切になってくるわけ

です。

高次脳機能障害の方に対するアプローチ

一般的なリハビリテーションのアフ。ローチは、その人に働きかけるとし、うことです。これは直接

的あるいは代償的なアプローチとも言われます。リハビリテーションは、機能の回復や失った機

能に対して、代わりの方法を身につける、あるいは歩行が困難な方に対しては車椅子等、他

の代償的なものを使ったり、提供したりするわけです。高次脳機能障害の方ですと、適応能力

を向上させてしてとか、あるいは失われた能力に代わる方法を使えるようにすることです。高次

脳機能障害者の場合には補装具等ではなくて、スケジュール管理表などになります。

ただ実際にこれらの取り組みがきちんと行われてしもかとし、うとそうではない現状があります。

例えば代償方法が必要であるとしづ考え方は伝えられでも、どうし、ったところで、そのようなトレー

ニングを受けられるのか、あるいはそのトレーニング自体が適切に行われているのか、このあた

りが今後のリハの課題になってきます。それから高次脳機能障害の方は、精神障害の方や知

的障害の方とも共通しますが、環境の影響を非常に受けやすい。外部から情報(刺激)に対し

て必要な情報をキャッチできなかったりすると混乱しやすい、そのために環境(状況)や信頼し

ていた人が担当から変わってしまったりすると、パニックになりやすい。それが原因で活動制限

や参加の制約がもたされてしまうこともあります。

高次脳機能障害者へのリハ訓練部分として当院で、試行的に行っているフ。ロク、、ラムが、「通院

プログラムJです。これについてご紹介したいと思います。これは退院後の支援計画がないまま

に切れてしまうのを防くをし、うことと、リハビリテーションチームとしての包括的な支援を行う仲で、

医療的なステップ、社会的なステップ、職業的なステップを一緒に考えながら提供していくとし、

うものです。いきなり職業は無理でも、次はど、このステップ。に移行するかとし 1うことを提案してい

く。退院したまま関係が離れていってしまうと、 5年後に再び来た時には家族も疲れきってしま

い、本人も外で、不適応を繰り返してしまっているとし、うようなこともあります。そうなると支援を行

おうと思っても困難な状態になってしまっているとし、うこともあります。

この通院プログラムの大きな目的は社会的なスキルの向上です。週2回の4ヶ月のフ。ログラ
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ムで、言語・心理セッションなど、を行し、ます。例えば心理言語セッションで、はロールプレイが中心

で、ポジティブフィードバックすなわち相手を肯定的にとらえて練習などを行っています。高次

脳機能障害の方たちは、障害の自己意識化が難しいのですが、しかし本人たちは困り感をも

っているのです。困り感の方向が違ってしまう時もあるのですが、自信を失っている方が非常

に多いのです。そうしりた中で、肯定的に相手を認めながら自分も認められ、自分を捉えて行く

とし、うような作業を心理・言語セッションで、は行っています。

職場に戻られた方たちのお話を聞くと、この方法で自分が身につけた方法が職場内で非常

に役に立っているとし、うことです。メンバーの中には電車に乗っていて広告を見て怒ったり、日

本の政治は間違ってしも社会に対して怒る方がし、ましたが、その方も人をほめたりすることを

心がけるようにしたら、人との関係がうまくし、くようになりました、とし、う報告もありました。

他のセッションで、は「障害についてJなどをリハ科の医師が行ったり、ソーシャルワーカーが

社会制度の活用などを一緒に考えたりします。 4ヶ月くらいのコースで行う通院プログラムのセ

ッションで、は、セッションの終了が近づくと具体的な次のステップが見えるようにと障害者職業

センターなどの見学に行くことや、ご家族の方の話を伺うセッションや三者面談を設けたりもし

ます。本人たちには他の親の意見や体験を聞くとしち経験もするわけです。

支援の展開事例

支援の展開についての1事例です。この方 Oさんは、単身生活の方で、病気で一般病院に

入院されて、その後1年半老人病院に入院されていました。その後精神的に不安定なので、

精神科病院に転院されて、その後精神科病院から援護寮(精神障害者生活訓練施設)に移ら

れて、そこで2年間ほど訓練を受けた方です。援護寮に入所中にアパートを借りて、外泊訓練

などを始めたのですが、記憶障害などのために糖尿病の管理ができない、ご飯を食べたことも

忘れてしまう、洗濯もやりっぱなしといったことがあり、援護寮の方もメモをとることなどを勧めた

りしたのですが、なかなかうまくし、きませんでした。援護寮から依頼を受け、この方に高次脳機

能障害という視点からのリハビリテーションを行いました。発症されてから4年後に高次脳機能

障害者としての支援を開始したとし、うことです。

Oさんlこどういう対応をしたのかとし、うと、記憶障害からの制限に対して適応能力の向上に

向けたリハビリテーションと環境の調整を行いました。具体的には、援護寮で暮らすことからア

ノ号ートに移るために、まずこの方は記憶障害や注意障害などがあったのですが、具体的に記

憶障害がどのような状態にあり、どういったところが苦手になっているのかとしちような評価(神

経心理学的検査や行動観察)を行し、ました。 Oさんlまこれまでもメモ帳をいくつも使っていまし

たが、どれが必要な情報であるかを選びメモすることやメモした内容を活用するとし、うことがで

きないためにメモが役にたっていませんでした。あとスケジュールを自分で管理する。これも管

理表を作って渡しただ、けで、はメモ帳と同様にだ、めなので、す。メモ帳やスケジュール表は本人の

障害の状態を捉えて使えるように練習をしなければいけないのです。

また、高次脳機能障害の方の傾向としては、施設内で訓練をしてもアパートの中で、なかなか
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応用できないのです。だから病院内で、まずこうし、うやり方をすればできるよね、と自信をもっ

てもらう。その上で、実際の場面に合った対応方法を考えていきます。先程も言いましたように、

病院内の訓練でもうおしまいとなると退院後の生活の中でそれを維持していくことは難しいの

です。状況の変化が起きるとそこでつぶれてしまうことがあります。生活の状況の変化に対応

で、きるようにある程度予測をした事前の訓練や支援の体制を作ってし、くことが必要であるとし、う

ことです。

0さんははじめの段階では、看護師が1日の日課を用意しておき、自分で、スケジュール表に

記入していました。 0さんはメモ帳を3冊くらしもっていて必死にメモをとるのです。忘れてしま

う、としち自己意識がありましたので不安が強くにいろいろ書いてしまいます。先ほど申しました

ように、 O さんはメモした内容のどれが必要かなどがわからなくなってしまうとしづ状態でした。

そのため、全部をメモすることをやめて、ここだけは確実にメモして使える情報にするとしづステ

ッフ。を踏んでやっていったわけで、す。糖尿病もあるので、服薬のチェックなど少しずつメモする

内容を上げてしてわけです。退院の頃にはその日に重要と思われたことを記録に書くとか、一

日の出来事を書くことにしました。

援護寮の職員の方と我々の病院の臨床心理士や作業療法士が一緒に家庭訪問を行い、

援護寮入所中に外泊した時はどんなところが問題になっていたのかなどを確認して、家庭訪

問では実際の部屋の中でこの方の注意が向きやすい箇所を確かめてどこに張り紙をすれば

いいのか、どうし、うものを作ったら火の元のチェックを行いやすし、かなどの確認をしました。そし

て必要なチェック表などの項目と形式を検討しました。それらの活用状況を外泊した時に援護

寮の方に確認をしていただき結果を確認する作業を行いました。退院間際になるとアパート生

活支援マニュアルとしづ0さん独自のものを作ってお渡ししました。マニュアルは、家庭訪問や

外泊の状況を基に作成しました。

これらの支援で、0さんはどうなったのか。まず単純化したメモやスケジュール管理表で、病院

内で行動が自立したのです。薬の飲み忘れもなくなりました。そうしたら少し自信が出てきまし

た。今まで、で、きなかったことが、できるようになりました。もう1つはスケジュールなど記録を記入

して、自分で、確認で、きるようになったことによって、本人が楽になったのです。次に何をすれば

いし、か分かるようになってきた。そのために今まで漠然とメモをとらなくては、と，思っていたのが、

メモの意味が分かってきました。アパートに帰った時に、自分はこうし、うことが起きるカもしれな

いよな、だ、から支援マニュアルが必要である、ということも実感されました。

0さんの場合は、神奈川リハピ‘リテーション病院が支援しただ、けでは上手くし、かなかったでし

ょう。先程白山さんからお話がありましたが、やはり他の機関との役割分担など連携ができてい

なければだめなのです。我々のほうの病院だけやって、家に帰れたからいい、あとは福祉事務

所でよろしくお願いしますとし、う方法ではたぶんうまくし、つてなかったと思うので、す。この方のポ

イントは援護寮がどうも自分たちの手法ではうまくし、かなしせ思われて、それで私たちの方と連

携することを考えてくれました。入院後は家庭訪問等を援護寮の方と一緒に行い、家の中の環

境の構造化とかを行い、支援の内容を共有して、退院後のへルパーや作業所などとの調整や
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フォローなどの地域生活支援は援護寮が行いました。状況が変わった時にはどんな対応が必

要かということも事前に決めておきました。この連携ができたので0さんは記憶障害はあります

が、今もうまくやっています。

次は失敗例です。 27歳の女性で、かなり知的にも低下してしまった方の例です。この方は脳

外科の病院に通院していました。それ以外はずっと家にいて、そこの病院のソーシャルワーカ

ーがこうしち人がし、るのだけれども、ずっと外来に来ているだめはダメだと思うが、どうしましょう

としち相談を受けました。ご家族は障害について評価を受け説明を受けたことがないとしちの

で、我々の病院で評価を受けて説明を受けたいとしづ希望と、日中過ごせる場所を作りたいと

いうご希望がありました。評価の結果からは、作業所の環境に対応は可能と判断されましたの

で、私はお住まいの市町村の作業所の情報を調べて、一番その方に合いそうな作業所をご紹

介しました。そこは精神障害者の作業所だ、ったので、すが、ゆったりしたベースで参加できそう

でしたのでご紹介したのです。こちらから作業所にこの方はどうし、った状態で、あると知らせ、ご

家族のご了解をいただき評価の資料をお渡ししました。しかし、すぐダメになりました。その方

は子どもっぽくなってしまっていて、他の利用者から見ると「何で私のこと見るのよ'"'-'Jとか、中

年の方の利用者に「なんでお腹が出ているの」と言ったりしてしまうわけです。それでそこに通

ってしも利用者の方たちからクレームが出てしまったので、す。作業所からも、利用者間の雰囲

気が乱れてしまうので来所はご遠慮、ください、となってしまいました。そうするとこ、家族もせっか

くつながったと思ったら、すぐ挫折してしまいやっぱりうちの子はだめなのかと，思ってしまうわけ

です。

私がいけなかったのは、移行する時に支援会議をしなかったことです。実際に作業所の方と

顔をあわせて、どうしち状態で、どんなことが起こるか事前に作業所の利用者の方にも理解を

しておいてもらうとし、う、きめ細かい支援を怠ってしまったので、す。作業所から実習の結果から、

申し訳ありませんがお断りさせていただきます、とし、う電話をいただいたとき高次脳機能障害

者への支援の方法としては、失敗で、あったと感じました。

支援のための留意点

支援の留意点として、今述べたようにリハビリテーション支援を効果的な生活支援にするに

はどうしち対応や役割分担が必要かを一緒に考えてして、それから地域の支援者と支援を共

有するとし、うこと。あとは高次脳機能障害の方たちの支援は、場所が変わったら常に再スタート

が必要であることを前提にした支援を行うということです。例えば更生施設から作業所に行った

ら、常に新しい支援がそこから始まるとし、うことを支援者が意識していなしせ失敗してしまうので

はなし、かと思います。例えば先程の O さんの支援の中で、リハピ、リテーション的な支援をしまし

た。一方でその生活を維持する支援も非常に重要になるわけです。支援は、どこかにつなが

ればいし1ということではなくて、そこで安定してうまくやっていけるかどうかに重要であるわけで

す。

アメリカの脳損傷者リハビリテーションで著名なプリガターノさんとしち方がいらっしゃいます。
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その方は、脳外傷者の生産的な生活様式を維持するための支援は極めて難しいと言っていま

す。これは脳外傷を高次脳機能障害と置き換えてもいいのですが、示唆に富んでいます。ある

程度知的能力が高い方は、いったん職についたりするのは、そんなに複雑な支援がなくても

できるカもしれない。ただそれを維持することとし、うのは非常に困難なのだとし、うことです。記憶

障害や対人関係がうまくできない、あるいは自分の障害をうまくとらえていないために、問題が

起きた時に自分との関係でとらえられないで、相手を責めてしまったりすると、そこから崩れてし

まったりするなど、安定した生活様式の維持はきわめて難しいのです。この方たちの中には、

受傷前後の能力のかい離を自己意識化できないために、受傷後の状態に沿った行動をうまく

とれないとし、うことが大きい状況があります。ですから逆にそうし、った自己意識性などへのリハ

ビリテーションが必要なので、す。何回も失敗経験をしている方が結構多いのです。受傷後5年、

10年経て我々の外来に初めて見える方がし 1らっしゃいます。そうしづ失敗経験のために不適

応状態が強まってしまった方の支援は非常に難しく、なかなか支援過程を作れないとし、うこと

があります。早期にしっかりした対応を行うことが重要で、す。

ピアサポートの重要性

リノ、ピ、リテーションで、きることとで、きないことを支援を通じて感じております。リハピ、リテーション

でやらなくてはいけないことはしっかり対応するようにしないとし、けませんが、ご家族の精神的

サポートや孤立しないためのピアサポートも必要です。高次脳機能障害をおもちの方のご家

族には、精神的な負担のために精神科で薬を処方されている方もたくさんいらっしゃいます。

そのくらい追い込まれた状態になるのだと思います。そこで我々の病院では協働事業室とし、う

ものを病院の中に作り、友の会の方のご協力をいただいてピアサポートを実施しています。そ

こでは、誤った情報によって不利にならないようにするために、その方に必要な情報をトータル

で、コーディネートして提供するとし、った支援も協働で、行っています。
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質疑応答

・中島それで、はデ‘イスカッションに移りたいと思います。

会場の皆様方の中で何かご質問がありましたら、答える相手をご指名のうえ、ご質問くださ

し、。

-質問者中島先生におうかがいします。この診断基準がし 1ろいろ検討された中で、具体的

にさまざまな研究がされ、高次脳機能障害の定義もなされて、とうかがいしましたが、今後この

結果を受けて、障害の認定とか、福祉政策に位置づけるためには、どんなふうに具体的に進

む予定か、見えてきているとしたら教えていただけますか。

-中島私と寺島先生がモデ、/レ事業は3ヵ年の予定で、と申し上げましたが、来週このモデ、ル

事業の連絡協議会が聞かれることになっています。この事業が実は2年間延長されることにな

っています。したがってこの高次脳機能障害の方にサーピ、スの提供を試行的に実践するとしづ

期間がもう2年延長されるのです。それを踏まえてお答えすると、この診断基準は、診断基準

に合致した方に対し、医療ならびに福祉サービスの提供を考えなければいけない、としづ国の

決定に対してまず大きな役割を果たしていると思っています。しかし、これが国の障害者施策

の行政制度に直ちに結びつくかとし 1うと、今日の段階で、はモデ、ル事業とし 1う形での試行的実

践の対象と考えています。もちろん将来的にはこれが一般施策につながってしてと考えていま

すが、それが直ちに一般施策につながるとは考えておりません。従いまして冒頭述べた通り、

もうしばらくの期間はこれが試行的実践としづ形で行われていくと考えています。

圃質問者茨城県で身体障害者デイサービスに勤務する松浦と申します。白山先生と生方先

生にお聞きします。高次脳機能障害者が地域生活を送ってして支援なかで、ステップ。が大切だ、

とお話しいただいたと思います。お話から重要性は非常によくわかったので、すが、実際生活支

援をしていく中で、そうしづステップρをきちんと踏んでいない状態でデイサービスとかに来る方

が非常に多いとし、うのが現状です。特にうちのデイサービスの中でも、高次脳機能障害に対し

て、それ以外の方がなかなか理解を示してくれません。やはり利用者間で、トラブルになったり

するパターンが多いのです。その方がし1るがために、なかなかやりたいこともうまくできないとし、

う状況になってしまうことが多々あるのですが、そうしち時の、高次脳機能障害の方だけでなく、

他の利用者の方に対してもうまく対応するやり方、アド、パイスがあれば、お聞かせいただきたい

と思います。

-白山三重の場合には、例えばデイサービスセンターから高次脳機能障害のご相談を受け

たときに、どういう対応をしたらいいのだろうとし、った場合については、そこへ職員が出かけて

いって、チームを組み、ケースワーカーを中心に勉強会をよく聞きます。また年に2回ほど専門

家を集めたセミナー形式の、 100~300 人規模の会を開いて、どうし 1った手法で、アプローチをし
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たらいし、かとしづ啓発を行っています。その中で、今お話にあったようなご、質問もありますが、私

どもとしても答えがないものも確かにあります。そこは一緒に考え、その後どうなりましたか、とい

った情報交換をしながらやっています。ただ先程おっしゃったように、他の障害をおもちの方

が高次脳機能障害の方に対する偏見があるもの事実ですが、三重の身障センターの場合は、

身障の更生施設で、このモデ、ル事業を行う前は高次脳機能障害、いわゆる脳挫傷、外傷性脳

損傷の方の割合は8%しかなかったので、す。ところが三重モデルの開始と同時に、この2年で

32%に上がり、高次脳機能障害の方が施設の中で、メジャーになってしまって、ある意味、高次

脳機能障害の方に対する偏見がなくなった、とし 1うこともあります。もう少し皆さんが、高次脳機

能障害を理解していくようになると、そうし、うこともなくなるのかとも思います。

-生方具体的な高次脳機能障害の方の支援の方法にやはり答えをずばりともっている人は

ほとんどいなくて、やりながら考えていくとし、うことになるでしょう。経過の中とか実践の中で、こ

うしづ傾向があるからこうしづやり方をしてみたらどうか、としち対応方法が多いとは思うのです。

まずご家族、ご本人にご了解がとれるのであれば、障害の状態をデ、イサービ、スのスタッフの方

に把握してもらうために、その方の情報をある程度デイサービスに伝える努力をするとし¥It ¥と思

います。逆にご本人、ご家族がまだそうしづ評価、認識をもっていなければ、どのような特徴を

おもちの方なのかとしづ評価をしっかり受けていただくとょいと思います。

今モデル事業でやってしも 12の都道府県では、モデ、ル事業によって評価をする拠点病院

が決まったので、やりやすくなっています。しかし、それ以外の地域だとまずどこで評価しても

らっていいかわからないのです、とし、う相談をよく受けます。お困りなのは分かりますが、まず

周りのスタッフの方に理解していただくことが必要だ、とし 1うことと、ご本人の行動をよく観察し

ていただくことで、す。どんな時にその方はどんな行動をとっているのか。結構背景とか原因が

あるものです。あるいは特定の人に対してこだ、わっているとし、うこともありますのでよく行動の観

察をしていただくことも必要だと思います。

本当に自己意識できない方はデイサービスに行きません。デイサービスにいらしているとい

うことは、本人なりにやはり自分に課題があると感じていらっしゃると思うので、す。そうし、った本

人の、逆にストレスとか思しも聞いてあげる。その中で、本人に場面ご、とにフィードバックで、きな

いか。記憶障害のある方には、その場である程度介してして必要があるのと、約束等をする時

はメモで残してして。口で、その場で、言っても、忘れてしまったりします。これが答え、とし 1うもの

はないのですが、いくつかの対応を少し考えてやってみる、とし、うことは言えるでしょう。

先日私も療護施設から相談があって、専門職と一緒に療護施設に支援に行ったことがある

のですが、やはり相談の対象になった方は情緒行動群の障害が非常に顕著で、他の利用者

を殴っているのです。他の利用者はその人を出してくれ、俺たちの生活はどうなるんだ、と不

満が出ているとしづのです。ただ施設としてはお預かりしたからには責任をもってその方の生

活を支えなければいけない。でも職員もどんどん殴られる。我々はどうしたらいいのだろうとお

っしゃるので、す。我々も答えがないのですが半年後にもう1回一緒に考える、あるいは福祉事
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務所、更生相談所スタッフにこちらから声をかけて、家族も入れていざとし、うときには皆で責任

分担して考えようとし、うことです。答えがなかったら、施設の職員だけが負うのではなくて、皆で

分担して考えていくとしづ形を作ってし、くことも必要ではなし、かとは思います。

-質問者他の方に大きな迷惑をかけている人がずっと迷惑な行為を続けるかとしづとそうで

もない感じがしていて、どこかで何かに出会うと安定できる感じがするのです。そうし 1う理解で

いいのかどうか、とし、うのが1つ質問です。それをうまく見つけてしてシステムが、今は行き当た

りぼったりになっていて、うまく出会えばうまくしてし、出会えなし古家族がずっと困ったままとい

うことがあって、それをうまく探していけるようなシステムがないので、偶然に頼っているようなと

ころがあると思うのですが。

-生方おっしゃっていることはかなり当たっているのではなし哨吃思います。時間の経過と共

に、特に若い方の場合ですと、状態が改善したり、あるいは適応する能力が自然についてい

って問題行動が少なくなる方もいらっしゃいます。信頼できる人とか、その人の言うことは受け

入れられる、品、う人が出てくれば変わるポイントになることがあると思います。ただそれでも先

程の療護施設の方は、それを何年も続けていらっしゃる。施設の職員がその人を見る眼が違う

のです。一緒に行った時も、施設の職員が引き気味で見ていて、周りの人も皆そうしづ感じで

見てしまっているのです。

今から信頼関係を作るのは難しい。ただ支援をされている方にうかがってみたら、精神科に

かかってないのです。施設の方がおっしゃるには、脳外科で、ずっとお薬を出してもらっている

ので、それ以外には診てもらってはいけないと思っていましたとし、うことでした。後には精神科

の病院にちゃんと行ってくださって、投薬コントロールの効果をみて半年後にまた集まりましょう、

とし、うことになりました。ただ精神科の病院にはじめに行った時に、それはしかたないよ、とあま

り相手にしてもらえなかったようなので、す。しかし別の医師に変わった時に、施設の職員が非

常に困っているのだ、と懇願すると薬を調整してみましょうとし、うことになったようで、す。

-中島白山先生、生方先生に三重県、神奈川県のお話をうかがし、たいのですが、たまたま、

勤務の都合で三重県あるいは神奈川県にいて、頭を打って障害者になった後自分の郷里に

帰ろうとし、うことで、他の都道府県に移るとしづケースが多いのか、少ないのか。そしてまたそう

いうケースがあった場合、うまく自分の郷里に帰っていくことができるのかどうか、そのようなご

経験があるかどうかお聞かせください。

-白山三重モデ、ルはかなり浸透して、いろいろなところからお問い合わせをいただいている

関係で、高次脳機能障害になってしまったが手帳はなく、滋賀県ではそうしづモデルをやって

いないので、三重県に来たいのですがどうでしょうか、とし、うお問い合わせがあったりします。

それから先程中島先生の質問にありましたように、単身で住事をされている方が大阪で交通事
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故を起こし、どうしてもそこでは家族が介護できないとし、うことで、三重に帰ってくる。三重に帰

ってきたんだけれどもある程度病状が安定して、身体機能もリハビリlこよって軽減されて、やっ

ぱり大阪で暮らしたいとしづケースも実際にありました。大阪はこのモデ、ル事業の都道府県の

指定になっていますので、大阪の身障センターにつないでして、そうしづ流れはしております。

現在静岡県、長野県、名古屋市にはリハセンターがありますが、ないところにどうし、うふうに支

援を継続していっていただくかについては課題が大きいと思います。

-生方自山さんがおっしゃったことと同じで、他の県に戻られる方は対応が非常に難しいで

す。やはり支援にはつながりが大きいので、その方が戻る近くに知っている人がし、たりすると、

ちょっとお願し、とかできるのですが、そうし、うことはほとんどありませんので、支援がそのまま切

れてしまったり、遠方からその後も外来に通ってこられている方もいらっしゃいます。戻られた

後に、ご連絡等やお手紙をもらったりすると、やはり大変な状況になって方いるもいらっしゃい

ます。福祉センターに電話すればいいとし、ったネットワークがこれからで、きてしてとありがたいと

思います。

圃質問者確かにおっしゃる通りで、リハセンターがある三重から神奈川、神奈川から三重に

移るならば非常に容易なことが、リハセンターがない県に移動するとなるとかなり困難なことが

あって、ネットワークの充実品、うものが必要だな、とし、うことをお二方の先生のご発言を聞いて

思いました。

-生方今の補足で、都道府県をつなぐ時に、脳障害者友の会とか、高次脳関係の友の会が

各地にできてきているので、私の場合は、病院等に関わりがつくれない時には、友の会にお願

いする形をとっている場合もあります。

-質問者板橋区の障害者センターの堀江と申します。生方先生におうかがし、したいのです

が、うちのセンターに介護保険の第2号被保険者の 40歳の男性で、くも膜下出血の方がいら

っしゃって、板橋区としては介護保険優先とし、うことで、介護保険の施設を利用されていました。

そして諸事情により今は、支援費でデイサービスを利用していただいています。今般ショートス

テイ利用を希望され、施設をケアマネジャーと話をして探していただきました。するとショートス

テイの施設が、やはり手がかかりすぎるのでうちでは難しい、とし、う話が出てきました。そうし、う

施設にいかに受け入れをお願いで、きるのだ、ろうかのアドバイスをいただけたらと思っています。

-生方 40歳、くも膜下出血で、介護保険を利用されているとし、うことですので、ショートステイ

は介護保険のほうの施設を利用とし、うことですね。正直言ってこれは私も苦労しています。特

に比較的年齢の若し、2号保険者の方ですと、ご老人の施設に入るのに抵抗感をもってしまい

ます。あと施設の方は若くて動き回られてしまうとしづ方に対して、いろいろな理由を挙げてお
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断りしようとすることが結構あります。それから情緒行動面の障害があって、カッとくると日川、たり、

大声を出したり、としづ方になると、ショートステイのある老人保健施設や特別養護老人ホーム

等などではなかなか受けてもらえなくて、家族が休めないとしづ現状があります。私の例で1人

かなり大変な方がいらっしゃったので、すが、ケアマネジャーが施設にお願いに行ってくださっ

て、試しでもし、し功冶ら1回やってみて、だ、めだ、ったら家族がすく、、に引き取るから、一晩でもいい

から、等とかなり努力を重ねながらやっていらっしゃいます。ショートステイとして、例えば精神

科領域の援護寮とかショートステイがあるので、すが、そうしづ重度障害のある方ですとだいたい

使えないのが現状です。この方たちの課題とし、うのは、今後本当に皆で考えてし、かなければ

いけないなと感じています。

-白山制度上の話ですが、 40歳以上で例えば脳卒中で、介護保険優先になった場合で、も、

適用細則があり、市町村が認めた場合は身障政策で対応してもいいのです。そうし、うことをき

ちんと理解した上で、市町村と我々は話をしています。例えば 40歳以上で、重度疾病だったら

すべて介護保険か品、うことはなくて、その人に必要なサービスには必ず、時期と場所と環境

が整えられることが必要だと思うのです。その時にどうしづ制度を使うかは、福祉に直接携わる

我々も制度をよく知ることが大事だ、と思っています。三重でもそうしづケースがたくさんあったの

ですが、制度について詳細に調べ直して、市町村に啓発をしたら一概に介護保険優先だとし、

うことはなくなりました。

-中島今のご質問をしていただいた方にお尋ねしたいと思うのですが、今日私が述べた、行

政的にこのような症状を高次脳機能障害と呼ぶとしづ定義は今まで、おもちだ、った高次脳機能

障害のイメージとぴったり合うものだ、ったので、しようか。

-質問者うちのセンターのほうでは失語症だとか、失行、失認といった方が主だ、ったこともあ

ったので、すが、今日のお話で失語症とし、うのは高次脳機能障害の話の中では脇に置いてとし、

うイ立置づ、けの話があって、さらに自分の中で、明確になってよかったと思いました。

-中島失語症を脇に置いておくとし、うことだけでなく、それは障害者手帳の対象となっている

し、 STとしづ国家資格をもっ専門職もいます。そのへんのところは確かにこれからも知識の共

有を深めてし 1かなければいけないところだと思います。私は今年度、あと島根県、千葉県、北

九州市、富山県に話をしに出かけます。なにぶんにも身一つなので、出かけられるところには

限度がございます。従いまして、私が本日話したような高次脳機能障害のモデ、ル事業の概要

に関しては、国立リハピ‘リテーションセンターのホームページからアクセスできるような体制を整

えていきます。

-質問者日本脳外傷友の会の東川でございます。質問としづより、意見なんですが、寺島先
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生のご発表の中で、道なき道をこのモデ、ル事業の中で、歩んで、いただいたとし、うお話をいただ

きました。私たち家族会は本当に道なき道を歩んでおりまして、社会的な支援がなし、からこそ

しょうがなくて、「コロボックル」のように無我夢中で道なき道を歩んだわけです。ぜひこのモデ

ルを契機にして、社会的な支援の体制をしっかり整えていただきたい、と考えています。それ

で社会的支援をする上で、専門家の養成が欠かせない、とし、うお話を寺島先生していただい

たと思います。モデル事業が2年、地域支援としづ形で、継続になったとしづお話ですが、地域

支援の今後の体制にどのようなシフトで取り組まれるのか中島先生と寺島先生のご意見をうか

がし、たいと思います。

-寺島それは厚生労働省が決めることなので、ここで、私が言っても説得力がないのですが、

個人的な考えとしては、各県にシステムがあればネットワークを組めるので、はなし、かと思います。

先程のお話にもあったような、療護施設を出たらもう戻ってこられないとし、うような大きな問題が

あると思います。いろいろなところでサービスを受けられるように全県にシステムが普及すれば、

かなり問題が解決されてしてのではなし泊ミと思っています。

-中島東川さんから専門職をどうするのかとしづお話がありました。寺島さんはこの7月から、

研究職から総合福祉学部の大学の先生になりましたので、これから後進を育てていただける

のではなしゅ吃私は非常に期待しています。モデル事業の委員をやっている人聞が教員にな

るとし、うことは、非常に意義があると思っています。このモデル事業の行く末を、東)11さんは非

常に心配されておられるのだと思います。この3年間にまとめ上げられたことは、年度末に最終

報告書になって出版されます。試行的実践を積み上げた結果が成果として非常に明確になっ

て出てくると思っています。それはただ実行した、とし 1うことだけではなくて、理念が込められた

立派な成果として出てくると思っていますので、楽しみにしていただ、きたいと思います。
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(2)重症心身障害者の地域生活

コーディネサ 日浦 美智江(社会福祉法人訪問の家)

寺谷 富和(西宮市社会福祉協議会青葉園)

増測晴美(訪問の家 「朋J)

下郡山 和子(仙台つどいの家)

FD 巧，



分科会事例研究

重度・重複障害のリハビリテーションサービ、ス

グループ2 重症心身障害者の地域生活

コーデ‘ィネータ一社会福祉法人訪問の家日浦美智江

西宮市社会福祉協議会青葉園寺谷富和

訪問の家「朋J増淵 晴美

仙台つどいの家下郡山和子

-日浦グ、ノレープ2のタイトノレは「重症心身障害者の地域生活」ですが、重症心身障害者とし、

う言葉は法律上はまだありません。重症心身障害児は児童福祉法の中にありますが、「者Jは

括弧っきになっているのです。重症心身障害者としては法律の中に盛られていないのです。

「重症心身障害児(者)Jだと言いながら、最近は、研修会等で「重症心身障害児・者」品、う表

記になっていて、更に重症心身障害者とし、う言葉が出てきています。

重症心身障害児と言われている方たちは、かつては入所施設か、家族の中にいるとし、う、 2

つの生活をする場があるだけで、限られた中で生きてきました。しかし今はノーマライゼーショ

ンの思想が日本に入ってきて、地域の中で普通に生きている私たちと同じ人間の一人として

考えられるようになってきました。

そこで、先ほど藤井さんがスライド、で、重症心身障害の方を僕の師匠で、すとおっしゃいました。

かつては病院のベッドの中で、生活していた人たちが元気に地域で生きている。それを支えよう、

そして本人もそう生きたいと願う、そうしづ人たちの姿が社会の中で出てきました。やっとみんな

社会で生き始めたとし、う、そんな気持ちがしています。

私たち「訪問の家Jでは、 18年前に「朋」としづ施設を日中活動の場とし、うことで始めました。

それ以前に7年間、地域作業所をしてましたので、社会参加の場としち形をとって 25年になり

ます。

シンポジストの寺谷さんの青葉園は、 1981年に重症心身障害児・者の人たちの日中活動の

場を、社会福祉協議会が運営するとし、う形になっています。そのまた1年後に、本日のシンポ

ジスト下郡山さんの施設「仙台つどいの家」ができて、重い障害の人たちの社会での場を作り

ました。不思議なことに1、2年ずつの差で、そうしづ場ができてきています。

まず寺谷さんからは、なぜ重症心身障害者の地域生活は必要かとしづ理念、考え方を中心

にお話をいただきたいと思います。

それから、社会参加品、うことでは、日中での活動を中心に、「朋jの増測さんに話していた

だきます。それからみんなの地域生活を支えてして条件、そして実際の取り組み、サービスを

下郡山さんから聞かせていただきたいと思います。
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なぜ重症心身障害者の地域生活は必要なのか

西宮市社会福祉協議会青葉園寺谷富和

人間関係の中で一緒に生きていく

「なぜ重症心身障害者の地域生活が必要なのか」としづすご、く大きなテーマをもらっています

が、私自身、初めて障害の方と出会ったのが今から27年ほど前です。その方が重症心身障害

の方だ、ったので、す。食事もお母さんが自分の口でかみ砕いて、それをその方の口に入れて食

べさせているような状況で、その後入所施設に入られ、ご両親が亡くなられて、としづ状況があ

りました。

その中で私自身、こうし、う仕事をしようと思った理由の1つは、人間関係の中でみんな一緒に

何かをやろうとしている、人と人とがつながりあって生きてし、くことがすごくし 1いなと思ったから

です。そしてボランティアで重症心身障害者の方との関わりを続けていって、青葉園ができた

時に就職しました。

なぜ地域生活が必要なのかを考えると、簡単に言ってしまえば、人として生きている以上、地

域の中で普通の暮らしを、とし 1うことは当たり前のことと言えるのではないでしょうか。平成 15年

に支援費制度が作られましたが、その理念から見ても、現状を考えると本当にみんながこの制

度に納得しているとは思えません。

特に重症心身障害の方の場合、みんなが「この人たちを地域の中で」と真剣に思っているか

としちと、やはり難しいのではとし、うのが本音としてあるのではなし、かと思います。その理由とし

て考えられることは、重症心身障害の方には医療が必要であるとし 1うこと、それから 24時間介

助が必要になるとし、うことや、生活支援のスキルの難しさがあるとし、うことと、そして言葉で、のコ

ミュニケーションが難しく、その人が何を考えているかを私たちがつかむことが非常に難しいと

いうことなどです。言葉で、コミュニケーションが難しく、言葉で言えないけれども、本当は地域で

暮らしたいと思っているんじゃないだろうか、私たちは、その本人の思いを確かめてして必要が

あると思いました。

青葉園ができて 23年、この23年間の実践をとおして、重症者たちのホーム、地域生活をどう

いうふうに考えて一緒にやってきたか、そしてそのことから見えてきた地域生活の必要性につ

いてお話ししたいと思います。

青葉園の歴史

青葉園は、重い障害のある当事者の地域生活運動からうまれました。昭和 40年代、肢体不

自由の方が訓練を受けられるところは、兵庫県下でも2カ所ぐらいで、 1日泊まりがけでないと

行けない、訓練を受けられないとしち状況があり、何とか西宮市内に訓練できる場がほしいとし、

う声が大きくなりました。その結果、西宮市に昭和 42年に就学前の通園施設ができました。た

だ、その時に運動した方たちは、学齢に達していたためにせっかくで、きた通園施設に通えず、

。。
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学校はどうかとし、うと、その当時はまだ養護学校も義務化されていませんので、障害の重い子

供さんは、就学猶予、免除としち形で、学校にも行けない状況だ、ったので、す。

そこで、彼らはみんなで集まって、私塾的な勉強する場を作りました。そこでいろんなことをし

ていく中で、「重い障害があっても、皆と一緒に勉強したしリとし、う思し、から、今度は就学運動

に発展していきます。

西宮市には市立の肢体不自由の養護学校がありますが、この就学運動を受けて昭和 46年

から49年にかけて、希望する方については入学を認めるとしち、いわゆる全入制が行われまし

た。その結果就学運動をした彼らは、年齢に応じて小学部の 6年や中等部の l年とかに編入

する形で教育が保障されるようになりました。そしてその重度の方たちが卒業時期になると卒

後の行き場がないとしづ状況に対しても、地域の中で皆が一緒に活動する場、すなわち青葉

園の設立運動を展開し、昭和 56年に社会福祉協議会の運営で、西宮市独自の通所施設とし

て青葉園が設立されました。

こうし、った経過で生まれた青葉園ですが、設立当初はどうしづ活動をしていったらいいのか

全然わからなかったで、すし、通所者に言葉で確かめることもとても難しい状況でした。

ただ、その時に，思ったのは、通所者一人ひとりは障害が重いためにもともといろいろな体験

ができていない、生活体験が非常に少ないとし、うのが大きく影響しているのではないだろうかと

いうことです。それで訓練とか指導とか言うことではなく、その人の年代に相応しい様々な体験

を一緒にできたらとし、うことで、努めてそうし、った活動を展開していきました。その活動の中から

逆に一人ひとりが考えていることが見えてきて、「じゃあ、もっとこういう活動をやっていったらど

うか」品、うことで、活動自体が本人と一緒に作られてしてとしづ経過がありました。

日々の日中活動は、本人が自分らしさを発揮し、自己実現につながっていくようなプログラ

ムをとしち考えで、行っています。

地域生活支援の状況

青葉園に通所されている方は「青葉園の園生Jr青葉園の人Jとしち呼び方で、地域の方から、

あるいは周りの方から呼ばれます。確かに青葉園に通っているけれども、この人は「青葉園の

人」ではない、一緒に皆と町の中で生きているrooさんJではないでしょうか。そうするとやはり

地域の中で、障害をもった人が受けとめられる土壌を作ってし、かなければいけないだろうと思い

ます。「施設の地域化Jとか「施設の社会化Jという言葉がよく使われます。施設を地域に開放

するとか、施設の中に地域住民に来てもらうとか、とし、ったこともすごく大切なことカもしれない

けれども、まず将来の一人ひとりの地域化、ご本人が地域に出向いていって地域の中でさまざ

まな関係を作りながら生きていくことが大事で、はないのかと思います。そうしづ社会参加としづ

形で地域とのつながりを作りながら、地域の一員として生きていけるような状況をみんなで考え

ていきたしせ今まで活動してきました。

レジュメに「自立プログ、ラムJと書いてありますが、青葉園ができた時には、親御さんでもう 60

歳を超える方がたくさんおられました。親の思いとし、うのは、「やっと昼間の活動がで、きたねJと
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いうのと同時に、「私の体はいつまでもつんかなJとし、う思しも一方で抱えているとし、うことです。

兵庫県で、どこどこに入所施設ができるらしいとしづ情報が流れた時には、本人はお母さんか

ら、「あなたもそろそろ入所施設に入ったら」と言われるカもしれないとし、う思いがあり、よく動揺

していました。療護施設ができ、一度園の近くで入所施設の面接がありました。その時に、とり

あえず母親としては一度行ってみてとし、うことで、面接を受けた人がし、ました。入るなり泣き出

して一言も言わなくなった人、「僕は行かなし、からJと面接会場に入るなり言った人など、し、ろ

いろいました。親御さんも入所施設には入れたくないという思い、でも社会資源がないがゆえ

に、自分が最後まで世話することが難しし功も入所施設を考えなければし、けないとしち選択し

かありません。ご本人にしても、自分は青葉園でいろいろな体験をしながら地域での暮らしを

築いてきたにもかかわらず、なぜ全然知らないところで新しい暮らしを始めなければいけない

のかとしち思いをもっていたとし、うことです。

しかし、重心の人たちの場合、様々な生活体験の不足から環境が大きく変わることにより体

調を崩すことが多々あります。これまで、ショートステイ先で体調を崩されて帰ってこられるとし、う

ことや、不幸にも亡くなるケースもあったと思います。このことは別にショートステイ先の施設が

悪いとし、うことではなくて、ご本人が新しし、環境、違う環境に適応できなくて、食べられない、寝

られなくて体力が低下していって体調をくずしてしまうとし、うケースではなし、かと思います。や

はり重心の人たちにとって、地域で家族以外に人の介助を受けて暮らしていくためには、家か

ら離れて泊まるといった経験がどうしても必要であると考えました。そこで青葉園として、平成元

年度から、 4泊5日の自立体験ステイと園独自の緊急ステイ(ショートステイ)を始めました。

4泊5日の自立体験ステイでは、ほぼ一対ーで職員が泊まります。ステイを始めるにあたって

は「寝る時の靴下はどうするの ?J r掛け布団はどうするのか?J r寝返りは? トイレは? J 

といった本人の情報を得るために、お母さんと細かい打合せを行います。それでも始めた頃は、

本人も親御さんも、職員が予想もできないようなことがいろいろ起こりました。 4泊一睡もせずに

帰った本人、精神的ストレスから曜吐を繰り返してしまったり、トイレが 5日間出ず、お腹をパン

パンにして帰った本人、てんかんの発作が重積状況になり、救急車を呼ばなければいけない

ような状況が起こったこともありました。環境の違ったところで生活した体験がないために、さま

ざまな身体的な変化を起こしてしまったのです。

また親御さんの方も、心配でたまらず一日に何回も電話をかけてくる方、圏に夜中足を運ぶ

方、途中でもう家に返してと言われる方など、親御さんにとっても環境の変化についていくこと

は大変な様子でした。 20年以上母子一対となって生活してきた環境を変えるということは本当

に大変だということを実感しました。しかし、こうしづ体験を積み重ねることによって、障害の重

い方も確実に、その人なりの自立力を高めていっていることも実感してきました。

地域で自立生活している Tさんの事例

こういった活動を地域で、共に展開していく中で、現在地域で一人暮らしで自立生活をしてい

る重心の方の事例を少しお話ししたいと思います。
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この方は今 30代前半で寝たきりで、言葉で、のコミュニケーションが非常に難しい方です。骨

粗繋症で、今は胃ろうを増設しておられます。平成2年のことですが、お母さんが来られて、

「私は明日から入院するので、あとのことを頼む」と言われました。 2、3泊ならともかく、入院の

場合はいつまでとしづのも分からないので、どうしようかと園も悩んだのですが、お母さんの「青

葉園でなければこの子は生きていけなしリとし、う強し、思いに動かされる形で緊急ステイを受け

ました。緊急ステイは3カ月に及び、体調が不安定になることもありましたが、お母さんも退院さ

れ無事家に帰ることができました。しかし、お母さんはそのあとすぐ再入院となり、彼女は今度

は 1年以上の緊急ステイになりました。最後、残念ながらお母さんは亡くなるとしち結果になっ

てしまいました。そうなると本来であれば重心の施設に入所品、う形になるかと思いますが、残

された家族からできることはするから、何とか地域の中で彼女が生活してして場を作れなし、かと

いう話がありました。その頃には青葉園に通所する親御さんたちも、家庭に変わる生活の場と

してのグループホームを志向しており、何とか彼女の状況を皆で支えて行きたし立し、うことから、

グループホームを設置運営する団体を立ち上げ、 Tさんはその団体が運営するホームに入居

されました。

言葉によるコミュニケーションをとるのが難しく、身体的にも厳しい彼女は、入居中入退院を

繰り返したり、あるいは体調を崩したりとし、うことがありました。また、家のようにお母さんがずっ

と見ているわけではなく介助者が次々と変わる中、介助者が変わることによるストレスを感じな

がらも、彼女は彼女なりに新しいいろいろな介助者を受け入れながら、自分の生活を何とか維

持していけるようになりました。

その後、平成7年には阪神・淡路大震災に遭い、生活していたホームが倒壊します。その後、

青葉園の隣にできた仮設の生活ホームで避難生活を送り、生活ホームの本設までそこで暮ら

すことになります。生活ホームで生活してして上で大きな課題となっていたのが、地域で生活

することが可能な所得保障の問題です。彼女は、経済的には障害基礎年金と重度加算があり

ますから、月に 11万円ぐらいの収入があり、それに父親がかなりのお金をプラスして、あおば

生活ホームでの生活を維持していました。本当に彼女が安心して彼女らしく暮らしてし、くため

には、自分の所得で暮らしていけるような状況を作ってし、かなければいけません。そのために

在宅サービスの活用を考えていったので、すが、生活ホーム(当時は訓練型)は「ホームは家で

はなしリとしち行政の判断があって、サービスを使えないとしづ課題にぶち当たります。そこで

一人暮らしであればすべての在宅サービスを活用することができるということや、本当に彼女

が一人暮らしをしたいと思っているのか。あるいはいろんな人の介護を受けながら、その人が

生活を作ってし、くことが可能なのかとし、うことなど、青葉園職員、生活ホームの職員、介護者等

でいろいろ検討していきました。その結果、これまで彼女が生きてきた経過の中で、彼女なりに

介護者を見分けながら使っていることや、彼女自身が生活を通じてたくましさを身につけてき

ていることなどから、ある程度彼女を知った介助者が数人でローテーションを組んでいけば、

一人暮らしは可能ではないのかとし、うことになり、 1998年9月から、マンションを借りて一人暮ら

しを始めています。体調を崩したり、入退院もあったりするものの、支援費制度になった現在も、
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24時間の介助を入れて、彼女らしく一人暮らしをしています。

彼女が生活ホームから出て一人暮らしになる時に、「世帯主になったね」と言うと、彼女はニ

コッとうれしそうに笑ったと今で、もその時の担当職員が言います。決して彼女は周りの人たちに

言われるままに品、うことではなくて、自分の意志で、それを体をとおしてみんなにきちんと教

えながら選択をしたのです。彼女は、いろいろな支援者、周りに支援があれば、どんな障害の

ある重い方でも、一人ひとり自分らしく地域の中で生きていけるとし、うことを教えてくれたと思い

ます。

自分らしい生活の実現がノーマライゼーションを具現化

現在青葉園では4名の方が自立生活をし、そこから青葉園に通所されています。支援費制

度ができて、 24時間の介護者を入れて、それぞれなんとか自分の暮らしをしていけるとしづ状

況にあります。これからもどうしづ生活をしたし 1かとし、うことを本人に聞きしながら、その生活が

どうしづ支援をすることによって可能になるかということを、みんなで、考えられたらと思っていま

す。

二十数年間重症心身障害者の地域生活に関わってきた中で¥「必要な支援を得ながら自

分らしく地域の中で生きようとしている姿」がそこにあることを実感しています。それは言葉には

できないけれど、そのことを日々の活動の中で、あるいはいろいろな関係性の中で見せてくれ

ているわけです。そうしづ彼らを支援して、共に地域生活を実現してし、くことが、ノーマライゼー

ションの理念の実現、具現化ではなし功吃思います。また、逆に地域にとっては重症心身障害

者が地域にいるからこそ連帯感が芽生え地域が活性化し、地域の人たちが豊かになってし 1く

ような気がしています。お年寄りも、子どもも、障害をもっている方も、自分が望んでいる生活と

いうものを、必要な支援を得ながら送っていくこと、それがある意味では人として当たり前の暮

らしではなし1かと思います。ですから、重症心身障害品、われる方たちも当然地域の中で必要

な支援を受けて暮らしてし、くことが本来の姿ではなかろうかとし、うことです。

-日浦重症心身障害者と言われる方たちは、ある意味では全部の生活に介護を要するわけ

ですから、生活すべてを人に委ねて生きてし、かざるを得ない人たちだと思います。その委ねら

れる人がこの人をどうとらえるかで、本当に生活そのものが変わってきます。言葉とし、うのは心

の動き、情を伝える術です。その術である言葉がないがゆえにそこに動く心がないととらえられ

てしまうか、そうではなく、言葉としづ手段はもたないが、やはり私たちと同じように、気持ちのい

い空気が流れてくれば、深呼吸をして、「ああ、いい気持ち」と、そうしち普通に感じる心の動き

をもっているととらえるのか。そして心とし1うのは、とりわけ人と人との関係の中で動いていくとい

うこと、それをしっかり周りの人たちがとらえるかとらえないか、その人の人権、そしてさらには尊

厳をきちっと委ねられるかどうかで決まると思います。

私は青葉園のお話に出た女性に会ったこ左があります。まだホームができていない時に、母

体施設で、彼女は泊まっていました。そこでやっていることは、大胆を通り越して無謀と言う人も
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いたかもしれません。でもその時に、やはり彼女の思いがここにあり、それから娘を地域の中で

暮らさせたいとし、う親の思しも受けて立った、その見事さに私は脱帽しました。その後ほんとう

に彼女を取り巻く条件はどんどん整えられていきました。

私の友だちで脳性麻療の方がいます。あなたは、こうし1うほうがいい、ああしづほうがしW池、自

分自身で生きられないがゆえに周りの条件で振り因されてし、かざるを得ない人間の無念さが

分かるかとその方に言われたことがあります。本当に私たちが、その人がどうしたらしw、かを、

どのくらいその人の身になって考えられるかを、青葉園を見学して強く感じさせていただき、こ

の報告を聞かせていただきました。
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地域のなかでの日中活動(コミュニティアクセスプログ、ラム)

訪問の家「朋J増税l晴美

先ほどコーデ、ィネーターの日浦さんから紹介がありました、横浜で、知的障害者の通所更生

施設で 17年半ほど前に誕生した「朋J品、う施設です。

今日の私に与えられたテーマは、地域の中での日中活動とし、うことで、このテーマは、重い

障害のある方の暮らしのあり方とか、もっと言えば福祉のあり方を考える上で、基本になります。

そうしづ重い障害の人をどう私たちはとらえるのか、一人の人格をもった大人として、どうしづ生

活を我々が用意できるのかとしづ、非常に重要なテーマだと思います。スライド、ももってきました

ので、後半にはそれを見ていただきたいと思います。

訪問の家の概要・歴史

資料に訪問の家の歩みを載せていただ、きましたので、詳しくはこ、らんになってください。

期のメンバーについて、資料2と3fこ書いてあります。今年4月から支援費制度になり、支援

費の枠が40名で、重症心身障害児、通園事業のB型の枠で現在 10名の方が登録されていま

す。平均年齢は 28歳、開設当初からいらっしゃる方は 30代、 40代になられています。加齢と

ともにいろいろな健康面の問題とし、うのも出てきていて、毎日そうし、った深刻な問題にも突き当

たっている現状もあります。

大島分類と医療ケアの説明に入ります。現在言葉を発してコミュニケーションをとれるとしづ

方はお1人もいません。歩ける方が何人かいらっしゃいますが、発作で倒れたり、足元の注意

が十分で、なかったりするので、その方が歩こうとされる時は必ず誰かが隣について一緒に歩く

ようにしています。

それから医療的なケアの必要な方も年々増えていまして、開設当初は鼻腔チューブの人は

1人だったので、すが、現在は胃ろうの方も合わせて20名の方が経管栄養です。気管切開の方

も5名います。障害の状態としては重くて、いろいろな配慮、が必要な方々が多いのですが、そ

うし 1った方々がどうし、う日中の過ごし方、活動をしているかをお話しします。

18年の活動展開の中での試行錯誤

18年、正確には 17年と半年、朋が始まってから、活動は試行錯誤の上にこうなったとしづ感

じがします。今もまだ試行錯誤の状態です。始めた1年目、 2年目、 3年目ぐらいはとにかく出

会ったばかりで、言葉で何をやりたいとか、何がほしいと言ってくれるわけで、はないので、どう

いうことが好きなんだろうとか、こんなことをしたらどうしづ顔をするんだろうとかを考えて、まずは

楽しめそうなことを日替わりで、本当にいろいろなことをしました。天気のいい日は散歩に行っ

たり、何かおいししものを作ってみようとか、もちろん週とか月の予定は立てますが、毎日日替

わりのメニューをしていました。
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今振り返ると非常に楽しい時だ、ったと思います。朋が始まったばかりの2年目、 3年目ぐらい

の間でずいぶん様子が変わったとしづ方は多かったで、す。コンスタントに通所の場所に通うと

いうようなことを今までされていなかった方もいらしたので、初めのうちは部屋の隅っこで、膝を抱

えるようにしてつまらなそうな顔をしていた人が、日を追うごとにどんどん部屋の真ん中に出てく

るようになったりとか、声が出できたりとかしました。

私が初めてお会いした時には、ほっぺたの筋肉がすご、く固そうに見えて、怒ったり笑ったりす

るのかなと思っていたような方が、すご、くはっきりとした笑顔を見せるようになったり、または何か

を要求するような大きな声が出できたりとし、うことがいろいろありました。楽しいことをまずやろう

とし、うことは、いろいろな周りの刺激を受けとめるよりも心地よい状態で、体の状態をリラックスし

てもらうためだ、ったり、逆にどうし 1うことが本人にとって一番楽な、リラックスで、きる状態なのかと

し、うことを知るためだったように思います。

そうして何年かしてくるうちにだんだんと、毎日日替わりのフ。ログ、ラムをやってし、くことに疑問

が出てきました。例えば、年に一度、法人をあげての大きなバザーがあります。今年も 2，500人

のお客さんに来ていただきました。その時にメンバーのお庖を出そうとし 1うことになって、おそら

く3年目か4年目だ、ったと思うのですが、何カ月か前から準備をして、食べるもののお屈にしよ

うといってマドレーヌをつくって、それを販売して、売上げを得るということをしました。

そうすると、いつも楽しいことをしていれば、それは楽しい笑顔になるけれども、で、もバザーに

向けてがんばろうとしづ時の、楽しいだけとはちょっと違う感じがあったり、 rooさんはあんまり

やっていなくてさぼってるJとし、うようなことを言う人が出できたり、それから、その売り上げで何

か買い物に行こうとか、おいししものを食べに行こうとしち時には、やっぱり普段外出するのと

はまた一味違ううれしそうな様子が見られたりして、楽しいだけではない何かが味わえるとし、うこ

とを感じたりしました。

それから、日替わりのプログラムだとどうしてもこちら側が今日はこれをやりましょうと与えるば

かりになってしまっていたのですが、ある部分に関しては、本人の側からそれをやろうとする動

きが出できたりとしづ変化がありました。

それから、「視点を施設の外に向けるJとレジュメに書きましたが、年間 2，000人ぐらいのボラ

ンティアが関わってくだ、さっています。実際にメンバーの活動、毎日のいろいろな楽しい活動と

か、お食事の介助とかにたくさんの地域の主婦の方が中心となって活動されています。そして、

ふと気がつくと、相性のいいメンバーとボ、ランティアが仲よくなっていって、 rooさんが来るだ

けですごく笑顔になるねJc:vづ話をすると、言われたボランティアもうれしくなって、仲よしの関

係ができできたりするのです。そうすると、職員がこの人にとって何がいいだろうと考えていたり

するよりも、そうしづ関係ができることにより、メンバーの生活の広がり、豊かになってしてと感じ

るようになりました。メンバーの活動とし、うことはもしかしてこうし、うことではなし、かとしづヒントを与

えられたと思います。

そんな時に、養護学校を卒業して朋に通所を希望したいとしづ人たちの受け入れをどうする

かとしち問題が一方であり、それでは逆に「朗」から出ることで、より地域に根ざした活動をでき
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る人たちがいるのではなし、かと考えはじめました。それで少し小さいグ、ルーフ。を作って朋から

外に出るとしづ試みを始めました。まず地域作業所としづ形でパン作りをしました。そこはようや

く1日50個ぐらいパンができるとしづ作業所で、本当に、ちょっとパンを丸めるとか、接客をする

とし、うような、その人にできることから参加して、小規模なので、近所の方との関係もできていく

としづ所だ、ったので、こうしづ形での社会参加があるんだなということを教えられたなぁと思って

います。

朋の日中活動

そんな試行錯誤をしながら、現在の午後の日中活動の内容は資料4にまとめています。今5

つのグループに分かれて、それぞ、れのグ、ルーフ。で、柱になるある程度継続した活動です。クッ

キ一作り、和紙製品作り、アルミ缶の回収と缶プレスとし、う、活動です。

この継続した活動のねらいは、本当にわずかな動作でも自分の力でできるとし、うことです。い

つもだいたいこの時間になったらこの場所で、これを使って、この作業をするとし、うことで、自分

が今日もこれをやるんだと実感できるとし、うことも考えました。そうしてして中で、その人なりの工

夫、やる気が見られてくると、その人らしい様子がその活動の中で、はっきり見えてくることがあり

ます。それはそこで終わりにしてしまうのではなくて、そうし 1うその人らしいところを、その活動を

とおして地域の人たちと関われるきっかけにしていこうと考えました。パン作りはあくまで、も1つ

の手段として、地域の人たちと関われるとしづところをねらっていこうとし、うことです。それと、作

業的なことだけではなく、いろいろな活動もしているんですけれども、年代的にはかなり幅があ

るので、その人が好みそうな場所へ行くとか、そうしづ余暇的な活動もしています。

それでは、スライドを見ていただきながら少し説明をさせていただきます。

これが朋の全景です。横浜の南の端の鎌倉に隣接した住宅街にあります。

これはわりと初期の頃の朝の会の風景です。まだ初期の頃なので、体を起こして座れる車椅

子の方が多い時代です。毎朝1回、全員その日の通所の人が集まって、今日の予定とか、最

近のトヒ。ツクスとかを話し合ったり、見学の方の紹介をします。

これもかなり古い写真です。先ほど写っていた朋の隣にあるイトーヨーカ堂にお買い物に行

っているところです。

これも比較的初期のものです。和紙染めをしています。今もやっているグループがあります。

これは、いろいろ活動を試行錯誤する中で地域の市民の会に参加してみようとし、うことで、農

作業をしている市民の会に週1回参加していた時のものです。 2人ぐらい行っていましたが、会

員の方々で気にかけてくれる人が出できたり、苗木を分けてもらったりとか、そうし、う関係もでき

ていました。

これが先ほどお話ししたパン作りをしていた作業所です。こんな感じで、できる人ができること

をやりながら、今日はこれぐらいの量にしましょう、とし、うことで、作っていました。

このあたりから最近です。これが空き缶の回収をしている人たちです。ご近所で回収させてく

ださるところを何軒か約束していて、何曜日は佐藤さんのお宅というように行きます。こちらの
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身体障害のなさそうな方は、小さい時に醇臓を全部摘出していて、血糖値のコントロールをし

なければいけません。この人は知的障害ももっているので、この人自身で自己管理できなくて、

身体機能的には他の方とはちょっと違うので、すが、医療ケアがあるということで朋に来ていま

す。

缶つぶしです。この機械は缶を落とすと、自動でプレスされて出てくるとし 1うもので、この方に

は用事がある時に呼び鈴を押して人を呼ぶことから始めて、頑張って使えるとし、うことが分かつ

てきて、今彼女はちゃんと目の前にある缶を一つひとつ落として、その後ピーンボーンとボタン

を押して終わったことを教えてくれます。

この方も空き缶の缶プレスをしています。この方は目的をもって手が動かせるとは思っていな

かったので、すが、目が見えないのですが音が出るので、缶を置いてガチャンとしづのを何回か

試してやっているうちに、缶を置いて、ここだよと言うと手が出てきて、探すような動きが出てくる

ようになって、とてもやる気を見せてくれています。

これはジャム作りをしています。 1人でできる人はもちろんいらっしゃいませんが、匂いを感じ

たり、混ぜる作業を一緒にやったり、あとは歩いて販売に行ったりしています。

これは和紙染めの製品を作るための染めをしているところです。近隣の小学校にこのグ、ルー

プが呼びかけをして、年に何回か和紙染め講習会をしています。このグループの中には、まば

たきとか、声を出すとかでイエス、ノーを表現できる方がし、まして、小学生が、これでいいです

かと見せに行くと、まばたきとかでOK品、う感じで、検品する人もいます。

これは先程の和紙染めで、輪ゴムで障子紙を縛るとしち下準備をお願いしている地域の老人

会の方々と一緒に写したものです。この時はたまたまメンバーが作ったドラ焼きを食べてもらう

ためにお届けしています。

これはクッキーを作っているところです。この方はク守ループホームで、生、活しています。手が粉

の中に入ってカシャカシャとやっている様子です。いつもこうしづ顔とし、うわけではなくて、寝て

しまって今日はだめだねとしづ時もあったりします。で、き上がったものを学童保育の子どもたち

のところに週に1回もっていって食べてもらいますが、この方が運搬することが多くて、子どもた

ちに「今日は寝てるね」とか、「今日は起きてるね」とか言われたりしています。

この方は、実際自分の手で、クッキーを作るのは嫌いな人で、彼女はこうやってまぶたを自分

で上げて、ちゃんとやっているかど、うかをチェックすることをやっています。

これは、地域の運動会に参加している時の写真です。

これは地域の夏祭りの時に、おみこしが朋の玄関まで、来てくだ、さった時の様子で、す。真ん中

で、はっぴを着ているのはうちの職員で、女みこしの担ぎ手を2人出してくださし立言われている

のです。

これは最も新しいイベントの一つで、夏に朋に泊まって、外出できる人は、みなとみらい等

いろいろなところに出かけていきます。この時はなかなか外出するのが難しいような人たちが朋

に泊まりました。フラメンコを踊ってくださる方をお呼ひ、して、デ、イナーショーみたいな感じでや

りました。出演してくださっている方と一緒に撮ってしも写真です。
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これは、外出した時に、赤レンガ倉庫か何かの近くで、撮った、ボランティアと職員と一緒の写

真です。

これが、はじめの方のスライドで、イトーヨーカ堂の時の写真の左側に写っていた彼女で、す。

身体的状況は厳しくなっているのですが、表情は見違えるぐらし、よくなっています。この方とは

長いおつき合いですが、最初は何を言っているのか、言いたいのか、分からないとし、うような人

でしたが、今は実習生が来てそばにいるとにっこりしているので、「あなたのそばにいたので実

習頑張れました」と言われたりするほど、頼りにされる女性に変わっています。

人間にとって何が大事なのかを考えさせる場

最後のまとめをします。このような活動を朋の中で展開しています。朋が考える、障害が重い

人たちの日中活動についてレジュメに書きました。狭い施設の中だけの関係だけではなくて、

活動をとおして、メンバーにとっても、関わった地域の人たちにとってもお互いに影響し合える

ような関係を築き、そういう中で人が変わってし、くことが期待できる活動をと考えています。

どんなに重い障害の人でも、何も感じていないとか、何も表現していないとし、うことはありませ

ん。絶対にどんな人でも何らかのその人なりのものを表現していると思います。そしてその表現

を受けとめてもらえる人の中にいることでその人は変わってしてと思います。ちゃんと受けとめ

てもらえることでもっと表現できるようになって確かに変わっていくとし、うことが関わった相手側

の価値観を変えていったりしていると，思っています。

重い障害の人は表-，育が分かりにくかったり、介護がたくさん必要で、受け身の人に見えます

が、その人が感じとれるような提供の仕方とか、その人の個性をもっと発揮で、きるような場の配

慮次第で、一人ひとりは確実に変わってしてし、限りない可能性を発揮してくれると思っていま

す。

「社会の中での役割」と書きました。具体的には、小学生の方がたくさん見学に来られたりし

ますが、小学生はあーっと声を出したり、まばたきで、返事していることをじっと見てて、何を言お

うとしているのか聞いてくれています。それを見ていると朋のメンバーが我々には伝えられない

ことを子どもたちに伝えていると思います。また、職員で、あったり家族が利用者の方を大事にし

ている様子を見ていることが非常に心地しW吃ボランティアが言ってくだ、さったりします。そして

そうしづ環境に自分もいたいと思うと言ってくだ、さいます。だから、人間にとって何が大事かを

感じさせる、考えさせることを、多くの障害の人たちが地域の人たちに教えているのではなし、か

と思います。そうし、う場を提供することが、この人たちの日中活動の目的ではなし、かと考えてい

ます。

-日浦ありがとうございました。私ももう60歳を過ぎましたが、多くの人の出会いの中で多くの

人に支えられ、助けられ、教えられ、今があると思います。それはどの人も一緒で、重い障害の

人たちも、人と人との関係の中でやはり成長してしてとし、うことです。

それともう一つは、障害者としてではなくて、 rooさんjとしてその人の存在が明確になって
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して、人にその存在が認めらJれて初めτ人として生き始めるので、はなし、かとし、うことも、いろい

ろな活動の中から教えられてきたように思います。

Q
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地域生活の条件とその実際の取り組み

仙台のつどいの家下郡山和子

障害が重いということ

私は重症心身障害者の親です。「障害が重しリとし、うことの生きにくさを実感しています。例

えばコミュニケーションが難しい、意思をくみ取りにくい、それによって重症心身障害者の障害

はより重症にと作られてしてのではなし、かとし、う思いがあります。重い障害だからとし、うことで放

っておかれれば、障害は倍加するものです。確かに言葉で、のコミュニケーションは難しいです

が、かすかなサインで、あっても表情やいろんな仕草で表現しているのです。にもかかわらず、

じっくりと向き合う時聞がなければ、そのサインは捉えにくくますます表現力は弱っていきます。

小さなサインをちゃんと捉えてあげれば表現する力はついてくるわけです。しかしそれが難し

い。意思をくみ取りlこくし、品、うことで、二次的に障害を重度化させていると感じます。

それから健康状態を保つのが難しく厳しい人が多くし1ます。それでも、今は医療が進みまし

たね。私の娘は 40歳になるのですが、生まれた当時からすればずいぶん変わってきていると

思います。今は学校でも、施設でもナースやOT・PTがいて、重症心身障害児(者)のためのB

型通園事業の制度もできて、大変ありがたいと思っています。昔は機能訓練のためにセンター

に通おうと思っても、近くにはなく困難な事でした。今の人は車の運転ができますが、その頃は

運転免許をとること自体、難しかったので、す。早期発見、早期療育のシステムがなく、かなり障

害が顕在化してしまってから、ねんねこから足がぶら下がっているぐらいの大きい子をおんぶ

して、下の子の手を引きながら2時間もパスに揺られて訓練所に行きなさし立言われても行ける

わけがありませんでした。もう諦めてしまって、変形や拘縮が進み、ますます健康状態を保つ

のが難しかったのです。

それから、介護的にまわりの負担が大きいのですが、その当時は子どもの介助は母親だけに

任されていました。口からこぼれるのをー匙ー匙すくし、ながらですので1食食べさせるのに2時

間ぐらし、かかって、 3食だと6時間、その他おむつも洗って、そして下の子の世話もしてといっ

たら、子ど、もにじっくり向き合えるわけがありませんで、した。

それから、その頃は在宅していると社会の人とのふれあいの機会がなかったで、すね。それで

私は就学保障運動に取り組みました。昭和 53年に仙台市立養護学校を設置したことをきっか

けに、重心の娘を養護学校に受け入れてもらし、ましたが、それまでの運動の過程で、教育委

員会等に行くと、「へえ、おむつしている人に教育ですかJと平気で言われました。重度の人た

ちが一人の人間としてちゃんと自己主張して生きるとし、うことは非常に難しいことですが、どん

な重い人でも地域で生きることを保障するために、やはりみんなが本気になって取り組んで、ほ

しいと思います。
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地域での生活の条件

では重い障害がある人が地域でどうしたら生活できるかと考えた時、先ほど申しましたように、

訓練に2時間もかかってパスで、行くようなことではだ、めで、す。身近な地域に、選ぶことができる

複数の資源が必要です。みんな一律に集団指導では本人支援は成り立たないということで

す。

地域の人の理解とし、った時に、税金も払わない税金を食うような人たちにそんなお金を使っ

ていいのかとしち話が出てきます。そうし、うことを、今はあんまり正面切って言う人はいませんが、

障害者の施設が自分の家の近くに建つとなると反対運動が必ず起きるとし、うことを考えると、コ

ミュニティ作りが非常に大切だ、と思っています。街づくりの視点の運動です。

それから、日中活動の場が本人にとっては非常に大切で、す。誰もが、会社に行ったり、学校

に行ったりと、活動の場をもっているわけです。社会とのふれあいの中で人間は育つわけで、す

から、重症児(者)は家の中でテレビを見てなさい、ではだめです。日中活動の場、いろいろと

楽しい活動がなければならないと思っています。また、どうしても重症児(者)には医療が切り

離せません。でも、そのためには入所するか病院に入院しなし立受けられないとし、うことでいい

のかどうか。自分の家から通える地域の医療・在宅医療の体制づくりが必要だと思います。

そして自分の力では動けない人たちですから、移動の保障も重要です。

それから大切なのは自己実現です。誰もがそれぞれ自己とし、うものをもっているわけです。

それぞれの思いや願いがかなってこそ生きている甲斐があるとし、うものだと思います。人に言

われたとおりに一生歩いているのでは生き甲斐はないと思し、ます。だから自己実現支援は非

常に大切なことだと思います。

また生活を支えるには日中活動支援の他に夜の暮らしの支援も必要です。グループ。ホーム

も考えなければならないでしょう。また、平成12年度より知的障害者のホームヘルプ。サービス

利用による外出支援が、できるようになりました。それはすごく画期的なことだと，思います。それ

までは支援とし、うのは本人のためとし、うよりも、介護的に大変な家族の支援だけでした。それ

が本人のための個別支援がで、きるようになったとし、うことは、本人の人権の回復です。

しかし家族支援も大切です。先程から何度もお気づきでしょうが、一緒に暮らしている家族が

介護でつぶれたのでは本人も困るわけですから、家族がし、きいきしていることが大事ですので、

家族支援をすることが本人を支えることにもなるのです。で、は本人は家族とずっと一緒に生活

するのか。家族が70、80歳になってまで、子ど、もの世話をしている家は普通ではないと思います。

やはりどんな重心の方でも青葉園のお話のように、自立した生き方が必要だ、と思います。

今後の課題

課題として、支援の質を上げることが必要です。今までの施設は特に知的障害者の場合は

集団指導訓練でした。本人がどうし、うことをやりたし、かとし、うことを尋ねるよりも、今日はこれを

やりましょうと集団で、活動し、与える指導でした。そこをやはり変えなければならないと思います。

本人が何を望んで、本人のために何が必要で、とし 1う(固別化した支援が必要だ、と思います。
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仙台つどいの家はB型通園事業通所者8名を除くと定員30名です。措置費の時の計算で

は、生活指導員が利用者 7.5人に1人しかつきません。だからうちの生活指導員は4人だけと

いうことした。でも4人では何かができるわけはありません。ところが、支援費になっても国は予

算を増やさないで、常勤換算を4名にして経営の工夫で職員は何名でもいいということです。

しかし、重い障害の人ばかりですから正職員だけでは十分な支援はできません。また、 B型通

園にはナース1名、 PT1名、保育士1名の人件費のみの計算ですから更生施設の活動と有機

的プログラムを組みながら、やむなくパートの方を組み合わせて支援スタッフは総計16名配置

しています。大切なことは施設内だけで活動することを考えないで地域の資源を活用すること

だ、と思っています。そこで、ケアマネジメント手法を使い、いろいろな資源をつなぎながら活動し

てもらっています。そうしづ意味で、地域資源を作り出すことが非常に大切だ、と思っています。

ソーシャルワーク、ソーシャルアクションで、す。

そのためには、地域の人材育成が大切になってきます。資格制度も必要です。どれだけ優

秀な支援員を養成し、しかもその人たちを上手に動かせるかとし、うことが大きな課題です。午

前中にお話がありましたように、施設職員の問題もあります。職員もいい環境で働けないと、利

用者たちもいい環境になるわけがありません。職員たちがもっと勉強をして質のいいサービス

を提供で、きるような工夫が必要だ、と思っています。

これからは、施設支援、居宅支援、生活支援センター等の制度を大いに活用すべきだと思

っています。

法人としての取り組み

私が重症児の親だ、ったもので、すから、うちの法人は最初は「宮城県重症心身障害児(者)を

守る会jという、県の組織に入ったので、すが、ここは「入所施設を作るための施設誘致委員会」

としち形でできた会でした。そうしづ中で、地域で子どもを育てたいとしづ親たちが 1975年に

「仙台市重症心身障害児(者)を守る会」としち運動体を作りました。そして、支倉、八木山、若

林につどいの家を次々に開設しました。これは全部重症心身障害者も入れる小規模作業所と

しての位置づけでした。全然お金がないので、ボ、ランティアを常に募集しながらやっていました

が、こんなやり方を続けるだけではだめだと全国情報を調べていたら、「朋Jが重度心身障害

児(者)も入れた通所の更生施設を作ったとし、うことを知り触発されました。「朋」に続けと平成4

年に社会福祉法人資格を取得し、事業体としての活動が始まりました。早速、認可の通所施

設「仙台つどいの家jを平成5年に発足させました。ほっとしたのもつかの間、次に課題が出て

きました。重度の障害の子供をおもちのお母さん方は疲れています。で、もショートステイには預

けないのです。どうして預けないのと聞くと、郊外にある大きな病院みたいな施設に知的に重

度で変化に弱し、自閉症の子どもを預けると、なぜ預・けられたかもよく解らないままに、そこに適

応できないで、食欲もなくなって、家に戻ったら大パニックを起こすとしちのです。

重心の私の娘も、ある施設のショートステイに預けたことがありました。私達の通所施設では、

おむつの交換は、その人の顔を見てその人のリズムに合わせて確実にやっていましたので、
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おむつが濡れるとし、うことはありませんでした。でもその施設は時間でしかおむつを取り替えな

いところでした。そうすると、 4時に取り替えて、そのときに排尿してなくて、 4時 15分にしていた

としてもその次に取り替えるのは8時でした。そうすると4時間濡れたままとし、うことですね。声を

出して表現しなし、から体位交換もしてもらえない。食事をゆっくり時間をかけて食べる環境もあ

りませんでした。それで、祷そうになってしまったのです。そうしづ問題があって、重い障害の方

には入所施設へのショートステイは難しし吃考えました。そこで早速私のほうでも平成8年から

レスパイトサービスを始めました。

レスパイトサーヒ守スがで、きてやれやれと思っていた時に、医療行為の必要な人が出てきまし

た。私の娘は今、 40歳ですが、昔は1回の食事に2時間かかって食べさせて、最初の頃はス

ポイトで口に入れてとしち形で、大変な苦労をして養いましたが、 13歳ぐらいになってやっと普

通食が食べられるようになり、今は肉で、もタコで、も時間をかけて食べられます。経管栄養にする

のを勧められたこともありましたが、がんばって今は何でも食べられるようになったので、す。でも

今は気管切開の方が多いですね。そうしち方がうちの施設に通いたいとし、うのですが、医療行

為が必要な方の事情が全然分からないので困ったなと思ってしも時に、ちょうど障害者プラン

にB型通園事業が発表されました。早速平成9年にB型通園事業を始めました。

そこで、やれやれと思っていたのですが、今度は入浴が大変な人たちが出てきました。親たち

が70歳過ぎると、お風自に入れるのが大変になってきます。また、親たちが作った施設で、すか

ら、みんなでがんばって送迎ぐらいは自分たちで、しようねと言ってきたのですが、 70歳過ぎて、

危なつかしい運転をする心配な人もでてきました。送迎サービス、入浴サービスが必要になり

ました。障害者プランにデ、イサービスがあったので、早速うちでもやろうとし、うことで、平成 13年

に重介護型デイサービスセンターを作りました。

しかし、次々にニーズ、が出てくるんで、すね。レスパイトサーピ、スは利用がとても多くなって2年

後に仙台市が補助してくれるようになったので、す。よその法人を利用しているお子さんとか、養

護学校のお子さんがみんな利用されますので、 100万都市に1つだけではとても足りないので、

もう1つ作ろうと考え、当法人運営の「若林つどいの家」としづ小規模作業所を発展的解消し、

レスパイトサービスとへルパ一派遣と療育相談事業を提供することにしました。しかしレスパイト

サービスは有料ですし、定期的なものではありません。ケース会議を重ねていくと、土日は結

局放っておかれている人が多く、それが肥満につながっていたり、パニックが起きる原因にも

なっているのですね。土日に行きたいところがあっても、っき添ってくれるボ、ランティアがなかな

かいませんし、継続的な支援が必要です。それで土曜、日曜の外出はすごく大事だとし、うこと

になって、同時にへルパーの派遣事業所を発足させ、それぞれの資源をつなぐ役割、相談に

応じる役割の療育等支援事業も併設しました。

そうし、うふうに手厚く支援すれば、重い障害があっても少しずつは力をつけてしてのですね。

エンパワーメントです。朋や青葉園の実践にもありますように重度の方も、グループホームで、暮

らせるはずだということで、自立体験ステイを始めました。実は宿泊訓練は以前から行っていた

のですが、やっとグ、ループホームを射程にした体験ステイとすることがで、きました。本年、グル
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ープホームも建設し、そして、何人か入居の希望が出てきています。

医療の必要な人たちのレスパイトサービスは、初めは自信がなかったのでやっていません

で、したがニーズが高いのです。医療の必要な人たちの家族こそ1日中休めなし、からです。仙

台市にも何度も要望書を出して本年度 40万円だけ補助金がつきました。それを活用してナー

スの協力を頂き、今、月に2回ぐらいの宿泊とか、毎週1回ぐらいの医療の必要な人のレスパイ

トサービスを始めています。ただし、これはうちの法人の施設の通所者で、私たちが十分に関

係性ができている人たちだけに限定しています。もっと医療関係者の理解と参加があって、い

つで、もレスパイトサーピ、スができれば家族はどんなにか助かるだろう、と思います。また本年は

ケアマネジメントの重要性を痛感する立場として知的障害者療育等支援事業をもう一つ開設し

ました。様々な相談に応じ喜ばれております。

圃日浦.ありがとうございました。これをやったら次の必要なものが出てきて、これをやったら次

のが出てきて、まったくその通りで、すね。本人が加齢とし、うと当然家族も加齢とし、うことになって、

ではグループホーム、次に自立とし、うことを考えると、医療的なケアはグループホームで、はまだ、

無理ですね。でも、宮城県で、看護師が入って、お年寄りと重心の人と、知的障害の方の小規

模多機能型のグループホームが考えられていると聞いています。長野県でも、グループホー

ムに看護師を派遣して医療行為の必要な人も暮らせるようにとし、うことが進んでいると聞いて

います。

今度はそうなると、医療と連携してして形をとってし、かないと、本当の意味での重心の人の

地域生活品、うのは難ししせ感じています。

この後皆さんにそれぞれまとめのお話をしていただきたいと思います。
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まとめ

r 11山台つどいの家Jの様子

(スライド)

・下郡山 へルパーさんによる身体介護で、入浴サーヒ守スを受けているのが火曜日の午前中です。

それからリハビリと一緒に通院援助を受けているのが火曜日の午後です。木曜日の午後には、散

髪・入浴をしてもらっています。午前中は家事・身体援助に入ってしもとしづ状況です。それから訪

問看護も使っていて、水曜日に、帰宅後に訪問看護師が来て、入浴やリハビリを受けています。

これはB型通園です。いろいろなところによく外出します。ウイスキー工場に行った時で、す。レスト

ランで食事もします。刻み食の人がいるので、前もってレストランに頼んで、このようにして出してくだ、さ

いとお願いして、そのように調理されたものを食べるようにしています。

これはみんなでぬか漬けをして午後から売るのですけれども、ぬか漬けの手入れをしているとこ

ろです。一緒に手添えでぬかをかき回しています。

これが先ほど言った、レスパイトサービスをやっている「すてつぶ・はうすJというところです。施設

の敷地内にありますが、なるべく普通の家と同じようなつくりにしています。ここで彼は医療レス

パイ卜も受けています。看護師が医療行為をやります。 B型通園施設の指導員が主に介護に

入りますが、[すてつぶ・はうす」の介護人もかかわります。一緒に入浴もしています。

次はBさんの場合です。 Bさんl土、最初入ってきた時には気管切開はしていませんでしたが、

お母さんが病気になったためにある入所施設にショートステイしました。ところがそこで重症の

肺炎になって、大学病院にかけ込んだ、ら気管切開されてしまって大変なことになりました。つど

いの家のB型通園に通所しない日の日中の生活をどのように保障しようかとし、うことで、さんざ

ん捜し回って、在宅医療をやっていらっしゃるK先生にお世話になることにしました。 K先生の

ところで、し、ろいろな人たちのために、ヘルパーや、看護師を配置しておられます。在宅医療

のケアと、 B型通園通所と全身性介護助成によるヘルパ一利用、知的障害者ホームヘルパー

と全部組み合わせてやっとBさんの生活が成り立っています。

これはなぜかとし、うと、お母さんは社員寮の寮母で、 1日忙しいのです。ところが、この方は酸

素吸入が必要な方です。でも、つどいの家に来るのが大好きで、とってもいい笑顔を見せてく

れるのですが、毎日通所は体力的にきびしいのです。

ちょうどこれがつどいの家に到着したところです。この車椅子も、 B型通園に通うにあたってど

うしづ椅子ならいいのかと苦労して作りました。

これはリラックスタイム。ゆらゆら揺らしてもらうのが大好きです。

これは送迎車で帰るところです。ここが家で、ヘルパーにゆっくり見てもらっています。名前を

呼ばれたり話しかけられるのが大好きな方です。

これはCさんのデイサービスです。この方の家は入浴介護のへルパーが来ても家の構造上、

入浴できません。それなら、デイサービスの機械浴がしw、かなとし、うことで、デイサービスにつ
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ないでいます。

この方は、つどいの家のB型には週3回通っています。月曜日の朝には訪問入浴サービスを

利用します。最初はデイサービスでなし吃だめで木曜日にデ、イサービスセンターの機械浴を

使っていたのですが、月曜日に訪問入浴サービスも利用するようになりました。少し家の風呂

場を改築したからだと思います。それからこの方は機能訓練にも非常に熱心に通っていまして、

その時はヘルパーが、一緒に通院援助したりします。またこの方は外出好きで、し、ろいろなこ

とをしたい人なので、土曜日にへルパーがついて外出しています。

これが送迎パスで、お出かけ。つどいの家で機能訓練。

これはぬか漬けの野菜切りを一緒にやっています。

これは宿泊旅行した際の写真です。

これはボーリングに行きました。ボーリングも大好きです。

海水浴にも行っています。

デイサーピ、スにも行っています。このデイサービス支援員のお兄さんが大好きとし、うことで嬉

しそうです。

次に訪問看護ステーションを上手に利用している人Dさんです。この人は二分脊椎で導尿が

必要で、ストマも使っています。それで、訪問看護の方に来てもらってリハビリをやったり入浴をし

たりもしていますし、うちのヘルパーの得意分野で、ある外出支援も使っています。適4日つどい

の家のB型通園に来ます。それから月曜日の午後には、入浴と散歩に別のへルパ一事業所を

使っています。火曜日が訪問リハビ、リで、す。水曜日は訪問看護で、入浴をしてもらっています。

金曜日が入浴、散歩。うちの法人のヘルパーは日曜日に行って、外出支援をしています。

これがB型通園のお出かけです。

これは別の法人の方が一緒に自宅で入浴をしています。

これはB型で送迎をしているところです。

これは地域ケア、空き缶回収によく行きます。

これは松島旅行のシーンです。

これもホテルで、の食事のシーンで、す。この方はストマを付けており腸閉塞になりやすい為、海

草類は絶対にだめと医者から言われてますので、前もって、どこかに行く時にはそのことを伝え

て、配慮をしてもらっています。

これは、つどいの家の「すてつぶ・はうす」でのレスパイトで、す。

これは訪問看護師さんに爪切りをしてもらっています。リハビリもします。

これは通院援助です。車椅子も自分で動かせるのですが、いろいろ分からないことがあるの

で危険なことがいっぱいあるんですね。ちょっとしたすきに一人で、ど、こかに行ってしまうので、す。

お母さんと病院に行くと、お母さんがトイレに行っている問にどこかに行ってしまうとか、本人が

男性なので男子トイレにも女子トイレにも母親と一緒に入るわけにはし、かないとし、うことや、会

計をしているすきにど、こかへ行ってしまっていなくなることなどがあって、通院援助に男性が入

っているわけです。
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以上です。次に表の説明をします。

うちの平成 14年度のへルパ一派遣事業実績は今のところは見守り、散歩が一番多いので

すが、入浴もけつこうニーズ、があります。当事者たちがまだ、ヘルパーの使い方に慣れていませ

ん。だんだん外出の利用が増えてくると思います。

これがレスパイトサービスの 14年度の実績です。平成 14年度から始めて右肩上がりで、増え

ていたのですが、 13年から 14年にかけて数字が落ちているのは、もう1カ所で始めたからです。

仙台市全域を南と北に分けました。何に一番使われているかとし、うと、日中介護です。養護学

校から帰って、お母さんが6時頃帰るからそれまで、預かってほしいというような方々ですね。迎

えに行って、「すてつぶ・はうす」で過ごして、そしてまたお家に送り届けます。宿泊も多くありま

す。それから送迎のニーズ、が高いですね。移動の保障がないので、お母さんたちがふだんは

自分で、が-んばっていても、用事で送迎できない時にはうちに電話がかかってきます。

これが平成 15年度の「ピボ、ツト若林Jの事業実施状況です。障害児(者)地域療育等支援事

業「くれよんJと言います。どうし、うニーズが高し、かとし1うと 30歳から 50歳未満の方の相談です。

その方たちがどこに所属している人かとし、うと、在宅の人の相談が一番多く、その次はデイサ

ービスのようです。通所施設等に通っている人たちからもあります。まだ、幼児をもっ保護者に

は行き渡っていない感じです。 14年から 15年度の支援状況は、訪問相談、電話相談、来所

相談が上がってきています。

-日浦 「できなしリと言うことはやめよう、できることをしようとし、うことをお話しくださいましたけ

れども、下郡山さんは、優秀なケアマネジャーだ、と，思います。資源を上手に活用して、私もよく

電話でお話ししながら、「その手があったかJと教えられることが多いのです。他法人の資源も

有効に使いながらその人の地域生活を支えていらっしゃいます。私は、できる、できないは本

人が決めるとし、つも言いますが、周りにこれだけの資源がそろえれば、支えられるとし、うことを

分かっていただけたと思います。

では、寺谷さんと増測さん、下郡山さんから、最後にお話を少しいただけたらと思し、ます。

地域を巻き込んだ支援作りの輪を

・寺谷重症心身障害者の方の地域生活自体が非常に難しいとし、うことは、実際に関わった

上で感じています。青葉園自体、法で定められていない施設品、うことで自由にとし、うか、一人

ひとりの有様に合わせて活動してきました。

今回支援費制度に変わり、通所授産施設としち法内の施設に移行しています。ただ、現実に

は従来の授産活動も行うものの、それ以上に重症心身障害者と言われる人たちの生産性を問

いながら活動を創造していきたし立考えています。私自身これまでの青葉園の活動を通して、

重心の方にとって、金銭につながるような生産的な活動とし、うのは非常に難しいことですが、

地域を変えるとか、環境を変えてしてとか、障害をもった人たちが社会に出てし、くことによって、

さまざまな資源を作り上げていっているのではなし、かと思ってます。
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授産施設になって、青葉園の授産科目こ「福祉文化創造事業Jとし、うものを作りました。具体

的に言うと、それは実習生の受け入れ事業です。本来実習生の受け入れに関しては職員がや

っているように見えますが、本当は障害者ご本人が実習生に対応し、指導し、いろんなことを

伝えていると思います。その実習生が福祉現場や福祉の世界で活躍することにより、より福祉

文化の土壌が豊かになってして、それも大切な生産性だと思います。それ以外には、当事者

の声をきちんと伝えることが大事だとし、うことで、学校等から、当事者にお話をしてほしいとしづ

依頼があった場合、当事者はそれを「福祉文化を作るjとし、うことで受けるわけです。そのこと

で、より重心の人たちの生活、活動、生きている意味が社会に伝わってし 1くことがすごく大事な

ことではないのかと考えています。

23年間重心の人たちと一緒に活動してきて、確かに24時間介助が必要なのですが、でも一

人ひとりが自分とし、うものを持ち、いろいろな人の関わりを楽しみながら生きていることが分かり

ます。私たちはその人たちからいろいろ刺激を受け、いろいろなものをもらいながら、私たちも

自己実現をしながら生きています。生きようとしている主体と主体がぶつかり合いながら、何か

おもしろいものを作り上げていこうとしているだけではないのかなと思っています。

ただ、それを作り上げていこうとする際には、先程から言っている社会資源の問題、制度の問

題等があります。社会資源、制度がなければ作っていく、それはどうすればできるかとし、うこと

を考えながら、やってしくことが大切だ、と思っています。

個人の支援計画を作る際、個人の思いをきちんととらえるため、ご本人がどうしち生活を望ん

でいるかとし1うことを聞くと、「私は、親から離れて暮らしたしリと言う方が増えてきました。そのこ

とを支援し続けていこうとする際に、園の職員も非常に大変なことをしているのではない

か、本当にその人の人生を背負いきれるかということも考えさせられます。ただそこで、

「背負いきれないからもうやめます」ということではなくて、自分だけではなく、地域

の方々を含めていろいろな支援の輪を作りながら、その方が地域の中で生きていける状

況をみんなで作っていくしかないと思うのです。これからもできるだけいろいろな形で、

重心の人たちが社会の中で、その存在をきちんと受けとめられたらと思います。

今日は「重症心身障害者の地域生活」がテーマに挙がっていて、私自身は、これがテーマ

になっているのはとても興味がありました。重症心身障害の方たちも一人の人として認、められ、

当たり前に地域で生活をとし、うことが、よりこれを契機に広がってくれればと思います。

地域の人たちと双方に感じ合える場面

圃増測もう一つのフ。ロクググ、守、ラムをご

ます。土曜日の午後に土曜フ。ログラムとしづ形で、ミニコンサートを毎週しています。月 1回は

お誕生会をしますが、それ以外はだいたい年間 20回、し、ろいろな方に来ていただいて、主に

音楽を聞いていただく機会を作っています。

なかなか一般のコンサートに行くのは難しい人も多いですし、頻繁に出かけてしてのも難しい

ので、演奏者に来ていただいてミニコンサートをしています。地域の音楽サークルの方から、
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高校生のロックバンド、とか、プロで音楽家等、いろいろな方が来てくだ、さいます。

コンサートを聞いていて朋の人たちは、自分の気持ちが盛り上がってくれば、そうしづ表現を

されます。音楽を演奏する方は、自分たちの演奏がストレートに伝わるとし 1つも感想で、言ってく

ださいます。私たちは脇から見ていて、みんなが本当に音楽を感じている姿が分かるとうれしく

なって、職員同士で、目で合図をしながら見ているのがとても心地いい瞬間です。演奏する側

の人も、皆さんに聴かせてあげようとし、うことではなく、皆さんが聴いてくれるだろうか、喜んでく

れるだろうかと考えて真剣勝負で演奏に来てくださいます。重い障害があって、いつもしてもら

うばかりのように見えるけれどそうでなくて、相互の関係で、相手の人と真剣な気もちを行き交

わせる存在であることが感じられるひとときで、大事にしたいと思っています。

これからも、いろいろな地域の人たちと実際に関わって、双方に感じ合っていると思える場

面をたくさん作っていきたいと思います。そうし、うことが地域の中で、この人たちが生きているとい

うことではなし 1かとし 1うことを思いながら、今後もやっていきたいと思っています。

地元の資源を生かす

・下郡山「しようがい福祉ネット1w台J品、う運動体がありますが、その前身は 1975年に発足

させた「仙台市重症心身障害児(者)を守る会Jで、す。その当時は、「うちの子は重症なのよ。何

とかしてくれなし、か」と強調しないと誰も振り向いてくれなくて、その流れで、ずっと運動してきま

した。そして、重症心身障害児の通所の場を次々と作ってきたので、すが、考えてみたら、重症

児だけでなく、自閉症等の他の障害をもっている人もみんないろいろ大変なことが分かりまし

た。

私は施設長になって初めて他の障害者の人たちとつきあうようになって、どの障害をもって

も大変だとし、うことが分かったし、だから町でその人たちと交流するようになると、高齢の人たち

にも問題がたくさんあるとし、うことが分かりました。施設や事業を立ち上げるだけでなく運動の

継続が大切です。それで「重症心身障害児(者)を守る会Jの名前を「しようがい福祉ネット仙

台jとしづ名前に改称し、様々な人たちと不ットワークを組んで、いくとし、うことになりました。当時

者を中心にすえた街づくり、共生社会づくりが必要だからです。

各区の班会員が地域で街づくりの視点で始めたのが、地域の高齢の方のための取り組み

です。市民センター等で開催される催しには 60代の方が一生懸命通っていますが、 70、80代

になると、どこにも行けないで、ひっそり家にいます。そうしづ人たちを何とか引っ張り出して地域

のサロン作りをやろうよとなったので、す。高齢者だけでなくて障害者も一緒に、その保護者たち

も、普段地域のお世話になっているから私たちも地域のために何かやろうとしづ考えです。立

ち上がった班が2つぐらいあって、フルートやギターの演奏会をしたり、近所にお住まいの早稲

田大学の先生が、以前ベルギーにいたとし、うことで、ベルギーの話を聞かせてくだ、さし吃お願

いしたこともありました。そうし、う地元の資源を何とか生かそうとして、地域の人々と仲良くなりな

がらしようがいがある人への理解を深めて頂き、誰もが暮らしゃすい街づくりを目指しているの

です。コミュニティーワークです。
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心を大事にする人間の世紀に

・日浦下郡山さんにエネルギーを吹き込んでいるのは、何も言わない重症心身障害者だと

私はいつも思うのです。あの人たちは何も言わないのに、どうして私たちはどんどんいろいろな

ことをやりたくなって、走り回るのだろうと思います。そこに存在すること自体、すごいことだと思

います。そこに人がし、るとし1うことは、こちらにいろいろな電波を送ってもらっているのだと思い

ます。

私・は本大会の開催趣旨に、重度の障害をもっ人の人間としての権利を回復し、地域生活を

実現させるリハビリテーションをきちんとさせなくてはならなし立書いてあるところに大変共鳴し

ております。

藤井さんも一番重い障害の人たちが、地域で暮らせることができたら、誰でももちろん一緒に

地域で、暮らせるとおっしゃっていましたが、私は最初に重度障害の人と出会いました。そして、

この人たちが地域で生き抜くことができれば、ど、の人も地域で、生きることがで、きると思ってきまし

たし、そして、その思いを持続させてくれたのは、何も言わないみんなの笑顔と表情と、そこに

いるとし、うことだと思います。

重心の人たちは、身体機能はよくなってはし、かないと思います。拘縮や変形もひどくなって

いきます。でも、確実に情動、情緒、心、コミュニケーションの力は伸びていくと思います。自分

の思いを表現する力は、体がだんだん悪くなるのに反比例して伸びていくと思います。こんな

に表現ができて、こんなに声が出て、こんなにこの人は自分の思いを伝えてきたのに、状態が

悪くなって気管切開になって声が出なくなって悔しいとしづ思いをしています。

それからもう一つ、やはり快の状態を作るとし、うことが基本だと私は思います。身体的に苦し

いとし、うところからは何も出てこない。自己決定、自己選択と言われでも、痛い、辛い思いがあ

るままでは、心は何も動きません。まず体がきっくなり、呼吸が苦しくなる人たちの体の状態を

どうサポートしてくだ、さるかをリハビリテーションの関係の方たちにお願いしたいところです。

今私たちのところに、数えきれないほど大小さまざまのクッションがあります。脇に入れてあげ

たり、腰にあててあげたり、し、ろいろに使います。でも、どうやっても最終的にはだめな場合は、

人(職員)が抱きます。そうしづ形をとりながら、一番いい身体状況を作ってあげたいのです。特

に呼吸を管理するのはとても大事になってくると思います。そこをぜひ一緒にとらえていってい

ただけたらどれほど力強いことかと思います。

そしてもう一つは、家族を孤立させないことが必要です。一人ぼっちは絶対にいけません。

絶対に誰かとつながって生きていたいし、子どものことを思うのは、親以上の人はいません。で

も、一緒に考える人がそばにいるとし、うことは、家族にとっては大事なことだ、と思います。そのた

めのサポート、レスパイト、相談、それから地域の支援も大事だと思います。

私は今、教育についても関わっていて、今子どもたちの問題で悩んでいます。だんだん犯罪

が低年齢化し、人間関係を作るのが下手な子どもたちが増えてきています。それからいじめの

問題もあります。ちまたでは、メールや携帯電話で、連絡はで、きているのですが、思いとし 1うのは

人間と人間が顔をつき合わせて、そこで初めて伝わるものです。ところが、それ抜きに機械でと
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るコミュニケーションはコミュニケーションで、はないと思し、ます。

そうし、うことを教えてくれるのが、この重症心身障害者の人たちです。 20世紀は「できることは

いいことだJで進んできましたが、これからは心を大事にする人間の世紀にしてし、かなくてはな

らない。その為にも重症心身障害者児・者の人たちと一緒にその社会作りに参加していきたい

と思っています。

私は今日、大変勉強させていただきましたけれども、皆様し 1かがでしたでしょうか。

ありがとうございました。
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(3)養護学校卒業者の社会参加

コーテ'ィネサ 小川 淳(横浜市総合リハビリテーションセンター)

赤塚光子(立教大学 コミュニティ福祉学部)

室津 滋樹(横浜市グループホーム連絡会)

青木 昌子(横浜市総合リハビリテーションセンター)

池 成彦(神奈川県立鎌倉養護学校)
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分科会事例研究

重度・重複障害のリハビリテーションサービス

グループ3 養護学校卒業者の社会参加

コーディネーター横浜市総合リハビリテーションセンター小川淳

立教大学コミュニティ福祉学部赤塚光子

神奈川県立鎌倉養護学校池成彦

横浜市グループホーム連絡会室津滋樹

横浜市総合リハビリテーションセンター生活訓練係青木昌子

養護学校卒業者の社会参加

横浜市総合リハビリテーションセンター小川淳

コーディネーターをおおせっかりました、横浜市総合リハビリテーションセンターの小J11と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。

今回、この分科会グループ31養護学校卒業者の社会参加」をテーマに進めていきたいと思

っています。皆さんのいろいろな意見もおうかがし、しながら進めていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

まず、分科会のテーマのことで少しお話ししたいと思います。まず今回、重度・重複障害の方

が統一テーマになっていますが、重度・重複障害の方といってもいろいろな方がいらっしゃい

ます。この分科会については対象を、主に脳性麻樺を中心にした運動障害と、さらに中度から

下以下の知的障害をおもちの方にさせていただきたいと思っていますので、まずその点をご

確認ください。その中でとりわけ知的障害については社会参加に向けてどのような取り組みが

あるのかについて、特に話を深められればと思っています。

今回のシンポジストは、横浜市を中心に活動されている方に来ていただいています。横浜

市を中心とした取り組みを報告しながら、その成果や課題を抽出し、今後の必要な支援等に

ついて検討したいと思いますので、よろしくお願いします。

知的障害をもっとし、うこと

シンポジストの方にお話し、ただく前に、先程私は知的障害をもっとし、うことがどのような障壁

になるのかについて掘り下げたいと申し上げましたが、実際に運動障害以外に知的障害をも

っとし、うことがどうし、うことなのかをお話しします。障害を直接に代替する手段はないとし、うこと

が、一つ言えるのではなし、かと思っています。例えば運動障害をおもちの方であれば、車椅

子等いろいろな福祉用具が今は発達してきでいるので、障害をおもちの方の機能を代替する

手段があります。ところが知的障害については直接代替する手段はない、とし、うことが言えるの
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ではなし、かと思います。

さらに運動の障害や身体障害と異なり、障害の存在が周囲から理解されlこくし 1としウ側面も

同時にあります。これからいろいろな立場のシンポジストの方にお話をしていただきますが、専

門家といわれる立場の人間も、知的障害の存在を理解しているかどうか、そうし 1うことも今の課

題になるのではなし、かと思います。

もう一つ、知的障害をもっ方はさまざまな力をつけるために長いフ。ロセスを必要とします。要

するに一朝一夕では自分の新たな力を発揮する、身につけるとし、うことが難しいとし、うことが言

えると思います。さらには、そのようにして蓄積した力を発揮するためには、継続した支援が必

要になってきます。例えばこうし、うことができるようになりましたとなっても、環境が大きく変われ

ば、その力は発揮で、きなくなってしまうとし、うこともあり得ます。そうし、う意味では、常に厚い支

援が必要かとし 1うと、必ずしもそうではなく、支援を継続することが重要であると言えるのではな

し、かと思います。

もちろんこれ以外にもいろいろな課題等あると思います。私のほうからまず思いつくものとし

て挙げさせていただきました。

社会参加を進める要素

もう一つ、社会参加を進める要素について、少し触れておきたいと思います。当然、社会参

加を進める要素として障害をおもちのご本人が、例えばADL、コミュニケーション、生活技術、

移動能力を自分で維持できているとし、うこと、ご自分でいろいろなことができるようになるといっ

た側面も必要だろうと思います。

ただ、もう一方で、ご本人を取り囲む環境品、う要素についても考えてし、かなければいけませ

ん。ですからご本人にどのような力を身につけていただくかとし 1うことと、もう一つ大切な視点と

して、その方を取り巻く環境をいろいろな意味で整理していくとしづ要素を忘れてはならないと

思います。

トップダウンとボトムアップ (資料)

もう一つ、トップpタマウン、ボ、トムアッフ。についてお話します。ボトムアップとしづ考え方には、ま

ず社会とし、うものが一つ規定された形であり、ここに赤い線が引し、てあります。それが社会参

加をするのに必要なある意味で基準の線とし、うことになるかとい思います。障害をおもちの方

は、どちらかとしづとご本人の力をつけてしてとしち方向で努力を します。さらに、この赤い線

に近づくようにご本人が努力をしていきます。こうしち考え方がボ、トムアップ。と言えるので、はない

かと思います。

一方、トップダウンとしづ考え方は、障害をおもちの方がご本人の能力を使っていろいろなこ

とを身につけていくことを、社会が規定するのではなくて、社会の側がこの方のもっている力に

合わせてしてとしづ考え方であると思います。

今までお話ししたことについては、これがし、い、悪いとし 1うことではなくて、これからシンポジス
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トの方にいろいろご報告をいただき、さらには皆様と議論を進めるにあたって、その一つの前

提となることとして頭に置いていただければありがたいと思っています。

それでは、シンポジストの方を簡単にご紹介させていただきます。

まず、トッフ。バッターとして赤塚光子先生にお願いしてあります。赤塚先生は、以前に埼玉県

の川口市で特殊学級の先生の経験があります。その後、東京都心身障害者福祉センターの

職員をされ、平成 11年から立教大学のコミュニティ福祉学部に勤務されています。赤塚先生

には、「養護学校の社会参加に関する現状と課題」とし、うことでお話をいただきます。

2番目の方ですが、池成彦先生になります。池さんはちょっと変わった経歴をおもちで、今は

神奈川県立鎌倉養護学校の進路担当の先生をされていますが、先生になる前には、一般企

業での勤務経験をおもちです。その後、知的障害の方の県立高津養護学校、現在は知的障

害と肢体不自由のお子さんが通う鎌倉養護学校にお勤めです。池先生には養護学校の立場、

教師の立場から、「養護学校における社会参加カリキュラムの現状と課題」とし、うことでお話を

いただきたいと思っています。

ちょっと戻りますが、赤塚先生には全体のお話をしていただくとし 1うことでお願いをしてありま

す。

次は、室津滋樹さんです。室津さんは、 1977年ぐらし、から障害者の運動に関わられ、 1979

年に横浜で作業所を立ち上げ、 1981年からは東京の自立ホームでお仕事をされて、 1984年

に横浜でグループホームを立ち上げ、そしてグ、/レーフoホーム連絡会の会長をされています。さ

らに 1995年からは、横浜市中区にある「本牧活動ホームJの所長をされています。室津さんに

は、社会参加のー形態であるグループホームの生活とその課題とし、うことでお話ししていただ

きます。

最後になりますが、青木昌子さんです。青木さんは現在横浜市総合リハビリテーションセンタ

ーの身体障害者更生施設で生活支援員をされています。大学を卒業されて平成元年からこ

の道一筋でご活躍されています。青木さんには、更生施設の立場から、「養護学校卒業者に

対する社会参加プログラムの実践Jとし、うことでお話をいただきたいと思っています。
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養護学校卒業生の社会参加

立教大学コミュニティ福祉学部赤塚光子

私は、この後お話しされる横浜市などで、教育や福祉実践に取り組んでいらっしゃる3人の方

のお話の前提となることを、私の実践経験等を踏まえてお話ししたいと思います。

最初に、先ほど小川さんからこ、説明がありましたこの分科会で、対象とする人たちがどこで、学

んでいるかとし、うことから話を始めます。対象者のうち、ごく一部の方は普通学校で学んでいる

かもしれませんが、大多数は養護学校で学んでいるのだろうと思います。

皆さんご承知のように、このほど、学校教育法施行令が改正されました。これをみますと、肢

体不自由養護学校の対象となる障害の程度に関する基準として、 1、肢体不自由の状態が補

装具を使用しても、歩行等、日常生活における基本的な動作が不可能、または困難な程度の

者。 2、前号の程度未満で、常時の医学的な観察指導で行動する程度の者、となっています。

肢体不自由養護学校の対象者は、こうした肢体不自由があるとし、うことになりますが、知的障

害をあわせもっている方もいらっしゃるので、す。

昭和 54年に養護学校の義務制が実施されました。平成 13年5月1日現在、全国に肢体不

自由養護学校は198校あります。学んでいる児童・生徒が1万8，289人、教員が1万4，212人、

職員が 3，719人です。

今週の水曜日に、都内のある肢体不自由養護学校に行って来ました。学校運営連絡協議

会としづのを各養護学校が設けておりまして、第三者に学校運営や授業の評価等を受けると

いうものです。私も委員として、授業を見せていただいたり、授業や設備運営などの評価をした

り、そのあと議論に参加してきたところです。私は、小1から小3まで、の最も障害の程度の重い

児童のクラスに行き授業をみせていただきました。そのクラスのこどもたちは、体が小さくて、先

生に抱っこされているとしち感じで授業に参加していました。先生方の愛'情が伝わってきました。

6歳から 18歳まで、ほとんどの方が 12年間、そこで学びます。在校生の知的障害の程度も、

多様であるとしち実感をもちました。

養護学校卒業生の進路状況

そして養護学校を 18歳で卒業していきます。レジュメに載せたのは、平成 13年3月卒業生

の進路の状況です。国・公、私立合わせた肢体不自由養護学校の卒業生が1，771名、社会福

祉施設・医療機関入所が最も多く 1，123名となっています。肢体不自由学校からの進路先は、

進学する方から施設入所、医療機関の入所、在宅としづ方もいらっしゃって大変幅広いことが

分かります。

進路枠としては社会福祉施設・医療機関入所となっていてここが多いのですがますが、ほと

んどの方は社会福祉施設利用を進路としていると考えていいと思います。施設種別でし、うと、

身体障害者更生施設、授産施設、デイサービス施設、療護施設等があります。もしかすると知
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的障害の方が利用できる更生施設、授産施設、デイサービス施設等を利用しているかもしれ

ません。その他に、そのよう法律に基づいた施設ではなくて、共同作業所のような補助金で、運

営する通所施設を利用している方もいるかもしれません。

これらの施設は、 r (社会)リハピ、リテーション機能をもっ場Jと「日中活動の場Jに大別され

ます。 r(社会)リノ¥ピリテーション機能をもっ場」とは、まさに、更生施設のことです。平成 13年

度の統計を見ますと、肢体不自由者更生施設、重度身体障害者更生援護施設が全国に合わ

せて 109カ所あります。「日中活動の場Jとしては、仕事を中心とする授産施設、重度授産施設、

デイサービス施設、それから共同作業所があります。さらに加えると、「生活の場Jとして、身体

障害者療護施設があり、通所型の施設で、は地域生活支援のサービス機能をもっているところ

があります。(*支援費制度施行に伴い、施設種別において「重度Jを関する施設はなくなっ

ています。)

r (社会)リハビリテーション機能をもっ施設」は、利用者個別の自立と社会参加のためのフ。

ログラムをもっとしづ場所です。個別の社会参加のためのフ。ログラムをもっこの施設を、本人を

主体とする生活設計を行うところとして、学校卒業後に利用することがで、きるとし、うことです。

それでは、それ以外の施設における個別支援はどうなっているのでしょうか。支援費制度が

開始して、個別支援計画の作成が義務づけられました。この計画作成により、その人の生活を

一緒に考えるようになったのは大変ょいと思うところですが、私が拝見したところでは、地域生

活を視野に入れた個別支援計画とし、うより、施設内での個別の支援計画に終始しているところ

が多かったような気がします。

自立と社会参加

次に、教育や進路、卒業後の生活における自立と社会参加とし、うことはどうし、うことかを考え

てみます。それは、やさしい言い方をすれば、「地域の中で普通に生活を送ること、そしてその

生活の主体者は本人であることjと言うことではなし、かと思います。どこで誰と暮らすか、毎日を

どのように過ごすかなど、こうし、ったことを自分で決めることができること、地域の中で普通に生

活できること、そうし、ったものが目標としてあると思います。こうしち生活でなければならないとい

う固定したものではなく、さまざまな暮らし方があると考えるのが自然です。

社会福祉基礎構造改革の中で、個人の尊厳の保持、福祉サービスの選択、サービスの提

供者と利用者の対等性の確保、地域福祉の推進などが掲げられていました。こうし、ったことへ

の取り組みは、とても重要なことです。しかし、もう一つ重要なことは、本人が自立して生活して

して力をつけることで、す。障害をもっご本人が、これが自分の生活だと言える生活、それが実

感で、きる生活を作ってして力を高めていくことが大切だ、と思っています。もちろん、この力を高

めるための支援、のぞむ生活への支援が必要とされるとし 1うことが前提です。

自立を促す関わり

次に、自立を促す関わりとして、どうし、うものが大事なのかを考えてみたいと思います。これが
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(社会)リハビリテーションの根底にあるものと考えるからで、す。「キーワード」を6つ書きました。

1番目は「自尊感情jです。自分を大事にするとし、うことです。それは周囲から大事にされて

いる中で育ちます。

2番目が「自己決定」。小さなことから大きなことまで、自己決定の内容はあるかと思いますが、

自分で決めたことが周りからそのようにさせてもらえているとし、うことでもあると思います。

3つ目が「自己認知(生活体験・生活技術)Jです。自分のことをよく知るとし、うことです。さまざ

まな体験をとおして、自分が得意なことやできることを見つけていくこと、あるいはこうすればで

きるとしち自分のやり方を見つけていくことです。また、一人ではできないことについては、頼む

ことです。もしこうしたことの整理が一人でできないならば、ここを支援して、ご本人がこうすれ

ばうまくし、く、大丈夫と思える生活の技術をもつことです。ですからここでは「技術Jとし、うのは、

「自分ひとりでできるようになる」としづ意味で、使っているのではありません。

そして4つ目が「コミュニケーションjです。自分の意思を表すとし、うことです。この力は、周り

がその意思を受けとめて返していくことで、確かになっていきます。「はしリとか「し¥1t ¥えJとか、「う

れししリとか「嫌だ」とかが言葉で言える人もいるでしょう。言葉で話すことが苦手であるならば、

表情や動作など、何らかの方法で相手とのコミュニケーションがとれること、そうしづ関係を周囲

も大事にすることで、コミュニケーションの力は育ちます。

5番目に「社会資源(地域資源)J。社会資源を使うことです。この中には、例えばホームヘル

フ。サービスを使って外出することも含まれるで、しよう。障害のある人のためのサービス、誰もが

使うサービスなど、地域のさまざまな資源を上手に利用することです。

そして6つ目として、周りの方たちにそうしづ生活を認めてもらっているという「社会(周囲)の

認知Jをあげました。周囲の人たちの障害についての理解をもっと進めたいところです。

この自立を促す関わりは、押さないときから障害がある人も、または人生の途中で障害をも

った人でも同じように大事なことだ、と思います。基本的に、障害の種類や程度は問わないと考

えています。横浜市総合リハビリテーションセンターの実践をお聞きしたいと思います。

生きる力を育てる課題

生きる力の獲得を阻害する要因も、たくさんあるのです。ここへの対処も必要です。今申し上

げた 6つのキーワードについて、その逆は阻害要因となるとし、うことです。

次に、生きる力は、どうしづ時に獲得されていくのかとし、うことを考えてみます。それは、でき

る限り制約の少ない普通の生活を送る中で獲得されてしてのだと思います。ですから、利用で

きるサービスも使いながら、できる限り普通の生活を送り、そうしち中でその生活をふくらませて、

自分の生活のイメージをつくっていくことが大切なのです。そうすることで、ご家族や関係者、

支援者も、このイメージを共有しながら本人の主体的な生活を支援することができ、さらにその

生活が充実していくのです。普通の生活の中で育つこと、生活を通して学ぶこと、これが大事

だと思います。もし、それが難しいならば、できるだけそこに接近すること。このことを意識して

生活すること、あるいはそうしづ時間を意識して生、活に組み込むことなど、が大切になってきます。
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この分科会の対象者は、知的障害をもっている方たちですから、時間を十分にかけることも大

事なことであると思います。

今まで、学校を卒業した後の主に日中の生活の場について話してきましたが、もう一つ考えな

くてはならないことがあります。

現在は養護学校を卒業後、すぐに入所施設に入る方よりも、通所施設を選ぶ方のほうが多

くなってきました。養護学校を卒業した後はご、家族と一緒に生活しています。ですから日中の

生活をどうするか品、うことが進路の課題となっていると思います。しかし、年月がたつて、ご本

人が家族からの独立を考えたり、親御さんが年齢的に世話ができない状況になるとし、うのも、

当然あることです。家族から独立した自分の生活を地域で、作り上げるためには、自立を促す要

因や自立を促す環境について、よりしっかりと考えてし、かなくてはならないのです。このことに

ついては、室津さんからお話をしていただけると思います。また、現在、当事者団体が自立生

活プログラムとしてこうし 1ったものを提供しているとし、うこともつけ加えさせていただきます。

それでは、生きる力を育てる課題の内容は、どうし、う領域にまたがっているのかを考えてみ

ます。ここにアメリカのアクセスリビングの 25のモジュールを挙げました。内容の説明は省略さ

せていただきますが、この日本版として私たちは、「社会生活力Jとしづ言葉を使い、『社会生

活力プログラム・マニュアル』を作成して、中央法規出版から刊行しています。知的障害のある

方については、ここに書かれていることが非常に難しいのではなし 1かと思われることもあるカも

しれません。しかし、いろいろな領域にまたがってその人の課題が解決されなければ、地域生

活は維持、充実できません。とし、うことで、手掛かりとして役に立つのではなし 1かと思います。

個別の教育、個別の福祉サービス提供

現在、福祉も、教育も、大きな変革の時期を迎えています。個別性が重視され、学校教育で

は、個別教育計画、また学校から地域社会への移行、個別移行計画も作成されています。

水曜日にうかがった養護学校で、も、学年で個別の目標を含めた教育目標、事業計画を作り、

また高等部の生徒さんについては、個別移行計画を福祉サイドと一緒に作る取り組みをして

いました。

福祉では、新しいサービス提供の仕組みである支援費制度が開始されました。その中で個

別支援計画を作成することになっていることは先程お話ししたとおりです。支援費制度のもとで、

それぞれに、さまざまなサービスを上手に利用してし、くためには、相談支援事業も重要です。

今回の社会福祉法の改正で、相談支援事業は社会福祉事業の一つになりました。今後、この

充実を強く望みたいところです。

支援費制度では障害児の在宅サービスとして、ホームヘルプρサーピ、ス、ショートステイ、デイ

サービスがあります。親御さんにいろいろお話を聞いてみますと、ホームヘルプサービスの利

用、とくに外出時の利用が多くなったようです。いつもそばにいた親ではなく、他人に介護を受

けながら、新しい挑戦を楽しんでいる様子などをお聞きしています。学校教育を受けている期

間に、福祉サービスを上手に利用することで、一人ひとりの生きる力が伸びていくのではない
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かと期待されます。また、学校で、は総合的な学習の中で生きる力を意識した取り組みをしてい

るとお聞きしているところです。教科以外の学習で、社会との関わりを考えることが、今どのよう

に行われているのか、この後で池さんからご報告があると思います。

こうした中でもう一つ重要なのは、このようなサービスの利用などを、誰がコーディネートする

のだろうかとし、うことです。親御さんなのでしょうか。相談支援事業はどのようにこれを支えられ

るのでしょうか。コーディネーターの存在については、福祉のほうでも、教育のほうでもその必

要性が提起されています。しかし、現実的に、誰がどのようにご本人やご家族をコーディネート

していくのかと考えると、どうもまったく見えてこないのです。支援の一貫性品、うことでも、不十

分さを感じています。

地域での生活を支えるに足る基盤の整備

その他、地域での生活を支えるに足るサービス提供基盤の整備については、多くの課題が

残されています。しかし、時代は少しずつ変わってきています。この変化の中で、養護学校卒

業後の生活について考えてし、かなくてはなりません。

まとめますと、課題の1っとして卒業後の生活が地域の中で主体的に送れるようにすることが

あります。 2つ目に養護学校の課題、それから福祉施設の課題、それぞれの個別の支援課題、

教育課題をより明確にしてし、くことが必要であるかと思います。

また3つ目には、学校を卒業するまでの間も、児童・生徒は地域で生活しています。この生

活をどのように支えてしてかとし、うことがあります。その他いろいろと課題はありますが、また後

の議論の中で深めたいと思います。
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養護学校における社会参加カリキュラムの現状と課題

神奈川県立鎌倉養護学校池成彦

まず、学校の紹介を簡単にします。最寄り駅は JR東海道線の大船駅近くです。

学校の規模は、小、中等部は肢体不自由関係のみで、高等部からは知的障害の生徒も

います。児童・生徒数約 160名、教頭 2名といういわゆる大規模学校です。生徒の居

住地は鎌倉、藤沢、逗子、葉山。そして横浜からが約半数近くです。進路先は、重度重

複の人を受け入れている施設から、企業就労まで、幅広く対応しています。

去年の進路実績は、知的と肢体を合わせて約 30名の生徒のうち、肢体不自由の生徒

に限ってみると肢体の更生通所施設が6名、入所施設が l名です。あと地域作業所が5

名、身体障害者デイサービスセンターに 2名、あと通所施設に 2名ということです。

初めにお断りしておきますが、話の中では、肢体不自由の課程の生徒の話と合わせて

知的障害の課程の生徒の話も入るということご了承ください

1.教育ニーズの高まり

まずは最初に挙げた教育ニーズ、の高まりというところでは、入学希望生徒の増加、

障害の多様化ということで、いろいろな児童、生徒が集まってきています。知的な課程

に入学してくる生徒の中には不登校、また養育手帳が取得できない知的に高い生徒も

います。今までの養護学校の考え方では対応できない生徒が入学してきでいます。同時

に、保護者の方も学校に対して期待をしています。養護学校に入れば、何かできるよう

になるとか、就職できるようになるとか、漠然とした期待をもっている方が多いのです。

そういう保護者の方は期待する分、かなり厳しく学校を見られています。

逆に自分のお子さんに対して興味をもっていない保護者の方もたくさんいます。あと

児童養護施設から通ってくる生徒もいます。そういった家庭に恵まれない子どもたちが

いるので、卒業後は日中の活動場の確保も合わせて、やはり卒業後の生活の場の確保を

考えていかなければいけないということもあります。

あとは、先程言った重度重複重心の生徒の中には、進行性の病気をもっている方がい

るのでそういった方の進路を考えていかなければいけません。

私は進路担当を 8年ぐらいやっています。最初のころは知的と肢体不自由とは分けて

考えたほうがいいと思っていましたが、最近、ちょっと乱暴かもしれませんが、とらえ

方としては同じかと思ったりします。進路担当になって、 1年、 2年目の時は、進路を

決めなければいけないあせりから、保護者の方に進路担当サイドから決めていくような

こともありました。でも今はそういうやり方はよくないことです。進路指導は難しいな

と思います。

保護者の方はお子さんが養護学校を卒業して、社会に出ていくことに対して非常に不

安をもっている方が多いのです。高校 2年生の秋ぐらいに行う保護者面談では、保護者
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の方は進路担当にどんなことを言われるのか非常に不安に思う方が多いです。面談や実

習を重ねる中で、だんだんと保護者の方の姿勢が変わってくるからいいのですが、学校

の先生が一緒になって不安になってはいけないと思います。担任の先生も自信をもって、

保護者の方に、生徒の皆さんは社会に出ていくんだということを勇気づけていかなけれ

ばいけないと今感じています。

「進路Jと一言で言っても、学校の指導の集大成としての進路として考えていかなけ

ればいけないので、す。突然、ふってわいた進路ではなくて、小中高をとおして、卒業後

どうするかということを考えていかないと、目先の進路だけに追われてしまって子ども

の姿が見えないということになります。担任の先生はどうしても、個別的な対応になり

がちですが、担任の先生とも今のような議論することも必要です。ときどき全員の学校

の先生と論じ合うこともあります。

ただ、正直言って、むずかしいこともあるのですが、高校3年生になって突然自分

で進路を決めろと言われでも、何をどう決めていいか分からないというところがありま

す。それを手伝っていくのが養護学校の担任の先生であり、進路担当だと思うのです。

「自己選択の力」とは、非常にいい言葉ですが、実際にどのぐらいできるかということ

を、養護学校は真剣に考えていかなければいけないのです。

現在養護学校では、個別移行支援計画、教育支援の取り組みを始めています。これは

もう、一人の教員の努力、勘とか、経験ではなかなか対応できないところに学校が直面

してきでいるからです。経験がある先生には、そんなことは分かつていると怒られたり

するのですが、やはり謙虚になって考えていく必要があると思います。

本校は小中高等部とありますが、高等部に来て何か新しいことが身につくかという

と、なかなか厳しいところがあります。具体的に何を身につけるかという部分は、指導

する教員のほうが明確な目標をもっていないと、身につかないということです。

例えば進路担当が担任の先生や保護者に、「一人で学校に来られますかJとか、「パス

に乗って、電車に乗って来れますかJ、また肢体不自由の子だ、ったら、「トイレに行きた

い時サインが出せますか」、「サインが出せない場合でも、 2時間たったら必ずトイレで

排尿できますか」といったことを聞きます。担任の先生や保護者には何ができて、何が

できないのかなというところをまず教えてもらいたいのです。

日常生活の指導は高校生からではもう遅いと思います。やはり小学校の早い段階、も

しくは療育の段階から始めてもらいたいのです。うちの小中等部の先生とか保護者の方

と話すと、高等部の先生と聞いてくることは同じで、「卒業後はどこに入れるんですか」

という話になります。そうではなくて、在学中に日常生活について今言ったようなこと

ができるようになることが大切です、と言っています。

今、知的障害と肢体不自由の課程の生徒あわせて 30名ぐらいの高等部の 3年生がい

るのですが、はっきり進路が決まっているのが、障害者の訓練校に行く 3名のほかに 1

名就職が決まった生徒がいるだけです。他の 26名は全然進路が決まっていません。
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2.学校でできることとは?

レジュメの 2番目の項目の、「学校でできることとは ?Jということですが、小中学

生の段階では生活範囲が拡大するほど、トイレ等の生活習慣を身につけていただきたい

と担任の先生に話はしています。

特に小中学校の先生が進路を含めた先の見通しをもった指導をぜ、ひやっていくこと

が学校では大切だと，思っています。そういった指導は、社会と子どものつながりの第

一歩だ、と思います。つまり、社会参加にはルールがあって、社会のルールを守っていく

ということの土台になることです。

逆に、こういった言い方をしたら失礼になるかもしれませんが、障害者だから許され

る部分は社会のルールではないと思うのです。やはり最低限のルールというのが絶対に

あると思います。それを守っていく、身につけていく努力をしていくということは大切

だと思います。

あと、進行性の障害をもった方もいらっしゃいますが、どんなお子さんでも一人ひ

とり、みんな可能性をいっぱいもっていると思います。就職できないからだめだという

のではなく、その人らしく素晴らしい充実した生活を送ってもらいたいといつも思って

います。その手段のーっとして自分の気持ちを周りの人に発していけることも必要です。

そのために学校は、何をしていかなければいけないかというと、例えばコミュニケーシ

ヨンの場合、パソコンを使う方法も考えていく必要があるし、すでに取り組んでいるこ

ともあります。口でのコミュニケーションができなくなったときのためのパソコン指導

をすることは担任の先生の中には、残酷だという方もいらっしゃいますが、先々のこ

とを考えると最後まで社会に自分の意思が発していけないということのほうが、 どれ

ほど残酷なことなのかということを分かつてもらいたいと思います。

そういったことを普段、他の先生方にお話していますが、最後には具体的に進路を考

えていかなければなりません。学校では進路面談をとおして福祉施設、作業所、企業等

に、 1週間から 2週間ぐらい現場実習をして、そこで生活なり仕事を経験してもらって

います。

他の学校では、実習は l学期に l回、 2学期に l回ぐらいで年に 2回ぐらいのところ

が多いのですが、うちの学校の場合、最低3カ所、多い時は5カ所ぐらいで実習をしま

す。 3年生になるとほとんどの生徒が実習します。少しでも進路先の方に生徒のことを

分かつてもらいたいと思っているからです。実習を通して養護学校からこんな生徒たち

が社会に出て行くということを知らせる意味でもあります。そんな思いで具体的な進路

指導を行っています。

その過程の中でどうしても考えなければいけないのが、先程言った個々の生徒が今で

きることとできないことです。実習に出すにあたっても、できる、できないをはっきり

先方に伝えないと、例えば実習先でけがをしてしまったりします。そうなってしまうと、

何のために実習に行ったのか分からないので、相手側に客観的に伝えていかなければい
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けない情報は最低限あると思います。それらを含めて、高等部では、これから新しいこ

とを身につけるというよりは、今まで身につけてきたものを再確認する時期だと考えて

います。

よくあるのですが、先生や保護者の方で、「こんな条件があればできるJとか、「今や

っていないんだけれどやれると思います」と言う方がいらっしゃいます。それは、結局

できていないことと同じと思います。 Iできる」ということは、やはり無条件にできる

ということなのです。

3.学校から地域へ

3番目の「学校から地域へ」という部分です、養護学校に入ると 12年間、地域から

離れたところで生活するということになっていきます。高等部を卒業して、初めて地域

で暮らすということを再認識しなければいけません。 12年間も地域にいないと、地域

の方も、本人もお互いに慣れていません。ただ、いつかは地域に帰っていかなければな

りません。

どんな進路先に進んでも、学校で身につけたものを卒業後も生かしてもらいたいの

です。学校で今まで継続してやってきたことを引き続き地域で取り組んでもらうことは、

地域社会での生活を送るきっかけになると思います。

一口に地域といっても漠然としている部分がどうしでもあります。どこで養護学校で

できなかったことを進めていくかというと、やはり日中活動の場でしょう。具体的にい

うと、施設や作業所です。あと、福祉事務所のケースワーカーといった方にも伝えてい

くことが大切だと思います。

進路というのは学校だけで決めるものでなくて、福祉施設とか、受け入れていってい

ただける所と相談しながら決めていくものです。本校では、まず最初は、進路面談で、

ケースワーカーに学校に来てもらい面談の最初の段階から入ってもらっています。

個別移行支援計画に関連していくことかもしれませんが、学校での記録等はケースワ

ーカーに伝えていくことが大切だと思います。そこには担任の先生のその生徒に対す

る思いとか、将来に対する見通し等があれば、学校としての思いが先々少しでも反映さ

れていくのではないかと思うからです。

4. これからの学校の役割

このあたりから 4つ目の学校の役割に入っていきます。高等部の 3年生というと、保

護者の方も、生徒の方も非常に不安です。学校に来るまでは、例えば地域の就学指導

委員会等が全部決めてくれます。日々の学校生活も、「今日は遠足だj とか、毎日、今

日は何があると言われて動くことが多いので何も考えなくていいのです。でも学校を出

てから、今度は何もかも自分で決めていくということになります。でも決めるというこ

とに慣れていなくて、不安に思う方が多いのです。ですから、そういった不安の中で、

-116一



保護者の方も一緒に考えて、本人の気持ちを記録して残していくのは大切だ、とd思ってい

ます。

社会に出ていても、いろいろな問題が起きてきます。例えば会社に勤めてからも、

会社から卒業生に不手際があった時、何とかしてくれないかという電話がかかってくる

のです。その時に学校だけで解決するのではなくて、学校と職場、場合によっては行政

の方に入っていただいて、話し合いの中で考えるべきではないかと思います。卒業して

入った福祉施設、作業所、企業とのご縁は大切にしたいと，思っています。成長とともに

仕事が変わっていくのは当然なのですが、いい意味での転職は歓迎したいと思います。

不手際とか、マイナスの要因については学校からも出ていって話し合い、会社や施設

の方も、個々の生徒の障害や特性を再認識していただきたいと思います。そういうやり

取りをとおして定着指導しています。

本項の冒頭で述べたように肢体不自由の生徒が 1人就職を決めました。その時もう一

人本校の生徒ではないのですが聴覚障害の方で現在通信制の高校に通っている方と一

緒になりました。その子か本校の生徒のどちらかー名が採用とのことでした、正直両方

とも合格してほしいと思いました。聴覚障害の障害の方に、「通信制の学校の進路の先

生は就職の相談に乗ってくれているのか ?Jと聞きました。その子が在籍している通信

制高校では、ほとんど進路相談などはないようでした。私は「これから何かあったら相

談しなさいよ」と話しておきました。本校の卒業生以外の方でも障害者の方が学校に相

談に来た時に、うちの卒業生じゃないから知りませんではなくて、相談に来たら手助け

できるシステムがあればと思いました。今、神奈川県の養護学校では、地域のセンター

化ということで、地域の障害者の方も相談に入れていく流れが出てきてきています。

養護学校は地域の中にありながら、地域の学校でないという面があるので、そうい

う点では地域に聞かれていき、いろいろな人との交流もこれから考えていかなければな

らないと思っています。

5.社会の中でも成長を願う

最後に、学校が今どうしてこんなことをしているのかということですが、やはり学

校の教員は卒業生のことが心配です。「みんな大丈夫かな、元気でやってるかな」とい

つも思っています。社会に送り出しても、引き続き社会の中で成長してもらいたいと思

っています。一人ひとりの生徒の幸せを祈っています。それは全国どこの養護学校の先

生も同じだと思います。そのために、高等部卒業生を社会につなげていくという部分で

は、養護学校で身につけていったもの、また途中まで勉強したものを、また引き続き社

会の中で学んでいくことが、社会性を身につけていくひとつの手立てにつながってい

くのではないかと今実感しています。
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グループホームにおける重度・重複障害者の生活とその課題

横浜市グループホーム連絡会室津滋樹

障害が重くてもグ、ループホームで暮らす

今から 20年ぐらい前に脳性マヒの人たちを中心lこしたグループpホームを作りました。当時は

まだグループpホームに対して、国の制度はない時代で、グループホームは大体身辺が自立し

ていて、ちょっとした手助けがあれば暮らしていける人が暮らす所、重い障害をもった人は施

設で暮らすとしづイメージで横浜市は考えていました。でも、障害が軽ければ地域で、障害が

重ければ施設なんておかしい、重い障害があっても地域で暮らしていこうと考えて、制度がで

きる前にスタートしました。

ですから私たちのグループホームができた時は、横浜市にはまだグループホームの制度が

なくて、どうせすく守につぶれるよと噂されました。それで3カ月たった時にはみんなでお祝いを

して、 2年たった時には、パンフレットを作りました。

重い障害をもった人たちのグループ。ホームについてお話をします。

まず、グループ。ホームとは、国の制度としてのグ、ルーフ。ホームと、概念として援助が必要な人

たちが何人かで暮らす場所としてのグループホームと、 2通りあると思います。制度としてのグ

ノレープホームは、知的障害者が4人から7人で、それで、バックアッフ。施設があって、ほんの少し

の補助金で運営していくところなので、どうしても多くの援助を必要とする人は利用できません

でした。

ただ、概念としてのグループ。ホームは、援助が必要な人が何人かで一緒に生活をしている場

所なので、そうであるならば、いろいろな障害をもった人、あるいは障害が重い人も軽い人も暮

らせる可能性があります。私たちは、街の中で普通に暮らしたいとしづ障害者の思いを実現し

ていくのがグ、ループホームだ、と考えています。

それからグ、ルーフ。ホームとし、うのは先程言ったように、制度としては非常に貧弱な制度なの

で、手厚い援助体制を作れません。だからグループホームに入るためにはいろいろなことが自

分でできなければいけないと思っている方が多いと思います。私たちのグループホームにも、

県立の施設に入所している人が見学に来て、「自分はグループホームで生活ができないん

だ」と言うのです。どうしてと聞くと、「ボタンが取れたら、ボタンをつけられなし、からjとその人は

言うので、びっくりして、「ボタンぐらい職員がつけるよ」と言ったら、今度は向こうがひ、っくりして、

「そんなことをやってくれるんで、すか」と言いました。彼は、ボタンが自分ではつけられなし1から、

入所施設にいなければいけないと思っていたのです。そうではなくて、グループホームではで、

きなし、ことは職員が手伝うのを原則にしなければならなし吃考えています。

共同生活の場ではない

グループホームでは、自分の部屋があって自分の独立した暮らしがあります。グツレーフ。ホー
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ムは共同生活の場ではなし吃私たちは考えています。一人ずつの生活が4人分、 5人分ある

のがグループホームです。

グループ。ホームとし 1うと、世話人をお父さんとかお母さんと呼んで、入居してしも人はみんな

きょうだいで、擬似家族みたいなイメージがあります。実際のグループホームは、世話人や職

員が同居しているのは非常に少なくなっています。世話人はみんな通いです。他人が集まっ

て暮らしているのにお父さん、お母さんもないし、別に好きで、集まったわけで、もないのに、お姉

さん、お兄さんになるわけがありません。他人同士が暮らしているとし、うのがグルーフ。ホームだ、

と思うし、その中で、みんなで、助け合わなければいけないこともないし、みんなで閉じことをしな

ければいけないこともありません。一人ずつが生きてして。でも、一緒に何かやりたければ、や

る相手がし、るとし、うのがグループホームだと考えています。

私たちのところに見学に来た方が、「ここは本当にまとまりのないグルーフ。ホームで、すねJと言

われたことがあって、これはすごいほめ言葉だ、と思っています。以来「てんでんばらばらグルー

プホームjと自称していたのですが、助け合いたい人は助け合えばいいのですが、そうしなけ

ればいけないとしち場所ではありません。みんなと一緒にいる場所、それと自分一人でしも場

所、その両方があるのがグループ。ホームだ、と思っています。ですからグループホームは個室で、

自分で鍵がかけられることが原則です。

入居しているのは4、5人で、擬似家族とし、う意味ではなくて普通の家庭の規模。その規模

だと4、5人が暮らせば制約が出てきます。一人の人がお風呂に入っていれば、お風呂に入れ

ないし、朝誰かがトイレを使っていれば、自分はトイレに入れない。そうしづ制約はグループホ

ームでなくてもあります。どこの家庭でも好きな時にお風呂に入って、好きな時にトイレに行け

るかとしづと、そうではありません。そうしづ制約はある。そうしづ意味で、家庭の規模になっていま

す。

それから家族ならみんなが食べたいものが毎日食べられるかといえば、そうではありません。

ある食べ物を好きな人もいれば嫌いな人もいて、でも献立は1種類ですから、いつでも食べた

いものが食べられるわけではない。でも、「今日の晩ご飯、何にする ?Jと聞かれて、 rooが

食べたしリと言って、それを献立に選ぶ品、った、家庭で、で、きるようなことはグ、ルーフ。ホームで、

もできます。

訓練の場、通過の場ではない

グループ。ホームとし 1うのは訓練の場でもないし、通過の場でもありません。一人ひとりにとっ

て、自分の家です。日中活動の場所や仕事の場は緊張したりハラハラドキドキしたりすることが

あっていい場所だと思いますが、家に帰るたびにハラハラドキドキしていると、生活としては疲

れてしまいます。生活とし、うのは、そこに帰れば安心できる、くつろげる、ほっとで、きる、自分を

さらけ出すことができる場所かと思います。その意味で、グループ。ホームとし、うのは、一人ひとり

にとって自分の家であり、ダラッとしていられることも大切だ、と思っています。

グループホームで、は、入居している人たちは、日中、作業所や通所施設に通う、あるいは企
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業で働くとし 1う、日中はいないとし、うのが今までの普通の形でした。グ‘ループホームも古いとこ

ろでは 20年以上たっているので、入居者もずいぶん高齢になってきて、昼間に出かけるのが

大変としち人もいて、一日中そこにいる人がいるグループoホームもで、きてきました。その意味で

はグ、ループホームで、の暮らし方も、時間とともに形がし、ろいろになってきています。

なぜグループホームなのか

なぜ施設ではなくてグループホームなのかとし、うことですが、施設でもいろいろな努力をして

いるところは多くあると思いますが、規模が小さし、からこそできることもたくさんあります。

先程言ったように、「何食べようか」と聞いて 50人がし、ろいろなことを言ったら、どんなに頑張

ってもで、きることは限られてきます。 50人が自分たちで今日はどうしち順番でお風自に入ろうか

と相談していたら、とても収拾がつかなくなってしまいます。でもグループホームだと、例えば今

日は自分は野球を見ていたし 1から夜遅く入りたいとか、夜の 10時に好きなテレビ番組がある

から私は早く入りたいとか、あるいはもう疲れたから早くお風呂に入って寝たいとか、その日に

よって入りたい時間はみんな違っていて、今日はどうし 1う順番にしようと話し合いながら決める

ことができます。それができるのは、この程度の規模が限界なのではと思し、ます。これより大き

くなるとどうしても、何時から何時は男性のお風呂の時間とか、何時から何時は女性の時間と

いったルールを決めないとで、きなくなってしまいます。規模が小さし、からできることがし、ろいろ

あると思います。

それから、施設だとそこの中でいろいろなことが自己完結してしまいます。グループ。ホームは

普通に部屋があって、ご飯を食べているだけですから、お医者さんや床屋さんがそこに来るわ

けでもありません。全部普通に暮らしてしてとし、うことになります。

私たちがグループρホームを始めてしばらくしたら、ある人が買い物に行った時に、近くのスー

ノミーの庖員さんがお財布からお金を出すのを手伝ったり、棚から物を取ってあげていました。

あの人には、その両方をやって、かっ車椅子の後ろに荷物を縛るところまでやらなければいけ

ないとか、一人ずつについて援助の仕方を変えているのです。これが規模が大きくなると、 ro
0園の人Jとし、うふうに一緒に見られてしまいます。それが3人とか4人だと、一人ずっとして見

ているんだなとすごく感心したことがあります。グループホームは、地域の中で地域の人たちも

一人ひとりの、個人として見ていける規模なのだと思います。

なぜ、親元での生活ではなくグ、ループホームか。私の実感では、親はうるさし、もので、いつま

で、たっても子どもは子どもと見ているのです。私もこの年になってもやはり子ども扱し也れます

から、障害者にとってはなおさらだ、と思います。

それと、私たちのグループホームでは、土曜日とか日曜日は親元に帰っていました。最初の

頃はそれで、困ったことがありました。お金は自分で管理しようょとしづ話をして、一緒に家計簿

をつけて、それでお金がしてら足りなし、から来週になったら銀行に行こうねと言って、その後実

家に帰ると、いつのまにかお金が増えている。日用品がなくなったら自分で買いに行かなきゃ

としづ相談をしていて、実家から戻ってくると、.トイレットペーパーまで、もって帰つできたりする。
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せっかく本人が何か買おうとしているのに余計なことしないで、と思っていたのですが、やはり生

活をスタートする時に、親元に戻れるとし、うことはとても大切なことだと思います。自立した暮ら

しを毎日続けるのは相当疲れることで、今まで何も考えなくても、洋服を脱ぎ、っぱなしにしてお

いても、いつの間にか親が洗濯をしてくれて、ちゃんと畳んでタンスに入っていた生活から、洋

服を脱いでそのまま置いておけば、誰も洗濯してくれないとしづ生活になってしまうわけで、すか

らいろいろ疲れることもあると思います。それがときどき家に帰って、また月曜日から新しい生

活になることを繰り返す中で、親離れできました。ですから帰れる家があるうちに、やはり親離

れする必要があると感じています。

「本牧生活の家J

(スライド)

「本牧生活の家」とし 1う、グループホームの説明をします。多くのグループホームはアパー

トやマンションを借りたり、一軒家を借りていますが、改造では難しいことも多く、本

牧生活の家は大家さんにお願いをして、グループホームとして設計をして借り上げてい

ます。(写真 1)

本牧生活の家に、知的障害と重い身体障害がある女性が入居されています。私たちが最初

彼女に出会った時は、ほとんど何もしゃべらないで、作業所に来て、気に入らないことがあると

ワーッと泣き出して、それで、みんなが「わかったJと言うまで泣き続けていました。子ども扱し、さ

れることが嫌いな方です。それと、自分が理解できない話を周りでされるのが嫌いで怒るので

す。大きい集団にいる時は、本人に関係のない話が飛び交い、そのたびにパニックを起こすよ

うな感じでした。彼女はここで、暮らすようになってずいぶん落ち着いて、一人ひとりといろいろ

な会話をしながら暮らすようになりました。なかなか時間や予定が理解しにくくて、部屋に予定

表を置いています。統一した色で曜日を分けていて、曜日の理解が難しいので、色で曜日の

区別ができるように、土曜日は茶色、金曜日は黄色品、ったように、カレンダーや予定表は

同じ色を使って曜日を表現しています。そしてお風呂のマークがあったりとか、掃除機の写真

があったりとか、写真や絵を使って自分の予定を管理しています。職員や援助者の勤務予定

も写真を使って誰がし、つ来るかわかるようにしています。(写真 2)

彼女は話すのが難くて、身振りとか表情でいろいろなことを伝えるので、電話で、のコミュニケ

ーションが難しいのです。だからかなり早い時期からテレビ電話を使っています。ただ、話ので

きる相手が数名に限られるという致命的な欠陥があります。

それから、自分で、買うと言って買った鳩時計が部屋にあります。デ、ザインが好きだ、ったり、ハト

が出てくるのが好きなのだと思うのですが、針や数字で時間を見るのが難しいので、音が鳴っ

ている回数が多い少ないで時間の感覚をつかんでいるのではなし、かとしち気がします。

それから彼女は電動車椅子に乗れないので、他の人が電動車椅子が壊れたとか、調子が悪

いとし、う話をするだけで怒ります。ずっとそれが続いていて、「じゃ、電動車椅子を作ってみょう

か」と言ったら乗り気になりました。リハピ、リテーションセンターや福祉事務所からは、作っても
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無駄になるだけじゃなし、かと言われたり、そもそも操作できるのかとし、うことで、問題になりました。

クずルーフ。ホームの中での移動だけで、 1日のうちでも短時間しか使えないのですが、人にちょ

っかいを出したりとか、し 1ろいろなことができて楽しんでいます。前にある3つのボ、タンの操作だ

けなので、細かい操作はできませんが、前に進んだり、パックしたり、曲がったりはで、きます。

これはグルーフ。ホーム全員 20人ぐらいで、集まって何かのお祝いをした時に、みんなにミルク

セーキを作るとし、うので、ミキサーのスイッチの ON.OFFを自分で操作しているところです。

(写真 3)

それから寝る時に、毛布や布団を蹴飛ばしてしまうと、自分の手でかけることができません。

お母さんと一緒にいれば、夜中に何回も布団をかけてくれますが、職員が夜中に勝手に部屋

に入ってかけることはで、きないし、やらないようにしているので、自分でできなくても肩が冷えな

いようにとし、うことで‘作った仕掛けで、す。(写真4)

こんな場所で、暮らすのがグルーフ。ホームで、すということをお伝えして、グループホームの暮ら

すまでの準備や、暮らしの中で一体何が必要かということは、その後にお話しできればと思い

ます。
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重度・重複障害をもっ養護学校卒業者に対する社会生活力プログ、ラムの実践

横浜市総合リハビリテーションセンター生活訓練係青木昌子

施設の概要

横浜市総合リハビリテーションセンターは、昭和62年 10月に開設しました。当更生施設は総

合リハセンターの中にあって、医師、看護師、臨床心理士、 PT、OP、ST、職業カウンセラー

など、多様な職種と連携しながら地域生活に戻るための支援を行っています。

その中で私たち生活支援員は、開設当初から「社会生活技術訓練Jとしづ名称でさまざまな

プログラムを実施してきました。「社会生活力」としづ言葉が定着した現在では、「社会生活力

プログラム」としづ名称で、プロク、、ラムを行っています。

施設の概要ですが、定員が、入所 30名、通所6名で、利用者の状況は、脳血管障害による

40代から 50代の中途障害者、障害等級1、2級の方がほとんどを占めています。このうち養護

学校卒業者は、毎年2名から6名程度です。利用期間は、半年から1年程度で、去年の平均

利用期間は8カ月、退所後はほぼすべての方が地域に戻ってし 1かれています。

今日は、当施設で、行っているプログラムの中から、重度・重複障害をもっ養護学校卒業者に

対する社会生活力プログラムとしての「テーマ学習Jをご紹介しながら、重度・重複障害者の社

会参加について考えていきたいと思し、ます。

テーマ学習

当施設で実施しているテーマ学習は、主に養護学校を卒業した若年の利用者を対象に生

活経験の拡大、自立生活の学習をテーマとする体験に重点を置いたプログ、ラムで、グ、ループ

の編成は2.--....5人の小グループで、す。毎年対象者の状況に応じ頻度と内容が若干変わります

が、現在は週2回、 1回2時間で実施しています。ただし、外出等のプログラムは、半日から丸1

日程度になることがあります。

テーマ学習の目的ですが、いわゆる自立とし、うよりは、自立に向けた準備段階として、社会

性、社会生活力の向上、将来の生活設計を考える機会を提供することを目的にしています。

重度・重複障害者の大きな特徴として、社会経験が乏しし 1とし、うことが挙げられますが、テーマ

学習では生活経験を少しでも広げていけるような機会を多く提供したし吃考えています。

当施設における対象者の状況ですが、重度・重複障害、特に脳性麻療の方が多く、今まで

のテーマ学習参加者のほぼ半数が脳性麻庫の方で、した。生活経験や社会性に乏しいとし、うこ

とから当面の目標は、自立より社会性の向上です。利用期間は1年程度の通所者の方が多く、

地域作業所と当施設を併用してしも場合があります。それから単独外出の実用化のニードが

高いとし、うことが挙げられます。

つけ加えると、重度・重複障害者の場合、親がご本人の障害を身体障害だけでとらえている

ことがあり、専門職側の知的な制限についての評価も含めたアセスメントと、親御さんの、「この
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子は身体障害が改善すればもっとで、きるはずで、す」品、った期待との聞に大きなギャップを生

じることが多いとし、うことも挙げておきます。

障害当事者の団体等が自立生活プログラム、いわゆる ILフ。ログラムを行っていますが、こう

いったフ。ロクマラムには、ご本人が地域で生活する中で自立について関心をもって、ご自分から

参加されている場合も多いと思います。当施設の場合は、養護学校での進路指導の結果、ご

自分の意思で来てくださる方もあり、池先生の学校からも今年はお一人来ていますが、どちら

かとしづと親御さんの意向が大きく働いていることがあります。

このような利用者の状況に応じ、テーマ学習では、社会経験の拡大、社会性の向上、自己

主張・自己決定するために必要な項目を重点的に実施するとし、うことを方針としています。別

に大それたことをするわけではなくて、社会参加に向けてのきっかけ作りをしよう考えていま

す。

テーマ学習の進め方

テーマ学習の進め方ですが、まずその年ごとの利用者の状況に応じて年間計画を立て、そ

の計画にしたがって月間計画を作成します。プログラムの進行にしたがって利用者の希望や

要望を多く反映できるように努めています。テーマ学習で、は、必要に応じて社会生活力プログ

ラムのテキストである「社会生活力プログラムマニュアノレJや、知的障害関係の団体である全日

本手をつなぐ育成会が発行する「自立生活ハンドブツクシリーズ」等を活用しながらテキストの

読み合わせ、デ、イスカッション、ロールフ。レイ等を行っています。

補足ですが、「社会生活力フ。ログ、ラムマニュアノレ」は非常に幅広い項目について網羅された

マニュアルで、すが、重度・重複障害の場合、知的な制限があってマニュアルをそのまま活用す

ることは難しし、のです。現在、赤塚先生も関わっていらっしゃる、日本リハビリテーション連携科

学会の中に、「社会生活力支援研究会」とし、うのがあり、そちらで知的障害者を対象にした「社

会生活力プログラムマニュアノレjの作成に取り組んでいるとし 1うことをお聞きしていますので、

今後注目していきたいと思っています。

本題に戻ります。テーマ学習で、は「社会生活プログラムマニュアノレ」に挙げられている 18の

項目、この中から利用者にとって特に関心や必要性が高しせ思われる項目、例えば外出や買

物、介助、コミュニケーション等をヒoックアップして、その項目を中心に年間計画を立て、できる

だ、け体験学習を中心としたフ。ログ、ラムを行うようにしています。

プログラムは知的障害に配慮して、分かりゃすしものをと考えていますが、知的障害が全くな

い方と、重度の知的障害のある方が同じグ、ループで、参加していただくことが多くあります。よっ

て、知的障害のない方にはク、、ルーフ。の中で、十分にリーダーシップ。を発揮していただく等、グ、ル

ーフ。ワークのよさを生かしつつ、グループプログラムで対応できない課題については個別プロ

グ、ラムの中で、行ってしてようにしています。学習を中心に行う場合は補助的な教材としてワーク

シートなどを作成し、分かりゃすさを心がけ、ただ聞き流すだけのお勉強の時間にならなし、よう

に留意しています。
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ディスカッションの場合は、重度・重複障害者のコミュニケーションのとりにくさに留意し、グル

ープの中で取り残されないよう、その方に合ったコミュニケーション方法を探りながら行ってい

ます。ただ、こうしづ場合は、職員よりも利用者さん同士のほうがよくコミュニケーションがとれて

いることが多く、職員が利用者さんに通訳してもらうこともよくあります。

体験がメインとなる学習や調理等のフ。ログラムについては、目的の確認、計画、実施、振り返

りの流れに沿って進めていきます。特に計画は、何のために行うのか、参加者の意欲、モチベ

ーションを確認しながら行わないと、肝心の利用者がフ。ロクeラムをやる当日になって、「今日、

何するのjとか、「今日、どこ行くの」とし 1うふうになってしまいます。

また、必ず振り返りを行って、失敗を反省して次に生かす工夫をしたり、反省をもとに繰り返

し行ったりすることが、ただ、「楽しかったね」としづだけで終わらないために必要だと考えてい

ます。

プログラムの具体例

プログラムの具体例を簡単にご説明します。重点的に行う項目の一つに介助があります。重

度・重複障害者と重複のない知的障害者の方との違いを見てみると、経験のなさが挙げられる

かと思います。介助についても、身近な介助者は親か養護学校の先生で、それ以外の人に介

助の依頼した経験のある方は少ないです。親の場合は細かい指示をしなくても、目で合図す

るとか、あうんの呼吸で介助してくれます。学校でも介助が難しい障害がある場合等は、特定

の先生が要領よく介助してくれます。

ただ、地域に出るとそうし、うわけにはし、かないとし、うことで、親以外の人と外出したし古希望を

するなら、ボランティアや作業所の職員、ヘルパ一等の介助を得る必要がありますo 初めてお

会いするボランティアに目でいくら合図を送っても、介助はしてもらえません。自分が伝えようと

しないと伝わらないとし、うことを知ってもらって、介助依頼をすることに慣れてもらう練習をしま

す。

リノ、センターは、専門機関として、 PT、OT、ST等と連携して、その人に合った介助の仕方、

され方のアド、パイス等も行し 1ますが、結局最後は本人が頑張って介助依頼をしなければなりま

せん。まずは身近な介助依頼ができるように職員で経験を積み、外出時に駅で駅員に介助依

頼をしたり、買い物の時に庖員に介助依頼をして経験を広げていきます。ただ、重度のコミュ

ニケーション障害のある人が、コミュニケーターや、紙に目的地を書いて、駅員に介助依頼を

したりする時などは、職員が駅の柱の陰に隠れて、見守ったりしています。

買い物品、う項目では、外出や金銭管理の学習も兼ねて行し、ます。例えば、買い物の経験

等を話し合いながら、ワークシートを使って物の値段をクイズ、のようにして予想します。この表を

もって実際にスーパーに行って物の値段を調べます。それは思ったより高かったね、安かった

ね、とし、うことを振り返ったり、スーパーの商品の配置がどうなっているのか、野菜がどのあたり

にあって、お菓子がどこにあって、洗剤はどこにあるのか、といったことを覚えたり、探せないも

のは庖員さんをつかまえてどこにあるのか自分で聞いてみるとか、そうし、った体験をしてもらい
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ます。

さらに生活の中にそうし、った体験を生かすために、家族の協力を得て、今日洗剤が切れちゃ

ったからとか、ベットのえさを買ってきてほしいといった要望を聞き、それを自分で、探して買って

もらうとし、うような流れでプログラムを行ったりしています。

専門施設としての果たすべき役割と課題

次に、専門施設としての果たすべき役割や課題についてお話ししていこうと思います。更生

施設は短期の通過施設ですので、養護学校卒業生がずっとし、られる場所にはなりません。地

域の作業所とか、グループ。ホーム、授産施設、大学や専門学校への進学、職業能力開発校

等と、再度進路選択をしなければなりません。養護学校を出てすぐに地域に出てして力のある

人はもちろん、早く進路を決めて安心してしまいたいとしづ方は、あまり施設に寄り道をしませ

ん。職業能力開発校の寮に入るために身辺自立しようとか、そうし 1った目的がはっきりした方

がいらっしゃることもありますが、その場合は、もうちょっと今より何かで、きるようになりたい、とい

うことで来られることが多いと思います。

更生施設では、それぞれのできることとできないことを見極めて、できないことはどうし1った代

償手段を選ぶのか、福祉機器などで代償できるのか、代償手段がない分介助が必要なのか、

ほかに代わる手段がないのかといったその人に合った方法を一緒に探し、実生活に定着でき

るようにお手伝いをします。

更生施設の役割はそれだけではなく、何ができるか分からなし、からいろいろな可能性を探っ

て、新たな発見をしたいとしづ方に関してもお手伝いをし、そのプロセスを共有するとし、うことも

大事かなと考えています。

それから、養護学校からすぐ作業所に通うとし、う毎日になるのではなくて、作業所と更生施設

の通所を併用することで経験を広げつつ、専門機関としてはアセスメント・評価を地域作業所

で、の生活にフィード、パックすることも役割だ、と考えていますし、実際にそうし 1ったお手伝しもし

ています。

養護学校卒業後、作業所に通所する中で 25、6歳になってもうちょっとステップアッフ。したい

と、当施設を利用してくれた方がし1ました。その方は、養護学校卒業時に更生施設の説明も

受けていたのですが、その時は施設の利用には乗り気ではありませんでした。今回の更生施

設利用に際して、 OTの支援を受けて作業所を訪問し、作業所の協力を得て環境設定するこ

とにより、それまで、介助が必要だ、ったトイレ動作が自立しました。

また、 PTやOTの訓練と並行して、テーマ学習や個別フ。ログラム行い、車椅子での単独外出

の見極めを行った結果、ひとりで、作業所のおつかいを頼まれるようになったりと活動範囲を広

げることができました。

重度・重複障害者の方の社会生活力とし、うのは、私個人としては、生きてして上でのたくまし

さとか、いい意味でのしぶとさとかしたたかさとし、うものだ、と思っていますが、そうし、った力をつ

けてしてには、先ほどもお話がありましたとおり、すごく時聞がかかります。社会生活力をつける
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とし、うことは長い目で見ていく必要があるので、やはり継続性が課題と思っています。

養護学校で、も学校から地域生活への移行プログラムとして、最近、個別移行プラン等の取り

組みをされているようです。また、当施設でも今までお話ししてきたようなことを半年から1年か

けて取り組むことはできます。ただ、それだけの短い取り組みで、生きる力がつくと私たちも思っ

ていません。私たちが関われる部分品、うのは、その人の長い人生にとっては一部分だ、と思っ

ています。地域に戻った後、地域の中でさまざまな課題に直面するごとに新しい挑戦とかステ

ップアップの機会があるとょいと思っていますが、新しい挑戦が途切れてしまうこともあります。

養護学校、更生施設、作業所やグループホーム等の社会資源が連携して、個人の精神的な

成長の度合い、年齢や時期等、ライフステージに応じて持続的に個性や力を伸ばす機会を作

るお手伝いがで、きればと思っています。例えば、養護学校の青年学級でライフステージに応じ

たプログラムの機会を設けたり、既に自立生活プログ、ラムを行っているところも多くありますが、

まだ、行っていないところが協働でそうしづプログラムを立ち上げて、更生施設が協力するとか、

ステップアップの場や選択肢を広げることが必要かと思います。

それから、ライフステージに応じたプログラム、一般的には結婚や育児、脳性麻庫の方であ

れば二次障害が始まる時期等ですが、重度・重複障害者の場合は自分が亡き後をどうしたら

いいだ、ろうと親御さんが意識した時が一つのきっかけかと思いますが、そうし、った時期に応じ

たプログラムや適切な支援ができればと思います。ただ、そうしち連続性をもった支援が難しい

から、ここにこうしち人々 が集まっているのだ、ろう思っています。

更生施設としましては、施設を退所する時は、地域の支援機関へ引き継ぎを十分に行うとし、

うこと、それから、退所後も家庭や地域作業所等、本人の生活の場に出向いていって必要な

支援を行うこと、ライフステージの変化に応じて施設を再利用していただくこと、そうし、ったこと

を強化していきたいと思っています。室津さんからも、施設がもっと地域に出てきてくれないと、

としづご指摘も受けていますので、もう少し地域にアピールして頑張ってし、かなければと，思って

います。

それから最後に支援費に関する不満は皆さんもいろいろあるかと思うのですが、活用の仕方

について少しだけお話しします。支援費制度の中に、障害者ケアマネジメントと障害者ケアマ

ネジャーとし、う位置づけがありますが、先ほど、なかなか地域につなげていけないとしち話もし

ましたが、こうし、った制度をうまく使って、施設を退所した後の利用者さんのライフステージに

応じた支援としち方向に結びつけていけたらと思っています。
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早期療育に関わる中で感じたこと

園小川 4人の方からのご報告をいただきました。私からも少しお話しさせていただきたいと思

います。

(スライド)

社会参加のプロセスを考えた時に、横浜は、早期療育の部分は非常に進んでいると言われ

ています。そうしづ意味では、まずスタートは早期療育の段階だ、と思います。その段階で先程、

室津さんのスライドに出ていたミキサーのようにハードを工夫する必要があります。そうし、うこと

も含んではいるものの、中心となるのは障害の適切な把握と、適切なリハビリ等の実施が、ある

意味では早期療育の中心になるかと，思います。

次の段階にある学齢期ですが、この段階では社会生活力の育成、社会的経験の拡大、生活

イメージの構築が課題になってくるだ、ろうと思います。ただ、ここが十分になされているかどうか

とし、うことに関しては、まだ課題が大きいだろうと思います。

そして、社会参加としづ段階になった時には、適切な生活環境の提供とし、うこと、そして主体

的な生活が実現できて、社会参加の実現品、うことになると思います。学齢期から社会に入る

時にはステップアッププログラムもある意味で、必要だ、と思います。

これは一貫性をもって、さらに地域性も共有しながら進んでしてとし、うことが、理想論だと言え

ると思います。

私はつい最近まで、早期療育に関わっていました。早期療育において、どうしづ課題があるの

かとし、うことを考えてみた時に、まず、障害についての説明が不十分、あるいは不適切であると

しづ傾向があるのではないか。特に知的障害についてそれが言えると思います。例えば私の

知っている方でも、知的障害はまったくありませんと、最初の段階でお医者さんに言われてい

るのです。それによって保護者の方は、ずっとわが子には知的障害はないと思っていました。

なぜならば、最初に出会った先生に、知的障害はなし吃断言されたからです。こうし、った方が

比較的多いように思います。障害についての不十分、不適切な説明が、知的障害の理解の遅

れ、ゆがみをもたらすのではなし、かとし、うことを強く感じます。これは、運動障害の予後につい

ても、ある意味で非常に楽観的な説明がなされていることが多いように思われます。

もう一点、機能訓練への偏重が、早期療育の段階で見られます。これは保護者の子育て観

のゆがみを生み出してはいないでしょうか。あるいは生活経験の狭さにつながっていないでし

ょうか。もちろん機能訓練が不必要だとし、うことを言っているのではありません。ただ、あまりに

も運動の障害に目がいって、それを改善するために生活の多くの時間を機能訓練に費やす。

そのために子どもたちの生活、経験の幅が極端に狭まるとし、うことがあると思います。もちろん

早期療育においてプラスの面もたくさんありますが、今日はあえて、私が早期療育に関わる中

で感じたことを、少しまとめてみました。

それでは質疑応答に移ります。室津さんに分科会に参加していただけなし、かとお願いした

時に、 f20年前にもこうし1うのをやったよねJと言われました。 20年前と状況は変わってなし、こと

なのかと思いました。
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ご質問でも、ご意見でも構いませんので会場から出してください。

質疑応答

養護学校で地域社会体験を

・質問者池先生の言葉の中に、「地域に入っていくJとか、「戻してしていくjとしづ言葉が出

ました。僕は作業所を25年間やってきたヨシタ守と申します。養護学校から作業所に受け入れて

みると、本当にその言葉がぴったりきます。養護学校は地域から隔絶されていて、スクールパ

スで送り迎えされて、道草とか、駄菓子屋に寄る経験もなく、社会体験から隔絶されています。

社会イメージの認識が学齢期に形成されなかったマイナスを埋める取り組みが養護学校として

考えられているのかどうか。その取り組みの遅れを青木先生が取り戻そうとしてもどうlこもならな

い現実があって、作業所で受け入れてもどうにもなりません。もっと養護学校で、地域社会体験

を何とか組み込めないのかと思います。

-小川教育、養護学校についての問題を提起していただきました。この問題は必ずしも池先

生だけで答えられる問題ではありませんので、赤塚先生にもおうかがし、したいと思います。

地域作りが重要

・質問者東京学芸大学の松矢と申します。私は東京都で進路指導の先生方が作っている

研究協議会の座長を務めたり、また厚生労働省の審議会の委員もしています。そうし 1った立

場から発言させていただくと、養護学校全体、今、変わろうとしています。とし、うのは、リハビリテ

ーション、福祉関係者からは、批判が強いのは当然です。生徒1人当たりの養護学校の先生

の数は多いのにこれぐらいしかできないのか、とし、つも言われます。

今、文科省も「特別支援教育Jとしづ新しい方針に変えて、より統合された方向に向かおうとし

ています。実践の部分では、養護学校のPTAの保護者の方々が、学校5日制にともなって地

域活動を活発にしようとしています。例えば夏休みにボランティア養成講座を開いて、地域で

子どもたちが生活できるようにしていこうとしています。学校でなくても、初めから社会で生活し

ているわけですから、そうしづ観点で、地域の資源を豊かにしていくとし、うことです。地域生活

の中で体験していこうとしづ運動が起きてきて、養護学校の先生もお手伝いをしながら、全国

的にそうしづ流れが進んでいます。つまり、子育ては地域の中でとし、うことを真剣に、学校の先

生たちも一緒にやろうとし、うことです。

今回、障害者基本計画は、その乳幼児時期から学校卒業後までのライフサイクルに対応し

て、特別な技術に対応した個別の支援計画を作るとし、うことで、幼児療育から就職も含めて、

個別の教育支援計画を作っています。

私は今、東京都の先生方と個別教育支援計画をやっています。東京都はもう 10年前から進

路指導と職業教育のあり方の検討をして、平成 10年には全国平均の就職率が 24%まで落ち
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た時に、東京都では10年前から検討して、平成11年から今年の3月まで、 30%の就職率を実

現しています。それはどうし、うことかというと、会社で働ける人たちが就職できなくなるとし、うこと

は、その分だけ作業所を利用しなければならないわけですから、玉突き現象で、多くの重度の

障害の方々の進路先が不足してくるとし、うことです。いったん作業所に行くと、会社で働く生活

に戻れません。

ですから我々は比較的障害が軽度の方々、つまり希望して働きたい方は、とにかく最大限

会社で働けるようにすることを、全体の進路先の確保のために実践してきました。東京都の知

的障害の養護学校は 700人から 800人が毎年卒業しますので、その 10%の70人から 80人

のために、作業所を3っか4つ作るとし、うことになります。それがこの人たちの地域生活の資源

作りになるのです。そうし、うことをやって、今のところ企業就職をできる方々を中心に議論を始

めています。その取り組みは肢体不自由の養護学校での校長会が研究をサポートしてくれま

した。肢体不自由の養護学校で、の個別振興支援計画も進んで、います。

私も、赤塚先生と同じように、あきるの市の養護学校の学校運営協議会のメンバーです。あき

るの学園養護学校は肢体不自由併置校です。例えば母子家庭で公営住宅の3階に住んでい

るお子さんが、卒業後にデイセンターを利用できるように卒業前に福祉課の方と話し合って、

公営住宅の1階部分に転居するとし1うことを、学校と地域が協力してできるような個別振興計

画ができればと思います。

それからデイサービスセンターで普通食しか出せないのをペースト食も出せるように、例え

ば東京小児病院、療育病院と連携しています。

要するにもう地域資源作りをしなければ、卒業後の充実した生活はあり得ないとし、うことで

す。

-小川今のお話は、養護学校自体の存在を含めて、地域資源作りのお話だ、ったと，思います。

赤塚先生、お願いします。

-赤塚松矢先生のおっしゃった方向に進んで、いること、卒業後の充実した生活のための地

域の資源作りの重要性などはそのとおりだと思います。また、学校外のいろいろな活動が、児

童・生徒さんの生活、学校内の生活も変えてしてだろうとし、うことも分かります。その上で、学校

教育全体に、望みたいところもあるのです。

学校運営連絡協議会の話に戻りますが、私が学校運営連絡協議会委員となったのは、養護

学校在学中に生きる力をつけるにはどうしたらしW、かを考えたし古学校側からお話があったか

らです。個別教育計画、移行計画なども含めて、教員やPTAの研修などでお話しをしたりもし

てきました。

協議会で、保護者アンケートについて取り上げられたのですが、質問項目をみますと、学校運

営、教科学習、安全管理とあって、最後に特別活動があります。これが教科以外の生きる力に

関わる地域と関連するところです。特別活動の質問内容は、学校行事のことが2っと普通校と
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の交流だけでした。そこで、地域との関わりゃ地域の中での学習を学校教育の中に取り入れる

ことについて提案し、すぐに受け入れられました。児童・生徒は地域でいろいろな人と交わりな

がら、さまざまな経験を通して育つことが大切で、これを教育活動の中にもっと反映させていた

だけなし、かと思うところです。

養護学校の役割についても、考えていきたいと思っています。

-小)11 社会参加の場としての立場から、室津さんから何かお話しをいただけますか。

無駄な経験がないということ

圃室津グループホームとか生活を支える側からしづと、 00ができるようになってから来てく

ださし吃言うつもりはなく、できないことがあれば援助するから来てくださいで、事前のトレーニ

ングとし、うのは必要はないと思っています。

逆に、必要性を感じていないのにやらされるトレーニングとし、うのは、本人にとって苦痛で、し

かないし、たいてい身につきません。青木さんのお話を聞いていて、外出をしたし、から移動の

訓練をするのは分かる気がしますが、家に帰ればお母さんが全部、掃除も洗濯もご飯も作って

くれるのに、掃除の練習をしましょうねと言っても、たぶん本人はやる気にならないだろうと思い

ます。必然性が出て、生活の場でどう獲得してしてのかとし、うのが大切だ、と思っています。その

時にグループホームや作業所にもっとし、ろいろな専門機関から援助があればと思います。

それともう一つ。グループホームに来る前に何を必要としているのか品、うと、「生活をする」と

いうイメージをどう作るかとか、自分で生活しようとしづ意欲をどう作ってしくのかとか、社会的経

験、無駄なことと失敗することです。養護学校では子ども同士で、どこか遊び、に行って、悪し1こと

をして怒られるとしち経験もなく、いつも保護者っきで生活をしているので、無駄なことがありま

せん。

私たちのグ、ループホームに入ってきた人たちが、 20年前の話ですが、作業所で養護学校を

出てすくやにやっていたことは、毎日リカちゃん電話をかけることでした。「リカちゃん電話」とはリ

カちゃんの番号に電話すると、ただ、「はい、私、リカよJと答えてくれるサービスです。かける相

手がいないけれど電話をかけてみたいので、リカちゃん電話をかけていたのです。でもその経

験を重ねたからこそ、今グノレープホームから毎日電話して、明日ボランティア来てくれないと頼

むことができるのです。リカちゃん電話の経験がなければ、自分でボランティアを探すことはで

きなかったで、しよう。養護学校なら、そうしづ無駄なことをしなくてもし¥It¥c:いうことで、終わらされ

ていたのではないでしょうか。

その意味で、道草をしたり、何か悪いことしたりとしち無駄な経験が障害者の場合すごく少な

くて、それが生活してして上で、マイナスになっているんじゃないかとしち気がします。

それからもう一つ、知的障害と身体障害をあわせもって品、うところで、私たちは脳性マヒの

人たちのグループホームからスタートしていて、知的障害の人もグループホームで生活するよ

うになりました。知的障害をもっ人が来てびっくりしたのは、牛乳を買いに行こうと言うと、どこに
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商品があるのか知っているとし、うことでした。これは脳性マヒの人たちからは経験したことがな

かったことで、した。どうしてですか、とお母さんに聞いたら、「だってこの子を家において外出で

きないし、毎日買い物に連れていったから、どこで何を売ってしもか全部知っているわよ」とお

っしゃいました。

脳性麻症の子どもをもっお母さんたちに聞くと、連れていくのが大変だから、家に置いて買

い物に行っていたとし、うことです。知的障害をもっ人は、より多くの経験が必要なのです。とこ

ろが身体障害と知的障害をあわせもっていると、経験の機会がものすごく少ないのです。その

ために大人になっていろいろな苦労をしている気がしています。教育の中でどうしたらいいの

か、あるいは自立生活プログラムでどうしてしてのか、とし、うのが大きな課題ではなし、かと思っ

ています。

街の中にひとりで出る重要さ

・質問者私たちも昔、埼玉で、重度・重複障害の人を含めてグループ。ホームをやっていまして、

室津さんにも 13年前に来ていただいていろいろな話をうかがいました。相変わらず頑張って

おられるなと楽しくお聞きしました。生きる力は本人に備わっていると見ると見やすいのですが、

やはり関係性が重要ではなし、かと思いました。地球に引力があるのではなくて、そのまわりとの

関係の中で力品、うものが出てくると思います。グループホームの人たちが買い物に出ると、周

りの人と自然とコミュニケーションがとれるとしち先ほどのお話にもありました。

それで、今室津さんが言われた、無駄なことをする、道草をするといったことが大事で、私た

ちはf迷子になることが一番大事Jと言っていました。迷子になると本人は真剣になるし、周りの

人たちも真剣になります。真剣同士が関わり合う時のせめぎ合いがものすごく大事で、それで

初めて街のことが分かるのです。

実際グソレープホームに入居した人で、それまで大きな敷地の中の施設で生活をし、同じ敷

地にある養護学校に通う人生をずっと送ってこられた人がし、ました。その人がグループホーム

に入居後、わずか300mくちし、離れた所にある日中の活動の場に行くのに、なんと半日以上か

かるのです。街に全然親しんでいなし 1から、いくら地図で覚えても分からないのです。

だんだん買い物をしたり、知り合いができてくると3時間ぐらいになりました。その時聞がさら

に短くなって、決まった道筋だ、ったら何とか来られるようになりました。

今回、その人に援助つきで、越谷市の障害者計画の策定委員になってもらいました。支援を

受けながら生活するのはこんな感じだとし1うことを他の委員の人たちに分かってもらおうとし、う

ことです。

青木さんとか池さんは、やはり限界を感じていられるのではなし、かと思いました。ここまででき

たとし、うことよりも、残念ながらここまでしかできてないとしちお話のほうが、よかったので、はない

かと思います。やはり生活の必要性、社会の生活の中で、ぎ、りぎ、り緊張関係の中でやってし、くこ

とが重要だと思います。

もう一つ、グループホームや介助システムを利用して、地域でアパート生活をしている重度・
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重複障害をもっ人たちは、ど、うしても介助や援助に固まれた生活になってきます。そして、ピン

チになった時はど、うしてもお互いに分かりあっているがゆえの、擬似家族のような関係、ができて

こざるを得ないのではなし、かと思います。知的障害、身体障害をもち、車椅子利用で、ろうあ

者の方がいます。この人は、重度心身障害児施設に 20年前に入所が決まっていましたが、取

りやめて地域の中で生活しています。その人は、毎日の仕事が、買い物をしたり、電車に乗っ

たりすることです。支援があるけれど、それは必要最小限で、なし吃使いたくないのです。重度・

重複障害であればあるほど、自分が街の中に行って、失敗したり、ころんだ、りしながらコミュニ

ケーションを自分自身が獲得してし、かなければなりません。周りの人がそれを、真剣になって

関わるような関係を作ってし、かなければいけないと思います。

-小J11 こちらのグ、ループホームはいい取り組みをしているので、そうしづ形でも私もやろうか

なと思った時期もありました。でも、私は、どうし、うふうに役割分担を関係者がとってしてのかと

いうことが大切ではなし、かと思います。ただ、それをするにも、横浜においてもまだまだみんな

がお互いのことを知り得ないとしづ、我々でしたら教育のことも知らない、そうし、うことが非常に

多いんじゃなし、かなとし、うふうにも思います。それぞれが努力し、やってし、くことも必要ですが、

簡単に言えばネットワーク等つながりを作って、どう役割を分担していくのかが結局は一番重

要だ、と思ったりもしています。

-質問者(ヨシダ) 孤立している人がだいぶいる。孤立している状況も多く見られることもここ

で、言っておきます。

まとめ

園小川ありがとうございました。いずれにしても、ご本人の声とし、うものを私たちはしっかり聞

かなければいけないとし、うことをさらに実感しました。

最後にシンポジストの皆さんから一言ずつお願いできますでしょうか。

-池今、ヨシダさんからお話しいただきましたが、学校では足りない部分が多いと思

います。ヨシダさんのように、障害をもっている方から、ここがおかしいんじゃないか

という意見を、同じ障害をもっている方に言っていただくことが一番いいことです。

養護学校の中にいると、教員から言われでもなかなか聞き入れないという方もいらっし

ゃって、同じ障害をもっている方から言われると納得できるようなので、ヨシダさん、

ぜひそういう形で、養護学校の生徒に教えていただければと思います。

-青木施設でのプログラムの限界の話が出ました。私が支援する8害IJ方の人は中途障害の

方で、その方たちは、ほぼすべての人が地域に戻っていきます。生活に戻るための支援なの

で、施設の中でできることに限界があるのは私も十分承知しています。ただ、若年でまだこれ
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から可能性があるとしち方たちに対するプログラムなので、まず種がまけたら、と思っています。

この種がし、くつになったときに開くのか、すぐに開いてくれるのか、あるいは室津さんのところの

グループ。ホームのようなところで、鍛えられて育つのかわからないのですが、そうし、った種がまけ

たらいいなと思っていて、それをどう咲かせてしてかがこれから先の課題だろうと思っていま

す。

圃室津今までグループホームで暮らすとか、自立生活をするとしちのを目標にして、そこまで

ど、うやって積み上げてして生活をするかとしち考え方が多かったと思います。

しかし、もうそうではありません。生活するとし、うのが目標ではありません。生活するのは当た

り前なので、生活しながら足りなければそれを補うとしづか、もうちょっとこうなっていれば便利だ

としちものを作るかとし1うことなのです。生活が目標になると考えるのは変な話で、生活とし、うの

は、当たり前だ、とし1うことを私たちは忘れてはいけないとd思っています。

-赤塚 2つあります。 1つは、小J11さんから乳幼児期に障害についての説明が不十分としづ

お話しがありましたが、これに関係することです。

私は「サポート研JとしづNPO法人格をもっ研究会に所属していますが、そこで「お母さん

100人に聞きました」としづアンケート調査を実施しお母さん方の生の声を集めました。乳幼児

期、学齢期、成人期、それぞれにどうしち支援を受けたか、それはど、うで、あったかを聞いたもの

です。この結果を見ますと、「励まされたJrよかったJとしづ意見もありますが、「非常に傷つい

たj品、う意見、「無責任だjとしづ内容の意見も多数ありました。調査対象のお母さんの中には

高齢の方もいましたから、かなり以前の状況についての意見も入っていますが、こうした否定

的な意見にあったことが、今すべて払拭されているとは思えないのです。専門職はそれぞれに

何をすべきかをきっちりと整理すると同時に、専門職がそのベースに共通してもっていなくては

ならなしものをもっとはっきりとさせる必要があると感じさせられました。障害をもって育つ、障

害をもって暮らすとはどうし 1うことかなど、そうし 1うことの理解、共感などがベースにあって、各専

門職がそれぞれの役割を果たすことで本当の支援ができるのだと思います。

2つ目が、これも小川さんのお話しにありました、幼児期から成人期の支援の一貫性と地域

性の共有のことです。私はライフサイクルをとおした支援の観点が大事だ、と強く言いたいと思

います。例えば就学時、学校の卒業時に、支援が途切れてしまいます。縦の支援も、また横の

支援もうまく機能していないところに大きな支援上の問題があるように思います。

先ほど青木さんが、センターを出た後、地域で支援してもいいし、センターに再度来てもいい

とおっしゃっていました。その人が必要なものを利用するとしち観点でのライフサイクルをとおし

た支援のためのコーディネーターシステムが絶対に必要だ、と思っています。

最後にもう一つ、その人のベースで生活する、生活を楽しむとし、う観点での支援の大切さを

付け加えます。時間をかけてもいいじゃないか、その人の生活、その人の人生です。毎日を大

切に生きてほしいし、支援してほしいと思っています。
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-小川この分科会は、「養護学校卒業者の社会参加J品、うことで話を進めてきましたが、

養護学校を卒業して社会参加とし、うことではなくて、早期療育の段階、学齢期から続いている

問題だと思います。

私も専門家と呼ばれる立場ですので、その「生きるJとし、うことを考えながら、さらに仕事を進

めていきたいと思いました。

本日はどうもありがとうございました。

F
h
d
 

qa 
苛
E
A



(4)精神障害者の地域生活

コーディネサ 藤井 克徳(日本障害者協議会)

尾上 義和(多摩市障がい者支援センター「のーまJ)

田所 裕二(全国精神障害者家族会連合会)

西谷 久美子(社会福祉法人はる 社会就労センターハ。イ焼き窯)
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分科会事例研究

重度・重複障害のリハビ、リテーションサービ、ス

グループ 4 精神障害者の地域生活

コーデ、ィネータ一日本障害者協議会常務理事藤井克徳

多摩市障がい者支援センター「のーま」尾上義和

全国精神障害者家族会連合会田所裕二

社会福祉法人はる社会就労センターパイ焼き窯西谷久美子

-藤井皆さん、こんにちは。日本障害者協議会の藤井と申します。

この総合リハビリテーション研究大会は身体障害の分野が先行して、知的障害の分野がこれ

に続いてきました。精神障害者の分野に関しては遅れてできましたが、今回のようにきちんと

精神障害者の分野が分科会に位置付けられたのはめずらしいことだと思います

人数が 17名ですので、お名前と所属と、何かあれば一言発言をお願し、します。全員がーた

ん声を出してから進めていきます。

本研究大会の共通のテーマは、障害の重い人びとの地域生活、あるいは障害の重い人びと

のリハビリテーションサービ、スとし、うことですが、この分科会で、は精神障害をもった方々の地域

生活について、施策的にどんな課題があるのかとし、うことと同時に、かなり活動が進んでいる

部分もありますので、ここで交流しあって皆様方の実践活動のヒントを得られるようなものを出し

ていくことができればと思います。

マイクをお渡しします。お名前と所属、そして lコメントぐらいをお願し、します。それが終わりま

したら、 3人のリポーターの方に順番に 15分から 20分弱お話を願って、そこでーたん休憩に

入ります。その後、全体で、デ、イスカッションに入りたいと思います。

では、こちらから順番にやりましょうか。

-タケイ埼玉県の東松山市から来ました小規模作業所のタケイと申します。東松山につきま

して、明日、市の西田さんのほうから東松山市の支援の体制についてはお話があると思います。

就労支援とか地域の作業所とか、当事者の活動の陰で少しずつ活動が広がってきたとしづ状

況です。

-フジワラ私は埼玉県宮代町から来ました。埼玉県障害者自立生活協会とし 1うような、基本

的に身体障害者が多いのですが、そこで介護人をしています。今日も身体障害の人の介護人

として参加させていただきました。

私たちのグループは、基本的に障害の種別や障害がある、なし、とし、うことをあまり意識せず

やっている団体です。種別に分けるとし、うことに対してちょっと違和感をもっておりますので、ど

んな障害だ、っていいんじゃないか、あってもなくてもいいんじゃなし、かとしづところを基本として
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います。そうしづ中で精神の障害がある人などともつき合いがあるので、皆さんのお話を聞いて

みたいと思って参加させていただきました。

-ナカヤマ春日部と越谷を中心に活動している「わらじの会」としちところがありまして、そこで

はシーエルエルわらじ総合協議会品、うところの事務局をしています。「わらじの会」は身体障

害者から主に始まりましたが、精神の障害をあわせ持っている人とか介助者の中にもボーダー

にあたるような人たちもいることはいます。私たちも、障害種別にとらわれず、共にとし、うことで

活動しています。

私がし、る事務所では手づくりの福祉講座をやっていて、そこで何回か、精神障害者の作業

所の人であるとか精神保健総合センターの人に講座をもってもらった関係もあって、私は精神

障害者の地域生活支援には直接かかわっていないのですが、関心があるので参加させてい

ただきました。

-ミナガワ鳥取県の東部福祉保健局で生活保護のケースワーカーをしています。ケースワ

ーカーは4年目です。生活保護を受けておられる方の中には精神障害者の方も当然おられま

す。精神障害のある方については、まだ、病院の先生任せで、あったり保健師さん任せで、あったり

とし、うところが多く、保健師に相談しても、結局デイケアへ行きませんかとか在宅通院患者リハ

ビリテーション事業に参加しませんかとか、そうし、った問し、かけをする人がいます。保健師の任

務としては、地域で何の問題もなく生活しておられる方であれば生活保護を引き続き受けるの

は当然だとしづ言い分があるようですが、生活保護の観点からしてと、そうはし、っても・・・とし、う

ような状況が続いているので、何らかのヒントをいただけるかもしれないと思いまして参加させ

ていただきました。よろしくお願いします。

.ハセガワ群馬県の高崎にあります、高崎健康福祉大学から来ました。先日、みずほ財団の

から研究助成金をいただきまして、来月から群馬県の精神障害者の当事者と家族について調

査を実施することになりました。群馬とし1うところはすごく保守的、閉鎖的なところで、精神障害

をもたれた方や回復者の方々は、行き場にものすごく困っています。私は最終的に就労支援

とし、うところに結びつけたいのですが、生活の場もままならないとしづ状況です。東京とか神奈

川の事例を見てはうらやましがっているという、まだまだそんなところです。基礎データの収集

から、ーから始めますので不安もたくさんありますが、今日は何かヒントになるものが得られれ

ばと思って足を運びました。よろしくお願いいたします。

.ヒロマツ埼玉県立大学からまし、りました。私は精神保健福祉士を目指しています。精神保

健福祉士の実習は、もう一通り終えたんですが、精神障害者の地域生活とはどうし、うものかと

いまだに疑問を抱いているので、今日はこの分科会に参加させていただきました。よろしくお

願いします。
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-藤井疑問を抱いているとおっしゃいましたが、こうし、うことを聞いておきたいことがあれば、

少し具体的にお願し、します。

-ヒロマツ「地域で、暮らすJとよく聞きますが、作業所で、あったりデイケアの施設だ、ったりとし、う

のが地域に含まれるのかとし、うのが、自分の中で、整理がついていないところがあります。そうし、

うことについて自分の中の感覚として何かがつかめればいいなと思っています。よろしくお願

いします。

-オオバヤシ同じく埼玉県立大学からまし、りました。学生ボ、ランティアとして参加させていた

だきます。私も精神保健福祉士を目指して勉強中でして、特に精神障害者の地域生活につい

てとても興味があるので、この分科会に参加させていただきました。どうぞよろしくお願いしま

す。

-タカダ埼玉県立大のタカダと申します。精神の分野は長くやっているんですが、途中で重

複障害児とか、自閉症者とか、脳性マヒ者のケースについて一緒にやらさせてもらってきました

ので、生活視点からいろいろ考えていければと思って、今日は会場係でお手伝いさせていた

だきたいと思います。

-藤井タカダさん、前は先生やってましたね。

-タカダはい。一応教員をやってました。

-イトウ埼玉県上福岡で、障害者を中心にへルパ一派遣をしてますNPOに入っています。

最近、精神の障害をもっている利用者が多くて、自分自身が身体障害者ですから身体につい

てはある程度わかっておりますが、少し精神障害のほうも勉強をしたいと思いまして参加させて

いただきました。よろしくお願いします。

-発言者同じく上福岡市から来ました、 NPOの障害者自立生活センターの職員です。去年

埼玉県で、行った精神障害者ヘルパー講習を受けまして、たった l日の講習とたった l日の実

習でヘルパーとしづお墨つきをいただきました。支援費制度になってヘルパー問題とし 1うのは

非常に大きな問題になっていますが、その大変さに比べると、あのたった2日のへルパーのお

墨っきって、精神障害者に対する支援の現実に比べると、何なんだろうとしづ単純な疑問をも

っています。

-タチバナ静岡県立大学短大のタチバナと申します。よろしくお願いします。
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-サトウ国立心身障害センターのサトウでございます。よろしくお願いします。うちも身体障害

者が主でしたが、 20年間に60人くちし、の精神障害と合併の方がおられましたので、今日は勉

強したいと思って参加し、たしました。

-イケウチ東京都の多摩総合保健福祉センターの援護寮で働いております。まさに援護寮

から地域に出すとし、うところでお手伝いをしていますが、私も 2年目とし、うこともあって、まだま

だ勉強が足りないので参加させていただくことにしました。よろしくお願いします。

-発言者岐車にあります平成医療専門学校からまし、りました。作業療法士の養成にたずさ

わっております。地域生活をしてしも精神障害者のことを主に学生に伝えていますが、地域生

活についてはまだまだわからないことが多いので参加させていただきました。よろしくお願いし

ます。

-サトウ埼玉市民病院のサトウです。よろしくお願いします。

-スズキ神奈川県精神医療センター健康病院でケースワーカーをしております。今 7万

2，000人の退院促進、長期入院患者さんの退院促進がうたわれていますが、うちの病院でも

77%の人が 1年以上、入院しております。 2年ぐらい前に大阪で退院阻害要因の調査をしたと

思います。それをもとに今年度、うちの病院でも入院患者さんの退院阻害要因が何なのかとい

うことで、今調査を始めているところです。よろしくお願いします。

-モリタ文教大学大学院で臨床心理学を専攻しております。精神障害者の方にかかわるに

あたって地域生活品、うものを知っておきたいと思いまして参加しました。よろしくお願いいたし

ます。

-ドイ中央法規出版のドイと申します。よろしくお願いします。

.コウノ埼玉にあります「やどかりの里jの精神障害通所授産施設で職員をしております。働

いて傷つき体験をもったメンバーを目の前にしながら、一方で働きたいとし、うメンバーと一緒に

毎日お弁当をつくって、高齢者向けの宅配サーピ、スを事業としてやっています。施策としては

所得の保障と、体をこわさないで働くことのできる企業体系をどんなふうにしたらいいのかという

ことに、個人的に関心があります。

-ミキ埼玉県にあります埼玉江南病院のソーシャルワーカーをしております。よろしくお願い

します。
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-藤井一応これで全員が発声をしました。 2時間ちょっとの時間で、すので、問題意識を共有

しあって進行していこうと思っています。

次に、 3人のレポーターから 15分から 20分弱、発言をお願いいたします。最初に「パイ焼き

窯」の西谷さんです。ここは授産施設がメインです。次は尾上さんです。「のーま」としち名前の

地域生活支援センターです。それから、家族の会の代表で田所裕二さんに家族の立場から当

事者の思いなども込めながら話をしていただきます。
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精神障害者の地域生活支援

社会就労センターパイ焼き窯西谷久美子

「パイ焼き窯jは東京世田谷区にある精神障害者通所授産施設で、私はそこの立ち上げか

ら関わり、ソーシャルワーカーの仕事をしています。

リハビリテーションに関しましては、精神障害者の領域では、施設運営に当たって、障害の軽

減とかリハビリテーションとしづ理念・手法については確立していないと言っていい状況だと思

います。私の身近でも、自分の実践が精神障害をもっている方たちの“この障害部分にこうし、ぅ

支援技術やリハビリが、その障害の軽減にきちんと合致しているんだ"と言える様な理論を持ち

ながら実践している支援者はほとんどいません。

私は、その中で就労支援としちところに力を入れながら、「パイ焼き窯」の実践を 10年間続け

て来ましたが、基本的には、障害の軽減とかリハビリテーションとし 1いますのは、地域の普通の

暮らしの中にあるのではなし、かと思いながら実践してきました。長い時間をかけて人聞が築い

てきた社会とし、うものが発展を遂げてきて、今精神障害を患っている人が自分の暮らしゃ住ま

いを、その社会の中に身を置くことによって自らの障害の軽減を図っていくとし、うのが基本じゃ

ないかと思っています。私は、今日はそうしづ立場で発言させていただきたいと思っています。

53ページにあります図は、地域生活支援体制はどうしづ段階で作られてきているのかとか、

またこれから作られようとしているのかとし 1うことを表したものです。

現状としては、まず国の大きな方針なり施策があり、そこに一部拘束されながら都道府県、そ

してさらに市区町村品、う地方自治体の地域に密着するような施策があり、そうし、う一定の行政

の基準とか制約を、地域生活支援施設は受けながら、そこに独自の理念や役割を見出して、

地域のニーズ、に合った実践をしてして、これが基本だと思います。そして、すべてのそうしち施

設なり事業の実践の集合体と、それからもう一つ、地域で、暮らす当事者のニーズ、の状況、それ

を全部あわせたものが現状と言えるのではなし、かと思います。

評価のための 3つの視点

現実の地域社会の中には、非常にたくさんの課題があります。その課題に対応するために、

今年度から 10カ年の国の新障害者プランができました。おそらく 17年度をめどに地方自治体

は独自の基本施策をつくっていくことになると思います。この地方自治体の基本施策につきま

しては、まだ義務化はされていません。今度の国会で通ると言われていたんですが、解散があ

ったので、そこについてはどうなるかわからないのですが、 17年度に障害者(当然精神障害者

の施策も含めた)の基本計画が盛り込まれるよう期待します。その施策と地域の実践力、これ

が現状にど、うタイアップしているのか。現状があって、そこから課題が見えてきて、その課題に

対応する形で施策なり実践とし、うものが行われる。しかし、それを照らし合わせると差が出てき

て、また新たな課題が出てくるわけですが、その課題に入る前に、現在ある施策や実践の評
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価をしなければいけないのではないか。その評価をするにあたって、私は 3つの視点が大事

ではなし功、と思います。

その評価とし、うのは、現場で当事者を支援している私たちが評価をしてして必要があると思

いますが、その評価の視点として、 lつは国の障害者プラン、地方自治体の障害者施策、これ

が完全実施されることがあった場合に、その中身が当事者の生活支援、地域生活支援がきち

んと成り立つとしづプランであるのかどうかです。つまり実践の中身があるのかど、うかとし、うこと

です。

2つ目は中身の問題です。新たな地域生活予定者として国が示している7万 2，000人がし、ま

す。そのほかに今現在地域生活をしている人たちが、正確に数はつかめていないのですがか

なりの数いらっしゃいます。全人口の 0.8%が統合失調症品、われ、その他操欝や神経症圏の

人を加えるとかなりの人数です。それらの人たちの人としての権利、人として暮らす生活の豊

かさ、憲法 25条でうたわれているような中身が保障されているような施策や実践のものになっ

ているのかどうか、これも大事な柱だと思います。

3つ目は、患者と言われる者が生活者と言われるようになり、また、施設の利用者と言われて

いる者が地域の自立者、または社会参加者と言われるようなところに結び、つく、リハビリテーシ

ヨンの価値観に基づいている施策や実践であるのかどうかとしづ視点です。こうしづ評価の柱を

とおしながら見てしてと新たな課題が見えてくると思います。

政策上の課題と実践上の課題

その課題については、 lつは政策上の課題、 2つ目が実践上の課題と考えられますが、これ

をきちんと整理してとらえておくことが必要だと思います。政策上の課題としては、新プランや

施策の中身が果たしてどうし、うものなのかとし、うことです。国から市区町村までの年次計画が

毎年出されますが、その具体的な数値と予算化の問題があります。

実践上の課題として、設置主体者(医療法人・社会福祉法人・地方自治体)の理念や経営方

針の問題があると思います。 1つの例を挙げます。問題としてよく言われることに、医療法人で

財産も土地も比較的豊かな法人が自分の病院の敷地内に社会復帰施設を安易に作るとし、う

ことが特に地方では多くあるようです。そうなると、そこの病院の患者だ、った人が敷地内にある

社会復帰施設を使って、また具合が悪くなると病院に入っていくとしづ、つまり、そこの中だけ

の患者の循環を生み出し、それで経営利益を生み出すとしづ構図になりかねない。数がふえ

ればいいとし、うことではないとし、うことです。

実践における 2つ目の課題は、社会復帰施設や事業のサービスの質についてです。私たち

支援者が自分たちのサービスの質を現状肯定のままにしておいていいのかどうか、常日頃か

ら新たな課題に合わせた質の高いサービスを企画し実践してして必要があるとしづ課題です。

3つ目は、地域社会の偏見です。これにどう対抗してしてかとしづ課題もあると思います。地

域にいろいろな課題が山積しているとしづ実態に合わせて、どうしち手を打ったら良し、かとし、う

ことを示したのが 55ページにある連携図です。その前に、今申し上げました内容について、も
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う少し具体的な形で出したものが 54ページです。これは、現状評価・課題に対しまして、国が

どのような施策展開をしているのかとし、うことを、地域住民に密着した地方自治体(例:世田谷

区)とで比較したものです。

世田谷区の現状と課題

世田谷区は、全国の地方自治体の中でも障害者福祉がかなり進んでしも自治体と言われて

います。国のものにちょっと対比させながら一つのモデルとしてここに出してみました。まず現

状としましては、国が 33万人の入院者、そのうち 3分の lが社会的入院と言われています。そ

の入院者の 9害IJ(ベッド数の 9害1])が、民間病院で占められています。民間病院は、どうしても

経営品、うものを無視できません。そこからくる入院優先の必然性品、うことがあるんじゃなし、か

と思われます。

また、社会資源が圧倒的に不足しています。この圧倒的な社会資源の不足からくる症状や

障害の悪化、そして家族問題、人権、住民の問題、そして結果的に貧しい生活環境却、ったこ

とが増幅されているとし、うことです。数でいいますと、これはきょうされんの方に 10月時点での

概数を出していただきましたが、全国で通所授産施設(法内施設)は、およそ 200カ所、小規

模授産が 250カ所、福祉工場がわずか 13カ所、共同作業所 1，750カ所です。共同作業所の

ほとんどが無認可と思ってくだ、さい。

それに対抗して世田谷区の場合は人口が 80万人で、東京 23区の中ではかなり大きな面積

を占めています。 7万2，000人に比例して考えると、世田谷区では 500人ほどの退院者の受け

皿を地域に作らなければいけないとしづ単純計算になります。世田谷区には、松沢病院としづ

大きな病院のほかに、昭和大学病院などたくさんの病床を抱えている病院もあります。地域を

5分割しながら区全体を考えてしてとしづ、ちょっとユニークなとらえ方をしていますが、その中

で保健所、保健福祉センターが 5カ所、通所授産施設(法内施設)1カ所、小規模授産6カ所、

共同作業所 15カ所。この数字の多さに驚かれると思いますが、全国の地方自治体の中では

一番多し、ですね。ただ、生活支援センターが 2カ所しかありません。グループ。ホームが 7カ所、

かなり早く精神障害者のホームヘルプ。制度を導入した区でもあります。

それだけ多くの施設があるにもかかわらず、それでもなお、地域に暮らしてしも精神障害者

のニーズに全然応えられていません。待機者が山積しているとしづ状況を抱えていると同時に

重篤ケースや困難なケースが非常に増えています。保健所の保健師が今削減されています

ので、重篤ケースとし、うのはなかなか地域社会資源だけでは対応し切れない部分があります。

ひとりの保健師が抱えているケースが多くなり、対応し切れないとしち実態にあります。

こうしち状況下で世田谷区は、平成 17(2005)年度に向けて障害者の基本計画作成作業を

行っています。地域社会資源の代表が集まって、この基本計画に向けて地域で面白い動きを

起こしています。現状分析から課題を明確にする作業を行い、施策への提言を行っていこうと

いうものです。従来で、したら行政マンが机上の理論として計画を立て、予算を立て、これでやり

ますょとし、うトッフ。ダウン形式で、行うわけで、す。しかし財政的には厳しい中で、良心的な行政官
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であれば、担当課としては何とか遅れている精神障害者の問題を多少なりとも近くから支援し

たいとしづ思いがあるわけです。それで、私たち社会復帰施設団体の代表が集まり検討会を

重ね、世田谷区障害者基本計画に反映させて欲しし吃提言(中間案)をしました。

新プランの評価と課題

次に評価ですが、まず国のプランに対してのマイナス評価としては、初年度に施設整備費が

突然大削減されたことがあげられます。前代未聞の事態ですが、施設整備費だけではなく、数

年後には運営補助金の削減も予感させられるとしづ事態になっています。それから、プランを

もってしても、知的障害者、身体障害者に比べて、精神障害の分野は非常に遅れています。

これだけの格差が温存されるだけでなく、増幅されているのかなとしづ危倶を抱くようなプラン

になっています。

プラスの面として考えられるのは、就労支援のところで、少し国が腰を上げだ、しているのではな

し、か品、うことです。それは就労支援をしてしも社会復帰施設への積極的な見学計画や、就

労・生活支援センターの援助事業の大幅な予算化から伺えます。

それに対応して世田谷区では、国の低い数値目標、地方自治体への補助金の一般財源化、

補助率の導入とし、うマイナスの要素の他に、税収の減など非常に財政的に困難な要素があり

ます。ですから地域において障害者の生活状況はますます厳しくなるものと考えられますので、

何か抜本的な対策を今から考えなければいけないと思います。

そして、課題と対策ですが、国に於いては何としてもこの新プランにある数値目標は前倒し

の形ですすめていただきたい。逆にどんどん遅らせていくような感じが今あるんですが、ぜひと

も前倒しで完全実施をしてほしいと思います。また、医療におきましては、治療薬の開発、治

療技術の進歩、これはぜひとも推進してほしし、し、退院の促進を積極的に実施して欲しいと思

います。

それから私ども施設や支援者の側では、福祉サービス、支援技術をさらに向上させていって、

障害の軽減を私たちの責任できちんと果たしてし、くんだとし、うぐらいのスタンスが必要じゃない

かと思います。さらに必要な対策としては、雇用の創設、そしてノーマライゼーション理念の普

及の啓発とし、うことがあるのではなし、かと思います。地方自治体におきましては、まず、当事者

の実態調査をしながら、ニーズの比較的正確な把握をすることが基本で、それに見合った具

体的な施策づくりを早急にする必要があると思います。

園、県の予算は当然足りないわけです。東京に限っては、今年はいまだに地域生活支援セ

ンターの内示がゼロとしづ状況です。地方自治体は、上の自治体または国が言わなければ何

も作らないとし、うことではなく、区で予算をつけても施設や事業の整備に尽力する必要があると

思います。それから、全体的にはユニバーサルデ、ザ、インの精神だ、けに限らず、地方自治体に

はそうしづ社会創設をしてしてとしづスタンスが必要だと思います。

先ほど財政的に、特に市区町村は非常に厳しい状況にあるとしぢ話をしましたが、これから

は団体交渉等を通して施設を作くってくれとか、補助金の増額をしてくれとしづ事態にはなか
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なかなり難いとしづ気がします。数年前とは事態が非常に変化しているとしち認識に立たなくて

はなりません。

また、障害者自身が多様なニーズ、を表現で、きるようになっています。それに合わせてそれぞ

れの施設が自分たちの施設だけではその多様なニーズに応えられないとしづ能力の限界を認

識させられる事態になっています。つまり、ニーズにきちんと対応するためには、地域の社会

資源が有機的ネットワークを組み共同支援体制を作ることが必要になるとし 1うことです。

行政は、公設から民問委託へとしづ大きな流れを作っています。こうしち現実をふまえて、私

たち支援する職員の立場はどうあるべきかとし、いますと、私たちは当事者の願いにきちんと応

えるとし、うことによって賃金を得ているわけで、極端に言えば、こうしづ仕事ができなければ、働

く権利、給料をもらう権利は主張できないんじゃなし、かと，思っています。よい仕事をすることは、

支援者自身の生きがいにも合致するはずです。

では、どうしたらいいのか。現状を直視しながら、より有効的な新しい発想、に基づいた支援、

あるいは支援システムをつくってして必要があるのだと思います。そこで、提案をしたいのが、

次の世田谷区を例にしているモデルケースで、す。モデルケースについては、また時聞が許さ

れましたらお話をさせていただきたいと思います。

-藤井どうもありがとうございました。

それでは引き続き尾上さん、お願いいたします。
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三障害統合の生活支援センター

多摩市障がし、者支援センター「のーまJ 尾上義和

東京都多摩市にあります障害者支援センター「のーまJの尾上と申します。先ほど、皆さんの

自己紹介の中で、障害種別を超えてとか、障害種別を問わない形の団体としづ方が何人かい

らっしゃいましたが、私ど、もの施設も同じく障害種別を問わない、精神障害者、身体障害者、

知的障害者の方を対象とした生活支援センターです。この形は今モデル的に行っております

が、 3障害統合型の施設品、うことで昨年の 4月にオープンしました。

3障害統合品、うことで、ここのところ見学がすごく多いんですが、去年オープンしたばかりな

ので、試行的にやっていることばかりです。まだ実践的なところが具体的な形であまり伝えられ

なし功、と思いますが、支援センターの中から見てきて、これからの精神障害者の方々の施策

や、かかわりとしち視点から地域生活について考えていきたいと思います。

地域生活支援センターでの現状

多摩市は、人口が約 14万人です。先ほどの世田谷区と比べると、ほんとうに小さな町です。

国の生活支援センターの設置条件として、人口 30万人に 2カ所品、うことで、 14万人いる多

摩市は地域生活支援センターを建てる計画をしました。

実はこの支援センターの計画は、多摩市健康福祉推進プラン(障害者基本計画、高齢者の

基本計画等、福祉に関連した計画)の中で平成 17年度までに 3障害統合型の支援センター

を建てるとし、うことを市が打ち出したものです。多摩市品、う地域は、市民活動がかなり活発な

地域です。ただ、東京都の計画で、は多摩ニュータウン計画とし、うことで、し、わゆる働き盛りの人

たちを住まわせるマンションをたくさん建てたのですが、今、そのニュータウンの住民は高齢化

して、 50代、 60代の方が圧倒的に増えて、さらに 30代、 40代の方が他市に出てしてとしづ人

口の空洞化現象が起こってしもとしづ状況です。ですから 10年後には高齢者が結構多くなる

のではなし、かと思われます。

そうしづ地域の中で、障害者の支援施策に取り組む方は少なかったので、すが、市民活動として

はいろいろな活動があります。ですから、「のーま」の運営もNPO法人に対して市が設置主体

となり、民間に運営委託するとしづ公設民営型で、運営をおこなっております。

社会資源としては、公的機関では、多摩総合精神保健福祉センターなどがあります。医療機

関では、約 300床の病院が 2カ所あります。診療所が 5カ所あります。そのほかに作業所が 3

カ所、グループホームが 2カ所あり、社会資源はわりとある地域だと思います。

また都内の市町村では、精神保健福祉の一部が移譲される中で、市町村が支援センターを

建てて、それを民問委託するところが増え、さまざまな形で支援センター運営が行われており、

ニーズも徐々に増えています。

また、障害者プランの中でも退院促進事業としづ大阪のほうで、モデルケースをやっている事
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業があり、そこを委託できるのは生活支援センターとなっています。そうし 1った点で、国のモデ

ル的な事業があったり、支援センターにいろいろ委託されてくるものがあったりとしづ複雑な状

況になっております。

法内の社会復帰施設には、授産施設、福祉工場、生活訓練施設、福祉ホームとし、う 4施設

がありますが、法内施設の生活支援センターとし、うのは、とても中途半端な位置づけにありま

す。

皆さんが「地域生活支援センターjとして何をイメージされるのかとし、うと、 24時間相談できる

とか、お風自に入れる、ショートステイ(緊急一時保護)ができるとか、食事サービスがあるとい

った何で、も出来るコンビニエンスストアのようなイメージではなし、かと思し、ます。「地域生活支

援」を、切り離して考えてみようと思います。そうすると、「地域Jr生活Jr支援Jrセンター」としづ

形の 4つの機能を兼ね備えた施設であると思います。その機能の中で何が地域の中でできる

のかとし、うことを今まさに検証しています。

生活支援を行う中で、 3障害を統合した形で、行っていますが、それぞれの制度の違いに大き

く差があります。やはり精神障害に関しては身体障害、知的障害に比べると施策の遅れがあり

ます。精神障害者は支援費には入っておりませんので、使えるサービスについても、身体障害

者の方、知的障害者の方のほうが多いと思います。市内における、手帳の数でいうと、身体障

害者の方の約 3，000人に対して、精神障害者の方は約 300人ですが、潜在的な精神障害の

方は推定 3，000人ぐらし吃言われています。 14万人の中の 3，000人とし1うとかなり多いなと思

いますが、そうし、った人たちに対して地域生活支援のための制度整備の遅れとし、うのはすごく

感じます。

多摩市には、多摩総合精神福祉センターとしづ都の大きな精神保健福祉センターがあります。

そこには生活訓練施設と、いわゆる社会復帰病室としち病院があわせ持った施設があります

が、しかし退所者を多摩市内には住まわせないとしづ条件で多摩総合精神福祉保健センター

を作ったところがあります。今はこの条件はありませんが(生かせていなし¥)、そうし、った状況も

あって、市自体が公的機関や施設をうまく使えていないとしち状況があります。要するに、社会

資源はあるんだけれども、それらのつながりとし、うのがし、まいちスムーズではないところがありま

す。目をこらすと地域にはいっぱいいろいろな宝物があるんです。それをうまくつなげてしてと

有効に活用することができます。

ある団体から脱施設化ではなくて脱福祉化としづ視点でとらえてみると、また違ったものが見

えるんじゃなしせ言われたことがあります。この生活支援センターもNPOとしづ形になってから

かなりいろいろなものが出てきています。今まで、の公と私とは違った第三の立場としてNPO活

動とし、うのは出てきているのかなと思います。 NPOとし、うのは地域のさまざまな資源をうまくつ

なげていくような団体であるのかなと思います。そうし 1うつながりをつくってしくことがこれから必

要だと思います。

また、 3障害統合型の施設なので、重複障害の方の対応についてもあちらに行ってください

ということがなく、連携をしていきながらみんなで、やってしてことが可能かなとし、うふうに思って
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います。

生活支援センターは不特定多数の方が対象となっています。ですから、電話が入っても、こ

の人が誰かとし、うのが全然わからない状況の中で運営をしなくてはなりません。こうしづ電話で

のかかわりがすごく大事になってくるところがあります。言葉は我々のつながりの一つです。そ

の言葉を大事にしながら我々は、支援をするパートナーとしづ役割を担っているのかなと思い

ます。

3つの障害を統合してやっている中で、支援センターが地域のケアマネジメントの中核となる

ようにと考えております。私どもは、よく勉強会の講師の依頼を受けることがありますが、そうしづ

時は必ず当事者の方と一緒に行きますO 当事者の方にこうし、うふうにやっているんだと話して

もらい、支援センターを伝えていっています。

そうしづ活動が功を奏して、これからは精神障害だけではなくて、身体障害も知的障害をもっ

人も一緒になって何かで、きなし 1かとし、うことで、我々は(仮称)ピアサポート委員会とし、うものを

つくりました。身体障害と精神障害と知的障害をもっ当事者の方を中心に、常時 5人か 6人ぐ

らい集まって、そこに職員も入って(市民に対する)普及啓発活動を今始めています。幸いなこ

とに我々の施設は公設民営品、うことで、市のほうから 212平米ぐらし、の場所を市民健康セン

ターの上に借りています。そこは 4階にあるんですけれど、 3階にコミュニティセンターがあり、

地域の市民の方々が集います。そうし、う場を活用させていただいて、コミュニティセンターの方

と一緒に普及啓発活動を始めております。

ピアサポート委員会が開催された当初は、精神障害者の方が、視覚障害者の方と一緒にこう

いう席に立つのは違和感があると言われていたんです。目の見えない方の考えがよくわからな

いとし、う話をされていた。視覚障害者の方は精神の考えていることはよくわからないとしち状態

でしたが、だ、んだん話し合ってし、くうちに人間同士になっていったんで、す。障害があるから、な

し哨ミらではなくて、人間同士のかかわりになっていきました。そのかかわりのフ。ロセスとし 1うこと

がとても大事なことだと思います。

課題

我々の支援センターが抱えている問題却、うのは、オープンスペースについてです。先ほど、

社会資源はあるんだけれども、支援センターを利用される方は社会資源をうまく活用できてい

ないとしづ話をしました。社会資源を使ったけれども、どうも自分には合わないとし、う方が 7"-8

割くちいいます。我々のところには平均大体 20名ちかくのオープンスペースの利用者が来て

います。これで一つ、作業所が建つのかなとし、うふうに思っておりますoそれぐらい利用ニーズ

が高く、社会資源の補完をしているのがこのオーフ。ンスペースかなと思っています。また、交流

としちところを求めてオープンスペースにくる方に関しては、当事者がコーデ、ィネート(相互支

援)して一緒にやったりしているような、そんな状況があります。

ただ、オープンスペースの利用率がこれ以上増えていくとどうなんだろうと考える中で、現在

支援センターの立地としては長細し 1地形の南のほうにあります。北のほうの方が利用するのは
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とても不便なため利用する方も偏りがちです。ですから、多くの人が利用できるようにサテライト

型のオープンスペース(センター機能の分化)があるとまた違うことができるのではなし、かと思

います。また社会資源不足の解消とし、うことで、インフォーマルな資源の発掘は必要で、あると

思います。

先ほどの西谷さんの話で感じたんですが、我々は公金で働いている職員です。ほんとうに支

援センターの仕事とし、うのはいろいろな意味での見極めが大事です。それは電話の中での見

極めだ、ったりとか、瞬時の対応が求められるところがありますので、きちんと対応できる職員の

質が問われてくると思います。

また今後の課題としては、長期在院者に対して、支援センターでは(地域としては)どう取り

組んでしてのかとし、うこともあります。実際に地域の中で取り組が進んでいるところもありますの

で、そのあたりも今後の課題になっています。

-藤井ではレポーター3人目の田所さん、お願いします。
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当事者、家族の視点から

全国精神障害者家族会連合会田所裕二

通称「全家連(ぜんかれん)J、全国精神障害者家族会連合会の田所と申します。

冒頭、藤井さんから、当事者に近い家族とし 1う立場で話をするようにとし、うことでしたが、私は

家族会の所属ではありまが家族の立場ではなく、その運動を支えている事務局の立場です。

今日は、家族会の運動を通じて、家族や当事者がどのようなことを今望んでしものか、とし 1うこ

とを中心に、話しをさせていただきます。

家族会運動と精神障害を取り巻く歴史的背景

全家連品、うのは、お配りしました私のレジュメの中段に書きましたが、全国の家族会運動の

中央に位置づけられております。現在、全国に約 1，600カ所強の家族会があります。保健所単

位、作業所・社会復帰施設の単位、そして病院に入院している方々の家族会があったりと、小

さな活動では4"-5人のものから、 100人単位ぐらいの大きな家族会までさまざまです。これらを

単位家族会(単会)と呼んでしぜす。この単会が市区町村で連携し、そして 47都道府県毎に

連合体組織をつくっております。これらを束ね、統括する形で全家連があります。事務所の所

在地は、東京都台東区にあります。

運動を始めて約 40年程になりますが、発足当初に目指していた内容は、 40年を迎えようと

する現在でも、あまり変わっていません。やはり家族や当事者の方が望んでいるものが、なか

なか達成されて来ていない、とし、うのが現状だと，思います。実際には、啓発広報活動や研修・

要望活動などを中心に積極的に運動を展開しているつもりですが、本会の特徴としては、先ほ

どもピアカウンセリングの話が少し出ましたが、家族相談員と専門相談員がタイアップ。した相談

事業を行っていることです。

直近のデータをご紹介しますと、全国からの電話相談が中心なのですが、年間で約4，000件

程の相談を受けております。本当は、難度の高い年金や法律相談却、った専門相談を主に守

備範囲として、それ以外は各地域の家族会で対応できるよう、相談員の育成をしていきながら

そのフォローを本会が担えれば、としち構想、をもっているので、すが、なかなかそこまでの力量が

伴わず、目先の相談に追われているとし、った状況で、す。結果的に本会が年間で約 4，000件の

相談指導・助言活動を行うことになってしまっています。

このほかでは、運動団体として施策推進や社会的発言を行って行くために、その根拠作りのた

めの調査研究活動等も、かなりの数手がけて参りました。

先ほど、群馬県のほうで調査を新たに手がけるとし 1うことが報告されておりましたが、本会で

も保健福祉研究所品、う機関を有し、運動発足以来定期的な基礎調査・ニーズ調査など、さま

ざまなテーマに取り組んで来ましたので、ぜひ何かの機会にご参照下さい。

精神障害者の現状については、厚生労働省のデータでは現在入院患者が 33万人いると言
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われています。その入院患者の中で、 5年以上の長期入院と言われている方が私どもの調査

でも約 14万人存在します。精神障害はもともと医療にて対応することが大前提になっているわ

けですが、病気が治ればもういいのかとし、うことではなく、並行して福祉サービスが必要な方も

多数いらっしゃいます。そのニーズ調査をした結果を見ると、 204万人の精神障害者のうち約

半数程に当たる 70万'"'-'100万人の方が、福祉的なサービスを何らかの形で必要としていると

いうデータがあります。そうした背景もあって、ただ治療を維持していれば良いとし、うことではな

くて、福祉的な施策を勝ち取っていく必要があるとし1うことを、本会は 40年近くも取り組んで来

ているのです。

現在の「精神保健福祉法」のルーツで、ある、「精神病者監護法jやその後の「精神衛生法」な

どを見ていると、もともと国の施策(考え方)は、精神障害と言われる人たちは家族に任せれば

良い、家族が保護すべきなんだ、とし、うような保護義務の形で位置づけをされています。精神

衛生法の時代には、特に社会防衛的な位置づけが強く、例えば天皇陛下が植樹祭などで地

方に赴かれる際には、事前に警察等が該当する地域を回って、精神障害者などを外に出ない

ようにしていたとし、うことが言い伝えられています。このような暗く悲しい歴史が長くあったとし、う

こともあって、家族の中に精神障害の方が居るとし、うことは、恥ずかしいことで隠さなければな

らないことだ、という考え方も必然的に根付いていったのだ、ろうと思います。

その根底には、「この病気は遺伝するJr親の育て方が悪し、から病気になった」と言われる誤

解があり、「何をするかわからない危険な人なんだJ品、う偏見をもたれている、品、うことも多分

にあったと，思います。こうし、った、地域社会に古くから根づいた誤解や偏見と、自分たち自身

の無知(正しい知識をもっていなかったわけです)から、当時精神分裂病や精神病と言われる

と、家族も当人も大変なショックだったろうと思います。このような背景もあって、なかなか自分

の家族の問題を社会化していけなかった、とし、う歴史的経緯がありました。

その後、昭和 30年代に入ると、全国各地でぽつぽつと病院単位で家族の方々が自分のお

子さんたちの病気の問題をもう少し知ってもらおうとか、自分たちももっと学ばないとし、けないと

いう動きが起こり始めます。一部のお医者さんたちが、家族の協力が必要なんだとし、うことを話

し始めたことも、そのきっかけとなりました。そうこうしているうちに昭和 40年に本会(全国精神

障害者家族連合会/当時は家族会連合会ではありませんでした)が創設されるわけです。そ

れから 10年間程度の期間で、あっという聞に 47都道府県に連合会を置くまでにその運動は

広がって行った、とし、うのが主な歩みです。

精神障害者の現状と課題

家族会の運動の根源は、「自分の子ども(家族)の病気を治したしリ、それがやはり一番です。

しかしながら、本会で、は最近まで、福祉的な施策提言が多かったわけで、すが、ここ数年間は初

心に戻って医療にもう一度働きかけをしようとし、うことで、最新医療や新薬の導入推進、多剤

併用の問題提起などにも、積極的に声を上げるようになりました。

私は、本会の活動に飛び込む前は、「てんかん」とし、う脳神経疾患の分野で 10年間程活動
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をしていました。てんかんとしづ病気も、精神障害と同様に誤解・偏見・差別が多く、各地で多く

の方々が苦汁を祇めさせられてきた歴史がありますが、てんかんの分野では専門医・専門職

の活動とのタイアップ。が上手くで、きており、専門医療の国際的な発展が先行し、それに追随す

べく福祉的・教育的・職業的な施策要求や社会啓発活動が展開で、き、日本てんかん協会とし 1

う当事者運動(市民運動的Hこつなげて行ったわけで、すO

そこで運動を経験した私が、縁あって全家連の活動に参画してみて、そのあたりの背景が随

分と違うんだなあとし、うことを思い知らされ驚いたことを今でも覚えています。当事者だからこそ

言える家族会から投げかけてして問題提起で、適切で最新の医療などを勝ち得て行く、この当

たり前な考え方がなかなか通じないのです。精神障害の分野における専門医制度(認定医制

度)みたいなものがお医者さんたちの学会等で、出来ないのであれば、家族会が「こうしづお医

者さんたちは安心で、きるんで、すよ」とし 1うものを作って行ってもいいんじゃないか、そんな考え

方も現在育まれています。

また、先ほども話題になりました「長期入院Jについても、地域での受け皿(社会資源)が著し

く少なかったこともあって、結局は退院して来ても方々を家族が全て抱え込まないといけない

としち背景がありました。やはり家族としては、経済的・物理的・世間体等さまざまな理由から家

庭では引き受けられないとしづ現状もあって、長期入院化が進んでいたとしづ部分も否めない

のではないでしょうか。

次に、ご存じのように精神障害の方は、大部分の方が中途障害です。それも成人期になって

からの発病としづ方が多いわけですから、患者さん自身もある程度の社会経験があったり、何

らかの成功体験をした後にド、ロッフ。アウトしてしまった方々も少なくありません。そのため、なか

なかご自身の気持の切り替えが難しし、状態なのです。気分一新、第二の社会参加・社会復帰

へとは踏み出せないでいる、とし、う部分があります。あわせて、親御さんに高齢な方が多いこと

も大きな障壁です。特に社会の第一線から現役を引退された後、お子さんを障害者として抱

えるとしづ方がわりと多し、ものですから、生活の基盤(経済的理由等)として、お子さんと共に生

活を送ることが、かなり難しい現状にあります。

加えて、精神障害者の場合は「働く」とし、うことがなかなかままならないとしづ上に、住まいの

確保が難しし、品、う問題もあります。さらに所得保障としづ部分でも、年金・各種手当や法体系

(手帳制度等)の問題により、サービスの，恩恵からかなり脱落している部分があります。

金銭的な問題(所得保障)と住宅の問題(生活保障)、この両方が抜けているとし、うことで、家

族の立場としては高齢の親御さんが亡くなった後に、この子はほんとうに生きて行けるのだろう

か、とし、うことが大きな不安材料になっています。今の地域社会の中では、ほんとうに精神障

害をもっ人が一人で生きて行けるかは、家族会としても疑問が残る大きな課題の一つになって

います。

もう一つ、「行き場jの問題です。昼間の行き場に困る人もいれば、夜の行き場に困る人もい

ます。私たちも同じですが、社会にとって自分が必要とされている、と感じることのできる「行き

場」があるとし、うことが、精神障害者にとっても当たり前ですが大きな課題です。
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例えば、地域生活支援センターのようなところでマネジメントを受けて、 Aさんはこうし、ったとこ

ろを利用して、こうし、うふうにしましょうとしづフoランを作ってしてにしても、 Aさんを支える医療、

保健、生活、権利擁護といったさまざまな部分が地域で、きちんとネットワーク化されているのか

どうか。またそのイニシアチブ(責任の所在)は誰にあるのか。行政がどのように関わっている

のか、当事者や家族のフォローはあるのか。こうし、ったいろいろなことをこれから整理してし、か

なくてはならないと思いますが、いずれにしても朝起きてどこかに行く、そして、夕方に帰ってく

るとしづ誰もが当たり前にしている生活のパターンを作るとし 1うのが、地域社会の中においてこ

れから一番大切になって行くので、はなし、かと思います。

最後に権利擁護の部分です。これは当事者運動として、さまざまな専門性をもっている専門

職がフォローをするとしちのは大切なことですが、当事者である精神障害の方々やその家族の

方々が、今自分たちに必要なのは何かを主張していく、そうしづ運動を作ってし、くことも重要で

す。そしてその声をよく聞いていただきながら、制度、施策を作る、またサービスを見直していく

とし、うことが必要であろうと思います。

この 4点が、家族会運動がスタートした頃から必要と思われてきたことであり、程度の差があ

ったとしても現在もあまりその状況は変わっていなし立言えることです。制度・施策上の問題点

品、うことで、私どもの運動としても、かなり広範に施策要望をし続けているポイントと言えます。

国の施策への要望

ところで、直近の話題(課題)として考えていただきたいことをお話しします。最近の国の施策

方針は、当然必要という認識の中でいろいろな数字やスローガンを出してきでおりますけれど

も、やはり予算の裏づけがなかなか見えて来ないのです。新障害者プランにしても、今回は精

神障害の分野を随分と重要視していますが、それをほんとうに実施するような予算的背景(積

算根拠)がきちんと組まれているのかとし、うことです。

先ほども出された話題ですが、社会復帰施設の施設・設備整備費が大幅に削減されたと伝

わったカもしれませんが、そうではなくて元々予算が無いのです。「ポニュー予算(事項要望)J

と言われていて、精神障害者関係の施設・設備整備はこの予算枠の中に入れてあります。で

も、その具体的な積算根拠(実施計画)は無いというんです。保健衛生関連の施設整備に係る

大きな予算枠の中に、確かに一応は精神障害者関係施設分も位置づけられております。今ま

では、前年度から繰り越してきた予算や予備費的な部分品、うものを使って(時には補正予算

もあって)、幸いにして全て対応して来れたわけです。しかし今年度については、繰り越してき

たものはありません、だから自治体の計画を支援できません、とし、う仕組みが露呈したわけで

す。

国が主張し続けている、地域支援を進めることで退院促進を図り、社会的入院を無くすんだ

と言っていることは、その受け皿として拡充が必要なものを一つ一つ壊してしまうとしづ、全く矛

盾した有言実行(自己矛盾)に成ってしまっているのではないでしょうか。先ほど来、 r3障害J

のカテゴリーについて触られていますが、施設・設備整備費に関して言えば、「身体Jr知的」と
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いう 2つの障害については社会福祉施設の枠で組まれ予算執行もされているけれども、精神

障害だけは保健衛生施設の枠で、組まれ予算的根拠が無いのです。例え、同種の事業が 3障

害分野で執行された場合でも、予算執行上の手続に何故か変な縛りが発生したりする格差が

存在するケースもあります。つまり、 3障害統合の時代と言われでも、その実態としては予算の

裏づけがない、国の縦割り行政が残っているとしづ根本的な課題が残されています。厚生労働

省の枠が、障害保健福祉部品、うことになって久しいわけですが、その中で精神保健福祉課

が医療も福祉も何もカもを網羅するような現状を、政治的な判断の助力を借りてでも改善して

し、かなければならないと思います。

また、最近特に心配されている話題で、「小規模作業所」については国は自治体の責務で実

施してして事業と位置づけ、その変わり小規模通所授産施設を推進するので、そちらに移行し

て行けば良いと考えています。しかし、地域での生活支援を考える時、小規模作業所が担っ

てきた役割やその実践はとても重要で、特に精神障害の分野においては社会資源が少ない

中にあって、本当にいろいろ成果を上げてきたことは周知の事実で、す。こうし 1った実績は、ま

だまだこれからも生かしてして必要があると思います。そうし 1うところに声を出してし、かれるのは

当事者活動であり、家族会活動であるとも考えています。

最後に、市町村が担う役割が平成 14年度から強くなったわけで、すが、これに関してもかなり

私どもは危機感を感じています。市町村が責任をもって、住民により身近なサービスを提供し

ていただくのは結構ですが、そのサービスの質や量に、地域間格差がより多く現れてくるので

はなし、かなと思っています。小規模作業所のこともそうで、すけれども、都道府県や市町村がや

ればいいんだと、国はもう言い切ってしまうわけで、す。そうすると、国は一切責務を負わないで

済むとし 1うことが結局言われてしまうのかなと思ってしまいます。国の責任とし、うものは、日本国

が精神障害(者)をどうし、うふうに認識しそれを国策として体系化して行くのかとし、うのを示すべ

きで、あって、その示した大綱の中で地方自治体や地域が独自のセンスで実行していくとし、うも

のがあるべきではないでしょうか。ですから、家族会や当事者は、引き続きそうし、ったことを固

などに要望して行こうと、考えています。ご静聴ありがとうございました。

円
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質疑・ディスカッション

・藤井今 3人の方にそれぞれお話ししていただきました。

西谷さんには、東京の世田谷区品、う大都市の中で、通所授産のネットワーク形成について

の実践について話していただきました。

それから尾上さんからは、障害種別にこだわらない、そうしづ支援センターの実践について、

そして当事者を中心としたピアサポート委員会の状況について話しをしていただきました。

田所さんからは全家連の40年間の活動をギューと圧縮していただいて話していただきました。

医療とし、うのはやはり基本なんだと、その上にさまざまな施策の展開への働きかけがあるんだ

とし、うことについてふれていただきました。

後半は 2つのポイントについてデ、イスカッションに入りたし吃思います。 1つは、施策上の問

題点・課題について。もう 1点は、厳しい中でもこの 20年間、しかし、着実に、障害をもった人

たちを支援する非医療活動が進展しつつあります。このあたりについてお互いに交流しあって

いきたいと思います。では 20分の休憩に入ります。(休憩)

現行の政策上の問題点・課題

圃藤井それでは、デ、イスカッションに入ります。自由に意見交換していこうと思います。

圃タケイ東松山で、 NPOで障害者就労支援センター、対象外の就労支援センターを立ち上

げて、就労支援をやっています。東松山市は人口 9万人ちょっとで、生活支援センターが 2カ

所、小規模作業所が 3カ所品、う社会資源はあるのですが、多様な精神疾患を抱える人たち

の支援が増えてきています。例えば人格障害の問題やひきこもりの問題、あるいは一般就労

をしていて会社で、かなりのストレスで体が弱っているとか、アルコールの問題など、作業所や

支援センターには精神保健福祉士品、う資格をもっていらっしゃる若い方がいらっしゃいます

けれども、 30代、 40代、 50代等の問題を抱えた人たちに対する相談等はなかなか大変で、ど

う対応してしW、かわからないというような状況にもなっています。そうしづ意味では、スタッフの

スキルアップの指導もありますが、支援センターだけでは解決してし、かない。このように生活支

援センター以外の社会資源を開拓していきませんと、なかなか解決していかない問題がこの 3

年間の中で出てきています。

それとケアマネジメントを基本に置きますと、一つの機関だと抱え切れない人たちの支援を、

他資源との連携でどう支えてしてかとし、うことが課題になっています。いろんな資源ができて会

議は多くあるのですが、つながってし、かない。

それともう一つは、市町村との連携の問題です。今ここにきて 3町 3村の合併としち問題があ

って、保健センター業務が合併にどう左右されるのかとし、うことです。市町村合併と福祉圏域

がどうなるのかという問題です。例えば、 1カ月に1回家庭訪問ができていたものが、 2カ月にl

回しか家庭訪問に来れないとしち現状があります。ここにきてこうし、ったいろんな問題が出てき

ているんですけれども、調整機能をどこがもっとか、多様な精神疾患を抱える人たちにかかわ
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る社会資源の問題等がかなり大変になってきている。

それと、重複障害の人たちの支援についてですが、例えば知的障害をあわせもつ精神障害

者とか精神障害をもっている知的障害といった人の場合、知的障害のグルーフ。ホームに入っ

たけれども精神障害があるためグループ。ホームの人たちとなかなかうまくし、かなし吐か、精神と

知的障害をあわせもつ人たちの支援の体制が特に厳しい。子育て中の精神障害とか家族の

支えがない生活保護を受けている単身の生活者の人たちの就労の問題で、すとか、誰がどう責

任をもってしてのかとしづ問題です。この重複障害の問題と、多様な疾患を抱えた人の支援の

体制の問題、社会資源の問題と、その調整機能はなかなか難しいとし、うことです。

また、市の課長のほうからふれあいサロンですとか、シェルターで、すとか、社会資源の確保だ

けは行政で、も考えてくだ、さっているんですけれども、実際それをつくり出していくマンパワーの

確保が難しい。 10年、 20年、 30年と、地域で、生活者として一緒になって生活していくとし 1う、ほ

んとうの意味での生活支援の部分とし、うのを、どう作り出してし、くのかとし、うのがこれからの課題

です。

-藤井新しいシステムを創造すれば、その課題がまた次の課題を生んでいくとし 1うことで、多

様な精神障害をもっ人への対応が困難な状況で、あるとし 1うことでした。

精神障害の定義について

・タカハラいつも議論で、よくわからない点があるので教えていただきたいんですが、精神疾

患と精神障害と慢性疾患の人たちとし 1うのはどう分けて考えられるのかとし、うこと。障害としづ概

念をどうとらえるのかとし、うことと、手帳をどう進めていくかとし、うことと、市民サービスをどう進め

ていくかとし、うことについてです。その辺を少し明確にしていったらいいのかなとし、うのが一点

と、それからもう一点は、本人の視点からサービス提供をどう考えてしてのか、とし、うことを議論

の中に入れていただけるとありがたいなと思っております。

精神の領域で、ケアサポートセンターみたいな支部の活動やビーフ。ルファーストの運動など、

ほかの障害で、やっている活動をある程度認識しながらやってして必要性についてはどうお考

えなのですか。

今当事者の方々は2カ所で、ケアサポートセンターネットワークとしづのと、ケアサポート連絡会

としづ 2つの全国組織の準備体が動いている感じですが、そのあたりのことについて教えてい

ただけたらなと思います。

-藤井大変基本的な課題を含んでいる発言でした。まず、精神障害、精神疾患品、うあたり

のとらえ方を間違うと混乱することになりますが、ただ、今日は時間もあまりないので、簡単に触

れておきます。

今の精神障害の定義は、二重定義なんです。一つは障害者基本法の第 2条と、精神保健

福祉法の第 5条。まず第 5条で見ますと、「精神障害とは、精神分裂症、精神作用物質による

159一



中毒症、または急性中毒、またはその依存症、知的障害者、精神病質者、精神疾患を有する

者jとあります。これをこのまま見ますと、精神障害とは精神疾患、障害とは疾患というように、ま

ことにわかりlこくし 1定義です。

この 57条からなる精神保健福祉法で、 50条以上は医療に関するもの、つまり障害を疾患と

見るものだから、結局これは福祉法としち形で、もかなり医療法的ニュアンスが強し、と言えます。

では、もう一つの障害者基本法の定義はどうかとしづと、「身体障害、知的障害、または精神

障害があるために、長期にわたり、日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者をいう」。

これは能力障害、まさに生活障害なわけで、す。ただ、基本法は理念法ですが、上位とか下位

品、うのはない。したがって、別に精神障害の定義については精神保健福祉法の定義が基本

法で拘束されるとし、うことはない。このあたりのことについては、その後の精神障害者施策の方

向にまで影響したし、基本法との二重定義品、う点で、これは前から改正しなし、とだめだ、と言っ

ていたんですが、なかなか医療側からの強いプレッシャーもあり、そのままなのです。

法律上の定義のほかにもいろいろな定義があると思いますが、これに関してご意見があれ

ば。

医療偏重を是正する方向へ

・田所精神保健福祉法のことでは、平成 17年度の定時改正に向けて、ちょうど来年が検討

のための重要な 1年になります。この法律の中身は、主にサービスを提供できる側に対して、

こうしづ条件の下で、行って良いですょとしづ条文になっています。つまり当事者などサービスを

受けられる人たちが主人公ではなく、病院や行政はこうやっていいとしづ考え方で構成されて

いるのです。つまり、病気の人をどうし、うふうに処遇するか、とし、うのが基本的なスタンスになっ

ているのです。

5年前の前回の法改正議論の時には、本会も随分と頑張りまして、法文を全て書き換えた案

を提起してもみました。当事者を主体にして、病気や障害をもった人々はこうしづサービスを受

けることができるとしづスタイルにしてみたのです。しかし、医療関係を中心としたさまざまな大

反発を受けました。ほとんど議論らしい議論もしてももらえなかったような記憶があります。同じ

法律の中に、医療と福祉の考え方が混在し、その責任の所在も明確でない、根本的にはそこ

の議論を医療分野の方々を交えてきっちりとして行かないといけないと思います。疾患とは何

なのか、疾患の中からど、うなると障害が生まれてくるのかすらも明確になって来ません。恐らく、

行政の方々も充分には理解していない、とし、うのが現況ではないで、しようか。他障害者施策と

の摺り合わせを行うなどの、抜本的な制度の見直しこそが今必要なのカもしれません。

-藤井精神障害品、うのは、疾患と障害、つまり病気と障害をあわせ持ってしもとし、うのが特

徴です。しかし、必ずしも精神障害だ、から疾患をあわせ持っているんじゃないんです。身体障

害で、あっても、例えば筋ジストロフィーは進行性の神経内科の疾患をもちながら日常生活をし

ているわけです。障害とし、うのはそもそもそうし、うものなんでしょうが、どうも精神障害だけは医
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療偏重としづ根拠法令によっていますので、そろそろ国際的な規範に合わせたり、あるいは他

障害との整合性品、う点で、現代化を推進していかなければなりません。

当事者活動をどう作っていくか

また、タカハラさんが言われたように、当事者間のピアカウンセリング、あるいはヒ。アネットワー

ク、そうしち新しい活動が生まれていますが、それもまったく無条件で、いいのかとしづ意見まで

あったりするわけで、す。全国精神障害者団体連合会などといった当事者グループ。があって、

お互いに切瑳琢磨しながらも活動していたわけですが、こうしづ団体とも一緒に議論してし、くこ

とも必要カもしれません。

-コウノ私自身が個人的に思うのは、身体障害の方の自立生活運動にしても、当事者の方

たちが、自分たちの人権が阻害されているというところが出発点だと思うので、当事者の方々

が自分たちの人権をどう意識して、ど、う生活を作ってしてかつて、そこまで考えるところまで成長

するのに時間が必要ではなし 1かと思います。

あと、私の主人は統合失調症をもっています。彼は今福祉工場で常勤で勤務していますが、

7時間働くだけでへとへとなんですよね。それ以外の活動をやっていきたいと思ったとしても、

運動に参加していきたいと思っても、この疾患をもっているとどこかで、つぶれちゃいそうになり

ます。身体障害の方の地域生活運動を傍らで見ていて、夜間も活動されている姿を見ていま

すので、ああし 1うタフさを彼に求めるのはちょっと無理だ、ろうなと。そうしづジレンマを彼自身も

多分抱えているんじゃなし、かなと思います。

もっとごく個人的に言いますと、当事者同士の意味とし、うのはどこにあるんだろうとしづ気がし

ています。今、私は目の前の人たちとともに活動をつくっているところが私自身の学びであり、

それが力になっていけばしW、かなとし、うところしか私は考えられないところがあるので。

-藤井「やどかりj品、うのは、今そうし、うような当事者のグループとし、うのはでき上がっている

んですか。

.コウノはい。グ、ループはあちこちにあります。その時々によって組織したり、やっております。

古くは友の会の活動があります。ちょうど昨日からフ。ロジェクトリターンのアメリカの当事者の組

織の方をお迎えして、当事者を中心にスタッフも入って、その方々をお迎えする企画を組んで、

今日は多分、「やどかりjツアーをしていると思います。

-発言者当事者のことに関しては、私が知る限りでよく疑問に思うところは、障害者同士で足

の引っ張り合い品、うと変ですけれど、障害の違いで確執ができてしまうとし、うことです。あの人

は分裂病じゃなし、から、あの人は神経症だからあんなことを言うんだ、みたいなことで分裂して

しまう。障害の違いを自分たちで区別してしまってといるところがあって、なかなか組織として、
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運動としてうまくし、かなし吃し、うのが結構あることを見る機会が多いです。

もう一つ、先ほど東松山の方がおっしゃっていた多様な障害としづ部分に関連しますが、今

私どもの分野以外でいろんなグループができています。うつの方々の当事者活動が随分積極

的に動いていて、私どものほうに協力をしてくれ、組織づくりを一緒にやろうみたいな要望があ

ったり、産業医のグループ。から企業の中で、病気を発病されて苦労されている方々を集めた、グ

ノレーフ。活動の集まりに参加してくれとし、うのが、労働基準監督者の関係者からうちのほうに連

絡が来たこともあります。今まで私たちの分野で動いていた当事者活動とはまた違う動きとし、う

のが随分と出始めていて、こうし、ったものをもっともっとネットワーク化してし 1かなくてはならない

としづ気がします。

障害の多様化・複雑化への対応

・藤井ほかにどうでしょうか。障害の多様化とか複雑化についていかがでしょうか。

園西谷障害の多様化とか、重篤化としづお話に対して多少なりとも参考になればと思いまし

て発言をします。

実は、小規模授産施設化が進む中で、世田谷区においては共同作業所無用論みたいのが

今出てきています。その共同作業所、今まで自分たちが十何年の歴史、そして当事者を支え

てきたとしづ、そこのことをしっかり守ってしてとし、うことも含めて新たなことも考えているんです。

それは、それぞれの作業所、または小規模授産、通所授産、さらに、まだ症状が安定していな

かったり障害の部分も重かったりとし、う状況に応じて、施設を特化しようとしづ動きを起こしてい

ます。といいますのは、例えば依存症の人たちが通常の分裂病圏の人たちの中に入っていっ

ても、なかなか個々のサービスに対応できるような支援ができないわけですね。ですから、今

考えていますのは、一つ一つの作業所なり施設が、区全体の中の自分たちの役割としづ形で

特化していこうとしづ大胆な動きになっています。例えば、依存症であれば希望する当事者を、

そこの専門性を生かした形で支援してして。それから、思春期、不登校、そして思春期の障害

の人たちに対しても特化したものを作っていく、そうしづ試みを世田谷ではやり始めています。

そうし、うことによって、それぞれの施設の役割、地域の中の自分たちの位置づけとか、当事

者の個々のニーズにきちんと応えていけるんじゃないか。これはしてつかの施設で、ゃったんで

は意味がない。全区的にすべての施設で取り組むことが重要なので、多し吐きには、月に 4、5

回、話し合いを重ねて、個々のケースに合うような形にまとめているところです。

最終的には一人一人の障害の軽減、そしてやがては地域の中で自立していく、そうし、う方向

を全体で支援してしてとし 1うことです。

その中で新しく生まれてきたのが、必要に応じては教育機関や社会機関との連携や、高齢

者の多いグループホームや作業所では、高齢者施設や高齢者機関との連携を特に強めてい

くとか、就労を目指す人にとっては授産施設を中心に商工会議所や行政の力をそこに結集し

ながら、きちんと就労支援がで、きるシステムをつくってしてとし、うようなことをやってして。
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今後は、それぞれの施設が自分たちの特徴を明確にして、どこの障害や症状に私たちは十

分に対応できるのかとし、うことを考えていくことが必要です。こうし、ったあたりのことを中心的に

マネジメントすることだと思います。保健福祉支援センターとか地域生活支援センターで、退院

者の受け皿を含めた全体のケアマネジメントをやってしてとしづ方向です。

-藤井遠方から来られた鳥取の方、ご発言をどうですか。

-ミナガワ今日お話を伺っていまして、自分が担当している作業所、あるいは県全体につい

ても、何があるかとしちのを正確に把握していないことに気づかせていただきました。確かに県

の精神保健福祉センターとしづ施設はあるんですが、そこが全体像を把握してマネジメントで、

きる施設かとし、うとちょっと…。来週職場に戻って、福祉事務所としてもどうすればいいんだろう

かとしづ話をしたいなと思いながら聞かせてもらっております。

-ナカヤマ先程の西谷さんの特化していくとしち発言を聞いて、それはどうなのかなと思って

いました。

埼玉県では、障害者プランを今年の 3月に策定し、この基本理念に「分け隔てなく共にJ品、

うことを盛り込みました。

私が所属している「わらじの会Jでは、肢体不自由の障害者の自立生活運動とし、うのとはちょ

っと一線を画して、健常者を含めてみんな同じ地域の生活者であるとしづ視点で、共生と自立

生活運動を折り合いをつけながらやってきました。うまく言えないんですけれど、特化とし、う話

を聞いて何かちょっと違うんじゃなし、かなとしち気がしました…。今個別支援計画とし、うことが福

祉分野でも教育分野でも言われていて、個々の支援をいくら充実させていっても、ばらばらに

切り離された個人が社会の中にいるだけで、共に生きることにはなかなかつながってし 1かない

んじゃなし、かなとしち気がしています。

先ほど、障害分野別に足の引っ張り合いをしているとしづ話があったんで、すけれど、私は親

御さんとか当事者の人たちと話をしていくと、自閉症の親御さんとかに、「あなたにはわからな

いよjとしウ言葉で締めくくられてしまうことがあるんですよ。でも、わからない者同士が共に生き

ているのが地域だから、「わからなしリとし 1うことをわかりつつ、一緒にやっていきたいなとし、うこ

とを思いました。

-藤井西谷さん、どうですか。

-西谷特化品、うことについては地域性が非常に大きいのかなとし、うことがあります。世田谷

区はさまざまな役割をもっ施設がある地域なんで、すね。もう一つは、私たちは基本的には、

「障害者」としづ見方を前提にするのではなくて、健康な地域生活者、そして、たまたまそこの

一部分が障害なんだとしち見方に立とうとし、うことなんです。で、その人の不自由な部分に対し
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て、そこがニーズ、になるんじゃないか。そこの部分を一つの施設が支援するだけじゃなくて、も

ちろん生活全般を地域で見てしくわけです。例えば、私はこずかい銭がほしい。だから何とか

1日何時間か働いて、 1カ月のうち 3万円でも欲しいんだょとしち人に対しては、そこの部分が

きちんと支援できる施設にその期間行きましょうよと。疲れて、ちょっとゆっくりしたいとしづ人に

対しては、お隣の作業所がいいのではとか。ネットワークが非常に緊密なんで、す。ですから、

ニーズ、が変わった場合には、本人の希望でそちらに移動しましょうとし、うことです。

逆に、こうし、ったネットワークがないときに、それぞればらばらの作業所が 22カ所ありました。

1つのs駅lこ作業所が 4つあるとしち時期があったんで、すが、どこも同じようなことをしているわけ

です。では、私は何のためにそこに行くんだろう。そこの職員が合うから、そこに仲間がし 1るか

らだけなんだろうか。それって、違うんじゃなし、かなって、そうし 1う考えになってきたんで、す。

私たちは普通に暮らしていて、でもこうし、うニーズがあるから、そこの私の足りない部分だけを

きちんと応えてくれるところがあれば、そこだけ利用して、あとは普通に地域で暮らす。そうし 1う

地域でいいですょとしづ立場に立てば、きちんと特化することによって施設の連携が生まれ、

利用者は自分に必要な作業所を、または施設を選べるということにもなる。当事者の主体性で

施設を選ぶ品、うことができるとし、うことが生まれるんじゃなし1かとし、うことです。

-藤井この議論はまだ発展するカもしれませんけれども、時間がないのでシンポジストの方

から、補足があればお願し、します。

生活支援センターの役割を明確にし、地域全体を考える

・尾上先ほどの当事者団体活動の話が出ましたが、うちも当事者活動を主体的にやってい

る部分がありますが、たしかに施策を整備する運動において当事者の方が立ち上がり運動体

となっていくことはいいのですが、当事者活動だけが独立しない形のほうがいいのではなし、か

と思います。

以前、当事者活動の中で、ちょっと知的障害のある方だ、ったんですが、不当な扱いを受けた

とし、うことで、その当事者団体が裁判を起こしてしまったことがあります。裁判を起こしたことに

よって、行政がかたくなになってしまった。そして施設入所している方、長期の施設在院の方を

だんだ、ん地域に出せなくなった。どうし、うことかとしちと出すことによって、市町村側がまた何か

裁判を起こされるんじゃなし、かとかたくなになってしまったとし、うことです。

裁判を起こす過程で、なぜ、第三者の関係者に相談してくれなかったのかとしづ思いがありま

す。全体的に相談できるところがあれば、どうしていこうとし、うことを考えることができたんだろう

と思います。確かに裁判を起こしてしまう流れもわかりますが、当事者団体と関係者側とがちゃ

んと良い形で手を組んでいけるといいのかなと思います。精神障害者の方の自助グ、ループ。は

大切ですが、これからそうしウ活動を徐々に一緒にできるといいなと思っています。

もう一つはこれから市町村がいろいろと担ってして中で、市町村がそのニーズを満たしてくれ

るのかとし、うことも課題です。今、福祉に対する危機感がすごくあります。地域もそうですけれど、
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補助金に頼ってしも施設運営があるので、補助金がだんだん削減されてして中で、福祉が後

退してしまうのではないか、補助金に頼ってばかりでいいのかとし、うことです。地域生活支援セ

ンターを設置した中で、何が変わったかとしづと、何も変わっていない。地域生活支援センター

が制度化したことによって、憩いの場所的で、あった作業所がだんだん働く場に変わってしてん

だろうとしづ部分もありましたが・・・。支援センターと作業所はどう違うのカもど、うもはっきりしな

い状態です。

先ほど作業所は地域なのかとしづ意見がありましたが、地域自体が危機感をもってし、かない

と、これからの福祉がどんどんだめになっていく。制度はたくさんできても、そこに追いつかな

い地域が出てくるのではないか。多摩市に生活支援センターがで、きたけれども、作業所の生

活支援とどう違うのか、授産施設で、やってしも支援とどう違うのか、行政が行う支援とどう違うの

か、とし、うことを整理してし、かなし吃、生活支援センターはなくてもいいのではなし、かとし、うこと

になります。

生活支援センターは、何をするのかとし、うところを明確にしながら、福祉や地域全体のいろい

ろな危機感を持ちながら変わる強さ、勇気が必要なのかなと強く感じます。

-藤井来年は、宇都宮病院事件からちょうど 20年に当たります。この 20年、一体精神障害

分野はどう変わったのか。

地域生活支援センターも当初は、 3障害が一緒のはずでした。これは 1996年、障害者プラン

設定の折でしたが、大変残念ながら精神障害関係者の賛同を得られませんでした。人口 5万

人に 1カ所、身体、知的、精神の合同センターとし、うことが原案だ、ったので、すが、結果としては、

人口 30万人に 6ヵ所、身体、知的、精神ごとに 2ヵ所ずっとし 1うことになったのです。 30万人

に6ヵ所も、人口 5万人に lヵ所品、うのもトータルの数量としては同じカもしれませんが、考え

方としては随分違うのです。そうしづ点では、精神障害関係者の消極的な姿勢は本当に良くな

かったと思います。

障害者プラン、新障害者プランについても一言触れておきましょう、数値目標の入ったフ。ラン

は、元々は地域生活支援策の発展のためにつくられたものです。ところが、その数値目標が

余りにも低し、ことが災いし、ここにきて皮肉にもさまざまな悪影響が顕在化しているのです。本

年 5月の下旬でしたが、厚生労働省は突然、精神障害者社会復帰施設の新規申請を大幅に

削減するとしづ方針を打ち出したのです。大きな騒ぎになって、結局当初の厚生労働省案より

は手直しが加えられたものの、それでも 161ヵ所申請のあったうち、 46%しか認められませんで

した。厚生労働省精神保健福祉課の見解はこうです。 46%の採択で、あっても、新障害者プラ

ンの目標値は達成するのだから問題はない、とし、うのです。障害者プランが、社会資源の伸び

の障壁になってしまってしもとし 1うことです。ちなみに、 2002年度までは、都道府県を通して申

請のあったものは、そのすべてが採択(認可)されていたのです。

もうー勺話しておきたいのは、市町村と障害者施策との関係です。身体障害者や知的障害

者については、「援護の実施責任Jが市町村とし、うことで、はっきりしています。ところが精神障害
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者の施策については、この規定がないのです。身体障害者と知的障害者の施策については、

市町村の実施責任が明確になっているのですが、精神障害者についてはそうはなっていない

のです。精神障害分野に携わっている人の中には、勘違いしている人もいるようです。平成 14

年度からグループホームやホームヘルプ、ショートスティの事業が市町村事業になったことを

持って、精神障害者の福祉施策が市町村に移管されたと思っている人が少なくないのです。

あくまで、この 3事業に限って市町村に移管されたので、あって、実施の責任が市町村に委譲さ

れたので、はないのです。このへんは、しっかりと認識しておく必要があります。

このままでは医療も中途半端、保健も中途半端、福祉も中途半端のままです。そろそろ、本

格的な政策とする筋道を作ってし 1かなければなりません。精神保健福祉法を根本的に改め、

福祉分野は他の障害者分野と合体することであり、医療は一般の医療法に位置づけてし、くべ

きです。こうした本道を障害分野がこぞ、って探究すべきで、す。身体障害者関係者も、知的障害

者関係者も、みんなで遅れている精神障害分野を応援していくことが大切です。

今日のこの会が大変よかったと思うのは、精神障害分野のことを他の障害関係者が一緒に

なって考えてくれたことで、す。第26回大会とし1うことですが、歴史に残る大会で、はなかったで、し

ょうか。参加者一人ひとりが、これを機に精神障害分野にもっと関心を持っていただき、地域に

帰られたらすべての障害関係者が手を取り合ってほしいと思います。以上で、第4分科会を終

了します。ありがとうございました。
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【4】特別講演

「政府『障害者基本計画』及び『障害者プラン』の実施J

依田晶男

(内閣府政策統括管障害者施策担当参事官)
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特別講演

政府『障害者基本計画』および『障害者プラン』の実施

内閣府政策統括官障害者施策担当参事官 依田晶男

1981年に厚生省に入省してから、いつかは障害のある方に関する仕事をしたいと思ってい

ました。平成9年から 11年まで2年間、労働省で障害者雇用の仕事をしましたが、その時に大

変多くの方々と熱い意見交換をさせていただき、それを少しでも施策に反映させたいと思って

働いた経験があります。ちょうど厚生労働省がで、きることが決まった時期で、福祉と雇用の連携

が進むのではなしゅ吃の期待がありました。

現在の仕事には今年の8月から就きました。内閣府においては各省の施策を取りまとめて基

本計画を作ったり、省庁間の連携をスムーズにするためのサポートをしたりして、政府全体で

整合性のとれた取り組みをしてして環境を整える仕事をしています。

本日のテーマは「障害者基本計画」および「障害者プラン」の実施とし、うことです。私はリハ

ビ、リテーションの歴史的なことを十分理解していないこともありますので、今回お話をさせてい

ただくlこ当たり、リハ協で、作られた「リハビ、リテーションの理論と実践Jなど、を読ませていただきま

した。

リノ、ピ、リテーションについて

リノ¥ピ‘リテーションは、歴史的には各国で戦傷者に対するものとして始まったもだと言われて

います。そうしづ意味で、まずリハビリテーションの目的としては生産活動に参加できることが非

常に大きな目標とされていたわけです。障害をもっている方々が納税者になれるようにすると

しち考え方は、昔も今も常に新しい視点を我々に投げかけてくれるものだと思っています。

そうは言いましても、なかなか生産活動に従事することができない方々にとってのリハビリテ

ーションとは何か、としち問題提起が行われ、その中で、生産活動に参加できなくても、日常生

活の中で介助なしに生活できるようにしていこうとしち考え方が出てきました。それでも1日の生

活を介助なしでは生活できない方々がし、らっしゃいます。そうしづ方々にとってのリハビ、リテー

ションの目標として、内的価値の発見、人間としての能力を可能な限り拡大するといった、生活

の質の向上が掲げられるようになりました。

リハビリテーションの変遷として、従来それらはいろいろな分野でそれぞれ別個に行われてき

ました。医学的なリハビリテーション、教育的なリハビリテーション、社会的なリハビリテーション、

職業的なリハビリテーションといったように専門的な区分の下に行われてきました。それではい

けないとし、うことで、多面的な生活を支援するためのリハビリテーションをトータルな視点で考

えようと、総合的なチームワークを大事にするトータルリハビリテーションの考え方が出てきまし

た。

また、専門家が主導したリハビリテーションから、障害をもっ人が主体となったリハビリテーシ
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ヨンに転換してし、くべきだとしち議論がされています。その中で、実はよく分からない部分があり

ます。リハピ、リテーションの目標として挙げられたことに、生産活動に参加するとか介助なしに

生活できるとかありましたが、これらは1番目は難ししゅも2番目とか、 2番目が難しし、から3番

目とかとしづ性格のものではないのではなし 1かとしづ疑問です。介助なしには生活できない

方々の中にも、生産活動に参加されている方がおられるからです。

私の知人にも、頚椎損傷でパソコンを使って仕事をされている方がおられますし、重度の知

的障害で、あっても企業で、働いている方がおられます。これらの方々は、日常生活の面でのサ

ポートがし1ろいろ必要です。そう考えると、それぞれの段階を固定敵に考えるのではなく、それ

ぞれの局面において能力を発揮で、きるよう環境を整えてしくことが必要だと思います。それは

本人自身の取り組みもありますが、周りの人々の環境整備も重要ではなし1かと思います。

砂原先生の講演録から

『総合リハ研究大会』は今回で 26回目と聞いています。第1回目の講演をされた砂原先生の

講演録を読ませていただきました。 26年前の話ですが、その中にはいろいろヒントになることが

たくさんありました。

まず環境に目を向けて考える上で、その対局にあるのはどうしづ社会なのかとし、うことになり

ます。「思想的に障壁の高い社会ではどうしち不具合があるか」と書いてありました。障壁の高

い社会で、は直接のリハビリテーションサーピ、スが行き届いていないだけでなく、都市計画、交

通機関、家屋構造、教育機会、就職条件等統合のための環境作りが極めて不十分であるの

で、障害者と一般市民の直接の接触が妨げられると書いてありました。相互理解が不十分な

ため理想的統合がますます困難になり、それがまた建築的障壁などの撤去を妨げるとしづ悪

循環が繰り返されることになり、そうした社会では、障害者に対する有形無形の社会的生活的

障壁とし、うものが、障害者に自らの能力不足を実感させる結果になる。そうして自分自身に一

層深刻な障害の熔印を押すことになり、統合への自発的な意欲やリハビリテーションへのモチ

ベーションを圧殺することになりかねないとおっしゃっています。ここでは「思想的な障壁の高

い社会」と言っていますが、いわゆるバリアフリーでない社会品、うことだと思います。そうしち社

会を変えていくことが必要であり、リハピ、リテーションの中には本人に対する訓練だ、けで、なく、こ

の社会の高しVザアを変えていくことが必要だと、 26年ほど前に言われていました。

障害者基本計画

さて、我が国はこの間何をしてきたのでしょうか。これから、「障害者基本計画」に絡んだお話

をさせていただきます。

私は内閣府で仕事をしています。我が国の行政機関においては、障害をもっている方に関

する取り組みが非常に幅広く行われています。たとえば、福祉や保健、雇用については厚生

労働省が担当しています。また、障害児教育をはじめとした教育は文部科学省で、住宅、街づ

くり、公共交通機関のバリアフリーは国土交通省、情報のバリアフリーは主に総務省で、す。今
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日おいで、になっている皆様方の中にも、自らが属している団体で、各省庁の検討会や研究会

への参加をお願し 1されている方もいらっしゃるで、しよう。インターネットのホームページで情報

を検索すると、こんなところまでこうし 1うことをやっているのかと思われるほど、幅広い取り組み

が行われています。社会全体が障害をもっている方に対する視点を組み込んでいこうとしづ考

えからすれば、それぞれの行政分野でおよそ関係していないところはなし、くらいです。

そうしたことから、政府では「障害者施策推進本部」を設置して、全体としての取り組みを総合

的に整合性をもって進めていこうとしています。この「障害者施策推進本部」の本部長は内閣

総理大臣で、メンバーは全国務大臣としち体制で、固として障害者施策の問題にきちんと取り

組むとしづ姿勢を示しています。

そして、障害者施策を進める上での基本的な方針として「障害者基本法」が定められていま

す。法律に基づいて基本的な理念や方針を明記することとされ、政府は「障害者基本計画Jを

作る中でそれを示していこうとしています。直近の計画は皆さんご承知のように昨年 12月末に

策定されました。この計画は 10年間の計画です。その前期5年間については、行政としてそれ

ぞれの分野ごとにできるだけ目標を明示していこうと、数値目標を盛り込んだ「重点施策実施

計画Jを策定しています。

この「障害者施策に関する計画」は、政府で、作っているものと都道府県や市町村で、作ってい

るものがあります。これも「障害者基本法jの中で示されています。なお国の計画は策定が義

務づけられていますが、都道府県や市町村の計画は策定に努めるとし、う規定になっており、

都道府県と政令市はすでに策定済みですが、市町村についてはまだ1割ほど策定していませ

ん。策定しているところでも、今度国の計画が変わったので、その関連で見直しをしていこうと

いう動きが広がっています。国の計画と同じように、 15年度を初年度とした新しい計画を作った

都道府県や政令市もすでにしてつかあります。また、 1年遅れで 16年度から新計画にしようと

いうことで、都道府県が主導して市町村も一緒に改定に向けての動きが進められているところ

もあります。その中にどうし、う視点を盛り込んでいくのかとし、うことが問われているわけです。

この「障害者基本計画」の中身ですが、インターネットで内閣府のホームページを見ていた

だければ計画本文を見ることができます。

4つの横断的視点

まず「障害者基本計画Jの基本的考え方として、人格と個性を尊重して相互に支え合う共生

社会の実現とし、うことを目標にしています。こうした共生社会を実現してして上でそれぞれの省

庁の行ってし泊施策が多数ありますが、施策を進める上で横断的な視点を4点挙げています。

①「社会のバリアフリー化」

②「利用者本位の支援」

③「障害の特性を踏まえた施策の展開」

④「総合的かっ効果的な施策の推進J

このうちの①社会のバリアフリー化と②利用者本位の支援について、実際の計画を見てみた
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いと思います。

①社会のバリアフリー化の推進について3点挙げられています。

1点目は、障害の有無にかかわらず、国民誰もがその能力を最大限発揮しながら安全に安

心して生活できるよう、建物、移動、情報、制度、慣行、心理等ソフト・ハード、両面にわたる社会

のバリアフリー化を強力に推進し、障壁の高い社会ではなく、障壁のない社会を目指すとし、う

ことです。

2点目は、ユニバーサルデ、ザインの観点から全ての人にとって生活しやすい街づくり、物づく

りを推進するとしづ視点です。バリアフリーとし、うことで障壁の除去だけではなく、むしろもともと

の製品のつくりにバリアのない物を使用する。障害をもっている方とし、うことだけではなく、お年

寄りや乳母車を使う方など、誰もが使いやすい視点をデザインの中に組み込んでいこうとし、う

ものです。

3点目は、社会全体のバリアフリー化を推進する観点から、企業や市民団体等の取り組みを

積極的に支援することです。社会全体を考えた時、行政だけでできる部分は限られるわけで

すから、企業や市民団体を含めたさまざまなところで活動が展開できるような環境をつくってい

くとし、うことです。

②利用者本位の支援については、生活を支援することを基本に、障害者一人ひとりのニー

ズに対応してライフサイクルの全段階を通じ、総合的かつ適切な支援を実施すると書いてあり

ます。

皆さんご承知のように、今年の4月から支援費制度に移行しました。この支援費の考え方は、

利用者が自己選択、自己決定できるようにしていくということです。そうし、うことを絡めて、この

利用者本位の支援が盛り込まれているわけです。利用者のニーズに沿った多様化と十分なサ

ービスを確保していくことが必要になってきますから、企業等の積極的な活用も含めて供給主

体の拡充を図ることも必要になります。地域の実情に即した適切なサービス体制を構築するた

め、 NPO、地域住民団体との連携・協力を推進することにも触れています。ニーズに着目した

サービスを考える時、公的なサービスだ、けで、はなくインフォーマルなサーヒ守スを含めたさまざま

なサービスが、地域の中に供給される社会を作ってしく必要があるとしち思いも込められてい

ます。

4つの重点課題

次に、横断的な視点とは別に重点的に取り組むべき課題として4点挙げています。

①「活動し参加する力の向上J。疾病、事故等の予防防止と治療・リハビリテーション。福祉

用具の研究開発とユニバーサルデザ、イン化の促進。 IT革命の対応品、ったことです。

②「活動に参加する力の向上」。これは本人のもってしも力を発揮できるようにしていこうとし、

うことです。また、活動に参加する基盤の整備とし、うことで、自立生活のための地域基盤の

整備や経済的基盤の強化に取り組んでしてとし、うことです。

③「精神障害者施策の総合的な取り組みj。これは障害者施策の中で比較的遅れていた分
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野です。歴史的には身体障害に対する取り組みから始まって、知的障害へと施策の対象が

広がってきていますが、まだまだ遅れている精神障害者に対する施策を総合的に取り組む

べき課題として特に挙げています。

④「アジア太平洋地域における域内協力の強イヒJ。

以上4点を挙げていますが、この後に各省で、取り組んで、いるさまざまな施策がそれぞ、れの分

野ごとに掲げられているとしづ体系になっています。

支援費制度への移行と地域生活の重視

基本計画の記述についてのお話をさせていただきましたが、比較的最近の動きとして福祉

行政、教育行政の動きについてお話したいと思います。

本年4月から支援費制度に移行しています。自己決定の尊重品、う基本的な考え方を打ち

出していますが、それを可能にするためにはどうしたらし'"'のかといったことが課題になってき

ます。支援費制度に移行して以降、サービスの利用量自体が大幅に増えています。需要が増

えているとしづ状況を受けて、今度はサービスの財源をど、うするかが問題になっています。

また、大きな流れとして脱施設があります。「障害者基本計画Jの策定作業あるいはその後

の「重点施策実施5か年計画」を作る過程で、数値目標として入所施設の数を載せるかどうか

懇談会の中で、も議論があったようで、す。入所施設は特別な生活空間ですが、そうしづ集団的

で自由のない施設ではなく地域の中で暮らすべきだ、入所施設はもうやめていこうとし 1うことで、

宮城県の「船形コロニーJでは施設解体とし 1った話が打ち出され、国立のコロニーでも施設の

規模を縮小してして状況になってきています。

こうした脱施設の流れの中では、ただ施設をなくせばよいとしづ問題ではなく、安心して地域

で生活できるような状況を作らなければなりません。したがって、脱施設の先には地域で生活

する場をどうするかとか、働く場をどう考えるかということが問題になってくるわけで、す。地域で

生活することになるとさまざまなリスクにもさらされます。例えば消費者被害に遭わる方もいるで

しようから、権利擁護の仕組みをしっかり作ってし、かなし注、施設から出た先の生活が幸せなも

のにならない可能性も出てきます。

また、施設機能の再編があります。もう施設が内向きの施設として存続してして時代ではなく

なってきています。存続するためには、地域の支援拠点としての道を考えてし、かなければなら

ないのではないでしょうか。働くとし、うことでは「福祉的就労」とし1うことがありますが、そこに安

易に依存するだけでいいのかどうか、その辺も含めて施設の機能がどうあるべきかの議論をし

てし、かなければならないと思います。

教育行政の変化

一方、教育行政の動きですが、教育の世界は短期的に物事が動いてして世界ではありませ

んが、最近非常に大きな変化が生じてきています。 1つは、特別支援教育への転換とし、うこと

で、今年文部科学省の検討会の報告書が出されています。今までのように特別の場で指導す
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る特殊教育から、教育的ニーズに応じた支援を行う「特別支援教育Jに転換してし、くべきだと

しづ方向が明確に言われています。

その中には、学習障害、 ADHD、高機能自閉症を含めて、学校および地域における総合的

教育支援体制を整備していくとされています。個人に即した個別の教育支援計画を作ってい

こう、学校に特別支援教育のコーディネーターを配置していこう、そして養護学校が地域のセ

ンタ一役としての特別支援校になるとされています。このように、学校自体も閉鎖的空間では

なく地域に聞かれたものにしていこうとしづ動きです。

それに併せて「個別移行支援計画Jがあります。学校卒業時に地域生活に円滑に移行でき

るようにすることです。どうし 1う所で地域生活が営まれるのか、就職して企業で働くのか、あるい

は作業所に行くのか、そうし1ったことを含め、在学中から卒業後の地域の生活を担う関係機関

と連携して、安定しで円滑に移行できるような仕組みを作ろうとし、うことです。学校にいるうちに

卒業後の生活を担う関係機関との連携を作って、卒業した時点のみならず、その後3年くらい

かけて円滑に支援を移行していこうとしづ考え方です。

働くことを通じた社会参加

働くことにはメリットがあります。やるべきことがはっきりしていて、その仕事を通じて社会との

接触ができます。それにより成長できる部分があります。相手の期待に応えなければならない

としづ厳しさもありますが、それが人間を育て自信や誇りをもつことができます。周りから認めら

れ、仲間ができ、人間関係の輪が広がります。もちろん企業に雇われるとしづ形に限定して考

える必要はなく、働いて何らかの収入があり、周りに喜んでもらえることに意味があります。

障害の程度に応じて働く機会をどう確保してしてのか。介護を受けながらでも働く道はありま

す。難しい方もおられるけれど、介護を受けながら働くとしづ可能性はあるわけです。

それでは、どんな働き方があるのか考えてみると、 1つに雇用があります。これは一般的な勤

務形態ですが、現在はこの形態もかなり多様化してきています。終身雇用ばかりではなく、フリ

ーター、ノfートタイマーとし、った形もあります。

雇用の対極には、福祉的就労として授産施設や作業所があります。これは雇用に比べると

工賃が非常に安くなっています。保護的環境下にありますから、本人にとっては楽な部分があ

ると思いますが、 1か月働いて1万円に満たない世界です。

もう一つ別の形として、自営があります。視覚障害の方の仕事としては、あんま・はり・きゅうと

いうイメージがあるかと思いますが、いろいろな働き方を模索することがあり得る世界です。

雇用と福祉的就労との聞には非常に距離があります。雇用される人とされない人とが、養護

学校卒業の段階でもどちらかに分かれることになるわけです。いったん分かれてしまうと、もとも

と距離が近かった人も離れていってしまうとしづ問題があります。

一方で、最近いろいろな働き方があります。短時間勤務やグループで、働くとしづ方法。雇用

の世界でも柔軟な働き方がされるようになりました。それは障害をもっている人についてだけで

はなく、高齢者や若い人も含めてのことです。
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また、雇用の世界にも在宅勤務とし 1うものがあります。インターネットの普及により家にいなが

ら仕事ができます。これは障害のある方に限った話で、はありませんが、 SOHO的な働き方が企

業でもされるようになりました。障害があるために通勤が難しい方々にとっては、家で仕事がで

きるとしづ意味で新しい可能性になります。在宅勤務を前提に、企業が下肢障害の方を雇用

できる。今まではで、きなかったけれど在宅勤務としづ形態ならできるとし、うことで、雇用されるケ

ースがし、ろいろなところで出てきています。

その延長に在宅就労があります。これは企業で雇用されている在宅勤務ではなく、企業から

発注された仕事を家でやるとしづ形態です。こうしづ形で、で、きるのはパソコンの発達等によるも

のだと思います。家内労働的な在宅就労ではなく、むしろ家から外へ出ることが難しい方々に

とって、家で仕事ができるような形態も出てきています。

福祉的就労の世界でも、企業内授産とし、うことで、もっと企業に近づいていこうとしづ動きが

出てきています。企業の中で授産作業をやる。そこで、は仕事の中身も企業の人たちと同じもの

を、指導員のいる保護的環境下でやる。企業にも作業ぶりを見てもらえるので一般雇用につ

ながってしてケースも出てきています。福祉的就労の中でもそのような動きが出てきています。

また、福祉的就労が従来の下請け的な仕事だけではなく、企業とタイアップしてビジネスとし

て考える動きも出てきています。福祉的就労をやっていた作業所が企業になったり、 NPOと一

緒に何かをやったり、そうしづ動きも働き方の1っとして可能性を含んできています。

このように考えてしてと、福祉施設の機能をもう少し整理して考える必要があるように思います。

現状では障害の軽い重い、就労意欲のあるなしに関係なく利用者が混在していて、働き頭に

抜けられると困るとし、う状況もあると思います。そうしづ環境ではなかなか企業就労の芽が育た

ないとし、うこともあると思います。施設が、もっと企業就労に向けてのサポート機能を持ってよい

のではないか。デイサービス型の利用者が多い施設と通過型の施設の機能区分をしながら、

利用する施設を本人の状況に応じて選択できるようにしていくのがこれから必要なのかもしれ

ません。

この、福祉施設の機能の再編については「障害者基本計画」にも記載されています。施設

体系については、施設機能のあり方を踏まえた上で抜本的に検討するとあります。また、授産

施設における活動から一般就労への移行を推進するため、施設外授産の活用や関係機関と

連携したジョブコーチの利用を促進するとあります。授産施設等の機能の中にそうした視点を

もっと組み込んで、いくことが、この『障害者基本計画』の中でも取り上げられています。

国土交通行政と産業経済行政の取り組み

次に、バリアフリーな社会を築くとしづ意味で、建築交通行政のいろいろな取り組みについて

お話します。平成6年に施行されたハートピル法は建物に関するものですし、平成 12年に施

.行された交通バリアフリー法は交通機関、列車、船、駅、空港を含むガイドラインを作って改善

を図っていこうとし、うものです。警察においても、バリアフリー対応の信号機を作ったりしていま

す。
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これらは各省がそれぞれ独立にするのではなく、たとえば街づくり計画の策定については国

土交通省と厚生労働省が一緒になって都道府県に指針を示しています。ここ 10年くらいの動

きを見ますと、このハード面のバリアフリーの取り組みは進んできている感じがします。

また、情報通信、経済産業行政の動きとして2つ挙げてあります。 1つは障害者等電気通信

設備のアクセシピリティ指針のように、情報面でのバリアフリーを進める指針を作ってし 1くことで

す。経済産業行政においては、非常に高齢化が進んでいる日本は何か国際的に提案してい

く必要があるのではなし、か品、うことで、 ISOとし 1う規格を作成してして中で、高齢者・障害者の

ニーズのガイド、ラインを提案し、規格化の動きを主導しています。

障害の問題を障害者だけの問題として考えるのではなく、加齢と共に機能が低下する高齢

者も同様な問題を抱えています。高齢化の進んでしも我が国は、この分野で、優位性をもってリ

ードしてし、くべきだろうとし、う考え方です。国際医療福祉機器展を見ても、年々盛大になってき

ています。それは日本の高齢社会の進行が背景にあることは間違いありません。

産業界の動き

産業界の動きを見てみますと、ここもいろいろな動きがあります。 1つは先ほど申しましたユニ

ノくーサルデ、サ守インの普及で、す。ユニバーサルデ「ザインとは、誰もが使いやすい製品や建物、

あるいはサービスを提供していこうとの考え方です。この誰もがと言った時、やはり出てくるのは

障害をもった方々と高齢者品、うように、常にその2つが組み合わされています。高齢化の進

行に伴ってこうしづ必要性がますます高まるわけですが、高齢者とは違うニーズ、も当然あるわ

けです。ですから、そうしたものを本来の製品の中に組み込んだり、製品が対応できなくても部

分的に交換できるようにしていこうとか、それが難しければ通常の製品と互換性をもたせるとし、

った対応をしていこうと、様々な業界の協議会等も設立されて検討されるようになってきまし

た。

ソフト・ハードのバリアフリー化を進めていくことを考えると、ユニバーサルデ、ザインや企業の

取り組み意識はとても大事なことになります。

さて、ここで「企業の社会的責任(CSR)Jについて、少しお話をしたいと思います。企業の社

会的責任については、昔から言われてきましたが、最近ヨーロッパで、は企業の社会的責任をI

SOの規格にしていこうとしづ動きがあります。いろいろな企業の不祥事により社会の信頼が損

なわれてして中で、持続的な発展を遂げていくためには企業自身がもっと社会的な責任に目

を向けてし、く必要があるとし、うことを、経営者自身が自覚して発言するようになってきていま

す。

経済同友会が毎年企業白書を作っていますが、今年のテーマは「市場の進化と社会的責任

経営J品、うことで、社会的責任を正面から取り上げた白書になっています。企業はある程度の

収益がなければ潰れてしまいます。しかし、目先の収益性だけでは結果的には企業が問題を

起こして、その存続すら危うくなることが起こり得るのです。そこで、経済性以外の要素にそれ

以外の2要素を加えた3要素にバランスよく目を配ってして必要があると言われています。
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経済性以外の要素の1つ目は「環境的要素Jです。環境問題についてはIS014，OOlとしづ規

格があり、この認証を受けているかどうかで企業も評価される時代になってきました。また、「グ

リーン購入」とし、って、行政が発注する製品の何割以上を環境に配慮した製品にする計画の

策定を義務づける法律もあります。そうしたことなどを通じて、環境的な問題に対する企業の取

り組みを促してして動きがあります。

2つ目は「社会的要素jです。企業の不祥事の問題はだ、いたい法令違反ですが、法令遵守

はある意味で当然のこと、最低限しなければならないことです。しかし、社会的責任の追求が

持続的な成長につながるとし、うことから言えば、さらにユニバーサルデザインへの対応、あるい

は人権への配慮とし、ったことが求められ、障害者への配慮や男女の機会均等等がこの中に入

ってくるわけで、す。地域社会に対する貢献品、うことも、この社会的要素の中に入ってきます。

これらのバランスをとって企業経営を考え、環境的要素や社会的要素を単にコストとして考え

るのではなく、発展するための企業投資として考える必要があると今年の企業白書にありまし

た。

その背景には、同じ買うなら「よい企業Jの製品を買いたいとし、う消費者ニーズがあります。投

資家にしてもやはり消費者ニーズ、と密接な関わりがありますから、そうした社会的責任に配慮し

ている企業のほうが、結果的にはよい成長をしていくだろうと考えます。消費者ニーズに対する

関心の度合いを、企業への投資基準にしていこうとし、う「社会的責任投資」としづかたちです。

日本でも環境問題に対する社会的責任投資とし、うのは、個人投資信託で、はエコファンドとし、っ

て最近ブームになっています。環境問題だけでなく、社会的問題に対する取り組みをどう組み

込んでいったらいいのか、今後の課題になってきています。

会社で働くことに従業員が誇りをもてる取り組みも大事です。そうしづ会社では内部告発に対

する心配もないでしょうか。よい人材を集めるためにも、良い会社と評価を得られるような取り組

みは必要でしょう。また、地域住民から「この会社と共に地域も発展していくJとしづ評価をされ

ることもあります。これは単に地域貢献とし、うことだけではなく、企業自身にとってもそのことが

会社の発展につながってしてとしづ考えが出てきています。

障害のある人とし、うことを切り口にすれば、消費者としての障害のある方々に対するユニバー

サルデザインで、あったり、従業員としての障害者雇用で、あったりしますoまた、障害のある方の

スキルアップをど、う図ってしてかとし、った問題もあります。地域住民に対する取り組みの中では、

地域にある福祉施設との関係がいろいろ考えられます。企業は福祉施設に仕事を発注するこ

ともできます。例えば、企業がイベントで配るノベルティ商品の発注を授産施設にすることは、

企業としては一番取り組みゃすい部分ですが、それに対応できる福祉施設の商品がないとし、

う現実もあるようです。

企業がもっている人材や施設を、休日や夜間に提供するとし、ったことも、企業の社会貢献と

しづ位置づけで行われています。

リノ、ピリテーションに関わる方々は、これまで狭い世界で取り組んでこられた部分があると思

いますが、これからは企業とタイアップしながら新しい可能性を切り開いていくことが必要だと
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思います。

咋日、たまたま外資系の会社の方とお話をしましたが、とにかくアイデアをくださいとし、うこと

でした。自分たちは本社からの方針でいろいろなことをしなければならないので、これまで学

校との関係で地域でいろいろな取り組みをしたそうです。アイデアさえあれば是非取り組みた

し立お話しされていました。そうしち企業の方が結構いらっしゃいますので、そのことを頭の中

に入れていただきたいと思います。

共生社会を築くには

今私どもが取り組んでし、ることは、「共生社会Jを作ってし、くことです。それにはリハビリテーシ

ヨンの実践の皆様方の担う役割が大変大きいわけで、すが、障害をもっ当事者の方、企業、行

政、障害者団体、地域のNPOなどいろいろな方々もいらっしゃいます。そうしづ方々が全体と

してどのようにバリアのないユニバーサルな社会を作ってしてのか、どのように手をつなげてい

けるか、ネットワークをどう作ってしてか、行政の立場からどう制度に反映できるかとし、うことも大

事です。

国民誰もが相互に人格と個性を尊重して支え合う「共生社会Jを築くために、是非皆さんと一

緒になってやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
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【5】シンポジウム

「埼玉県におけるリハビリテーションサービス

・・重度障害をもっ人の地域支援の取組み」

ヨーヂィネータ 佐藤 進(埼玉県立大学社会福祉学科)

( 1 )リハビリテーションセンターの新たな取組み

上小鶴 正弘(埼玉県総合リハビリテーションセンター)

(2)東松山市の生活支援サービス

西田 紫郎(東松山市健康福祉部福祉課)

(3)精神障害者支援ネットワーク

菊池薫(埼玉県精神科病院協会作業療法士部会/東松山病院)

(4)新しい雇用就労ネットワークの進展

岡演君枝((株)障害者支援センター)

(5)重度障害者の地域生活の現状と課題

吉田 国弘(埼玉障害者自立生活協会)
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シンポジウム

埼玉県におけるリハビ、リテーションサービ、ス・

重度障害をもっ人の地域支援の取り組み

コーデ、イネーター埼玉県立大学社会福祉学科佐藤進

埼玉県総合リハビリテーションセンター上小鶴正弘

東松山市健康福祉部福祉課西田紫郎

埼玉県精神科病院協会作業療法士部会/東松山病院菊池薫

(株)障害者支援センター岡漬君枝

社団法人埼玉障害者自立生活協会吉田国弘

-佐藤埼玉県は人口が 700万人を超えました。デ、ンマークより少し多くてスウェーデ、ンより少

し少ない規模です。しかしデ、ンマークともスウェーデ、ンとも違って、福祉に関しては大きな課題

を抱えています。そんななかで埼玉の福祉、あるいはリハピ、リテーションサーヒ、、スのあり方を変

えていこうとし、うことで、 5人の方々にお集まりし、ただいて現状を検討しながら、これからの展望

を開いていきたいと思います。

このシンポジウムで、はリハビリテーションを単に機能回復としづ狭い枠組みの中でとらえるの

ではなく、例えば1社会福祉基礎構造改革にあるその人らしい自立した生活を支えていくこと、

あるいは障害者基本計画にある共生社会の中で社会の構成員として位置づけていくことを支

えるための概念、実践であると今一度とらえ直していただきたいと思います。このリハビリテー

ションの理念は重度・重複した障害がある人にとっても同じことです。そんなあたりを演者の皆

さんと共有し、かっ会場の皆さんとも考えていきたいと思います。そのことは多くの困難に満ち

た仕事であることは認識しています。そうした理念を具体的に実現してし、くためにどのような取

り組みが必要かを考えていくこともこのシンポジウムの役割だろうと思います。最後に各演者の

方々からこれから何をなすべきかとしづ訴え、決意の表明をしていただくつもりです。このシン

ポジウムが皆さんにとって有意義な情報、考え方をつかんでいただける場となれば幸いです。
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リハビリテーションセンターの新たな取り組み

埼玉県総合リハビリテーションセンター上小鶴正弘

埼玉総合リハビリテーションセンターの概要

まず、埼玉県総合リハビ、リテーションセンターの内容を紹介します。最初は昭和 57年に福祉

センターとして計画されました。身体障害者・知的障害者更生相談所、重度身体障害者更生

援護施設、視覚障害者更生施設、医科・歯科診療所、リハビ、リテーション工学研究室、補装具

製作施設で構成されるリハビリテーションセンターとしてスタートし、昭和59年に肢体不自由者

更生施設と内部障害者更生施設の職能訓練部門を併設し、一貫した体制が整いました。

平成7年になるとリハビリテーション医療に対する需要が増し、診療所を病院化し更生施設

の定員を見直しました。更生相談所の中に補装具製作施設を組み込み、また地域技術支援

担当の専門職員(PT，OT，ST，保健師)で支援するようにしました。

昨年病棟の構成を少し変更しました。現在、急性期病院ではどんどん入院期間の短縮としち

医療保険上の要請が強くなり、リハビリテーションに対する押し出しが大きくなっています。発

症後1ヶ月程度で受け取らなければならないとしづ需要が増してきで、第3病棟を回復リハ病棟

にして、発症後3ヶ月以内に受け入れられるように組織を変更しました。

それ以前は病院入院待機に1、2ヶ月かかっていたものが、現在では待機2週間位で受け

入れられるとし、ったように、かなり様変わりしています。また、この期聞から遅れた方も県立病院

としては受け入れなければなりませんので、その役割を第2病棟が受けもち、さらに重症の方

は第1病棟で対応しています。

支援費制度により組織統合

今年になり、社会福祉制度が措置制度から支援費制度に変わり、当然のことながら施設構

成を変えなければならなくなりました。そこで身体障害者更生援護施設と肢体不自由者更生

施設を統合し、肢体不自由者更生施設にしました。内部障害者の更生施設の利用はほとんど

ないので、この肢体不自由者更正施設に吸収すればよいとしづ考えで廃止しました。

肢体不自由者更生施設は入所80名、通所10名の定員です。通所は今まで、なかった部分で、

すが、この通所 10名の枠の中で、職能訓練を在宅のままで、で、きるように受け入れをすることにし

ました。

視覚障害者については、日常生活訓練施設ですので入所の需要がやや少ないとし、うことで、

入所 10名、通所 10名にして通所枠を増やしました。入所しないで地元で暮らしていただき、

こちらから出張して地域での訓練もするとしち新ししヅニューにしました。訓練メニューとしては、

身体機能的訓練から職能訓練も含めて多数あります。

更生施設は支援費制度に移りましたが、支援費の基準は非常に低し、ものです。先日更生施

設長会が鹿児島であり、この時にも問題になりました。しかし、厚生労働省からは何も回答があ
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りませんでした。ちなみに更生施設での支援費A基準では、 26万 5，800円、療護施設では 40

万3，500円で、この差はかなり大きいと思います。更生施設で、はメニューとしての社会復帰フ。ロ

グ、ラムを多数もっていますが、その人件費をカバーするものは一切ない状況で、民営の更生

施設ではほとんど介助者の雇用くらいしかできないだろうと言われています。

当センターの更生施設はほぼ100%に近く社会復帰ないし在宅を目指す施設で、収容的な

要素は全くありません。また、他府県で見られる療護施設入所待機、老健施設入所待機が3

年間とし、うようなケースは皆無で、設立当時からの努力によりこのような状況になっています。

訓練の見直し

施設統合をして訓練の見直しをした効果はかなりあります。従来、介助が必要な身体障害者

の方たちの職能訓練はなかなかできませんでした。職能訓練を行う施設では日常生活動作が

自立していないとできない状況でした。試行的には重度更生施設からの通所はしていました

が、介助が必要でも正式に職能訓練ができるかたちになりました。

養護学校卒業生対象の若年者フ。ログラムとして社会生活適応訓練を行し、ますが、これも介

助が必要でも参加していただけるようになりました。従来の肢体不自由者更生施設では、介助

職員の配置がゼロだ、ったので、で、きませんで、した。在宅障害者の通所の職能訓練と視覚障害者

の地域出張訓練は、施設統合によって新しく生み出されてきたサーヒ守スで、す。

職能訓練の内容としては現在IT機器の訓練が多く、就労率が多いのが事務系能力開発訓

練です。

その他の作業能力開発訓練はOTも対応していますが、必ずしも就労に結びつかなくても自

分が障害をもって何をやっていけるかとし、うことを考えていただ、けるコースで、す。木工、木彫、

陶芸、生産技術、サービス実務、このあたりは新しくサービ、ス産業を狙ったコースにもなってい

ます。

若年者プログラムは平成4年から導入していますが、養護学校卒業生の抱えている問題を

解決したいと始めたプログラムで、社会生活の適応訓練で、す。 4"-'5人のグループで訓練や討

論等を行います。もちろん担当が付き添って行きますが、交通機関を利用しての外出訓練で、

単独の外出レベルができなし、かとしづ訓練です。また、生活管理能力の向上は金銭面も含め

て行い、家族に対する指導もします。これも自立ができていなくても介助者がつくようになった

ので、できるようになりました。

センターの実績

当センターの実績として障害の重い人たちの職能訓練をどれくらい受け入れてきたか、重度

身体障害者更生施設からの通所ケースを示したデータがあります。だいたい年3"-'4人くらい

までで受け入れていたのが、統合した今年からは一挙に8人と、本人の選択で職能訓練を受

けていただけるようになり、完全に様変わりしました。

一般就労した実績として、在宅就労では昭和63年はワープロ入力の就労がありましたが、そ
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の後はパソコンを使用してのフ。ログラマーコースでは1人ほどの実績があります。

復職と一般就労に関しては、これは施設を移らないで通いで、どうしてもやりたし 1としづ方が一

部入っていますので、 ADLが自立していないとし、うわけではありません。

更生相談所の機能としては、制度の変更により判定から支援に変わりました。障害別の支援

体制の他に、地域別の支援体制として市町村別の体制も整えましたが、これは始まったばかり

で必ずしもうまくし、っているわけで、はありません。

当センターでは支援費決定に関する技術的援助もできますが、市町村からの問い合わせの

電話はあっても決定に直接関与をしたことはありません。支援費制度では、市町村が迷った時

には自分のところで支払額が決められるので、なんとか決定されているのだと思います。先程

述べた所長会でもこの話題が出ましたが、実際には援助をしたことがないとし、うことです。

入所調整会議は、療護施設の入所調整として平成6年から全国に先駆けて行っています。

日常生活動作機能と介助家族の数、家族状況、介護の利用実績、待機機関等を全部点数化

して全待機者を順位づけしています。支援費制度に変わった今年度からも施設長会から直接

依頼文書もいただいており、すでに今年度は2回開いています。

基準外補装具の希望には審査会を導入し、シーティングシステムの車イス等の問題もいい

加減な判定はしていません。来所されたら車イスを選んで、必要であればシーテイングのクリニ

ックで、支援をしてしてかたちにしています。

こうしづ機能は国リハで、ももっていますし、東埼玉病院でもやっていますので、そうし、ったとこ

ろからの意見は組み入れています。しかし、全く技術のないところでの車イスの状態は悲惨だ

と思うので、相談所に直接来ていただければきちんと対応しています。

発症期間による身障者手帳の取得制限は、現在完全に撤廃されているので期間は聞いま

せん。しかし、障害状態が変わってしてだろうとしち場合には有期認定をする決まりですので、

事務処理の簡素化を図っているところです。

地域支援を受けもつために、 PT、OT、ST、保健師を福祉機器の展示室の隣に配置しそち

らで、アドバイスしています。直接来られたり電話で、相談があったり、こちらから訪問したり、 ADL

の改善に関する相談、家屋改造の相談、福祉用具の相談、研修会の講師の受け入れ等をし

ています。

テレビ、電話に関しては地域リハシステムがありますが、費用の捻出で受け皿になる部分がな

いので現在休止しています。これはコストダウンしない限り再開できないと思います。

相談内容としては、家屋改造等も行いますし、福祉機器は展示しているので一番件数が多く

なっています。

地域援助として講演会への協力をしています。訓練事業への協力もしていましたが、市町村

が独自にPT、OTの雇用を非常勤でできるようになりましたので、訓練の援助は平成 10年で

終了しました。

体育科を健康増進課へ組織変更しました。更生施設で体育訓練をしていた科ですが、医療

費体系ではこれには全く手を出せないので、病院で、はやっていませんが、更生施設では更生
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訓練として行っていました。それだけではニーズに応えきれないので、リハピ、リテーション終了

後在宅となった方たちのアドバイスをしていこうとし、うことで、国も認めている健康増進設備とし

て、体力測定や適切なスポーツのアド、パイス、スポーツへの復帰を含めて、障害をおもちの方

たちのトレーニングシステムとしての健康増進施設を今年から新しく始めました。利用者はうち

の更生施設から出ていった人たちが多いのですが、一般の方にも聞かれています。

高次脳機能障害支援のモデ、/レ事業を3年間にわたり国が行っているので、それに加わり、病

院部門では専門外来と入院外来の訓練、音楽療法、グループ活動を始めています。施設でも

障害者手帳をもっていない方たちの受け入れもしています。

また、親および本人の脳外傷友の会の活動援助をしています。これは組織的なものではな

く、担当者がボ、ランティアとしての関わりで、始めています。

今後の課題

このように3つの機能をもった総合リハビリテーションセンターですが、このようなセンターの新

しい設立が全くありません。採算性の問題と税収減とともに、総務省が総合リハセンターを作る

ことをかなり規制してしまっています。埼玉県は維持できていますが、兵庫県は3つに分割され

てしまっています。

社会状況によりセンターの、活動内容が変わってきます。病院は医療保険制度が変わるたび

に対応しなければならず、更生相談所や更生施設もやはり今回の社会福祉制度の変更により

大きく影響されてきました。

今後、国は受益者負担を大きく求めつつあるとしづ感じがしますし、自治体としてはなかなか

お金が出せない状況があります。そうし、ったことにリハビリテーションセンターは大きく影響受け

ると考えられます。
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東松山市の生活支援サービス

東松山市健康福祉部福祉課長西田紫郎

東松山市は埼玉県の中ほどにある人口約9万人の中規模の市です。中規模であるがため

によいことがし、くつかあります。東松山市は障害者福祉の施策の進んだ市であるとよくご紹介

をいただきますが、大したことをやっているわけではありません。強いて言えば、福祉に先進的

な取り組みをなさってきた法人がたまたま東松山市にあって、それに市長が深く共鳴したのが

きっかけで、トップ。ダウンで、どんどん新しい制度などを進めようとしち姿勢がある、とし、うことがそ

うしづ評価をいただいている所以だろうと，思います。福祉部局に身を置く人聞としては極めて

やりやすいです。

総合相談体制

まず、総合相談についてお話しします。支援費制度が始まり、今後、ケアマネジメントが最大

のポイントになってしてだろうと思われます。自己選択、自己決定と言いますが介護保険制度

がまさにそうで、あったように、そのためには情報提供が必須になります。しかし、支援費制度に

ついてはそれが制度的にほとんど手当てされていません。ケアマネジメント従事者としち言葉

はあるものの、ケアプラン作成費が別途で手当てされておらず、結局は市役所の職員がやれ

とし、うことになっています。

総合福祉エリアは市が設置して社会福祉協議会が運営してし泊施設です。この中に総合相

談センターを設け各種の相談に応じています。各種とは、制度的にいえば在宅介護支援セン

ター、市町村障害者生活支援事業、県の事業である知的障害者地域療育等支援事業。精神

障害者地域生活支援センターなどです。各法制度上の機能を横断的に1つの場所に置いて、

これによって 365日24時間体制を確保することができました。 10万人程度の都市では、国の

作るいろいろな制度を単発で、やっていこうとしてもなかなか無理があります。

最近一般財源化されてしまいましたが、こうし、った補助金を最大限に活用するためには総合

化して横断的に事業展開すること、スケールメリットを生かすことが必要で、す。

もう1つ、例えば、市町村障害者生活支援事業は身体障害の方の相談に応じる所ですが、

身体の障害のみの方からの相談よりもむしろ、知的障害や精神障害を重複されている方々の

相談も非常に多いので、相談員は縦割りで担当を決めるのではなく、どんな障害の方でも相

談を受けつけるようにしています。

(スライド)

総合福祉エリア(1)に戻りますが、これは高齢者の介護を中心とした施設です。老健、通所

リノ、ピリテーション、ショートステイ、デイサービス、訪問看護、訪問介護を併せもつ総合的な施

設で、この中に先ほど話した総合相談センターも設けられています。
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地域福祉の推進

次の3番に地域福祉の推進、総合的な福祉就労支援とあります。法律上の施設である更生

施設や授産施設は、就労とし1う切り口に立っと、一般就労の可能性の高い人も難しい人も、ほ

とんどその中にいっしょに入っています。したがって、その中の働き頭がし、なくなると大変との

理由で、そうし、った方の一般就労を阻害している面もあるとしづお話もありました。障害者福祉

施設は、障害の程度をあまり考えずに作られてきた経緯があると思います。そこで当市におい

てはある意味施設の差別化を図り、一般就労の可能な方々に対する総合的な就労支援として

就労支援センターを設け、その中に精神障害、知的障害、身体障害の方々の作業所を併設

して、就労意欲の高い方々に入所してもらい、そこで就労の支援をしています。企業訪問、ジ

ョブPコーチも含めて総合的一体的な就労支援をする施設で、す。例えば幼い頃から施設で生活

して、施設から養護学校に通っていた方々だと、社会性や職業人としての素養を身につけて

いただかなし吃就労が困難品、ったことがあります。そうし、った方々が実習に来たり、入所され

たりして職業人訓練を受けていただいています。

また、地域の作業所の中から、就労意欲の高い方に集まっていただいて、就労に結び、つくよ

うに訓練を受けてもらっています。

(2)の重度知的障害者のためのグループホームは、たとえ障害が重くても地域で暮らしてい

こうと、育成会の方々を中心に盛り上がってきたのを市が取り上げたかたちで、す。本来、グソレ

ープホームとし、うのは、ある程度ADLの自立している方々が世話人をつけて、社会参加する

拠点となる家ですが、障害の程度の重い人で、も入ってもらおうとし 1うことで工夫しています。

このグループホームを利用する方に対しては、地域生活援助事業としての支援費にプラスし

て、介助としてのホームヘルパーの支援費支給決定を行います。一人ひとりの支援費を合算

して、全員が社会福祉協議会と契約してもらうことにより、世話人とは別に2"-'3人の専属へル

ノミーを確保することがで、きます。さらに、夜間の体制を確保するため、個人負担としてプラス2

万円ずついただいています。

この2万円の根拠として、障害の重い方々は障害者年金1級がもらえます。それにプラス特

別障害者手当がもらえるので、月収が合計で 11万円くらいになります。グループpホームで、必

要な経費は家賃、食費、光熱費、その他で8万円くらいです。ですからあと2万円いただし、ても

おこづかしゅ~1"-'2万円残りますから、そこで自立した生活がで、きるとしち考えです。

この方々は、昼間は重度通所更生施設に通っていますが、そこは応能負担ですからその方

が年金収入だけだ、ったら、利用者負担をゼロに抑えられます。また、ヘルパーの自己負担も

発生しないので、今の計算が成り立ちます。

次に生活サポート事業です。これは市がもともと進めてきた事業ですが、これを受け、埼玉

県で生活サポート事業品、う名前で補助金化していただし、た事業です。ですから、当市の場

合、独自事業と埼玉県の補助事業と2本立てで、やっていますが、内容はほぼ同じです。一時

預かり、外出支援等、ホームへ/レプやショートステイやデ、イサービスで、はまかないきれない隙
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聞を埋める事業です。これは極めて重度の重複障害のある方でも活用していただいています。

昔は「レスパイトJと言われたものですが、今はそうしち言い方はやめています。レスパイトとはあ

くまでも介助者支援ですから、ご本人が社会参加してして意味で活用していただいているので、

当市ではその言葉は使わない方向になっています。

今後の課題

今後の課題の基盤整備については現在取り組んでしもところです。重症心身障害の方々は

今養護学校に通っていらっしゃいます。その親御さんたちと何度も勉強会を開いているところ

です。その子たちの中で卒業間近な高校生が何人かいます。重症心身障害の方はそれほど

人数が多くありませんから、我々は全員の方を把握できているので個別ニーズに合わせたこと

ができます。

日中の活動の場所としては、今考えているのが先ほどのグループホームの応用編で、コミュ

ニティホール的なものを市で、設けて、あとは各自でホームヘルパーの外出支援の支援費を使

って集まっていただいたらどうだろうかと考えています。そのお金を集めれば、法人に委託して

も運営できるのではなし、かと考え、今法人と打ち合わせをしているところです。

いろいろな施策をこれから進めてし、かなくてはなりませんが、先立つものがないとできません。

財源論については今後の国全体としての議論ではありますが、市としては市のレベルで極力

公的な制度をうまく使い、弾力的運用をしながらお金をかき集めて、皆様方のニーズに沿える

かたちを作っているところです。これは平成 18年度からサービス提供できるように予算立てを

しているところです。

精神障害者の問題にも取り組んでいますが、精神障害者の問題はなんといってもサービ、ス

がないことです。サービスがないがゆえに障害者手帳を取得したがらない方が多いようです。

もう1つの理由に、レッテルを貼られることに対するおそれがあると思われます。そこで、市とし

ては手帳を取ったらこんなにおトクだ、としちところをまず知ってもらおうと話し合っています。

その1つが手帳の診断書料補助で、す。これは当たり前カもしれませんが、いくらか援助しまし

ようとし、うことです。さらに手帳を取ったメリットとしてシェルタ一事業があります。ご家族とずっと

顔をつき合わせていると気分が落ち込んできますので、ちょっと別の場所に来ませんか品、うこ

とで、家族の会に委託しています。一晩中しゃべって泊まっていただき、次の日はすっきりして

お帰りし、ただくとし、った事業です。極めて好評ですが家族会の方々は大変のようです。

昼間の活動としてはサロンがあります。当事者が主体'性をもって昼間活動で、きる場で、す。こ

れも家族会の方々と現在打ち合わせ中です。

今後は地域福祉計画を策定する予定ですが、おそらく行政だけが努力目標を掲げてもうまく

いかなしせ思うので、皆様方からの自発的なお声をいただくかたちで、「きらめき市民講座」と

しち出前講座を設け、自主グループがあればそこへどんどん出かけていって福祉の説明をし

たりワークショップρをしたりしています。こうし、ったことを進めることで自発性を出してもらおうと思

っています。

-188一



もう1つ、統合保育と統合教育があります。統合保育に関しては、市にある通園施設をなくす

ことになっています。なぜなくすかとし、うと、地域の保育園に行けばしw、からです。通園施設の

ノウハウを保育園に出前するかたちで統合保育を進め、来年は通園施設には当市の子どもは

一人もし 1なくなる予定です。

統合教育に関しては、当市は従来型の就学指導委員会を廃止するとしづ長ことで有名になり

ましたが、とりあえず地域の普通学校に通うことを前提にして、それによって必要なことは何か

考えるとしち発想で取り組もうとしています。
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埼玉県精神科病院部会作業療法士部会の取り組み

埼玉県精神科病院協会作業療法士部会/東松山病院菊池薫

私は東松山市にある東松山病院としづ精神科病院で作業療法士をしています。埼玉県精

神科病院協会には県内 40の病院が加入しており、作業療法士部会はその中にある4つの部

会の1つです。通常の部会の活動は、年2回の研修会と研修会のない月に月例会を年に 10

回開催しています。

作業療法士部会の概要

月例会では、普段臨床で感じている疑問や問題点をタイムリーに解決するための情報交換

や、前向きに臨床に取り組むエネルギーをもつための相互研修を行います。研修会では学術

的な研修、症例検討などを行っています。また、作業療法士はそれぞれの医療機関にそれほ

ど多くはいません。多くて5"'6人、場合によっては1人とし、うこともあるので、そうし、った人をサ

ポートするとし、うねらいもあります。

我々の部会は作業療法士部会としづ名称にはなっていますが、作業療法士のみに限定せ

ず、作業療法に携わるさまざまな職種の方々に呼びかけ、活動に参加していただいています。

その中で職種間の相互交流を深め、よりよいリハビリテーションサーヒザスを提供していきたいと

考え、活動しています。部会は平成 10年1月に設立されました。それ以前は病院間の交流が

なく1人職場としづ状況も多くあり、なかなか相談の場もありませんでした。それで埼玉県の精

神科で、働く作業療法士のネットワークになっています。

今回のシンポジウムのテーマは「地域支援Jですが、作業療法士部会は障害者の支援ネット

ワーク品、うより、障害者支援に従事する作業療法士のネットワークで、すので、話の内容もそち

らになるかと思います。

設立当時、部会員は 17病院41名中作業療法士 26名でスタートしました。年々人数が増え、

今年度は27病院 113名中、作業療法士98名です。部会員数では3倍弱、作業療法士数は4

倍に増えています。県内の病院で、は昨年度3"'4の精神科の作業療法が新設され、ここ数年、

精神科の作業療法士が 20名弱就職しています。

精神科における作業療法士の役割

部会員の作業療法士は98名ですが、おもな業務として約8害IJが病院内で、行われる精神科の

作業療法になります。その他デイケア、痴呆病棟、老人保健施設の仕事が2害IJです。ほとんど

が現在入院している患者さんに対するサービスで、地域生活を目指す方、もしくは現在地域

生活をしながらがんばっている方への関わりになります。

近年、精神科医療の中で、も精神科病棟の機能分化が進められています。今までは急性期、

慢性期、回復期のそれぞれの患者さんが1つの病棟にいるとし、うことが少なくありませんでした
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が、最近は病棟機能が区別され、急性期の治療病棟と療養棟、老人性痴呆疾患の治療病棟

と療養病棟等、回復段階に合わせたかたちで、の病棟体系が多く組み込まれてきており、その

中に作業療法士が配属されている病棟も数多く出てきています。今まで、は病院に1~2名とい

う配置でしたが、最近では病棟に1名としづかたちで、少しずつ作業療法のサービスが変わって

きています。入院初期から作業療法の処方が出て、症状の沈静化、外界への関心や反応の

向上、現実見当の能力、生活リズムの獲得を目的として、現実的世界との架け橋として作業活

動を用いた関わりが行われ、その場を共有してして関わりの中で、急性期から積極的に作業

療法が導入されるようになってきています。

また、これから退院されてして方に対するフ。ログラムとして、退院後の生活を見すえ、さまざま

な家事等を用いたグルーフ。を作っている病院もあると聞いています。最近は長期入院者の退

院促進のために、作業療法のフ。ログラムを検討する病院も多くなっているようです。

一方では、退院のめどが立たずに長期入院になっている状況も多くあります。しかし対象者

との関わりの中では、常に地域社会や地域生活を念頭に置きながら実践していくようにしてい

ます。作業療法やリハビリテーションを実践してして中で、疾病や障害に目が向いてしまいが

ちですが、対象者理解してして中で、その方を取り巻く社会背景、生活環境、経済背景等、今

後生活されるであろう地域社会を広く把握しながら取り組んでいくことは言うまでもありません。

院内であれば地域での情報が、地域で作業療法に従事していると、現在病院ではどのよう

なリハピ、リテーションが行われているのかとしづ情報が遠くなりがちです。そのためにさまざまな

段階で、対象者がどんな生活をしてどんなサービスを必要としているのかをきちんと把握して

サービスが提供でき、いろいろな職域、職種の方々と情報意見交換できるよう部会の中で、活

発な意見交換を行えるようにしています。

そして、対象者が其々の環境の中で将来に向けて生活を調整していけるような関わりがもて

るように。また、院内で行われている作業療法が今後、地域生活を送る方にとって意味のある

実践となるように、作業療法士個々人や各医療機関に蓄積されている知識や情報を共有し、

それを対象者の方に還元できるよう考えて活動しています。
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新しい雇用就労ネットワークの進展について

(株)障害者支援センター岡演君枝

「さいたま障害者就業サポート研究会jの概要

本日は、「さいたま障害者就業サポート研究会」についての発表をさせていただきます。

私たちの会社の課題で、ある雇用の継続の問題が、なかなか解決しきれなくなってきています。

当事者にとっては悩みを聞いてくれる場所がなく、企業にとっては今まで、の採用は押しつけら

れたもので、あったとしち考えがあるのカもしれません。このさいたま障害者就業サポート研究会

(略称サンライズの会)はそれぞれ立場が違うけれど、とにかく障害者を採用している企業が元

気になるようにという思し、から生まれました。まだ生まれたばかりの会です。

研究会は障害者を雇用する事業所や障害者の就業に関わる関係者が、連携しながら雇用

に関するさまざまな事項について研究や活動を行い、障害者の就業をサポートする目的があ

ります。

この就業サポ}トネットワークの必要性について時間軸でとらえたものが資料にあります。採

用した後の適応定着、高齢化、能力低下の問題、また、相互理解、パートナーシップ、企業の

情報不足で正しい障害者への理解がない、トラブル解決のためにどこで、支援してもらったらい

いのかとし、ったことも含めて、私たちは就業に関するサポートネットワークの必要性があると考

えていました。

発足までには3回ほど準備の集いがあり、会員は3名から6名、 6名から 12名になり、 8月 23

日に第1回研究会を開催しました。第7固まで、資料の通りの活動をしました。最初はいろいろ

な問題提起をしながら特例子会社見学をしたり、事例発表を聞きながら、お互いに問題を共

有し知識を得ることができました。第7回の「はあとねっと輪っふるj訪問まで、企業、学校、官

公庁、関係機関、その他個人的に勉強したいとしづ人たちも巻き込んで、いろいろな角度から

企業を支えてもらうとしづ意味で活動しています。

私の所属する(株)障害者支援センターでは、障害者に理解のある企業人の育成が最重要

課題になってしぜす。退職後の活躍を視野に入れて、在職中からの人材育成をしていきたい

と考えています。また、他の企業の人事担当者を含めたネットワークを作りながら勉強して、押

しつけ合いではない役割分担としづ意識をもち、関係機関に何がどこまで、可能かといったこと

を認識してもらいたいと，思っています。また、当社は高齢化と能力低下についての問題を抱え

ていますが、それを踏まえ、今後のサンライズの会に期待をしています。また、さいたま障害者

就業サポート研究会の会長に朝日先生を迎え、事務局を埼玉県立大学に置かせていただい

ています。

研究会の取り組み

先日 10月23日に総会を開催しました。研究会の開催にあたっては、通常 50名に連絡をし
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ていますが、当日参加者もあって 34名の参加がありました。懇親会には 27名。内訳はやはり

企業がトップで、 14名の企業の方々の参加がありました。その方々に支えられながらサンライ

ズの会は運営されています。

情報交換では、今年で設立5年目を迎える特例子会社から、「ジョブコーチをつけながら仕

事をしていただいているけれど、どうしても仕事ができなしリ、「雇用率 1.8%を目指して取り組

みたいのだが就職できる障害者がし、るのだろうかJ品、う問題提起がありました。ジョブコーチ

をつけて仕事ができるとしづかたちで雇用に結びつくのなら、そうし、う制度を使って独自にがん

ばっていきたいとし、う会社の報告もありました。

今後の課題

最後に、本日のテーマの重度重複障害をもっ人々のリハビ、リテーションとは外れていると思

いますが、私どもは埼玉ならで、はの就業ネットワークの構築、障害のある人が地域でいきいきと

働き暮らしてしくことの実現を目指しています。

会は一人ひとりが専門的にとてもよい活動をされています。しかし、それはまだ点の状態で

すので、早く面となって私どもの企業を支援していただきたいと思います。

障害者の就業サポートに熱い思いを抱く関係者によって立ち上げられた、重複障害も含め

たこの障害者の雇用就業ネットワークを今後拡大し、いろいろな研究会を開催しながらいろい

ろな人と出会い、さらに活発にしていきたいと思います。

-佐藤岡演さんは(株)障害者支援センターの総務部長ですが、この会社はどんなことをす

る会社ですか。

-岡演親会社は浦和にある(株)福祉葬祭で、(株)障害者支援センターはその特例子会社

です。葬儀の返礼品の箱詰めやセット、のし掛けをしています。現在障害者が38名いますが、

うち 33名が知的障害者、その他5名が身体障害者です。また、返礼品作りだけではなく、外の

葬祭場でテントの設営、受付、祭壇飾り、返礼品をお客様に渡す仕事をしています。
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重度障害者の地域生活の現状と課題

社団法人埼玉障害者自立生活協会吉田昌弘

今日は障害者自立生活協会の活動を紹介しますが、その前に自己紹介をします。僕は妻と

子ども3人と暮らしています。 1番上の子が3年生で、来年2番目の子が小学校に入学するの

で就学時検診の連絡がありました。しかし、就学時検診を受けませんでした。なぜ受けなかっ

たかとしちと、就学時検診品、うのは障害のある子とない子の分岐点になる場であるからです。

うちの子は普通であることは目に見えていますが、就学時検診を拒否しました。

「国際障害者年サイタマ5年目のつどい」

なぜ就学時検診を拒否したかとしちと、埼玉障害者自立生活協会のできるまでの流れとして、

1986年の「国際障害者年サイタマ5年目のつどしリに原点があります。この集いでは、養護学

校義務化に抗して普通学級就学を進めてきた親子や教員たちによる運動と、 70年代後半から

「共に地域に出ょう」と呼びかけながら障害のある人もない人も共に生きていける地域作りの活

動をしてきた人たちと、 70年代を通して「障害者殺しの社会Jを糾弾し告発し続けてきた青い

芝系の活動が合流しました。運動も行動も異なる3つの団体の合流が、激しい論争を伴いなが

らも新たな展開を見せることになりました。この話をするために就学時検診の話をしました。

自立生活の難しさを知る

僕は養護学校を卒業後、障害者生活ホームに入りました。養護学校時代はかなりの作業は

で、きたのでそこそこのプライドをもっていました。ですから人に誘われて障害者生活ホームに

入った時、電子レンジを買えばお総菜を買ってきてひとりで、食事がで、きるのではなし、かと思い

ました。しかし、結果的にはできなくて電子レンジが無，駄になってしまいました。自分は子ども

のころから地域から隔てられて暮らしてきたせいで、自立して生活で、きると思っていましたが、

実際にはできないとし、うことと、町の中で暮らしてしてには長い時間をかけないとできないという

ことを身をもって知りました。

もし普通学校に行っていたら一分け隔てない社会作り

3年生の子どもの親として、その子が入学する前に運動会や学園祭とかの学校行事の打ち

合わせのため、たびたび学校へ行かなければならないと思い、事前に学校側と話し合いを持

ちました。学校は親が障害者だからとし、って学校への出入りを断るわけにはいきません。僕が

出入りするようになると、学校はスロープをつけてくれたり、その他の仕組みを考えてくれるよう

になりました。僕自身が学校に出入りすることを想定して、障害者である保護者のために何を

したらいし、かと気づいてくれたわけです。学校側も障害者を受け入れないといけなしせ考え始

めたのだと思います。僕は養護学校へ行ったけれど、もし普通学校に行っていたら、もっと当
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たり前に生きることができたと思うし、双方が考えるきっかけになったと思います。

生活ホームで暮らし始めたころは、地域の人が出入りしてきて、「吉田さん何かお手伝いする

ことがありますかJと申し出てくれました。そのころ、僕は「自分でできるからいいですJと断って

いたので、そこで、せっかく手伝ってくれると言っていた人との関係が絶たれてしまい、一方で手

伝いを受け入れている人は、お願し、する人との関係、ができ、ど、んどん人とのネットワークがで、き

ていくのです。それを見て、自分はこれまで、人と出会っても何かをお願し、することなく断ってい

たんだな、人との出会いを拒絶から始めてしまっていたんだな、だからなかなか人とよい関係

ができなかったのだなと気づきました。

自立生活支援は、当事者本人に何を支援するかとし、うことが主に考えられています。手厚

い支援を否定するつもりはありませんが、別の視点で考えると、自分は養護学校に入れられて

地域と分け隔てられましたが、同じように地域の人たちも自分と分け隔てられていたとも言えま

す。職場や学校にどんどん僕が入り込むと、そこであらためてどんな支援が足りなし、かとし、うこ

とを考えてくれます。そのように、一緒になって考え合って支援するとし、うことがこれから必要に

なってくるので、はないでしょうか。

民
d

Q
d
 



デ、イスカッション

・佐藤これから後半を進めていきたいと思います。 5人の方々からの問題提起をふまえて、

重い障害をもっ人たちの地域生活をどう支援し、何をどうなすべきかについて深めていきたい

と思います。

先ほど吉田さんからハッとするような問題提起がありましたが、自ら地域での暮らしを続けて

おられる吉田さんから、どんな支援がどのように提供されることを期待するかについてお話をい

ただきたいと思います。

セルフマネジメントとしづ概念があります。障害をもっ当事者の側から言うと、自分にとって必

要なことは自分たちにしか分からないとしづ理由で、必要な支援についての主張を強くされる

こともあります。

世の中全体が、自ら必要な支援について気づいていくことも必要だとしづ指摘がありました。

セルフマネジメントとどんなサービスが必要か、とりわけ重い障害をもって地域に暮らす人にと

って何が期待されているのか、そしてそれをどのようにすることが必要なのか当事者の立場で

お話しいただきたいと思います。

重い障害をもって地域で暮らす人が期待すること

・吉田 今でこそサーヒeスも手厚くなってきましたが、僕が地域で暮らし始めた 90年代は障

害者の働く場所や日常的に活動するところが全くありませんでした。行政に言つでもなかなか

やってくれませんで、した。じゃあ自分たちでこうしづかたちでやればいいんじゃなし、かと、介護

サービスや障害者の働くお庖を作ってやってきました。それらをふまえてこれからどうするかと

しづと、行政も社会参加ということばは使いますが、その中身は余暇活動や、買い物といった

程度しか位置づけていないと，思います。私たちは就労に結び付けるとか、学ぶといったことを

とりあえず別にして、学校や職場の中にい続けるための支援が大切なのであり、そのうえで学

校や職場をきちんと社会参加活動の有力な資源として位置づけ考えてして必要があると考え

ています。

支援費制度が4月から始まり、資格や要件が求められるようになりました。私はこれを基盤とし

ては否定しませんが、支援費制度実施以前に埼玉県では、全身性障害者介護人派遣事業と

しづ非常に使いやすい制度がありました。この制度は自分のお気に入りの人を行政に登録す

れば毎月 1図書面で報告するだけでよく、社会参加活動に非常に有用でした。県内のほとん

どの市では、その制度を支援費制度の成立に伴って廃止してしまいました。しかし、全身性障

害者介護人派遣事業のような制度を、私たちの活動の隙聞を埋めるものとして是非復活させ

ることが大事な施策だろうと思います。

-佐藤今の問題は議論するだけでも時間の足りないほど大きな問題ですが、問題提起とし、

うことで次に進みたいと思います。

次に岡演さんにおうかがいします。吉田さんから、就労の問題で地域参加としち考えに余暇
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活動的考えが多いとしづ指摘がありました。リハビリテーションはど、うも狭く考える向きがあり、早

く雇ってもらえるためにリハビリしようとし、うのが今までの考え方でした。

しかし、会社として障害をもっ人を雇用することが1つのリハビリテーションで、あり、また、企業

が雇用に積極的になれる環境を整備することもリハビリテーションだ、ろうと思われます。

岡演さんは実際に特例子会社を運営されて、多くの障害のある方を社員として抱えているわ

けです。その点、雇用側としてどうお考えで、しようか。

雇用側として考えること

・岡演障害者雇用が本人にとっても企業にとっても満足で、き、お互いに利益があるとし、うこと

を前提にやっています。そのために、障害者雇用には近道がないと考えます。トップダウンと

いった社長の指令から始まる社員の啓蒙、意識の切り替え、毎日の努力の継続は会社にとっ

ては重要なポイントです。

ある養護学校の教員が初任者研修で当社にこられた時、「障害のある人が社会に出て働い

ていく上で一番大事なことは何ですかJ品、う質問がありました。どんな力があるとよいですかと

しち内容の質問です。「会社では、指示や方法を素直に受けて動けることJと回答しました。し

かし、当社は拘束9時間・実労働時間7時間・休憩2時間(10:00から 10:30までの休憩、 12:00

から 13:00までの休憩。 15:00から 10分間のラジオ体操、その後 15:30までの休憩)がありま

す。その指示のない時間帯に何をしたらいいのかよし、か分からないとしづ人もいます。休み時

間の過ごし方やお休みの日の過ご、し方によっては、次の日の仕事に影響します。ですから余

暇時間を充実したものにしてほしいと思います。

しかしそれは個人的なことで会社としてはそこまで踏み込むことができないので、地域や家

庭での支援を切に願います。

-佐藤岡演さんの会社では、重い障害をもった方はどのくらいいらっしゃいますか。

-岡演 知的障害者 33名のうち、重度判定者は 22名います。肢体不自由者2名、聴覚障害

4級1名、視力障害4級1名、重度内部障害1名です。

施設入所の構造を変えるために

・佐藤次に西田さんにお願いします。先ほどのプレゼ、ンテーションの中で、重度重複障害者

とし、うことではなく、 Aさん、 Bさんの福祉と考えると、人口9万人は悪くなし立し、うお話でした。こ

れまで重度の障害者は施設へ、親なき後も施設へとし、うのが日本の福祉の伝統的構造でした

が、それを今から変えなければいけません。東松山市に限定しても結構ですが、本当にこれを

変えていけるかについてお話しいただきたいと思います。

-西田とても難しいテーマをいただきました。確かに東松山市の人口規模だと、ある程度顔
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を拝見させていただきながら制度を考えていけてよし吃お話ししました。しかし最近正直言って

分からなくなってきています。先ほど述べた総合相談センターで、は精神障害者担当とか知的

障害者担当があります。今はこれをやめようかとしづ話になっています。そもそも精神障害者へ

の相談支援技術なるものは存在するのか。先ほど障害者理解とし、うことばが出てきましたが、

私は障害者理解とし、うことが何のことかよくわかりません。私は吉田さんとし汚名前の方は知っ

ていますが、障害者とし、う方は1人も知りません。基本はその人に合った本人支援で、はなし、か

と思います。

先ほどの吉田さんの話にもありましたが、私は行政の人間ですから社会参加とし、うことばをす

ぐ使います。それは買い物だとか映画鑑賞だとかとしづ発想だと今お叱りを受けました。ただ、

重度重複障害の方々や知的障害がとても重篤な方でも作業所にいます。しかし、作業所にい

るとし1うだけで作業をしているわけではありません。それはそれでいいと思いますが、彼らにと

ってはもっと楽しいことがあるのではなしゅ吃しづ発想もあると思います。本人にとって何が支

援されるべきことかを皆がきちんと考えていけば、おのずとその人にとって相応しい生活が確

保できてしてのではなし、かと思います。

吉田さんがおっしゃったのは、意に反した映画鑑賞や買い物がし、ゃなんだとし、うことだと思

います。当然社会参加とは 10人いれば 10通りの方法があると思います。いずれにしても、本

人の意に添うことが重要だと思います。

行政の力だけではたかが知れていますから、地域の皆で本人や本人の生活を支えていくこ

とが必要だと思います。

例えば、先ほど重度障害者のためのグループホームの話をしましたが、はっきり言って実情

はとても大変です。重度の方でも身体機能の高い方は、どんどん動き回ります。女子高生の手

を引っ張ったり、たまによその家に入って勝手にラジカセ聞いていたり、暴行事件を起こ主こと

もあります。それを地域がどこまで理解してくれるか、それが互いのリスクだとし、うことをどこまで

知ってもらえるかが重要だ、と思います。

施設はもうし、らなし立言われています。育成会や重度重複障害者の進路を考える会等も同

様におっしゃいます。行政が日中の活動の場やグループホームなどを作ることはできますが、

作るだけでは、それは器に過ぎません。グループ。ホームの数が増えていっても結局、大きな施

設を小規模化して地域に散りばめたに過ぎないことになります。それでは真の意味での地域

生活にならないとし、うことです。ただ、行政ができることはグループホームを作ることまでです。

あとは地域がどこまで容認できるかです。許せない範囲もあるで、しよう。あるいは警察ざたにな

るカもしれませんが、それは世の中にはあることです。

-佐藤西田さんの元気な話を聞くと、がんばろうとしづ気になります。続いて、専門家と言わ

れている立場からお願し 1します。

まず菊池さんにお願いします。障害者基本計画の中で、今精神病院に入院されている人 35

万人の 20%にあたる7万 2，000人の方をこれから地域に出すと言われています。社会的入院
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と言われてしも人たちに関しても、具体的に数値を挙げて目標設置が行われています。私は

知的障害関係の仕事をしていますが、 10万人を超える知的障害の施設入所者をみると、全部

が社会的入所です。ですから知的障害の方の施設を当面は作らないとし 1うことは決まったけ

れど、ど、うやって対処してしてのでしょうか。全体の流れをどう変えてしてかとし、った具体的数値

はまだ出ていません。

精神障害の分野で、は具体的に出てきましたが、これはほんとうにできるのでしょうか。現場の

立場でお話ししていただきたいと，思います。心身喪失の問題に関しては、医療観察法があっと

いう聞にでき上がりました。あのような悪法はすぐにできるけれど、よい法律がなかなかできな

いのが厚生労働省だと思います。

病院で働く立場として、この計画についてはし、かがでしょうか。

-菊池全国で35万人の方が精神科の病院に入院されており、その中の7万2，000人を地域

に出していこうとし、うことですが、私が勤務している病院でも短期で退院されてして方のク。ルー

プと、社会的入院を含めて 20年から 30年としづ長期の入院になってしまっているグループ。が

あって、 1つの病院の中でも2極分化されています。 3ヶ月から半年で退院される方はよいので

すが、社会的入院の方をどう地域に出してしてかについては、 1つの職種だけでは、また医療

機関だけで解決できない部分があります。

社会的入院や長期入院とし 1うことでは、作業療法が一時大きく批判されたことがありました。

作業療法なるものを行っているから長期入院が助長され、居心地がよくなってしまうから皆退

院したくなくなる、とし、うような言い方をされていた時期もあります。しかし精神障害の分野での

作業療法は、そのように言われていた時代とはだいぶ変わってきています。

実際lこ7万 2，000人の方を地域に出していくとし、うことは、その後、退院後の問題が大きいと

思います。住むとし、うことに関しても民間の医療機関で、もっているグループホームや生活訓練

施設だけでできることではないと思いますし、就労とし、うことに限らなくとも収入を得て生活して

いくとし 1うことは大変なことです。行政など多方面と協力して進めてし、かなければならないこと

だと思います。退院した後は知りませんと言うことはできません、医療のみでなく複雑な問題が

からんできて難しし、ことなのではなし、かとしづ実感はあります。

作業療法士にも、し、かに長期入院の方を退院に向けてしてかとしづ課題があります。 20年も

30年も入院していると、病院が自分の家で、生活の場になってしまっていますから、やはりそこ

から外へ出ていって初めて自分に何が必要なのかが分かると思います。病院の中だけで考え

るのではなく実際に外へ出ていって、必要なものは何かと感じながら退院へ結びつけてしてレ

ールを考えてし 1かなければならないと思っています。

作業療法において、生活を工夫することに関しては専門ですので、うまく作業療法を活用で

きるように、これから私たちの技術を外にアピールしていく必要もあると思います。
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埼玉県の多様で高度な資源をどう活用するか

園佐藤計画がほんとうに実践に移されるかどうかは、もちろん中央省庁のやる気もさることな

がら、それぞれの施設や地域や機関が本気にならなければできないことです。作業療法士と

しち立場で、是非がんばっていただきたいと思います。

次に地域生活全体を支えてして上で、いろいろ複雑で多様なニーズがあります。埼玉県の

場合は、先ほどご紹介いただいたようにリハビリテーションが非常に多様な機能をもっています。

しカも、そこにはノウハウだけではない多くのマンパワーも蓄積されています。相対的に見れば

非常に多様で高度な機能が装備されています。それらのことが地域生活支援としづ今後の課

題にどう活用されるべきか、また活用を促すためにはどうし、うことが必要か、それに関する話を

上小鶴さんにお話しいただきたいと思います。

-上小鶴うちの場合は機能がし、くつかありますので、それぞれに地域と関わる課題がありま

す。病院としての部分は普通に治療をして帰っていただくとしづかたちですが、更生施設と更

生相談所は、ある部分が施設で、ある部分は行政機関品、うことで、大きな問題になってくると思

います。

1つは更生施設は地域から入っていただいて利用して、また地域に戻っていただくのが本来

の姿だι思います。かつて措置費で、あったものが支援費になりましたが、支援費制度の窓口

は市町村になっています。その窓口とのネットワークが必ずしもうまくつながっていません。ニ

ーズに対して更生訓練をして地域に戻るとしち吸い上げが、それほど順調にはいっていませ

ん。半分は自前の病院からの移行で、やっているのが正直なところです。

このように、総合的機能を自己完結的にやっている部分がかなりあります。職員の新任研修

も当然うちでやっていますが、なかなか市町村で吸い上げていただけない現状です。

昨日も杉戸町で開催される更生相談に行く予定でしたが、相談件数がゼ、ロで、中止になって

しまいました。どんな相談をもちかけてよいのかが地域にない状況です。更生相談所は地域支

援のために地域担当を設けたのですが、これが機能していません。ですから、担当者が担当

地区に精通している状況にはまだ、なっていません。

実は、支援費に変わったとたんに相談が止まったと言えます。今までは措置費で、あったので、

更生相談所のお墨つきが必要でしたから、そのために相談にもってして部分がありました。そ

れが支援費になって自己決定できるわけです。地域がじかに障害をおもちの方と話をつけるこ

とができるので、なかなか更生相談所にもち込まれなくなりました。支援費決定に関しても相談

は全国的にほぼゼロです。更生相談所にこれだけ蓄積されているノウハウがなんら活用されて

いません。これは全国的な流れです。

支援費制度を作ったサカモトさんが更生相談所長会で、言われました。「更生相談所に唯一

残るのは補装具の診断かねJと。実際に、更生相談所が今後専門的な考えをもって何を指導

してしてのかを考えることは、これから生き残ってし、くためには大事なことであろうと思います。

それを市町村や障害をおもちの方との接触の中で、探っています。
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補装具に関しては、地域の指定医にはほとんど診断能力がありません。これは事実です。で

すから、更生相談所に申し込んでいただく必要があると思います。整形外科で、もリハビリテー

ション科で、も、一部の補装具しか扱っていませんので、この件に関してはやはり今後も更生相

談所の役割だと思います。

ただ、地域支援に関しては支援費制度決定の問題があり、手帳の等級制度と支援費制度の

ダブツレスタンダードになってしまいました。ここももう少しきちんと見てし、かないといけません。

現実に等級がほんとうに必要なのか。これはもはや過去の遺物ではなし、かと思います。等級

決定についてはもめます。それで診断書の決定が何か月もかかります。非常に無駄な作業で

はなし、かと考えています。これは国が支援費制度を始める時に、同時にきちんとやるべきだ、っ

たと思います。税の減免制度が絡んで、なかなか手をつけlこくし、部分があったのだ、ろうと想像し

ますが、所得保障とは別の問題であろうし、もう少し整理していただければ我々もいろいろな仕

事がしやすくなると思います。

とにかく支援に当たるべき組織が、人員もノウハウももって窓口を開いていけるシステムにし

ていきたいと考えます。現場で働く方々、そして障害者ご本人も、こうしづ機能をもった組織に

申し込んでいただきたいと思います。

今後、このような3つの機能をもった総合リハビリテーションセンターが維持で、きるかどうかが

問題です。全国的に見てもかなり厳しいだろうと言われています。実際この3つの組織を東ね

て1人のトップがみているのは、うちと長野県くらいになってしまいました。かつて西の雄で、あっ

た兵庫県が3つに分かれてしまいましたし、更生施設をもっている山梨県は3年以内に民営に

してしまいます。神奈川県もかなり厳しい目で、リハビリ病院が見られています。行政改革の中で、

厳しい時代になってきているのが現状です。

埼玉県はがんばって今のスタイルで、やっていますが、精神障害は病院と相談所が完全に分

けられました。しかし、リハピ、リテーションはがんばって分割しないで、やっています。しかし、今

後どう推移するかはまだわかりません。分離しろとしづ圧力は毎年のようにある状況です。

-佐藤もう一言発言のある方おられますか。

-吉田余暇活動を上手に使えないのは、養護学校としづ所で、分け隔てられて育ったせいだ

と思います。

-佐藤今までの福祉システムが、小さな親切大きなお世話で、吉田さんはそのことを指摘さ

れたのだろうと思います。

「障害者基本計画Jが発表され、今年から支援費制度が導入されました。基本的な舞台やし

つらえはそろってきたと思います。これをそれぞれの人たちゃ地域に即したものに塗り替えて

いく作業が、これから先5年、 10年の仕事になるのではなし、かと思います。

本日発言していただきました5人の方々、今後とも埼玉県の中でそれぞれの立場でご活躍い
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ただければと，思います。私もその tひとり在lじて自分の持ち場マー}生懸命l仕事をしていきたいと

思います。

;¥ :; I 

LI 

-ZDZ一



第 26回総合リハビリテーション研究大会

26th National Rehabl1itationαInference 

開催要綱

テーマ:重度・重複障害をもっ人々のリハビリテーション

日時:2003年 10月31日(金)・ 11月 1日(土)

場 所:国立身体障害者リハビリテーションセンター(埼玉県所沢市)

定員:300名

会費:2 0 0 0円

主 催:第 26回総合リハビリテーション研究大会実行委員会

財団法人 日本障害者リハビリテーション協会

後援:(順不同)

障害者施策推進本部、厚生労働省、文部科学省、経済産業省、埼玉県、

全国社会福祉協議会、高齢・障害者雇用支援機構、

国立身体障害者リハビリテーションセンター、

独立行政法人福祉医療機構
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O プログラム (10月 31日)

10 : 00 開会の挨拶

金田 一郎(日本障害者リハビリテーション協会会長)

佐藤 徳太郎(国立身体障害者リハビリテーションセンター総長)

今大会の趣旨について 丸山 一郎(第26回総合リハビリテーション研究大会実行委員長)

10 : 15 基調講演

「世界のリハビリテーション活動と重度障害者の今後を展望する」

ケイト・シールマン(元米国 NIDRR(国立リハビリテサョン研究所)所長)

12 : 45 全体会「重度・重複障害をもっ人々のリハビリテーションJ

( 1 )調査に見る重度・重複障害をもっ人のリハビリテサョンの取り組み

伊藤 利之(横浜市総合リハビリテーションセンター)

( 2 )重度・重複障害をもっ人の支援機器とユニハゃーサjトデザイン

山内 繁(国立身体障害者リハビリテーションセンター)

( 3 )重複障害をもっ人とリハビリテーションサービスの課題

藤井克徳(日本障害者協議会)

14 : 30 分科会 事例研究「重度・重複障害者のリハピリテーションサーピスJ

【グループ 1】高次脳機能障害を合併した人の生活支援

コーディネーター 中島 八十一(国立身体障害者IJ}¥t'リテーションセンター)

寺島彰(浦和大学総合福祉学科)

白山 靖彦(三重県身体障害者総合福祉センター)

生方 克之(神奈川リハビリテーション病院相談科)

【グループ2】重症心身障害者の地域生活

コーディネーター 日浦 美智江(訪問の家「朋J)

寺谷富和(西宮市社会福祉協議会青葉園)

増淵晴美(訪問の家「朋J)、

下郡山和子(つどいの家「仙台っと、いの家J)

【グループ3]養護学校卒業者の社会参加

コーディネーター 小川 淳(横浜市総合リハビリテーションセンター)

赤塚光子(立教大学コミュニティ福祉学部)

室津滋樹(横浜市グループホーム連絡会)

青木 昌子(横浜市総合リハビ!万一ションセンター生活訓練係)

池成彦(神奈川県立鎌倉養護学校)

【グループ4】精神障害者の地域生活

コーディネーター 藤井 克徳(日本障害者協議会)

尾上 義和(多摩市障がい者支援センター「のーまJ)

田所 裕二(全国精神障害者家族会連合会)

西谷久美子(社会就労センターパイ焼き窯)
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011月 1日

10 : 00 特別講演

「政府【障害者基本計画】および【障害者プラン】の実施」

北村 彰(内閣府政策統括官障害者施策担当参事官)

11 : 00 レポート「障害とリハビリテーション・・・最新トピックスJ

本大会実行委員会委員

12 : 30 シンポジウム

「埼玉県におけるリハビリテーションサービス・・・重度障害をもっ人

の地域支援の取り組み」

コーディネータ 佐藤 進(埼玉県立大学社会福祉学科)

( 1 )リハビリテーションセンターの新たな取り組み

上小鶴 正弘(埼玉県総合リハビリテーションセンター)

( 2 )東松山市の生活支援サービス

西国 紫郎(東松山市福祉課)

( 3 )精神障害者支援ネットワーク

菊池 薫(精神病院協会・作業療法士部会、東松山病院)

(4)新しい雇用就労ネットワークの進展

岡漬 君枝((株)障害者支援センター)

( 5 )重度障害者の地域生活の現状と課題

吉田 昌弘(埼玉障害者自立生活協会)

閉会のことば 今後の総合リハビリテーション研究大会について

松井 亮輔:日本障害者リハビリテーション協会副会長

(総合リハビリテーション大会常任委員長)
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第 26回総合リハビリテーション研究大会 実行委員会委員一覧

(順不同)

実行委員長丸山 一郎(埼玉県立大学社会福祉学科教授)

山内 繁(国立身体障害者リハビリテーションセンター 研究所長)

寺島 彰(浦和大学総合福祉学部 教授)

落合 芙美子(初台リハビリテーション病院 顧問)

三ツ木任一(放送大学名誉教授)

佐藤久夫(日本社会事業大学教授)

赤塚 光子(立教大学コミュニティ福祉学部教授)

伊藤 利之(横浜市総合リハビリテーションセンター センター長)

河合 俊宏(埼玉県総合リハビリテサョンセンター リハ工学研究室主任)

橋本 慶治(埼玉県総合リハtリテーシジセンター 事務系能力開発担当課長)

斎藤 なを子(埼玉県社会就労センター協議会 理事)

山下 浩志(埼玉障害者自立生活協会)

佐藤 三四郎(埼玉県立精神保健福祉センター精神保健福祉部長)

朝日 雅也(埼玉県立大学社会福祉学科講師)

佐藤 進(埼玉県立大学社会福祉学科 教授)

高畑 隆(埼玉県立大学社会福祉学科助 教授)

磯崎 弘司(埼玉県立大学理学療法学科 助教授)

谷合 義旦(埼玉県立大学作業療法学科 教授)
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